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壱岐市告示第59号

平成22年第３回壱岐市議会定例会を、次のとおり招集する

平成22年８月26日

壱岐市長 白川 博一

１ 期 日 平成22年９月２日（木）

２ 場 所 壱岐市議会議場（壱岐西部開発総合センター２Ｆ）

──────────────────────────────

平成22年第３回壱岐市議会定例会 会期日程

日次 月 日 曜日 会議の種類 摘 要

１
９月２日

（招集日）
木 本会議

○開会 ○会議録署名議員の指名

○会期の決定 ○諸般の報告

○行政報告 ○議案の上程、説明

２ ９月３日 金

３ ９月４日 土

４ ９月５日 日
（閉庁日）

５ ９月６日 月
○質疑・一般質問通告書提出期限（正午まで）

○議会運営委員会（午後３時～）

６ ９月７日 火

休 会

（議案調査）

７ ９月８日 水 ○議案審議（質疑、委員会付託）

８ ９月９日 木 ○一般質問（６人）

９ ９月10日 金

本会議

○一般質問（６人）

10 ９月11日 土

11 ９月12日 日
休 会 （閉庁日）

12 ９月13日 月 委員会 ○常任委員会

13 ９月14日 火 休 会 ながさき牛づくり振興大会壱岐地区代表牛選考会

14 ９月15日 水 ○予算特別委員会

15 ９月16日 木
委員会

○決算特別委員会

16 ９月17日 金 （議事整理日）

17 ９月18日 土

18 ９月19日 日

19 ９月20日 月

休 会
（閉庁日）

20 ９月21日 火 本会議
○議案審議（委員長報告、討論、採決）

○閉会



- -- 2 -

平成22年第３回壱岐市議会定例会 上程案件及び議決結果一覧（１／２）

結 果
番 号 件 名

審査付託 本会議

報告第４号
平成２１年度財団法人壱岐市開発公社事業会計収支決算
の報告について

－
報告済

（９／８）

報告第５号
平成２１年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比

率の報告について
－

報告済

（９／８）

議案第71号
長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少について
総務文教常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（９／21）

議案第72号
壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正につい

て
厚生常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（９／21）

議案第73号 壱岐市消防本部等設置条例の一部改正について
総務文教常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（９／21）

議案第74号 壱岐市消防団の設置等に関する条例の一部改正について
総務文教常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（９／21）

議案第75号 壱岐市火災予防条例の一部改正について
総務文教常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（９／21）

議案第76号 字の区域の変更について
産業建設常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（９／21）

議案第77号

武生水Ａ辺地（変更）、沼津Ａ辺地（変更）、初山Ａ辺地

（変更）、武生水Ｃ辺地、深江辺地、中野郷辺地、住吉辺

地及び箱崎本村辺地に係る総合整備計画の策定について

総務文教常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（９／21）

議案第78号 平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第２号）
予算特別委員会

可 決

原案のとおり可決

（９／21）

議案第79号
平成２２年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）
厚生常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（９／21）

議案第80号
平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）
厚生常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（９／21）

議案第81号
平成２２年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号）
産業建設常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（９／21）

議案第82号
平成２２年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第

２号）
産業建設常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（９／21）

議案第83号
平成２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計補

正予算（第１号）
総務文教常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（９／21）

議案第84号
平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算（第

１号）
総務文教常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（９／21）

議案第85号
平成２２年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第

１号）
産業建設常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（９／21）

議案第86号 平成２２年度壱岐市病院事業会計補正予算（第１号）
厚生常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（９／21）

議案第87号 平成２２年度壱岐市水道事業会計補正予算（第１号）
産業建設常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（９／21）

議案第88号
壱岐市学校給食センター建築本体工事請負契約の締結に

ついて
省 略

原案のとおり可決

（９／21）
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平成22年第３回壱岐市議会定例会 上程案件及び議決結果一覧（２／２）

結 果
番 号 件 名

審査付託 本会議

議案第89号
壱岐市学校給食センター機械及び排水設備工事請負契約
の締結について

省 略
原案のとおり可決

（９／21）

議案第90号
壱岐市学校給食センター厨房機器設置工事請負契約の締

結について
省 略

原案のとおり可決

（９／21）

認定第１号 平成２１年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定について
決算特別委員会

認 定

認 定

（９／21）

認定第２号
平成２１年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について
厚生常任委員会

認 定

認 定

（９／21）

認定第３号
平成２１年度壱岐市老人保健特別会計歳入歳出決算認定

について
厚生常任委員会

認 定

認 定

（９／21）

認定第４号
平成２１年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳

出決算認定について
厚生常任委員会

認 定

認 定

（９／21）

認定第５号
平成２１年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について
厚生常任委員会

認 定

認 定

（９／21）

認定第６号
平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について
産業建設常任委員会

認 定

認 定

（９／21）

認定第７号
平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算認
定について

産業建設常任委員会

認 定

認 定

（９／21）

認定第８号
平成２１年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳
入歳出決算認定について

総務文教常任委員会

認 定

認 定

（９／21）

認定第９号
平成２１年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算
認定について

総務文教常任委員会

認 定

認 定

（９／21）

認定第10号
平成２１年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出決算
認定について

産業建設常任委員会

認 定

認 定

（９／21）

認定第11号 平成２１年度壱岐市水道事業会計決算認定について
産業建設常任委員会

認 定

認 定

（９／21）

認定第12号 平成２１年度壱岐市病院事業会計決算認定について
厚生常任委員会

認 定

認 定

（９／21）

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 省 略
了 承

（９／21）

発議第５号
離島の燃油に係る税を免税とする法律制度を求める意見
書の提出について

省 略
原案のとおり可決

（９／21）

陳情第１号
安全・安心な国民生活実現のため、防災・生活関連予算
の拡充と国土交通省の出先機関の存続を求める陳情

総務文教常任委員会

不採択

不採択

（９／21）
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平成22年第３回壱岐市議会定例会 上程及び議決件数
市長提出 上程 可決 否決 撤回 継続 議員発議 上程 可決 否決 継続

条例制定、一部
改正、廃止

４ ４
発議(条例制定)

(一部改正)

予算 １０ １０ 発議（意見書） １ １

その他 ７ ７ 決議・その他

報告 ２ ２ 計 １ １

決算認定
(内前回継続)

１２ １２
請願・陳情等
(内前回継続)

１ １

計 ３５ ３５ 計 １ １



- -- 5 -

平成22年第３回壱岐市議会定例会 一般質問一覧表

月日 順序 議 員 氏 名 質 問 事 項 質問の相手 ページ

壱岐市ケーブルテレビ使用料の減免について 市 長

壱岐市総合計画について 市 長１ 呼子 好

中学校統廃合計画の進捗状況について 教育長

94～106

２ 音嶋 正吾 壱岐市総合計画（後期基本計画）について 市 長 106～116

職員の士気高揚について 市 長
３ 鵜瀬 和博

島外事務所の設置について 市 長
116～129

大都市での観光ＰＲ成果と今後の戦略について 市 長

博物館と特産品、博物館と神話など組み合わ

せたＰＲについて
市 長

福岡事務所について 市 長

介護予防の対策に民間活動への支援を 市 長

４ 久保田恒憲

多様化した福祉対策専門職の増員について 市 長

129～140

５ 町田 光浩 一支国博物館について 市 長 140～146

中学校の規模適正化に伴うスクールバスの運

行について
教育長

９

月

９

日

木

６ 中村出征雄

小学校の統廃合について 市長、教育長

146～154

幼稚園について 市長、教育長

保育所について 市 長７ 今西 菊乃

幼稚園・保育所の今後の方針について 市長、教育長

157～170

合併特例債について 市 長
８ 榊原 伸

ゴミ問題について 市 長
171～177

市民病院とかたばる病院について 市 長

光の通信事業について 市長、教育長

中学校の統廃合について 教育長

正職員等の在り方について 市長、教育長

９ 豊坂 敏文

各施設手数料について 市長、教育長

177～191

航空路の格差と是正について 市 長

漁業集落周囲のよう壁の強度検査について 市 長10 町田 正一

病院改革のその後の状況について 市 長

191～206

特別養護老人ホーム建設計画について 市 長

博多―壱岐―対馬航路フェリー建造について 市 長

９

月

10

日

金

11 市山 繁

福岡市への要望について 市 長

206～220
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12 小金丸益明 原の辻遺跡関連事業について 市長、教育長 220～231
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───────────────────────────────────────────

平成22年第３回定例会 壱 岐 市 議 会 会 議 録（第１日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第１号）

平成22年９月２日 午前10時00分開会、開議

日程第１ 会議録署名議員の指名
８番 市山 和幸

９番 田原 輝男

日程第２ 会期の決定 20日間 決定

日程第３ 諸般の報告 議長 報告

日程第４ 行政報告 市長 説明

日程第５ 報告第４号
平成２１年度財団法人壱岐市開発公社事業

会計収支決算の報告について
壱岐島振興推進本部理事 説明

日程第６ 報告第５号
平成２１年度壱岐市財政健全化判断比率及

び資金不足比率の報告について
財政課長 説明

日程第７ 議案第71号
長崎県市町村総合事務組合を組織する地方

公共団体の数の減少について
総務課長 説明

日程第８ 議案第72号
壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一

部改正について
市民生活担当理事 説明

日程第９ 議案第73号
壱岐市消防本部等設置条例の一部改正につ

いて
消防本部消防長 説明

日程第10 議案第74号
壱岐市消防団の設置等に関する条例の一部

改正について
消防本部消防長 説明

日程第11 議案第75号 壱岐市火災予防条例の一部改正について 消防本部消防長 説明

日程第12 議案第76号 字の区域の変更について 産業経済担当理事 説明

日程第13 議案第77号

武生水Ａ辺地（変更）、沼津Ａ辺地（変

更）、初山Ａ辺地（変更）、武生水Ｃ辺

地、深江辺地、中野郷辺地、住吉辺地及び

箱崎本村辺地に係る総合整備計画の策定に

ついて

政策企画課長 説明

日程第14 議案第78号
平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第

２号）
財政課長 説明

日程第15 議案第79号
平成２２年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第２号）
保健環境担当理事 説明

日程第16 議案第80号
平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第１号）
保健環境担当理事 説明

日程第17 議案第81号
平成２２年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第２号）
建設担当理事 説明



- -- 8 -

日程第18 議案第82号
平成２２年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第２号）
建設担当理事 説明

日程第19 議案第83号
平成２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計補正予算（第１号）
市民生活担当理事 説明

日程第20 議案第84号
平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会計

補正予算（第１号）
総務課長 説明

日程第21 議案第85号
平成２２年度壱岐市農業機械銀行特別会計

補正予算（第１号）
産業経済担当理事 説明

日程第22 議案第86号
平成２２年度壱岐市病院事業会計補正予算

（第１号）
病院事務局長 説明

日程第23 議案第87号
平成２２年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第１号）
建設担当理事 説明

日程第24 認定第１号
平成２１年度壱岐市一般会計歳入歳出決算

認定について
財政課長 説明

日程第25 認定第２号
平成２１年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算認定について
保健環境担当理事 説明

日程第26 認定第３号
平成２１年度壱岐市老人保健特別会計歳入

歳出決算認定について
保健環境担当理事 説明

日程第27 認定第４号
平成２１年度壱岐市後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算認定について
保健環境担当理事 説明

日程第28 認定第５号
平成２１年度壱岐市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について
保健環境担当理事 説明

日程第29 認定第６号
平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について
建設担当理事 説明

日程第30 認定第７号
平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について
建設担当理事 説明

日程第31 認定第８号
平成２１年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計歳入歳出決算認定について
市民生活担当理事 説明

日程第32 認定第９号
平成２１年度壱岐市三島航路事業特別会計

歳入歳出決算認定について
総務課長 説明

日程第33 認定第10号
平成２１年度壱岐市農業機械銀行特別会計

歳入歳出決算認定について
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について
病院事務局長 説明

日程第36 陳情第１号

安全・安心な国民生活実現のため、防災・

生活関連予算の拡充と国土交通省の出先機

関の存続を求める陳情

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

（議事日程第１号に同じ）

──────────────────────────────
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──────────────────────────────

午前10時00分開会

○議長（牧永 護君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員は２０名であり、定足数に達しております。今期定例会におきましても、

省エネの一環としてクールビズを実施いたします。議場での服装につきましては、上着及びネク

タイの着用は各自の判断に任せることにしております。

また、貫頭衣の着用についても同様の取り扱いといたしておりますので、よろしくお願いしま

す。

ただいまから、平成２２年第３回壱岐市議会定例会を開会します。

これから議事日程表第１号により、本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．会議録署名議員の指名

○議長（牧永 護君） 日程第１、会議録署名議員を指名いたします。

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、８番、市山和幸議員、９番、

田原輝男議員を指名いたします。

────────────・────・────────────

日程第２．会期の決定

○議長（牧永 護君） 日程第２、会期の決定を議題とします。

本定例会の会期につきましては、去る８月２６日に議会運営委員会が開催され、協議をされて

おりますので、議会運営委員長に対し協議結果の報告を求めます。豊坂議会運営委員長。

〔議会運営委員長（豊坂 敏文君） 登壇〕

○議会運営委員長（豊坂 敏文君） おはようございます。議会運営委員会の報告をいたします。

平成２２年第３回壱岐市議会定例会の議事運営について、協議のため、去る８月２６日、議会

運営委員会を開催しましたので、その結果について報告をいたします。

会期日程案につきましては、各議員のお手元に配付しておりますが、本日から９月２１日まで

の２０日間と申し合わせをいたしております。

本定例会に提案されます議案は、報告２件、条例改正関係４件、平成２２年度補正予算関係

１０件、平成２１年度決算認定関係１２件、その他３件の合計３１件となっております。

また、陳情２件を受理しておりますが、お手元に配付のとおりであります。

本日は、会期の決定、議長の報告、市長の行政報告の後、本日送付された議案の上程・説明を

行います。

９月３日から７日まで休会といたしておりますが、一般質問並びに質疑についての通告をされ
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る方は、９月６日正午までに提出をお願いします。

９月８日は議案に対する質疑を行い、質疑終了後、報告案件を除き所管の委員会へ審査付託を

行いますが、質疑をされる場合は、できる限り事前に通告をされるようお願いをいたします。

なお、上程議案のうち「平成２２年度一般会計補正予算」及び「平成２１年度一般会計歳入歳

出決算認定」につきましては、それぞれ、議長を除く議員全員で構成する特別委員会を設置して

審査すべきということを確認いたしましたので、よろしくお願いをいたします。

９月９日と１０日の２日間で一般質問を行います。質問の順序は受け付け順の「くじ」により

番号の若い順とし、質問時間については答弁を含め５０分の時間制限とします。

また、質問回数については、制限をしないことといたします。なお、同一趣旨の質問につきま

しては、質問者間でぜひ調整をお願いしたいと思います。

また、通告書についても市長の適切な答弁を求める意味からも、質問の趣旨を明快に記載され

るよう、あえてお願いをいたします。

９月１３日及び１５、１６日を委員会開催日としております。

９月２１日本会議を開催し、各委員長の報告を受けた後、議案等の審議採決を行い、全日程を

終了したいと思います。

なお、本定例会会期中に工事請負契約案件３件、人事案件１件が追加議案として提出される予

定でありますが、委員会付託を省略し全員審査を予定しております。

以上が第３回定例会の会期日程案であります。

円滑な運営に御協力を賜りますようお願いを申し上げまして、報告といたします。

〔議会運営委員長（豊坂 敏文君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） お諮りします。本定例会の会期は議会運営委員長の報告のとおり、本日

から９月２１日までの２０日間としたいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から９月２１日

までの２０日間と決定いたしました。

────────────・────・────────────

日程第３．諸般の報告

○議長（牧永 護君） 日程第３、諸般の報告を行います。

今回の第３回壱岐市議会定例会に提出され、受理した議案等は３１件、陳情２件であります。

次に、監査委員より例月出納検査の報告書が提出されており、その写しをお手元に配付してお

りますので、御高覧をお願いします。

次に、系統議長会であります。
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去る、７月１３日、本市において「長崎県離島３市１町市長・町長・議長会議」が開催されま

した。昨年１月五島市・対馬市・壱岐市の３市で発足し、今回新たに新上五島町が加入され、

４離島の市長・町長・議長により、国境離島、外洋離島の役割や重要性、航路対策や観光の連携

などについて協議が行われました。

次に、７月２６日、五島市で開催された「長崎県離島振興市町村議会議長会臨時総会」に出席

いたしました。会務報告及び平成２１年度歳入歳出決算について原案どおり承認され、その後、

溝江五島振興局長による「文化・スポーツの及ぼす効果」と題する講演が行われました。

次に、８月１９日、同じく五島市で開催された「長崎県市議会議長会臨時総会」に出席いたし

ました。平成２１年度事務報告、各市から提出の２６議案及び九州市議会議長会への提出の２議

案について審議がなされ、それぞれ可決・決定がされたところであります。

なお、本市からは「医師確保対策」と「離島航路維持のための財政支援」及び「嫦娥三島大

橋・原島大橋架橋の早期実現」の３件を提出したところであります。

以上のとおり、系統議長会に関する報告を終わりますが、詳しい資料につきましては事務局に

保管いたしておりますので、必要な方は御高覧願います。

なお、本定例会において議案等の説明のため、白川市長を初め、教育委員長、代表監査委員に

説明員として出席を要請しておりますので、御了承願います。

以上で私からの報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第４．行政報告

○議長（牧永 護君） 次に、日程第４、行政報告を行います。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 皆さん、おはようございます。行政報告を申し上げます。

本日ここに、平成２２年第３回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員皆様には御健勝

にて御出席を賜り厚く御礼申し上げます。

今夏は、全国的な猛暑日が続いておりますが、本市においても例外ではなく、いまだに連日厳

しい暑さが続いております。また、２１０日（９月１日）を過ぎ、台風も多発してまいります。

市民皆様におかれましては、今後も台風情報や熱中症等には十分気をつけられ、災害防止、健康

管理をお願いするものであります。

さて、８月８日、大村市で開催されました長崎県消防ポンプ操法大会におきまして、ポンプ車

操法の部で、芦辺地区第１分団が見事優勝し、県大会８連覇の偉業を達成いたしました。

また、小型ポンプ操法の部においても、石田地区第２分団第２小隊が準優勝というすばらしい

成績をおさめられました。ここに、改めて選手並びに団員の皆様を初め、御家族、関係者皆様に
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対し、深甚なる敬意とお祝いを申し上げる次第であります。

優勝の芦辺地区第１分団は、来る１１月１２日、愛知県蒲郡市で開催される第２２回全国消防

操法大会に出場いたします。同分団におかれましては、全国優勝を目指し、既に連日連夜厳しい

訓練がなされており、その成果を存分に発揮され、全国の舞台で御活躍されますよう心からお祈

り申し上げます。

また、８月１９日から２１日にかけて、鹿児島県種子島で開催されました、第３回全国離島交

流中学生野球大会では、全国の離島から参加した１７チームが熱戦を展開し、本市選抜チームは

第３位に入る成績をおさめました。その活躍について、衷心より健闘をたたえるものであります。

次に、去る、７月３１日、山田正彦農林水産大臣が壱岐市を訪問され、翌８月１日に開催され

た子牛競り市等を視察されました。その折、山田大臣との面会が実現し、離島地域における揮発

油税の減免に関する要望を行ったところであります。これまで、長崎県離島振興協議会において

も、本市から働きかけを行い、県選出国会議員はもとより、国土交通省等に早期実現に向け要望

をしております。これにつきましては、山田大臣も従前から、その実現を訴えてこられた経緯も

あり、その内容については大変御理解をいただいております。今後も、あらゆる機会をとらえ、

離島地域の悲願である離島地域における揮発油減の減免について強く訴えてまいります。

また、８月３日には、中村法道長崎県知事が「青空知事室」と銘打った意見交換を行うため来

島されました。これは、知事自ら県内各地域の現場に赴き、住民皆様の声を直接お聞きし、実態

の把握と今後の県政運営に反映させるためのものであります。

各分野で活躍される市民皆様との意見交換を通して、中村知事の県政運営のテーマである「人

が輝き、産業が輝き、そして地域が輝く長崎県」づくりの大きな礎になったものと考えておりま

す。今後も、県と十分連携を図り、壱岐市発展に全力で取り組んでまいります。

それでは、前定例会以降、今日までの市政の重要事項について御報告申し上げ、議員皆様の御

理解と御協力を賜りたいと存じます。

まず、地域情報通信基盤整備推進事業についてでございます。

壱岐市ケーブルテレビ施設について、有線テレビジョン放送法に基づく放送施設設置許可の申

請を７月２８日付で総務省九州総合通信局に提出しておりましたが、近日中に設置許可状が交付

される見込みとなりました。

本許可状の交付により、市内全域への光ファイバーによる地上デジタルテレビジョン放送等の

再送信や地域に密着した自主放送番組の提供、高速インターネット接続サービスによるブロード

バンド未提供地区の解消に向けた工事が着工可能となります。

工事を進める上では、その他さまざまな許認可が必要でありますが、本許可状は壱岐市が計画

した運営計画・設備計画が認められるものとなります。
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また、８月中旬から加入申請書を各世帯に送付し、申し込み受付を行っておりますが、申し込

みに際しテレビ放送受信に係る使用料についての御意見もいただいております。

今後も、維持管理経費の財源となる使用料について御理解いただけるよう、市民皆様に説明を

行ってまいりますが、使用料の減免、または減額の範囲について検討の必要があると考えており

ます。

加入率の向上について、市民皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

次に、交流人口・定住人口の拡大について申し上げます。

まず、観光振興についてでございますが、本市における観光客数を推計する上で、最も参考と

なる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの、本年度４月から７月までの乗降客数累計は２４万

８,５２４人で、対前年度１.７％増とわずかでありますが増加しております。これは、一支国博

物館のオープンに伴い、本市の新たな観光施設として各旅行会社に旅行商品の造成・販売を行っ

ていただいたことや、オープン前から今日までの地道な情報発信の展開による成果があらわれた

ものと認識しております。

特に一支国博物館につきましては、８月３１日現在の入館者数が８万７,２４４人と、予想を

上回る皆様に御来館いただいており、特別企画展等を含め大変好評を得ております。

このことは、長引く景気低迷や高速道路ＥＴＣ１,０００円問題などで、全国各地の観光地が

苦況を強いられている中、航路に依存せざるを得ない離島の観光地としては、健闘をしているも

のと考えております。

長崎県では、県全体が連携した観光振興により交流人口の拡大を図るべく、食の再発見や掘り

起こしなどを通じた食の観光活用、長崎県の歴史文化の資産や教会群などを初めとする地域の資

源を活かした取り組み、アジアからの誘客対策の３つの柱からなる「２０１１交流拡大プロジェ

クト」に、本年度から取り組まれており、本市においては同プロジェクトの中の１つである

「（新）ながさきロングステイ推進事業」に参画し、一支国博物館を活用した２泊３日以上のロ

ングステイを県や大学、旅行会社等と連携して推進していくこととしております。

今後も、一支国博物館を核として、壱岐の豊富な観光資源を魅力的に結びつけた壱岐ならでは

の「旅」を創造・発信・提供し、交流人口の拡大による地域の経済浮揚を、各関係機関、団体と

連携し、総力を結集して取り組んでまいる所存であります。

次に、各種イベントについて申し上げます。

宮崎県で発生した口蹄疫の影響で、６月の壱岐サイクルフェスティバルの中止や、修学旅行を

初めとした団体旅行のキャンセル等、観光立島を目指す本市にとって大変不安な状況が続いてい

た中「壱岐によしもと新喜劇を呼ぶ会」主催による「よしもと新喜劇ｉｎ壱岐」が７月７日、壱

岐文化ホールにおいて公演されました。この公演には私を初め、２０人近くの市民が出演しプロ
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による本物の「お笑い」に魅了させられました。

また、この公演と同時進行で制作されたテレビ番組「壱岐だ！新喜劇だ！新婚花子のお祝い

だ！」が、８月７日のＭＢＳ毎日放送での放映を皮切りにＲＫＫ熊本放送、ＲＣＣ中国放送にお

いて放送され、今後、９月１１日にＲＫＢ毎日放送、９月１９日にＮＢＣ長崎放送局でそれぞれ

放映されることとなり、壱岐の知名度アップにつながる効果的な情報発信になるものと期待して

おります。

壱岐観光のトップシーズンである、７月と８月の海水浴を目的とした観光客は、今夏は晴天の

日が多く海水浴日和に恵まれたこともあり、利用者数は現在集計中でありますが、昨年を上回る

見込みとなっております。

さらに、一支国博物館の開館にあわせ、郷ノ浦祇園山笠、辰の島フェスティバル、壱岐大大神

楽公演、壱岐の島夜空の祭典、ツインズビーチフェスティバルなど民間パワーで開催され、それ

ぞれ多くの観客でにぎわいを見せたところであります。今後も、こうしたイベントについては、

関係団体等と協力し、地域活性化につなげてまいりたいと考えております。

次に、１０月１７日収録予定の「開運！なんでも鑑定団」につきましては、鑑定希望者の募集

も無事終了し、現在、収録の成功と壱岐の魅力を全国に発信できるよう、番組関係スタッフとの

打ち合わせを進めております。

また、第３回壱岐御柱祭について、当初の開催が７月１０日に予定でございましたけれども、

宮崎県での口蹄疫発生の関係で延期を余儀なくされておったところでございます。このたび

１１月６日に開催されることが決定されました。当日は、姉妹都市の諏訪市を初め、諏訪市との

姉妹・友好都市である静岡県伊東市、神奈川県秦野市、東京都台東区からも来島される予定であ

ります。

また、１０月開催予定の「一支国弥生まつり」や「一支国ウォーク」さらには、壱岐サイクル

フェスティバル中止の影響を本年度中に取り戻すために企画された、壱岐市観光協会主催の「冬

のグルメキャンペーン」や「東京都庁での観光物産ＰＲ展」等、今後も官民協働による集客力の

あるイベントの創出を図ってまいります。

次に、上海万博「孫文と梅屋庄吉展」について申し上げます。

中国では、２０１１年に、来年でございますけれども、辛亥革命１００周年を迎えます。その

辛亥革命を主導し、現代中国において国父と尊敬される２０世紀の歴史を変えた革命家「孫文」

と盟約を結び、多額の資金を提供するなど、孫文を物心両面で支えた長崎市出身の「梅屋庄吉」

が、辛亥革命１００周年を来年に控え、日中友好の先達として大きくクローズアップされていま

す。その、梅屋庄吉の妻「梅屋トク」は、壱岐出身で庄吉を支え、孫文の結婚に際しても大きな

後押しをするなど、非常に重要な役割を担っていたと言われております。
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こうした功績をたたえ、現在開催中の上海世界博覧会の日本館において、８月２４日から

２９日まで「孫文と梅屋庄吉展」が開催されました。長崎県では、既に上海市と友好交流関係を

長く築いており、梅屋庄吉という郷土の偉大な人物を顕彰するとともに、日本と中国のさらなる

友好関係の発展と長崎と中国との交流の拡大を図るため、長崎県訪中団が結成され、私も壱岐出

身「梅屋トク」を通した壱岐のＰＲと新たな交流を築くため参加いたしました。

本企画展においては、「梅屋トク」の大きな功績を物語るように、出身地である壱岐のＰＲに

ついても、原の辻遺跡や一支国博物館、また、壱岐の自然や食の紹介など大きく取り上げられ注

目を得たところであります。

今後、本市といたしましても、県と連携を図り「梅屋トク」の功績について広く周知を図ると

ともに、本市の活性化につなげてまいりたいと考えております。また、壱岐高校においては、

２００５年から中国語の専攻コースも設置され、さきの８月５日には上海市の光明中学校と友好

交流校、いわゆる姉妹校締結がなされるなど交流の輪が広がっており、こうしたことを契機とし

て新たな交流人口の拡大にも活かしてまいりたいと考えております。

次に、市民・福祉関係でございますが、まず、特別養護老人ホームの施設整備について申し上

げます。

壱岐市特別養護老人ホームの建てかえにつきましては、７月２０日に鯨伏地区自治公民館長皆

様へ建設場所等の計画概要について説明会を開催し、現特養ホームに隣接した海岸埋立地に建設

することで御理解をいただきましたので、今年度、測量業務に続き地質調査業務並びに建築設計

書を作成し、平成２３年度の建設工事完成に向けて進めていきたいと考えております。

なお、本施設建設の財源につきましては、介護サービス施設整備事業債と過疎債の併用が可能

とのことであり、今後、県とも十分協議してまいりたいと考えております。

次に、１００歳以上の長寿者の所在確認について申し上げます。

東京都在住の男性最高齢者１１１歳の遺体が見つかった事件は、家族による生存虚偽の事件で

あり、年金の不正受給があったとして詐欺容疑で捜査が進んでおります。この事件に端を発し厚

生労働省から全市町村に対し、８月５日付で「訪問・電話等での生存確認のほか、今後は面会に

よる本人確認を行うこと」との通知を受け、直ちに１００歳以上１９人の皆様について、包括支

援センター職員、社会福祉協議会ヘルパー並びに市職員の面会等により確認作業を実施し、生存

確認を済ませたところであります。

また、あわせて戸籍に記載されている所在不明の１００歳以上の高齢者について調査した結果、

最高齢２００歳を初めとして１７３人の在籍を確認しました。これは、死亡届が提出されていな

い可能性など幾つかの要因が考えられますが、今後、法務局との協議を行い高齢者消除などの手

続を速やかに行ってまいりたいと考えております。
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次に、第一次産業の振興について申し上げます。

まず、農業振興についてでございますが、ことしは、平年並みの６月１２日入梅、７月１７日

の梅雨明けとなりましたけれども、本年産の葉たばこは曇雨天による日照不足と梅雨末期の集中

豪雨の影響で病害虫が多発し、目標とする収量の２５０ｋｇを大きく下回る１７７ｋｇの収量に

とどまり、加えて品質低下も懸念されております。販売収納は、１０月１８日から２２日にかけ

て熊本県合志市において行われますが、この結果を注視してまいりたいと考えております。

宮中献穀事業につきましては、順調に諸行事が進み、１０月下旬の天皇陛下に新穀を献上する

式典を残すのみとなっております。このたびの宮中献穀に際しましては「農事組合法人原の辻」

を初め、本趣旨に御理解をいただき物心両面にわたる、多大なるご協力を賜りました関係者皆様

に衷心より感謝申し上げます。

次に、４月２０日、宮崎県で発生した口蹄疫は、８月２７日にようやく終息宣言が出されまし

た。長期にわたる防疫作業を初め、各種イベントの中止を余儀なくされるなど多大な御迷惑をお

かけいたしました。関係皆様の御協力に改めて感謝を申し上げる次第であります。

御承知のとおり、本病は全国どこで発生してもおかしくない状況にあり、今回の事態を忘れる

ことなく、関係者一丸となって自衛防疫の啓蒙に努めてまいる所存であります。

口蹄疫の影響で順延された６月定期牛市は、一月おくれの７月１日から３日に開設され、４月

市並みの価格を維持することができ、続く８月市では、約２％、８,０００円程度でございます

けれども、安の平均価格４１万円の成績でありました。

また、１０月２７日に雲仙市で開催される「ながさき牛づくり振興大会」に向け、来る９月

１４日、壱岐家畜市場において壱岐市の代表出品牛の選考会が開催されます。出品者の方々には、

大変な御苦労をおかけしますが、本大会は平成２４年に開催される「第１０回全国和牛能力共進

会長崎県大会」の「プレ全共」として、また、壱岐牛の名声を高めるための重要な大会となりま

すので、関係機関と連携した支援を講じてまいります。

次に、家畜診療体制の確保と強化の目的で、家畜診療所の所長を特定任期付職員の身分で公募

しておりましたが、このたび９月１日付で竹下正興氏を採用いたしました。竹下氏は、獣医師と

して長崎県で畜産行政の推進に尽力され、退職後は長崎県獣医師会の常務理事、会長理事を歴任

され、獣医師技術等による社会貢献事業に取り組まれておられます。本年の４月及び５月の２カ

月間は、本市の非常勤職員として家畜診療所の組織調整をお願いした経緯もございます。今後、

２年間の予定で家畜診療所所長として家畜診療所を統括していただき、本市の畜産振興に御尽力

いただくことといたしております。

次に、農村整備事業について申し上げます。

６月２５日から３０日及び７月１２日から１５日の集中豪雨により、農地・農業用施設６７件、
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林地１８件の災害が発生いたしました。

現在、災害の復旧に向けた諸準備を進めておりますが、測量設計費・工事費等について、所要

の補正予算を計上しておりますので、御審議賜りますようお願い申し上げます。

次に、水産振興についてでございます。

去る、８月１０日から東シナ海を北上しました台風４号も、最大瞬間風速２７.３メートルが

吹いた割には、水産施設への被害も比較的少ない状況ではございましたけれども、大久保漁港及

び母ケ浦漁港、いずれも郷ノ浦町でございますけれども、におきまして、波浪等により護岸４カ

所、合計１０９メートルにわたり被災し、これらを公共土木施設災害復旧事業による復旧手続を

進めております。

このほか、特に南側に面した漁港及び港湾におきましては、漂着ごみが大量に港内に流入する

とともに、一部は背後の臨港道路に打ち上がり、道路を遮断する箇所がございましたので、湾内

の浮遊物処理を含め、地域皆様の御協力をお願いしたところであります。

次に、芦辺漁港用地の芝生化につきましては、工事が完了し、現在、芝の育成中であります。

緑化になり次第、広く市民皆様方に御利用いただけるものと考えております。

次に、環境保全についてでございます。

まず、一般廃棄物処理施設整備について申し上げます。

一般廃棄物処理施設整備事業の実施状況でございますが、汚泥再生処理センター建設工事は、

現在、汚泥再生処理センター敷地内に降る雨水を調整して、下流域に安全に放流するための雨水

調整池の工事に着工しております。施設本体の工事については、建築確認申請の許可を９月中旬

ごろに予定しており、９月末から地下水槽の設置工事に着手する予定となっております。

最終処分場建設工事につきましては、既に本体工事の床掘り及び雨水調整池設置工事に着手し

ており、本年度末の完成に向けて進めているところであります。

焼却場・リサイクルセンターについては、現在、実施設計の協議を重ねており、今後、建築確

認申請等の各許認可の申請を経て、１２月ごろには現地着工の予定としております。施設の完成

時期でございますけれども、汚泥再生処理センター及びごみ処理施設の２施設とも、平成２３年

度末といたしておるところでございます。

次に、建設関係でございますが、まず、道路・河川等の整備について申し上げます。

６月２５日から３０日にかけての梅雨前線豪雨で、道路７カ所、河川５カ所、計１２カ所の公

共土木施設災害と公共災害に該当しない小規模災害２１カ所の発生を確認いたしました。

公共土木施設災害につきましては、８月２３日に国の査定が実施され、申請額３,１７０万円

に対し、査定額２,８６７万円、９０.４％の査定率でございました。復旧工事につきましては、

１０月中を目途に進めてまいります。
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今回の梅雨前線豪雨により被災した、公共土木災害及び小規模災害については、測量業務委託

費及び工事請負費について、補正予算を計上し提案いたしておりますので、御審議賜りますよう

お願い申し上げます。

次に、教育関係について申し上げます。

まず、中学校規模適正化についてでございます。

壱岐市中学校規模適正化計画の推進については、各町の準備委員会及び各専門部会を計画的に

開催し、具体的な準備作業を進めております。これまでに、新しい学校についての校名、校章、

生徒会規約、スクールバスのルート、ＰＴＡ規約等が決定し、物品等の移動の準備等も鋭意進め

ております。

今後、さらに準備委員会、各専門部会を繰り返しながら、準備内容等の進捗を計画的に図り、

生徒が平成２３年４月から新しい中学校に安心して意欲や希望を持って通うことができるように

鋭意進めてまいります。

次に、中国教職員招聘プログラムについてでございます。

財団法人ユネスコ・アジア文化センターが実施する「中国教職員招聘プログラム」に壱岐市が

選定され、１０月１７日から５日間、中国の、主に中学校の教職員、約３０人が壱岐市に滞在す

ることとなっております。滞在中は、初山中学校、石田中学校、壱岐高校、盈科小学校、虹の原

特別支援学校壱岐分教室の学校訪問を通して、日本人教職員や児童生徒との交流が図られるとと

もに、壱岐の家庭を訪問するホームビジットや、一支国博物館等の教育・文化関連施設の視察を

通して、より深く壱岐の教育や文化・社会についての理解を深められることになっております。

今回の、中国教職員招聘プログラムの実施により、国際教育交流がさらに深まることを願ってお

ります。

次に、医療関係について申し上げます。

まず、壱岐市民病院についてでございますけれども、壱岐市民病院の今年度の４月から７月ま

での診療実績につきましては、１日平均入院患者数が昨年度比較０.７人増の１３５.８人、１日

平均外来患者数が昨年度比較１７.９人増の３７６.６人となっております。

次に、平成２１年度の壱岐市民病院事業会計決算につきましては、収益的収入が２３億

２,０６５万円、収益的支出が２５億４１５万円であり、当年度純損失が１億８,３５０万円とな

っております。

次に、かたばる病院についてでございますが、かたばる病院の今年度の４月から７月までの診

療実績につきましては、１日平均入院患者数が４７.４人で、ほぼ満床状態であり、１日平均外

来患者数が３８.５人となっております。

次に、平成２１年度のかたばる病院事業会計決算につきましては、収益的収入が４億２,１２０万
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円、収益的支出が３億７,７６６万円であり、当年度純利益が４,３５４万円となっております。

この中には、一般会計からの負担金６,７８０万円及び２１年度で終了する国庫補助金

５,６９２万円が含まれております。

次に、防災、消防・救急について申し上げます。

まず、防災についてでございますけれども、８月１０日から１１日にかけて接近いたしました

台風４号の被害状況につきましては、さきに申し上げました公共施設への被害以外に、道路冠水

による通行どめが２カ所、また、高潮により民家等への影響が５カ所、家屋への被害が２カ所な

どで、比較的大きな被害は発生いたしておりません。

しかし、これからも季節的に台風の接近等が予想されますので、今後も災害対策には万全を期

してまいります。

次に、消防・救急についてでございますけれども、本年１月から８月末現在の災害発生状況は、

火災発生件数１８件、救急出場件数１,０５６件となっており、昨年同期と比較しますと火災

８件の減、救急１１０件の増となっております。

冒頭申し上げましたが、まだまだ厳しい暑さが続くことが予想されます。熱中症等十分気をつ

けていただきますようお願い申し上げる次第でございます。

次に、議案関係について御説明いたします。

まず、補正予算についてでございますが。本議会に提出しております補正予算の概要といたし

ましては、一般会計補正総額９億２,４０４万７,０００円、各特別会計の補正総額１億

４,４７８万８,０００円となり、本定例会に提出いたしました一般会計、各特別会計の補正額の

合計は１０億６,８８３万５,０００円となります。なお、現計予算と合算した本年度の一般会計

予算は２３８億８,８４２万３,０００円で、特別会計につきましては９８億４,１６０万

７,０００円となります。また併せて、企業会計についても所要の補正予算を提案しております。

次に、その他の議案についてでございますけれども、本日提出いたしました案件の概要は、報

告２件、条例の改正に係る案件４件、予算案件１０件、認定１２件、その他の３件でございます。

案件の詳細につきましては、担当理事、課長から説明をさせていただきますが、何とぞ十分な

御審議をいただき、適正なる御判断を賜りますようお願い申し上げます。

以上をもちまして、前定例会以降の市政の重要事項について申し述べましたが、今後もさまざ

まな行政課題や緊急に対応しなければならない問題等に対し誠心誠意、全力で取り組んでまいる

所存でありますので、議員各位並びに市民皆様の御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げ

まして、行政報告とさせていただきます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） これで行政報告を終わります。
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────────────・────・────────────

日程第５．報告第４号～日程第３５．認定第１２号

○議長（牧永 護君） 次に、日程第５、報告第４号平成２１年度財団法人壱岐市開発公社事業

会計収支決算の報告についてから、日程第３５、認定第１２号平成２１年度壱岐市病院事業会計

決算認定についてまで３１件を議題とします。

ただいま上程いたしました議案について提案理由の説明を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 本日上程いたしております案件につきましては、担当理事及び担当課長

に説明をさせますので、どうぞよろしくお願いいたします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

〔壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 登壇〕

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 報告第４号平成２１年度財団法人壱岐市開発公社事

業会計収支決算の報告につきまして、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により別紙のとお

り御報告いたします。本日提出でございます。

国民宿舎壱岐島荘につきましては、壱岐市開発公社に施設管理をゆだねております。

まず、４ページをお開きください。利用状況でございますが、全国的な景気低迷の中、壱岐島

荘は宿泊者数は６,１４７人、前年比９４.４％でありますが、休憩者数は１万１,１８２人、前

年比１６３.６％となっております。

次に、５ページをお開きください。決算報告書でございますが、収入の部で営業収益といたし

まして８,０２４万２,７２１円、営業外収益で５６１万２,５６１円、サンドーム野外施設であ

る屋内球技場の管理委託料１８０万円、収入合計８,７６５万５,２８２円でございます。

支出といたしまして、公社総務費１６万４,０４５円、営業費８,０７３万７,５４９円、営業

外費１６８万９,９４７円で、支出合計８,２５９万１,５４１円となっております。

収出差が５０６万３,７４１円となっているところでございます。

収益明細書につきましては、６ページから８ページに掲載しておりますので、後ほど御自読を

お願いしたいと思っております。

次に、９ページの損益計算書でございますが、営業収益で８,０２４万２,７２１円、営業費用

が８,０７３万７,５４９円で、営業損失がマイナス４９万４,８２８円でございます。営業外収

益７４１万２,５６１円、営業外費用４１万８,４８６円、特別損失金といたしまして１４３万

５,５０６円あり、税引き後の当年度純利益が３８２万３４１円となっており、前年度繰越損失

金マイナス８４６万２,５２５円と合わせますと、当年度の未処理損失金は４６４万２,１８４円
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となっております。

１１ページをお開きください。当期未処理損失金でございますが、それを繰越処分にいたして

おるところでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

〔壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 浦財政課長。

〔財政課長（浦 哲郎君） 登壇〕

○財政課長（浦 哲郎君） 報告第５号平成２１年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比

率の報告について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項

の規定により、平成２１年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率を、監査委員の意見を

付して報告をいたします。本日の提出でございます。

次のページをお開き願います。法第３条第１項に規定による健全化判断比率の状況でございま

す。実質赤字比率、連結実質赤字比率については赤字決算をいたしておりませんので、指数の比

率は発生しておりません。

次に、実質公債費比率１２.６％、将来負担比率が６９.１％で、いずれの比率は中段の早期健

全化基準及び財政再生基準の制限基準比率を下回っております。なお、仕様となる標準財政規模

の額を起用しております。

次に、法第２２条第１項の規定により、資金不足比率の状況でございます。下の段に記載の公

営企業等の会計、簡易水道事業特別会計、下水道事業特別会計、三島航路事業特別会計、水道事

業会計、病院事業会計の５事業会計におきまして、資金不足が生じた公営企業等会計がないので

該当いたしませんので、比率として生じておりません。資料として、資料４の１ページ、２ペー

ジに健全化判断比率等の概要について添付をいたしております。

以上で報告を終わります。

〔財政課長（浦 哲郎君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

〔総務課長（堤 賢治君） 登壇〕

○総務課長（堤 賢治君） 議案第７１号について御説明を申し上げます。

長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について、地方自治法第

２８６条第１項の規定に基づき、平成２２年３月３１日をもって、長崎県市町村総合事務組合か

ら県央広域圏西部地区塵芥処理一部事務組合を脱退せしめ、長崎県市町村総合事務組合の規約を

次のとおり変更することについて議会の議決を求める。本日の提出でございます。

提案理由でございますが、平成２２年３月３１日をもって、諫早市と雲仙市によります県央広
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域圏西部地区塵芥処理一部事務組合が解散したことに伴い、長崎県市町村総合事務組合の共同処

理する団体に変更が生じたものでございます。

次のページをお願いいたします。長崎県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約でござ

います。

別表第１を次のように改めます。別冊の資料といたしまして、議案関係資料、これは改正条例

新旧対照表でございますけれども、１ページに新旧対照表を添えております。こちらのほうで説

明をいたしますが、左が現行、右が改正案でございます。ご覧のとおり改正案は、組合を組織す

る組合市町村、１３市８町１４組合の３５団体でございます。

附則といたしまして、この規約は長崎県知事の許可の日から施行し、平成２２年４月１日から

施行するものでございます。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

〔総務課長（堤 賢治君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 山内市民生活担当理事。

〔市民生活担当理事（山内 達君） 登壇〕

○市民生活担当理事（山内 達君） 議案第７２号壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部

改正について御説明いたします。

壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提

出でございます。

提案理由でございますが、長崎県福祉医療費補助金実施要綱の一部改正に伴い、父子家庭への

医療費助成が平成２２年１２月１日以後の医療費から適用になるため、所要の改正を行うもので

ございます。

次のページをお開きください。この条例につきましては、心身障害者、乳幼児、寡婦及び母子

家庭の母、母子家庭の子に対して医療費の一部を支給することにより、福祉の増進を図ることを

目的とした条例でありますが。上から４行目になりますが、第１条中「母子家庭の子」の次に

「父子家庭の父、父子家庭の子」を加えるとなりますと、父子家庭についても母子家庭と同様に

医療費の助成が行われることになります。一例を挙げますと、病院での受診に対しまして１日

８００円の控除がされるということになるということでございます。

以上で御説明を終わります。

〔市民生活担当理事（山内 達君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 松本消防本部消防長。

〔消防本部消防長（松本 力君） 登壇〕

○消防本部消防長（松本 力君） 議案第７３号壱岐市消防本部等設置条例の一部改正について、
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壱岐市消防本部等設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございま

す。

提案理由、消防組織法の一部改正に伴い、壱岐市消防本部等設置条例について所要の改正を行

うものであります。

次ページをお開きください。壱岐市消防本部等設置条例の一部を改正する条例、壱岐市消防本

部等設置条例（平成１６年壱岐市条例第２２６号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第１１条第１項」を「第１０条第１項」に改める。これは、上位法の改正に基づく

ものでございます。

次に、議案第７４号壱岐市消防団の設置等に関する条例の一部改正について、壱岐市消防団の

設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。

提案理由は、消防組織法の一部改正に伴い、壱岐市消防団の設置等に関する条例について所要

の改正を行うものであります。

次ページをお開きください。壱岐市消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例、壱岐

市消防団の設置等に関する条例（平成１６年壱岐市条例第２２９号）の一部を次のように改正す

る。

第１条中「第１５条第１項」を「第１８条第１項」に改める。これも、上位法の改正に基づく

ものでございます。

次に、議案第７５号壱岐市火災予防条例の一部改正について、壱岐市火災予防条例の一部を改

正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。

提案理由、新たに対象火気設備等として固体酸化物型燃料電池を位置づけることにより、固体

酸化物型燃料電池による発電設備の位置、構造及び管理に関する条例の制定基準を新たに定める

とともに、これに合わせて消防法施行規則及び特定共同住宅等における必要とされる防火安全性

能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令の公布に伴う規定の整備

を行うため、所要の改正を行うものであります。

次ページをお開きください。壱岐市火災予防条例の一部を改正する条例、壱岐市火災予防条例

（平成１６年壱岐市条例第２３１号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、固体酸化物型燃料電池が新たに加わっております。この設備につき

ましては、壱岐には現在ありません。

審議のほど、よろしくお願いいたします。

〔消防本部消防長（松本 力君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

〔産業経済担当理事（牧山 清明君） 登壇〕
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○産業経済担当理事（牧山 清明君） 議案第７６号字の区域の変更について御説明を申し上げま

す。

地方自治法第２６０条第１項の規定により、本市内の字の区域を別紙のとおり変更する。本日

の提出でございます。

提案理由でございます。土地改良事業、原田地区圃場整備事業の実施に伴い土地の区画が変更

になり、従前の方法によっては字の境界が判然としなくなったために、字の区域を一部変更する

ものでございます。

次ページをお願いいたします。次ページに、区域を変更する字の名称並びに編入する区域を記

載をいたしております。図面の、その次のページにつけておりますが、１ページが全体図でござ

います。この別紙を再度見ていただきたいと思います。

芦辺町諸吉東触字藤田並びに諸吉東触字菱川につきましては、図面２ページ目に図面をつけて

おります。諸吉東触字佐谷ノ上は３ページ。次の、字獺津につきましては４ページ、５ページ。

次の、古屋敷、原田につきましては５ページ、６ページ。次の我郎、山王につきましては６ペー

ジ、沓石につきましては７ページに図面をつけております。あともって、お見通しをお願いを申

し上げます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

〔産業経済担当理事（牧山 清明君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 山川政策企画課長。

〔政策企画課長（山川 修君） 登壇〕

○政策企画課長（山川 修君） 議案第７７号武生水Ａ辺地（変更）、沼津Ａ辺地（変更）、初

山Ａ辺地（変更）、武生水Ｃ辺地、深江辺地、中野郷辺地、住吉辺地及び箱崎本村辺地に係る総

合整備計画の策定について御説明を申し上げます。

武生水Ａ辺地（変更）、沼津Ａ辺地（変更）、初山Ａ辺地（変更）、武生水Ｃ辺地、深江辺地、

中野郷辺地、住吉辺地及び箱崎本村辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり定める。本日の提出

でございます。

提案理由でございます。郷ノ浦地区第１分団１部小型動力ポンプ購入事業、郷ノ浦地区第４分

団１部小型動力ポンプ積載車購入事業、郷ノ浦地区第４分団２部小型動力ポンプ購入事業、市道

角野田線改良事業、市道鮒川若松線改良事業、市道小林２号線改良事業、市道高校線改良事業、

市道久垂線改良事業、芦辺地区第４分団格納庫建設事業、市道内坂線改良事業、市道住吉下川

３号線改良事業、市道本村神里線改良事業に辺地対策事業債を活用するため、辺地に係る公共的

施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）第３条第

１項及び第５項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。

この計画は、辺地債の対象になるためには市議会の議決を経て、辺地に係る総合整備計画を総
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務大臣に提出することとなっておりますので、議会の議決を求めるものでございます。

次のページをお開きください。右の上に辺地名を記載しております。まず、武生水Ａ辺地でご

ざいます。２の公共施設の整備を必要とする事情のみを説明してまいります。市道市山牛方線に

つきましては、幅員が非常に狭隘であり危険な状態であるので、早急に整備を図る必要がござい

ます。続いて、郷ノ浦地区第１分団１部の小型動力ポンプは更新の必要がございます。

続いて、次のページでございます。沼津のＡ辺地でございます。郷ノ浦地区第４分団１部の小

型動力ポンプ、郷ノ浦地区第４分団１部の小型動力ポンプ積載車、あわせまして耐用年数が来て

おりますので、今回更新をする予定でございます。郷ノ浦第４分団２部の小型動力ポンプもあわ

せて更新をいたします。

続きまして、次のページでございます。初山Ａ辺地でございます。郷ノ浦地区第６分団２部の

小型動力ポンプは耐用年数が来ておりますので、今回更新をいたします。市道角野田線及び鮒川

若松線は、狭隘なため道路整備を図る予定でございます。

続きまして、武生水Ｃ辺地でございます。市道小林２号線及び市道高校線は、高校の付近の道

路でございまして、非常に狭隘であり歩道整備等の整備をする予定でございます。

続きまして、深江辺地でございます。市道久垂線は、狭隘でございますため早急に整備の必要

がございます。及び芦辺地区第４分団格納庫は、老朽化が著しく格納庫の建てかえを必要として

おります。

続きまして、中野郷辺地でございます。市道内坂線は、狭隘でありカーブが多いため、早急に

整備の必要がございます。

続きまして、住吉辺地でございます。市道住吉下川３号線は、狭隘なため早急に整備の必要が

ございます。

続きまして、箱崎本村辺地でございます。市道本村神里線は、肥育センター・堆肥センターが

そばにございまして、子供たちの通学路として利用もあり、早急に整備の必要がございます。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

〔政策企画課長（山川 修君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時１０分とします。

午前10時57分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時10分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案説明を続けます。浦財政課長。

〔財政課長（浦 哲郎君） 登壇〕
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○財政課長（浦 哲郎君） 議案第７８号平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第２号）につ

いて御説明をいたします。

平成２２年度壱岐市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９億２,４０４万

７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３８億８,８４２万３,０００円

とします。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。

地方債の補正。第２条、地方債の追加・変更は「第２表地方債補正」によります。本日の提出

でございます。

次のページをお開き願います。「第１表歳入歳出予算補正」、歳入及び歳出の款項の区分の補

正額等については、「第１表歳入歳出予算補正」の記載の２ページから４ページのとおりでござ

います。歳入歳出予算補正の内容については、事項別明細書で後ほど説明をいたします。

５ページをお開き願います。「第２表地方債補正」、１、追加、災害復旧事業債で公共土木災

害復旧事業債補助単独の記載で１,５７０万円を追加し、起債の方法、利率、償還の方法は記載

のとおりでございます。２、変更で辺地対策事業債、補正前限度額２億５,０２０万円を補正後

の限度額２億５,９６０万円に９４０万円を、過疎対策事業債、次のページの農林水産業債、土

木債、合併特例事業債、臨時財政対策債を、それぞれ限度額を変更補正をいたしております。

なお、起債の方法、利率、償還の方法は「第２表地方債補正」の記載のとおり変更はございま

せん。

歳入歳出予算事項別明細書の１２、１３ページをお開き願います。９款地方特例交付金１項地

方特例交付金、本年度の交付額が決定をいたしました。交付決定額は７,３１８万４,０００円で、

また、１０款地方交付税１項地方交付税、本年度の普通交付税の額も決定をいたしました。本年

度の交付額は、前年対比４.８％増の９８億５,９２９万２,０００円の交付決定がなされており

ます。それぞれを、補正予算の財源として追加補正をいたしております。

１２款分担金及び負担金１項分担金、自然災害防止事業地元分担金として７カ所分の事業費

１０％を、災害復旧費分担金で農地災害９地区分１０％、施設災害１地区分５％の分担金を補正

をいたしております。２項負担金１目民生費負担金で、老人ホーム施設利用者の特定施設入居者

生活介護事業で、介護保険適用者利用により増収となっておりますので追加補正をいたしており

ます。

１４款国庫支出金１項国庫負担金２目災害復旧費国庫負担金、公共土木施設災害復旧費負担金、

事業費３,２００万円の補助率８０％の２,５６０万円を補正をいたしております。２項国庫補助
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金６目教育費国庫補助金、中学校統廃合によるスクールバス１０台購入費にかかる僻地生徒援助

費等補助金を、１台当たり２００万円の１０台分を補正をいたしております。

次の、１４、１５ページをお開き願います。１５款県支出金２項県補助金２目民生費県補助金、

子育て支援対策臨時特例交付金は、地域子育て支援広場型開設支援費等の補助金であります。

３目衛生費県補助金は、県単独事業の漂着ごみの撤去事業の補助メニューの廃止及び補助金名称

の変更並びに漂着ごみ回収運搬処分費等の減額に伴う補助金総額で、２２４万５,０００円を減

額補正をいたしております。４目農林水産業費県補助金１節農業費補助金、耕作放棄地解消５カ

年計画実践事業補助金は、県単独バスターズ事業の廃止により全額減額をいたしております。こ

の事業は、歳出でトンネル補助となっておりますので、歳出予算についても全額減額をいたして

おります。２節林業費補助金、自然災害防止事業費補助金は林地災害防止事業７カ所分、事業費

２,８００万円に対する補助率５０％１,４００万円を、森林整備加速化・林業再生基金事業費補

助金は松くい虫被害防止のための薬剤器官注入事業で１００％の補助金であります。８目災害復

旧費県補助金、農地及び農業用施設災害復旧費補助金は、現年災害分の農地、補助率５０％で

４４７万円、施設分補助率６５％で２２３万円、現年債の合計で６７０万円と２２年発生災害復

旧補助金の受け入れ分が４,８４３万９,０００円で、現年債との合計で５,５１３万９,０００円

を補正をいたしております。４目農林水産業費県委託金、県営圃場整備事業委託金は県営刈田院

地区換地事業に対する委託金事業費の増額により追加補正であります。

１６款財産収入費２項財産売払収入１目不動産売払収入は、土地売払収入は勝本、蔵谷住宅用

地売払下げの収入であります。

次に、１６、１７ページをお開き願います。１７款寄附金１項寄附金、畜産振興指定寄附金は

関西壱岐の会より口蹄疫対策に役立てていただきたいとの見舞金をいただいております。口蹄疫

対策費に充てております。また、教育振興指定寄附金は「大浦宏道様」より御寄附をいただき、

石田中学校の図書購入費に充てさせていただいております。

１８款繰入金２項基金繰入金、教育振興基金繰入金は初山中学校分で教育振興基金全額を取り

崩しをし、印刷製本費等の財源に充てております。土地開発基金繰入金は、石田町池田東の土地

開発基金の土地を一般会計への買い戻しをし、編入した分については基金を減額し一般会計に繰

り入れをいたすものであります。地域振興基金繰入金は、小・中学校の屋内運動場及び幼稚園の

園舎の耐震診断事業費を、平成２１年度に耐震対策費として交付されました新市町村振興宝くじ

配分を、地域振興基金に積み立てをいたしておりましたので、耐震診断業務費の財源として基金

から繰り入れをいたすことといたしております。

１９款繰越金、前年度繰越金を補正予算の財源としております。

２０款諸収入４項雑入、少年消防クラブ消防防災実践活動モデル事業補助金は、日本消防協会
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より山崎少年消防クラブに、日本消防協会初期消火予防活動助成金は石田町久喜西部女性消防隊

及び久喜東部女性消防隊に助成の交付決定がなされましたので、補正をいたしております。

なお、助成金等で備品購入費として歳出で補正をいたしております。

次に、１８、１９ページをお開き願います。２１款市債１項市債１目辺地対策事業債は、市道

有安本線改良事業並びに事業費調整によるものであります。２目過疎対策事業債は、スクールバ

ス購入事業を、３目農林水産業債は、自然災害防止事業林地災害分に係る分を、４目土木債は、

桜木住宅の事業費増によるもの、５目合併特例事業債は、新郷ノ浦号線県営事業負担金を、６目

臨時財政対策債は、発行可能額が決定をいたしました対前年度比２６.６％の増で９億５,４５９万

６,０００円で、当初予算で７億５,４００万円を計上いたしておりましたので２億円を、７目災

害復旧事業債は、公共土木施設等災害復旧事業の財源として、それぞれ地方債の補正をいたして

おります。

２０ページ、２１ページをお開き願います。３、歳出について説明をいたします。

まず、歳出予算の全般について御説明いたします。人件費関係で、職員の人事異動による各項

目の増減並びに子ども手当の新設により増額、共済組合の負担金で負担率改正により共済負担金

の増額補正をいたしております。県営道路整備事業負担金を初め、県営事業負担金を総額で１億

２,２６８万７,０００円を補正をいたしております。災害復旧関連事業で、災害復旧事業並びに

自然災害防止事業の総額で１億１,６９１万６,０００円を、施設の雨漏り補修で２,８３８万円

を補正をいたしております。

それでは、事項別明細書により主要分について御説明いたします。２、総務費１項総務管理費

５目財産管理費１７節公有財産購入費は、石田町池田東触の土地で土地開発基金分の買い戻しの

分であります。６目企画費、普通旅費は過疎計画長崎大学連携推進会議全国ゲートボール大会誘

致等の旅費を追加補正をいたしております。

２２、２３ページをお開き願います。１９節コミュニティ施設バリアフリー化助成金、当初予

算で２８８万円の助成金を計上しておりましたが、申請件数並びに事業費の増により追加補正を

いたしております。２項徴税費２目賦課徴収費の補正は、平成２３年１月開始予定の所得税の確

定申告データの地方団体への電子的送付、国税連携等の開始に伴うシステム改修費等の費用で、

財源の一部として県委託金で個人県民税徴収取り扱い委託金を充てております。

次に、２６、２７ページをお開き願います。３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費

１３節システム改修業務委託料は、父子医療創設によりシステム改修費であります。２目社会福

祉施設費１５節は新城老人憩の家の雨漏り改修費用等であります。３目の老人福祉費１２節鑑定

料は、郷ノ浦町大谷ゲートボール場購入の不動産鑑定手数料であります。１９節の全国大会参加

は、石川県で開催されます、ねんりんピック全国大会ゲートボールに出場されます芦辺チームへ
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の大会参加助成金であります。

次に、２８、２９ページをお開き願います。６目老人福祉施設費７節賃金の増額補正は、老人

ホーム利用者の介護保険適用者の増により、介護員の賃金等を増額をいたしております。あわせ

て、歳入においても介護事業負担金の増額補正をいたしております。

次に、３０、３１ページ。２項児童措置費、システム改修業務委託料は、児童扶養手当のシス

テム改修で福祉の分が支給対象となることにより、システム改修を行う費用であります。４目保

育所費の嘱託職員を増員し、臨時雇い賃金を減額補正をいたしております。１３節のシステム改

修業務の保育料費用負担区分の段階区分変更により、システム改修業務費を補正をいたしており

ます。５目児童福祉施設費１５節で筒城保育所の雨漏りにより、屋根改修工事請負費等を補正を

いたしております。

３４、３５ページ。４款衛生費２項清掃費２目塵芥処理費１８節公用車購入費は、平成５年購

入のリサイクル収集車がエンジン不良により修理不能となり、２トン車の購入をするものであり

ます。

３６、３７ページ。５款農林水産業費１項農業費３目農業振興費１１節修繕料は、出会いの村

実習館の給湯設備が故障し、風呂、シャワーが全く使えない状態となり、修繕料を補正をいたし

ております。

次に、３８、３９ページ。５目農地費、ふるさと農道整備事業で土地購入費並びに補償費を追

加し、工事請負費を減額補正で事業費調整を行っています。１５節河川等維持補修工事費は、石

田町筒城の流川地区での大雨時に排水が悪く冠水をいたしております。このたび、県営事業で

５つの橋中、４つ分が工事なされます。横断設置工事１カ所分については、市単独事業となって

おり、工事請負費並びに１９節の県営河川等整備事業費負担金を、それぞれ補正をいたしており

ます。２項林業費１５節自然災害防止事業工事費は、林地災害７カ所の分の工事請負費でござい

ます。財源として、県補助金並びに地方債等を財源として補正をいたしております。３項水産業

費４目漁港漁場整備費、測量調査設計業務の入札執行残を減額し、工事請負費に増額補正をし、

強い水産業づくり交付金事業で事務費が交付対象となり、歳入で県補助金を、それぞれ補正をい

たしております。

４２、４３ページ。６款商工費１項商工費４目観光費１９節壱岐イベント振興会補助金は、サ

イクルフェスティバル中止により、経費不足分について追加補正をいたしております。壱岐観光

協会補助金は、冬のグルメキャンペーン事業として１２月から３月に開催し、食材王国壱岐のＰ

Ｒと交流人口の拡大を図ることとして補正をいたしております。

４４、４５ページ。７款土木費２項道路橋梁費２目道路橋梁維持費で、修繕料等追加補正をい

たし、３目道路橋梁新設改良費で、補助事業起債事業については測量設計業務委託料補償費を増
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額し、工事請負費を減額し、単独事業で市道八幡芦辺線道路改築工事、ほか１１路線の工事費を

追加補正をいたしております。

４６、４７ページ。５項都市計画費２目公園費で１２節で、大谷都市公園駐車場不足解消のた

めに職業訓練校付近の土地購入のための鑑定手数料を補正をいたしております。

４８、４９ページ。７項住宅費１目住宅管理費は、火災による旧中尾団地被災復旧工事費であ

り、建物災害共済金を財源として充てております。

８款消防費１項消防費１目常備消防費１８節で日本消防協会助成事業による、山崎少年消防ク

ラブ、ほか２団体に対する備品購入費を補正をいたしております。２目非常備消防費補正は、愛

知県で開催されます全国消防操法大会出場費用を補正をいたしております。

５０、５１ページ。９款教育費２項小学校費１目学校管理費１３節で老朽化が進んでいます三

島小学校原島分校屋内運動場改築設計委託料、１５節で沼津小学校屋内運動場改修工事費等を補

正し、３項中学校費１８節で中学校規模適正化事業でのスクールバス２６人乗り４台、２９人乗

り６台の購入費を補正をいたしております。５項社会教育費４目公民館費、５４、５５ページ、

１５節で雨漏りをいたしております、築地区公民館改修工事を補正をいたしております。

５６、５７ページ。１０款災害復旧費１項農林水産施設災害復旧費１項農地及び農業用施設災

害復旧費で、２２年発生梅雨前線豪雨災害等での農地１０カ所、施設２カ所等の災害復旧費、

２目で漁港施設災害で台風４号による災害復旧費並びに２項公共土木施設災害復旧費で、補助対

象１２カ所、単独起債対象等２１カ所分の災害復旧費を補正をいたしております。

１１款公債費１項公債費で、臨時財政対策債発行可能額並びに前年度繰越金により、将来財政

負担とならないように、地方債の繰り上げ償還金を補正をいたしております。

給与費明細書は、６１から６３ページ。６２ページをお開き願います。一般職で、給与費で

１,３７３万１,０００円を減額し、共済費で負担率改正により５８６万２,０００円を増額補正

をいたしております。

次に、６４ページに地方債の見込み等に関する調書を、それぞれ記載をいたしております。

なお、資料の補正予算概要で、補正予算の主要事業並びに基金の状況について記載をいたして

おります。

以上で、平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第２号）の説明を終わります。御審議のほど、

よろしくお願いいたします。

〔財政課長（浦 哲郎君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 山口保健環境担当理事。

〔保健環境担当理事（山口 壽美君） 登壇〕

○保健環境担当理事（山口 壽美君） 議案第７９号平成２２年度壱岐市国民健康保険事業特別会
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計補正予算（第２号）の御説明を申し上げます。

平成２２年度壱岐市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

歳入歳出予算の補正。第１条、事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６,１１７万

８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億３６８万円、診療施設勘

定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２５５万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億４,３１５万円とする。

２項については記載のとおりでございます。本日提出でございます。

２ページ、３ページをお開きください。「第１表歳入歳出予算補正」の歳入を２ページに、歳

出を３ページに記載をいたしております。

それでは、事項別明細書で御説明申し上げます。８ページ、９ページをお願いします。歳入で、

２項の基金繰入金、１の財政調整基金繰入金を５,２７３万６,０００円、繰越金で前年度繰越金

８４４万２,０００円の増額を計上いたしております。

続きまして、１０ページ、１１ページをお願いします。歳出ですが、総務管理費で中央システ

ムの変更によりシステム改修業務を計上いたしております。財源は、特別調整交付金の対象とな

るところでございますが、未決定のために基金繰入で計上いたしております。

後期高齢者支援金につきましては、後期高齢者支援資金、そして介護納付金につきましては、

２２年度分の額の確定により補正をいたしております。

諸支出金の償還金及び還付加算金につきましては、前年度清算が確定いたしましたので計上い

たしております。

続きまして、直営診療所施設勘定ですが、１２ページ、１３ページをお願いします。「第１表

歳入歳出予算補正」で、歳入を１２ページに、歳出を１３ページに記載をいたしております。

それでは、事項別明細書で御説明申し上げます。１８、１９ページをお願いします。歳入とい

たしまして、前年度繰越金より２５５万７,０００円を計上いたしております。

続きまして、２０ページ、２１ページをお願いします。診療所業務の前年度清算によります増

額を計上いたしております。

以上で、議案第７９号につきまして説明を終わらせていただきます。

続きまして、議案第８０号平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。

平成２２年度壱岐市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。第１条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

３,３５６万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億１,１７５万
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１,０００円とする。

２項につきましては記載のとおりでございます。本日提出でございます。

続きまして、２ページ、３ページをお願いします。「第１表歳入歳出予算補正」で、歳入を

２ページに、歳出を３ページに記載をいたしております。

それでは、事項別明細書で御説明を申し上げます。８ページ、９ページをお願いします。歳入

の国庫補助金でございますが、地域支援事業の交付金７７９万６,０００円でございますが、こ

れにつきましては市内の６５歳以上全員、ただし、要支援、要介護認定者を除く、でございます

が、基本チェックリストを配付し、特定高齢者把握事業介護予防健診を当初予算で計上しており

ましたが、今回、基本チェックリスト５割以上回収並びに未回収者追跡事業業務を追加実施する

ことにより、全額国庫補助で実施できるので、今回、交付金を活用するようにいたしました。

７款の繰入金ですが、職員の人件費の移動によりまして一般会計から組み替えをいたしており

ます。

繰越金ですが、介護給付返還金充当財源といたしまして繰越金から充当しております。

続きまして、１０ページ、１１ページをお願いします。歳出ですが、先ほどの交付金事業につ

きましては、９節の旅費から１８の備品購入費まで充てております。委託料の内訳でございます

が、これにつきましては基本チェックリスト発行業務委託料、基本チェック結果入力業務委託料、

基本チェックリスト未回収再通知業務委託料、特定高齢者広報通知業務委託料、未回収分追跡調

査業務委託料で４１９万４,０００円を計上をいたしております。

諸支出金につきましては、過年度清算による介護給付返還金を計上いたしております。

続きまして、１２ページ、１３ページをお願いします。給与費明細書でございますが、比較と

いたしまして合計で５９９万１,０００円を増になっております。一般会計からの繰入金で

４０７万円を計上いたしております。差額につきまして、１９２万１,０００円につきましては、

国からの交付金を計上させていただいております。

以上で、議案第８０号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。

〔保健環境担当理事（山口 壽美君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中原建設担当理事。

〔建設担当理事（中原 康壽君） 登壇〕

○建設担当理事（中原 康壽君） 議案第８１号平成２２年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予

算（第２号）について御説明を申し上げます。

１ページをお開きをいただきたいと思います。平成２２年度壱岐市の簡易水道事業特別会計補

正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出それぞれ１,３９０万８,０００円を追加し、歳入歳出
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それぞれ９億２,９１７万５,０００円とする。

２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算補

正」による。本日の提出でございます。

次のページをお開きをいただきたいと思います。「第１表歳入歳出予算補正」で、歳入歳出と

も款項並びに補正額を記載をいたしております。

続きまして、８ページ、９ページをお開きをいただきたいと思います。歳入、４款繰入金で

９４７万円の増額をお願いをいたしておりますが、一般会計繰入金からの増額によるものでござ

います。

５款繰越金につきまして３１３万８,０００円の増額は、前年度繰越金よりの充当でございま

す。

６款諸収入で１３０万円は、市道八幡芦辺線、ほか５路線の工事補償金からの補償金を計上を

させていただいております。

続きまして、１０ページ、１１ページをお願いをいたします。歳出、１款総務費１目一般管理

費で８５８万３,０００円の増額は、職員異動に伴う人件費及び制度改正に伴う人件費の増額を

計上させていただいております。２目施設管理費で、工事請負費５１０万円の増額は簡易水道施

設改修工事、勝本ダム浄水場モジュールの洗浄工事並びに水道管敷設替補償工事、市道八幡芦辺

線、ほか５路線からの補償工事でございます。

続きまして、２款施設整備費で１目簡易水道施設整備事業費では、石田並びに湯ノ本簡水の補

助事業による事務費の組み替えをいたしております。

続きまして、１２ページ、１３ページをお願いをいたします。給与明細書でございますが、

１３ページに給料及び職員手当の増減額の明細を記載をいたしております。

以上で、議案第８１号の説明を終わらせていただきます。

続きまして、議案第８２号平成２２年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て御説明を申し上げます。

１ページをお開きをいただきたいと思います。平成２２年度壱岐市の下水道事業特別会計補正

予算（第２号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出それぞれ２４８万円を追加し、歳入歳出それぞれ３億

４,２８７万５,０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算補

正」による。本日の提出でございます。

次のページをお開きをいただきたいと思います。「第１表歳入歳出予算補正」でございますが、

２ページに歳入、３ページに歳出の款項並びに補正額を記載をいたしております。
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続きまして、８ページ、９ページをお願いをいたします。歳入、４款県支出金１目漁業集落排

水整備事業費補助金で３４０万円の増額は、漁村生活環境整備事業費の交付金の増額によるもの

でございます。

５款繰入金につきましては、９５万８,０００円の減額は上記の補助金が参りますので、財源

調整のために減額をお願いをいたしております。

続きまして、１０ページ、１１ページをお願いをいたします。歳出、２款漁業集落排水整備事

業費１項２目の施設管理費で委託料１４０万円の増額は、芦辺浄化センターの汚泥処理の増額を

お願いするものでございます。

２款漁業集落排水整備事業費２項１目施設整備費では、平成２０年度に実施をいたしましたが、

引っ込み柱及び制御盤を設置をいたしておりましたが、地元調整不足により、今回、位置変更が

生じましたので所要の委託料、地域測量図の作成並びに工事費並びに土地購入費の所要の予算を

計上させていただいております。

以上で、議案第８２号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いをいたします。

〔建設担当理事（中原 康壽君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 山内市民生活担当理事。

〔市民生活担当理事（山内 達君） 登壇〕

○市民生活担当理事（山内 達君） 議案第８３号平成２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事業

特別会計補正予算（第１号）について御説明いたします。

平成２２年度壱岐市の特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４０５万２,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億８２０万５,０００円とする。

第２項は記載のとおりでございます。本日の提出でございます。

次のページをお開き願います。２ページから３ページでございますが、歳入歳出予算補正でご

ざいます。

次に、５ページから７ページでございます。事項別明細書でございます。

次に、８ページをお願いをいたします。歳入の介護サービス費については、説明欄に記載して

おりますが、デイ・サービスセンター介護サービスの利用者増に伴い、介護保険給付費の増収見

込み分１５０万円を計上いたしております。

次の、利用者負担金収入でございますが、上記と同様に利用者分の負担金増見込み額５０万円

を計上いたしております。

繰越金でございますけれども、歳出予算の財源にするため２０５万２,０００円を計上いたし
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ております。

次に、１０ページをお願いいたします。歳出について御説明いたします。１款１項２目の介護

費でございますが、寝具リース等、今後の実績を見込んで５１万１,０００円の増額をいたして

おります。

次に、通所介護サービス事業費の賃金でございますが、労務雇賃金、看護師雇賃金は、今年、

４月から嘱託職員の給与改正に伴い不用額となりましたので減額をいたし、介護員雇賃金はデ

イ・サービスセンター介護サービスの利用者増に対応するため、増額をいたしておるところでご

ざいます。

以上で説明を終わります。

〔市民生活担当理事（山内 達君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

〔総務課長（堤 賢治君） 登壇〕

○総務課長（堤 賢治君） 議案第８４号平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算

（第１号）について御説明を申し上げます。

予算書の１ページをお開きをお願いいたします。平成２２年度壱岐市の三島航路事業特別会計

補正予算（第１号）は、次の定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２３３万６,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２,２１９万８,０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。本日の提出でございます。

２ページ、３ページにつきましては、歳入歳出予算補正でございます。

それから、５ページ、７ページにつきましては、事項別明細書でございます。

８ページ、９ページをお開きをお願いいたします。歳入予算補正について御説明を申し上げま

す。歳入財源といたしまして、一般会計繰入金２３３万６,０００円を計上いたしております。

１０ページ、１１ページをお開きを願います。歳出予算の補正について御説明をいたします。

１款運航費１項運航管理費１目一般管理費でございますけれども、子ども手当制度の新設により

まして職員手当等の増、共済組合負担金率の増、それから２目業務管理費でございますけれども、

フェリー三島船舶の修理に予算不足を生じておりますので、これらを合わせまして、今回、

２３３万６,０００円を追加計上させていただいております。

１２ページ、１３ページには給与費明細書をつけております。

以上で、議案第８４号につきましての説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。
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〔総務課長（堤 賢治君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

〔産業経済担当理事（牧山 清明君） 登壇〕

○産業経済担当理事（牧山 清明君） 議案第８５号平成２２年度壱岐市農業機械銀行特別会計補

正予算（第１号）について御説明を申し上げます。

平成２２年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出の予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２,４７１万円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３,４３９万９,０００円とする。

２項につきましては記載のとおりでございます。本日の提出でございます。

８ページ、９ページをお開き願います。事項別明細書、２、歳入でございます。３款繰入金

３項基金繰入金、減価償却基金の繰入金といたしまして８７万５,０００円を基金から繰り入れ

をいたしております。これは、歳出で財源充当については申し上げます。

４款の繰越金、前年度の繰越金を２,３８３万５,０００円、全額を計上いたしております。

続きまして、１０ページ、１１ページをお開き願います。３、歳出、１款総務費１項総務管理

費で一般管理費でございますが、１節の報酬でございます。運営協議会の委員報酬、現在８名か

ら１０名に今年の４月１日から改定をいたしております。それにかかる費用でございます。１１、

１２につきましては、必要経費をそれぞれ計上をいたしております。１８、備品購入費でござい

ますが、先ほどの減価償却基金の繰入金で８７万５,０００円、機械器具の購入費として財源充

当をいたしております。刈払機を２台、それからスタブルカルチを１台購入するようにいたして

おります。

次に、２款基金積立金１項基金積立金といたしまして、減価償却基金の積立金１,０９９万

９,０００円を積み立てをするものでございます。

以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。

〔産業経済担当理事（牧山 清明君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久田病院事務局長。

〔病院事務局長（久田 賢一君） 登壇〕

○病院事務局長（久田 賢一君） 議案第８６号平成２２年度壱岐市病院事業会計補正予算（第

１号）について御説明いたします。

第１条、平成２２年度壱岐市病院事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第２条、平成２２年度壱岐市病院事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を

次のとおり補正する。

収益的収入で、第１款壱岐市民病院事業収益に７６８万３,０００円、第２款のかたばる病院
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事業収益に５８万円を追加補正いたしております。

収益的支出で、第１款の壱岐市民病院事業費用に５０６万２,０００円、第２款のかたばる病

院事業費用に５８万円追加補正をいたしております。

第４条で、予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。

壱岐市民病院事業職員給与費に５０６万２,０００円、かたばる病院事業費を職員給与費に

５８万円追加補正をいたしております。

次に、４ページをお開き願います。平成２２年度市民病院会計補正予算（第１号）の実施計画

書でございます。収益的収入では、本年度より新設されました子ども手当にかかる一般会計負担

金を７６８万３,０００円増額いたしております。

収益的支出５０６万２,０００円は、子ども手当新設に伴う不足分５８８万２,０００円を追加

いたしております。

また、外来夜間宿直体制を２交替勤務体制に変更したことに伴いまして、不用額となった宿直

手当を３０６万６,０００円減額し、新たに発生する夜間勤務手当を２２４万６,０００円追加を

いたしております。

次に、１０ページをお開き願います。かたばる病院会計補正予算（第１号）の実施計画書でご

ざいます。収益的収入では、子ども手当にかかる一般会計負担金を５８万円増額し、支出では子

ども手当新設にかかる不足分、同額を追加いたしております。

以上で説明を終わります。

〔病院事務局長（久田 賢一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中原建設担当理事。

〔建設担当理事（中原 康壽君） 登壇〕

○建設担当理事（中原 康壽君） 議案第８７号平成２２年度壱岐市水道事業会計補正予算（第

１号）について御説明をいたします。

第１条、平成２２年度壱岐市水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第２条、平成２２年度壱岐市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を

次のとおり補正する。

収益的収入、制度改正に伴う人件費の増額でございまして、水道事業収益２６万円の増額をお

願いをいたしております。

収益的支出で、１款水道事業費用で３１万５,０００円の支出の補正をいたしております。

第３条につきましては、予算第４条本文括弧中に「不足する額１億３,７１２万３,０００円の

内訳を過年度分損益勘定留保資金の１,３３３万９,０００円を３,０９１万４,０００円に、建設

改良積立金４,６４１万円を２,８８３万５,０００円」に改め、内訳を変更し財源調整をいたし
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ております。

第４条、予算第６条に定めた経費の金額を次のとおり改める。職員給与３１万５,０００円の

補正をいたしております。本日の提出でございます。

続きまして、４ページ、５ページをお開きをいただきたいと思いますが、４ページに予算実施

の計画の収益的収入及び支出、５ページに予算資金計画を記載をいたしております。

６ページ、７ページに給与明細書を記載いたしております。

続きまして、１０ページ、１１ページをお開きをいただきたいと思います。収益的収入及び支

出の収入でございますが、１款水道事業収益で２６万円の増額は、ここに記載をいたしておりま

すが、子ども手当分一般会計繰入金でございます。

支出の部の１款水道事業費用で手当２５万１,０００円、法定福利費６万４,０００円の増額は、

先ほど申し上げましたが、子ども手当等の制度改正による増額を記載をいたしております。

以上で、議案第８７号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いをいたします。

〔建設担当理事（中原 康壽君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１３時といたします。

午後０時01分休憩

………………………………………………………………………………

午後１時00分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案説明を続けます。浦財政課長。

〔財政課長（浦 哲郎君） 登壇〕

○財政課長（浦 哲郎君） 認定第１号平成２１年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定について。

平成２１年度壱岐市一般会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監

査委員の意見を付して議会の認定を付するものでございます。本日の提出でございます。

平成２１年度各会計の決算書の一般会計１ページをお開き願います。平成２１年度壱岐市一般

会計歳入歳出決算書、歳入合計２６９億４,９９３万１,５３９円、歳出合計２６２億９,８２５万

６,２１３円、歳入歳出差し引き残額６億５,１６７万５,３２６円。決算内容につきましては

２ページ以降のとおりでございます。

１１６ページをお開き願います。実質収支に関する調書でございます。単位を千円単位にいた

しております。

歳入歳出差し引き額６億５,１６７万６,０００円で、繰越明許による翌年度へ繰り越すべき財

源が３億２０８万７,０００円でございますので、これを差し引いた実質収支額が３億４,９５８万

９,０００円となっております。
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次に、財産に関する調書でございます。各会計決算書つづりの最後の財産に関する調書をお開

き願います。財産に関する調書は、平成２２年３月３１日付で決算を行っております。財産に関

する調書１ページから公有財産、５ページ、６ページに物品、７ページに債権、基金について記

載をいたしております。それぞれ、２１年度中の増減を記載いたしております。

７ページをお開き願います。４、基金、一般会計決算年度末の現在高は４７億１,５２６万

２,０００円であります。

定額基金の運用は、次の８ページに記載をしております土地開発基金において、基金会計での

土地について一定整理をいたし、行政財産等になっている分については、基金から買い受けをい

たしております。

また、土地開発基金の額について５億７,２５８万９２円を減額し、減額分を一般会計に繰り

入れをいたしております。

平成２１年度一般会計決算は、国において第１次補正予算で地域活性化・経済危機対策臨時交

付金及び地域活性化・公共投資臨時交付金、第２次補正予算で地域活性化・きめ細かな臨時交付

金等の財政措置がなされ、本市においてもそれぞれ交付金を受けて緊急経済対策を取り組んでま

いりました。特に、経済危機対策に係る地域情報通信基盤整備推進事業は、壱岐市内全世帯、全

事業所を対象に光ケーブル網を整備し、地上デジタル放送難所地解消対策、超高速インター接続

サービス、告知放送設備を整備し、防災情報並びに行政情報を伝送する一元管理することができ

ます。現在、繰越事業で整備を進めております。

また、中国・北部九州豪雨での災害復旧事業、一支国博物館建設事業など、市民が安心して暮

らせる経緯並びに市振興事業など、行政経緯としてそれぞれしてまいりました。

なお、国の補正予算により緊急経済対策事業などで、平成２２年度に多額の事業費を繰越明許

をいたしております。事業完了に向けて現在進めております。

平成２１年度決算内容及び主要な成果等につきましては、別紙報告のとおりでございます。

以上で、平成２１年度一般会計歳入歳出決算認定について説明を終わらせていただきます。御

審議の上、認定を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

〔財政課長（浦 哲郎君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 山口保健環境担当理事。

〔保健環境担当理事（山口 壽美君） 登壇〕

○保健環境担当理事（山口 壽美君） 認定第２号平成２１年度壱岐市国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について。

平成２１年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項

の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。本日提出でございます。
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１ページをお願いします。国民健康保険事業勘定、歳入合計４４億８,８１６万５,０９６円、

歳出合計４４億７,９７２万１,７４０円、歳入歳出差し引き残額８４４万３,３５６円。直営診

療施設勘定、歳入合計１億３,８２９万７,１１１円、歳出合計１億３,４１１万４,８０４円、歳

入歳出差し引き残高４１８万２,３０７円となっております。

１０ページ、１１ページをお開きください。歳入歳出決算事項別明細書でございます。歳入に

ついて、１款１項における国民健康保険税の決算の状況は記載のとおりであり、国保税の収納率

は現年度分については医療給付分、後期高齢者支援分、介護給付分を合わせて９４.１３％にな

っております。前年度は９４.２９％であり、比較すると０.１６％のマイナスとなっております。

滞納繰越分につきましては、現年度９.４８％、２０年度が８.８４％であり、０.６４％のプラ

スとなっております。滞納の累積額は、３億３,４９５万２,２４２円です。なお、４３件の

１,４３０万４,６４７円の不納欠損処分を、行っております。

歳出でございますが、２２ページ、２３ページをお開きください。２款１項の１目から４目ま

での医療給付費、療養費、２項の高額療養費、３項の移送費の支出済額の合計は２８億９,２５５万

６,０５５円であります。昨年度より１,５００万円程度増額になっております。同じく、４項の

出産育児諸費につきましては５５件でございます。

２４ページ、２５ページの中で、葬祭諸費につきましては７４件の給付件数となっております。

３２ページをお開きください。実質収支に関する調書は記載のとおりでございます。

３４ページから３９ページまでは、直営診療所施設勘定歳入歳出決算事項別明細書でございま

す。公設民営で運営しております、勝本、湯ノ本診療所にかかる経費でございます。

以上で、認定第２号につきまして説明を終わらせていただきます。

続きまして、認定第３号平成２１年度壱岐市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について。

平成２１年度壱岐市老人保健特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規定に

より、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。本日提出でございます。

１ページをお開きください。歳入合計１,０３４万９,７６６円、歳出合計１,０３４万

９,７６６円の同額でございます。

この、老人保健特別会計につきましては、平成２０年４月から後期高齢者医療制度が開始され

ましたので、過年度清算分を計上いたしております。

以上で、認定第３号についての説明を終わらせていただきます。

続きまして、認定第４号平成２１年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて。

平成２１年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。本日提出でございます。
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１ページをお開きください。歳入合計２億９,２２８万１,２６６円、歳出合計２億９,０２４万

１,０１６円、歳入歳出差し引き額２０４万２５０円となっております。

６ページ、７ページをお開きください。歳入歳出決算事項別明細書でございます。歳入につい

て、１款１項における後期高齢者医療保険料の決算の状況は記載のとおりであります。保険料の

収納率については、現年度分については特別徴収、普通徴収合わせて９９.０５％になっており

ます。前年度は９９.０１％であり、比較すると０.０４％プラスになっております。滞納繰越分

については、５３.１２％の収納率になっております。滞納の累積額は２１８万１,７００円です。

１０ページ、１１ページをお開きください。歳出でございますが、２款広域連合納付金２億

７,８７６万６,３６８円の内訳につきましては、保険料分１億５,６７１万８,７００円、保険基

盤安定分１億７７８万４,７４７円、共通経費負担分１,４２６万２,９２１円となっております。

以上で、認定第４号についての説明を終わらせていただきます。

続きまして、認定第５号平成２１年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について。

平成２１年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規

定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。本日提出でございます。

１ページをお願いします。介護保険事業認定分でございますが、歳入合計２７億８,３９０万

５,２８４円、歳出合計２７億４,５４７万７,０６２円、歳入歳出差し引き残高３,８４２万

８,２２２円でございます。

続きまして、介護サービス勘定でございますが、歳入合計３,０３８万４,８７５円、歳出合計

３,０３８万４,８７５円の同額でございます。

１０ページ、１１ページをお開きください。歳入歳出決算事項別明細書でございます。歳入に

ついて、１款１項における介護保険料の決算の状況は記載のとおりであり、保険料の徴収率は現

年度分につきましては、特別徴収、普通徴収合わせて９９.０２％になっております。前年度は

９９.１７％であり、比較すると０.１５％マイナスになっております。滞納繰越分については、

１２.２３％の収納率になっております。滞納の累積額は１,７８６万９,３９０円です。なお、

６件の９万４,３００円の不納欠損処分を行っております。

１６ページ、１７ページをお願いします。歳出でございますが、２款介護給付費の支出済額は

２５億９,４１０万１,０４３円であり、昨年度より１億円程度増額となっております。

２４ページをお願いします。介護サービス事業勘定の決算は、地域包括支援センターの設置に

よる介護予防ケアプランの作成に係るものでございまして、歳入１款はプラン作成が主でござい

ます。

２６ページ、２７ページをお願いします。歳出は、１款、２款ともそれに伴う嘱託及び派遣職

員の人件費等となっております。
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以上で、認定第５号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。

〔保健環境担当理事（山口 壽美君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中原建設担当理事。

〔建設担当理事（中原 康壽君） 登壇〕

○建設担当理事（中原 康壽君） 認定第６号平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算認定について御説明を申し上げます。

平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規

定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でござい

ます。

１ページをお開きをいただきたいと思います。平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入

歳出決算書、歳入合計１２億３,７３１万９,１８９円、歳出合計１２億３,４１７万９,５６０円、

歳入歳出差し引き残高３１３万９,６２９円となっております。

続きまして、２ページ、３ページをお願いをいたします。歳入の部でございます。予算現額が

１２億８,３７０万６,５００円、収入済額が１２億３,７３１万９,１８９円、収入未済額が

５,７２０万４,３９０円でございます。

続きまして、４ページ、５ページをお願いをいたします。歳出の部でございますが、予算現額

が１２億８,３７０万６,５００円、支出済額が１２億３,４１７万９,５６０円、翌年度繰越額で

２,１７４万１,０００円でございますが、３地区の単独水道管敷設替え工事及び地域活性化事業

におきまして、２地区の分が含まれております。

続きまして、６ページ、７ページに決算の事項別明細書を記載をいたしておりますが、特に、

２款使用料及び手数料で、１目簡易水道使用料で現年度分調定額は４億１,４８４万７,７５０円、

収入済額が４億１,０８０万１,４２０円、滞納繰越分で調定額が３,４６７万３,４２０円、収入

済額が３２５万６,３６０円となっております。なお、収納率につきましては９９.０２％で、前

年度比０.３５％アップいたしております。滞納分につきましては、９.３９％でマイナスの

３.８７％の減となっております。

それから、１０ページから１３ページが歳出の明細書を記載をいたしております。最後のペー

ジ、１４ページでございますが、実質収支に関する調書、歳入の総額が１２億３,７３１万

９,０００円、歳出の総額が１２億３,４１７万９,０００円、歳入歳出差し引き額が３１４万円

となっておりまして、実質収支額が３１４万円となっております。

以上で、認定第６号の説明を終わらせていただきます。

続きまして、認定第７号平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について御

説明を申し上げます。



- -- 44 -

平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規定

により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でございま

す。

１ページをお開きをいただきたいと思います。平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳

出決算書、歳入合計３億６,５９２万６,１２２円、歳出合計３億６,５６３万１,１５２円、歳入

歳出差し引き残額２９万４,９７０円となっております。

２ページ、３ページをお願いをいたします。歳入の部でございますが、予算の現額が５億

３８９万円、収入済額合計が３億６,５９２万６,１２２円、収入未済額が１億３,５２２万

２,７００円となっております。このうち、分担金の５万円の収入未済額が５万円ございますが、

１名分の加入金の未納となっております。

続きまして、４ページ、５ページをお願いをいたします。歳出の部でございますが、予算現額

が５億３８９万円、支出済額が３億６,５６３万１,１５２円、翌年度繰越額が公共下水道が

６,４７０万円、漁業集落排水整備事業が６,８５０万円となっております。公共につきましては、

６月の繰越調書でお願いをいたしましたが、元居線の道路並びに地域活性化の亀川の工事が繰り

越しております。それから、漁業集落につきましては、芦辺地区内の大石地区というところを配

管をいたしておりまして、ここが繰り越しとなっております。

続きまして、６ページから９ページに歳入歳出事項別明細書を記載いたしております。なお、

使用料及び手数料で下水道使用料の収納率を申し上げたいと思います。現年度分が調定額が

３,３８６万７,０３０円、収入済額が３,３５８万７,９５０円、滞納繰越分調定額１７４万

８,０２０円、収入済額が５万４,４００円となっておりまして、収納率といたしまして現年度分

が９９.１％でございます。前年度比が０.１％アップ、滞納分につきましては３.１％というこ

とで前年度比０.６％の減となっております。

それから、歳出の事項別明細書を１０ページから１５ページへ記載をいたしております。

１６ページをお開きをいただきたいと思います。実質収支に関する調書でございますが、歳入

総額が３億６,５９２万６,０００円、歳出総額が３億６,５６３万１,０００円、歳入歳出差し引

き額が２９万５,０００円となっておりまして、実質収支額が２９万５,０００円となっておりま

す。

以上で、認定第７号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いをいたします。

〔建設担当理事（中原 康壽君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 山内市民生活担当理事。

〔市民生活担当理事（山内 達君） 登壇〕

○市民生活担当理事（山内 達君） 認定第８号平成２１年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特
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別会計歳入歳出決算認定について。

平成２１年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条

第３項の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提

出でございます。

１ページをお願いいたします。歳入の合計でございますが５億２,１５７万２,５５４円です。

歳出の合計は４億６,２６３万６,０８８円でございます。差し引き残額ですが５,８９３万

６,４６６円で、２２年度への繰越金でございます。

次に、６ページをお開き願います。歳入の主なものでございますが、１目介護サービス収入の

介護サービス費は３億７,７７６万７,２７８円ですが、これは入所者１００名の介護サービス、

短期介護サービス、デイ・サービスセンターの介護サービスにかかる費用でございます。

次の、利用者負担金収入の６,２４８万７,６０９円でございますが、各サービスの利用者負担

金でございます。未収金といたしまして、計２１万５,０４１円となっておりますが、既に

１６万２,３７２円が入金済となっており、残りは５万２,６６９円となりますけれども、これに

ついては今月中に入金していただくということになっております。

次に、４款の繰越金７,８５２万４,９２４円ですが、２０年度分でございます。

次に、１０ページをお願いいたします。歳出の主なものでございますが、１款介護サービス事

業費で１,９５２万７,５２５円の不用額が生じておりますが、１目事務費の１１節需用費の

１００万３,６１３円については、被服の購入を翌年度に先延ばしたことや、印刷・コピー等の

経費節減に取り組んだ成果及び執行残でございます。

次に、２目の介護費の需用費で７５１万５,５８１円の不用額が生じておりますが、燃料費・

光熱費それから修繕料・食材購入費等の予算執行後の見直し、それと経費の節減、執行残でござ

います。

次に、１３節の委託料１０３万５２９円でございますけれども、施設清掃費の入札によります

執行残でございます。

次に、一番下段になりますけれども、３項通所介護サービス事業費の１目の報酬費の１１０万

９,８５０円の不用額ですが、期末手当の改正によるものでございます。

次に、１２ページをお開きください。７節の賃金についてでございます。８５万７５４円の不

用額が生じておりますけれども、デイ・サービス事業の臨時雇い看護師の雇用ができなかったた

めのものでございます。

それから、最終１４ページでございます。実質収支に関する調書でございますけれども、

１ページと同様となっております。

以上で、御説明を終わらせていただきます。
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〔市民生活担当理事（山内 達君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

〔総務課長（堤 賢治君） 登壇〕

○総務課長（堤 賢治君） 認定第９号平成２１年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算

認定について。

平成２１年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規

定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でござい

ます。

決算書の１ページをお開きをお願いいたします。歳入合計でございますけれども、１億

１,４１１万２,７４７円。歳出合計は歳入と同額でございます。歳入歳出差し引き残額ゼロ円で

ございます。

２ページ、３ページをお願いいたします。歳入でございますけれども、予算現額は１億

１,６５５万１,０００円、収入済額は１億１,４１１万２,７４７円でございます。

４ページ、５ページをお願いいたします。歳出でございますが、予算現額は１億１,６５５万

１,０００円、支出済額でございますけれども１億１,４１１万２,７４７円でございます。

次に、６ページ、７ページをお願いいたします。歳入歳出の事項別明細でございますけれども、

１款の使用料及び手数料でございますが、収入済額が２,５５９万４,２４１円となります。乗船

者数などでございますけれども、平成２１年度は人が６万６,０６０人でございます。車両が

１,２０３台でございます。前年度、２０年度に対しまして、人で１,９７２名の減、車両が

４５台の増加でございます。

歳出につきましては、８ページから１１ページに記載いたしております。

１２ページをお開きを願います。実質収支に関する調書でございます。歳入歳出総額、どちら

も１億１,４１１万３,０００円となっておりまして、歳入歳出差し引き額はゼロ円となります。

以上で、認定第９号につきまして説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお

願いいたします。

〔総務課長（堤 賢治君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

〔産業経済担当理事（牧山 清明君） 登壇〕

○産業経済担当理事（牧山 清明君） 認定第１０号平成２１年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳

入歳出決算認定について御説明を申し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定をお願いする

ものでございます。本日の提出でございます。
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決算書の１ページをお開き願います。平成２１年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出決算

書、歳入合計１億７,２８６万３,１２３円、歳出合計１億４,９０２万６,８４７円、歳入歳出差

し引き残額２,３８３万６,２７６円。

次に、６ページ、７ページをお開き願います。事項別明細書でございます。歳入、１款の使用

料及び手数料でございます。収入未済額といたしまして３８万９,１８５円。これは、１９年度

分が１８万６,５８５円、１名でございます。２１年度分、２０万２,６００円、これについては

今月中に完納をするようになっております。

歳出につきましては、８ページ、９ページに記載をいたしておりますので、御一読をお願いを

いたします。

以上で、認定第１０号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。

〔産業経済担当理事（牧山 清明君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中原建設担当理事。

〔建設担当理事（中原 康壽君） 登壇〕

○建設担当理事（中原 康壽君） 認定第１１号平成２１年度壱岐市水道事業会計決算認定につい

て御説明をいたします。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２１年度壱岐市水道事業会計決算を別紙監

査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でございます。

２ページ、３ページをお願いをいたします。決算報告書の中で、１、収益的収入及び支出、収

入の部で１款水道事業収益で予算額１億６,００５万円、決算額が１億６,２６２万４,９８９円。

これは、給水収益の増となっております。

支出の部を申し上げます。水道事業費用で、予算額が１億３,９０６万８,０００円、決算額が

１億３,０８５万２,７９１円、不用額といたしまして８２１万５,２０９円でございますが、ポ

ンプ場の光熱及び修繕料と委託費の減額によるものでございます。

続きまして、４ページ、５ページをお願いをいたします。資本的収入及び支出でございますが、

資本的収入で予算額が７０１万９,０００円、決算額が３３７万６,１８８円、比較といたしまし

て３６４万２,８１２円の減額となっております。これは、県道渡良初瀬線、ほか２路線の工事

費の減によるものでございます。

支出の部を申し上げます。資本的支出、予算額１億２,２２７万２,１５０円、決算額１億

８２８万３,２２７円、比較をいたしまして１,３９８万８,９２３円となっておりますが、これ

は新郷ノ浦港線及び４路線の事業費の減額によるものでございます。

続きまして、６ページをお開きをいただきたいと思います。２１年度壱岐市水道事業損益計算

書でございますが、営業収益が１億５,２４２万９９５円、営業費用が１億１,９８２万
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３,４３５円、計の営業利益といたしまして３,２５９万７,５６０円となります。３、営業外収

益で２６４万７５７円、営業外費用で８７０万３,８６２円、経常利益といたしまして２,６５３万

４,４５５円となります。６、特別損失で２万１,６０８円を計上をいたしておりますが、過年度

分の消費税の未払い分でございます。当年度純利益といたしまして２,６５１万２,８４７円、前

年度繰越利益剰余金といたしまして１８６万３,２１６円となりますので、当期未処分利益乗用

金といたしまして２,８３７万６,０６３円が剰余金となります。

７ページに剰余金の計算書を記載をいたしております。

それから、８ページをお開きをいただきたいと思います。剰余金処分計算書でございます。当

年度未処分利益剰余金で２,８３７万６,０６３円となりまして、利益剰余金の減債の積立金が

２,７００万円、翌年度繰越利益剰余金といたしまして、当期純利益の大体２０分の１以上とい

うことで１３７万６,０６３円を剰余金へ繰り越すようにいたしております。

それから、次のページから貸借対照表を１０ページから１１ページに記載をいたしております。

それから、事業報告書といたしまして１２ページから１４ページに記載をいたしておりまして、

この報告書の中で概要及び工事、それから業務内容を記載をいたしております。

それから、１５ページをお願いをいたします。収益費用の明細書の中で、水道事業収益で営業

収益の中の給水収益でございますが、収納率といたしまして１億５,０２４万８,１５６円となっ

ておりまして、本年度が９５.１７％で前年度比較といたしまして０.２％アップいたしておりま

す。ここの中には、滞納分も入っておりますが、滞納分の収納率が１１.７３％ということで、

前年度比０.３５％アップいたしております。

なお、費用明細書を１５ページから１７ページに記載をいたしております。

それから、１９ページに固定資産の明細書ということで、有形固定資産明細書並びに無形固定

資産の明細書を記載いたしております。

最後のページが、企業債の明細書でございまして、２１年度末未償還残高が２億３,６５６万

９,６２２円となっております。

以上で、認定第１１号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いをいたします。

〔建設担当理事（中原 康壽君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久田病院事務局長。

〔病院事務局長（久田 賢一君） 登壇〕

○病院事務局長（久田 賢一君） 認定第１２号平成２１年度壱岐市病院事業会計決算認定につい

て御説明いたします。

地方公営業法第３０条第４項の規定により、平成２１年度壱岐市病院事業会計決算を、別紙監

査委員の意見をつけて議会の認定に付します。
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次に、２ページをお開き願います。２ページから５ページまでが、２１年度の壱岐市民病院事

業会計決算報告書でございます。収益的収入は、決算額２３億２,０６５万１,１２３円、予算額

に比べ３,４２６万４,８７７円の減となっております。減の要因といたしましては、医業収益の

うち入院収益について当初目標にしておりました病床利用率に到達できず、入院収益が上がらな

かったためでございます。

収益的支出は、決算額２５億４１４万９,９５２円で不用額が５,２３４万４８円となっており

ます。不用額の主なものは、医業費用の給与費・材料費・経費でございます。

次のページをお開き願います。資本的収入は、決算額１億４,２１９万４,２６４円で、予算額

に比べ４９０万７３６円の減となっております。

収入の第２項の出資金は、一般会計からの繰入金でございます。企業債は、病院事業債による

起債額でございます。負担金は、地域活性化・経済危機対策事業の新型インフルエンザ対策とし

ての一般会計からの負担金となっております。補助金は、長崎県新型インフルエンザ患者入院利

用機関設備整備事業補助金でございます。長期借入金は、一般会計の過疎債を利用した起債額で

ございます。

資本的支出は、決算額２億２,１７５万２１４円で、不用額が８８１万２,７８６円となってお

ります。

第１項の建設改良費の主なものは、医療器械の購入費でございます。

下の欄外に記入をいたしておりますが、資本的収入額が資本的支出額に不足する額７,９５５万

５,９５０円は、過年度損益勘定留保資金で補てんをいたしております。

次のページをお開き願います。６ページ、７ページは固定資産明細書でございます。（２）の

無形固定資産明細書の、その他無形固定資産は医師公社として借用いたしておりますマンション

の敷金でございます。

次のページをお開き願います。８ページ、９ページは企業債明細書でございます。９ページの

１列目の、２１年度末の未償還残高が３６億３,４５４万３,６２７円となっております。

次に、１９ページをお開き願います。損益計算書でございます。下から３行目でございますが、

当年度の純損失として１億８,３４９万８,８２９円を計上しております。これに、前年度繰越欠

損金１６億２,２２９万７,０２３円を加えまして、当年度未処理欠損金が１８億５７９万

５,８５２円となっております。

次のページをお開き願います。貸借対照表でございますが、２の流動資産中、（３）の未収金

でございますが、未収金が３億３,１２２万１１０円となっております。内訳といたしましては、

２、３月分の社会保険診療報酬費と個人の未収金などでございます。

次のページをお開き願います。２２ページは剰余金計算書、２３ページは欠損金処理計算書で
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ございます。

次に、４２ページをお開き願います。平成２１年度かたばる病院事業会計決算報告書でござい

ます。収益的収入は、決算額４億２,１２０万８,２２６円で、予算額に比べ１,２４０万

２２６円の増となっております。これは、入院患者、外来患者の増によるものでございます。

収益的支出は、決算額３億７,７６６万４,０２１円で、不用額が３,１１４万３,９７９円とな

っております。これは、非常勤医師未採用及び職員の異動、退職による不用額となっております。

次のページをお開き願います。資本的収入及び支出については決算額がございません。

次に、５７ページをお開き願います。かたばる病院事業会計の損益計算書でございますが、下

から３行目で当年度の純利益を４,３５４万４,２０５円計上いたしております。これに、前年度

繰越利益剰余金３,００７万８,９５４円を加えまして、当年度未処分利益剰余金が７,３６２万

３,１５９円となっております。

次のページをお開きを願います。貸借対照表、流動資産中の医業の未収金でございますが

４,１９５万３３１円計上しております。これも、２、３月分の社会保険診療報酬と翌月以降入

金の個人入院及び外来診療分の未収でございます。

次に、６１ページをお開き願います。２１年度かたばる病院事業会計剰余金処分計算書でござ

いますが、利益積立金を当年度純利益４,３５４万４,２０５円の５％相当額、２２０万円を積み

立てをいたしております。

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。

〔病院事務局長（久田 賢一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） これで市長提出議案に対する説明が終わりましたので、監査委員より財

政健全化判断比率及び資金不足比率審査と決算審査の報告を求めます。山本代表監査委員。

〔代表監査委員（山本 善勝君） 登壇〕

○代表監査委員（山本 善勝君） 監査委員の山本でございます。

平成２１年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率の結果について御報告いたします。

審査意見書の１ページをお開き願います。審査は、市長から審査に付されました、平成２１年

度健全化判断比率及び資金不足比率につきまして、平成２２年８月４日から８月１６日までの間、

関係職員の説明を受け審査をいたしました。

審査の結果、算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも正確に作成されているものと

認められました。

２ページをお開き願います。各項目について審査意見を述べさせていただきます。

健全化判断比率の４つの指標の、１、実質赤字比率について、標準財政規模に対する実績収支

比率は２.８３％の黒字となっています。よって、実質赤字比率は発生せず、良好な状態である
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と認めらます。

２、連結実質赤字比率について、標準財政規模に対する連結実質収支比率は１２.４１％の黒

字となっています。よって、連結実質赤字比率は発生せず、公営企業会計等の経営状況が一般会

計等に与える影響の深刻度を把握する指標としては、良好な状態であると認められます。

３、実質公債費比率について、実質公債比率は１２.６％となっており、早期健全化基準の

２５.０％を下回り、良好な状態にあると認められます。

４、将来負担比率について、数値は６９.１％となっており、早期健全化基準の３５０.０％を

大きく下回り、良好な状態であると認められます。

次に、資金不足比率でありますが、壱岐市が該当する５すべての会計で資金不足は発生せず、

良好な状態であると認められます。

以上でありますが、当分の間は市税の伸びは期待できない状況にあると思われます。さらに、

普通交付税が合併による算定替えにより、平成２６年度以降、段階的に縮減されるため、財政状

態は厳しくなることが予想されます。

以上で、報告第５号に係る審査結果の報告を終わります。

続きまして、平成２１年度壱岐市各会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査の結果について御

報告いたします。

審査意見書の１ページをお開きください。審査は、市長から審査に付されました、平成２１年

度の１０会計と財産に関する調書及び基金運用状況調書について、平成２２年７月６日から７月

２３日までの１０日間、関係職員の出席を求めて説明を受け審査をいたしました。

審査の結果、決算の関係書類は法令に準拠して作成されており、決算計数関係諸帳簿との照合

との結果、正確に処理されているものと認められました。

２ページから５３ページまでは、各会計の決算状況と財産及び基金の運用状況を掲載しており

ますので、後もってご覧いただければと思います。

５４ページをお開き願います。審査意見についてでございますが、最初に、１、財政状況につ

いて、決算状況の（１）財政力指数は０.２５０と依然として低く、（２）経常収支比率は

８５.５％で、２０年度より好転していますが、これは人件費の削減や公債費の繰上償還による

ものと、地方交付税の増によるものと思われます。健全化判断比率の（３）実質公債比率と

（４）将来負担比率については、早期健全化基準を下回っており、現状では良好な状況にあると

言えますが、今後は一般廃棄物処理施設整備事業など、大型事業の実施により数値は高くなるこ

とが見込まれます。

また、今後の特別会計及び公営企業会計への繰り出しが一般会計への大きな負担となることが

懸念されます。
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５５ページをご覧ください。次に、未収金についてでありますが、市税ほか各税、使用料など

これらを合計すると、未収総額は７億６,２３９万８,０００円、前年度より３,１４９万円増と

多額となっています。徴収努力はされていますが、依然として前年度分の収入未済額が多く、高

額滞納者がふえて回収が困難な状況で、収入未済額は増加の一途をたどっています。

よって、今後もまず現年度分の収納率の向上を目指し、さらに滞納分の未納圧縮を行い、滞納

金額がふえないよう努力されることを望みます。

次に３、予算の適正な執行についてでありますが、収入調定処理については、事後調定を除き、

金額が決定及び確定次第速やかに不透明な歳出外現金が発生しないことを望むものであります。

次に、平成２２年度へ繰り越す、繰越明許費が一般会計・特別会計合わせて３７事業、６０億

８,６００万円発生しており、国の補正予算による緊急経済対策事業及び地域情報通信基盤整備

推進交付金事業を除いても、余りにも件数・金額ともに多いと思われます。

起債対象事業では繰越明許となり、起債が前借りとなったことから前借り利息計５０８万円が、

平成２２年度交付税算入の対象になっていません。今後、繰り越しとならないように注意される

ことを望みます。

以上を申し上げましたが、今後も壱岐市発展のために精励されることを望みまして、平成

２１年度一般会計及び特別会計などの決算審査の結果報告を終わらせていただきます。

続きまして、平成２１年度壱岐市公営企業会計決算審査の結果について報告させていただきま

す。

決算審査意見書の１ページをお開きください。最初に、平成２１年度壱岐市水道事業会計決算

審査の結果について報告します。審査は、平成２２年６月２２日、壱岐市役所、勝本庁舎におい

て、建設担当理事ほか関係職員により関係書類の説明を受け実施いたしました。

審査の結果、審査に付された財務諸表は、法令及び会計の原則に従って、適正に処理されてい

るものと認めます。

次に、経営状況につきましては、平成２１年度壱岐市水道事業の経営状況は、水道事業会計決

算書及び決算附属書類のとおりであり、当年度純利益は２,６５１万３,０００円で、前年度実績

に比べ７１５万９,０００円の減益となっております。

３ページをお開き願います。審査意見についてでありますが、給水人口は微減であります、当

年度の給水収益は１億５,０２４万８,０００円で、前年度より６７万１,０００円増となってい

ます。当年度純利益は２,６５１万３,０００円で、前年度より７１５万９,０００円減少してい

ます。

当年度の有収率が６６.５６％で、前年度より１.７１ポイント低下しており、平成１７年度か

ら見ると６.８４ポイントも大幅な低下となっております。漏水調査を行い漏水防止対策を実施
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して、有収率の向上を図る必要があると思われます。

４ページをお開きください。水道使用料の未収金についてでありますが、水道使用料の未収金

は、平成２１年度分４８８件、７６１万６,０００円を含めて、１,２３７件、４,６４６万

３,０００円であり、前年度対比６４件、２４５万２,０００円の増であります。

未納対策は講じられていますが、高額未納者がふえており、長期未納者には厳しく対応して未

収金の解消に努められるよう強く望むものであります。

次に、未収金防止マニュアルの作成については、前年度に指摘しておりますが作成されていま

せんので、早急に作成されることを望みます。

水道事業につきましては以上であります。

続きまして、１１ページをお開き願います。平成２１年度壱岐市病院事業会計決算審査の結果

について御報告いたします。

審査は、平成２２年６月２３日、６月２４日、６月２５日の３日間、壱岐市民病院とかたばる

病院、それぞれの会議室において事務長ほか関係職員から、関係書類の説明を受け実施いたしま

した。

最初に、壱岐市民病院事業会計について、審査の結果、審査に付された財務諸表は、法令及び

会計の原則に従って、適正に処理されているものと認めます。

経営の状況でありますが、平成２１年度の壱岐市民病院事業の経営は、決算書及び決算附属書

類のとおりであり、１億８,３４９万９,０００円の当年度純損失を生じております。

１４ページをお開きください。次に、かたばる病院事業会計についてでありますが、審査の結

果、審査に付された財務諸表は、会計の原則に従って、適正に処理されているものと認めます。

経営の状況については、決算書及び決算附属書類のとおり、事業収益４億２,１２０万

８,０００円に対し、事業費用３億７,７６６万４,０００円であり、４,３５４万４,０００円の

当年度純利益を生じております。

１５ページをご覧願います。審査意見といたしまして、壱岐市民病院事業は前年度に続き、

１２名の常勤医師体制によるスタートとなり、その後、２１年７月から常勤の内科医１名の増員

となっています。

事業面で常勤医師の不足数を、医療法上の必要医師数を確保するため、非常勤医師で補充する

形となり、報酬・賃金・旅費交通費等が増加し、非効率的な運営となっています。

かたばる病院事業では、常勤医師２名体制で当年度の医業収益は２億９,４０１万２,０００円

で、前年度対比１,０３８万１,０００円の増収となりましたが、医業収支では７,７６７万

３,０００円の赤字であります。

現状では、かたばる病院の果たす役割は重要でありますが、国庫補助対象期間が満了しており、
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平成２２年度予算上では特別交付税交付金が主な財源となっています。経営面では、療養型病院

としての現状のままでは経営は厳しいものと思われます。

壱岐市立病院改革について、市長の附属機関である壱岐市立病院改革委員会から答申書が、平

成２１年１０月に提出されており、早い時期に今後の方針を定め対応されることを望むものであ

ります。

次に、１、業務委託契約については、可能な限り契約の改善を図り、経費の削減に努められる

ことを望むものであります。

２、未収金についてでありますが、壱岐市民病院における個人未収金の残高は３,６５５万円

で、前年度に比べ８１８万６,０００円の大幅な減少となっています。

収入未済防止等の対応マニュアルにのっとり、未収金残高の圧縮対策が軌道に乗りつつあるこ

とが伺えます。平成２１年度は、特に迅速な対応で努力の成果が数字にあらわれており、高く評

価できます。

今後とも、さらに未収金の回収に努められることを願うものであります。

かたばる病院においては、決算審査時点で個人未収金５３万３,０００円が残っており、早期

に未収金の回収に努力されることを望むものであります。

以上を申し上げましたが、今後とも健全財政に向けて職員を初め、関係者が一丸となって御精

励されることを希望いたしまして、平成２１年度公営企業会計決算審査の結果報告を終わらせて

いただきます。

〔代表監査委員（山本 善勝君） 降壇〕

────────────・────・────────────

日程第３６．陳情第１号

○議長（牧永 護君） 次に、日程第３６、陳情第１号安全・安心な国民生活実現のため、防

災・生活関連予算の拡充と国土交通省の出先機関の存続を求める陳情を議題とします。

ただいま上程しました陳情第１号については、お手元に写しを配付しておりますので、説明に

かえさせていただきます。

────────────・────・────────────

○議長（牧永 護君） 以上で本日の日程は終了いたしました。

これをもって散会します。お疲れさまでした。

午後２時12分散会

──────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────

平成22年第３回定例会 壱 岐 市 議 会 会 議 録（第２日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第２号）

平成22年９月８日 午前10時00分開議

日程第１ 報告第４号
平成２１年度財団法人壱岐市開発公社事業

会計収支決算の報告について
質疑、報告済み

日程第２ 報告第５号
平成２１年度壱岐市財政健全化判断比率及

び資金不足比率の報告について
質疑なし、報告済み

日程第３ 議案第71号
長崎県市町村総合事務組合を組織する地方

公共団体の数の減少について

質疑なし、

総務文教常任委員会付託

日程第４ 議案第72号
壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一

部改正について

質疑、

厚生常任委員会付託

日程第５ 議案第73号
壱岐市消防本部等設置条例の一部改正につ

いて

質疑なし、

総務文教常任委員会付託

日程第６ 議案第74号
壱岐市消防団の設置等に関する条例の一部

改正について

質疑なし、

総務文教常任委員会付託

日程第７ 議案第75号 壱岐市火災予防条例の一部改正について
質疑なし、

総務文教常任委員会付託

日程第８ 議案第76号 字の区域の変更について
質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第９ 議案第77号

武生水Ａ辺地（変更）、沼津Ａ辺地（変

更）、初山Ａ辺地（変更）、武生水Ｃ辺

地、深江辺地、中野郷辺地、住吉辺地及び

箱崎本村辺地に係る総合整備計画の策定に

ついて

質疑、

総務文教常任委員会付託

日程第10 議案第78号
平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第

２号）

質疑、

予算特別委員会付託

日程第11 議案第79号
平成２２年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第２号）

質疑なし、

厚生常任委員会付託

日程第12 議案第80号
平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第１号）

質疑なし、

厚生常任委員会付託

日程第13 議案第81号
平成２２年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第２号）

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第14 議案第82号
平成２２年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第２号）

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第15 議案第83号
平成２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計補正予算（第１号）

質疑なし、

総務文教常任委員会付託

日程第16 議案第84号
平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会計

補正予算（第１号）

質疑、

総務文教常任委員会付託
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日程第17 議案第85号
平成２２年度壱岐市農業機械銀行特別会計

補正予算（第１号）

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第18 議案第86号
平成２２年度壱岐市病院事業会計補正予算

（第１号）

質疑なし、

厚生常任委員会付託

日程第19 議案第87号
平成２２年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第１号）

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第20 認定第１号
平成２１年度壱岐市一般会計歳入歳出決算

認定について

質疑、

決算特別委員会付託

日程第21 認定第２号
平成２１年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算認定について

質疑なし、

厚生常任委員会付託

日程第22 認定第３号
平成２１年度壱岐市老人保健特別会計歳入

歳出決算認定について

質疑なし、

厚生常任委員会付託

日程第23 認定第４号
平成２１年度壱岐市後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算認定について

質疑なし、

厚生常任委員会付託

日程第24 認定第５号
平成２１年度壱岐市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について

質疑なし、

厚生常任委員会付託

日程第25 認定第６号
平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第26 認定第７号
平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第27 認定第８号
平成２１年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計歳入歳出決算認定について

質疑なし、

総務文教常任委員会付託

日程第28 認定第９号
平成２１年度壱岐市三島航路事業特別会計

歳入歳出決算認定について

質疑なし、

総務文教常任委員会付託

日程第29 認定第10号
平成２１年度壱岐市農業機械銀行特別会計

歳入歳出決算認定について

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第30 認定第11号
平成２１年度壱岐市水道事業会計決算認定

について

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第31 認定第12号
平成２１年度壱岐市病院事業会計決算認定

について

質疑なし、

厚生常任委員会付託

日程第32 陳情第１号

安全・安心な国民生活実現のため、防災・

生活関連予算の拡充と国土交通省の出先機

関の存続を求める陳情

総務文教常任委員会付託

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

（議事日程第２号に同じ）

──────────────────────────────

出席議員（20名）

１番 久保田恒憲君 ２番 呼子 好君
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３番 音嶋 正吾君 ４番 町田 光浩君

５番 深見 義輝君 ６番 町田 正一君

７番 今西 菊乃君 ８番 市山 和幸君

９番 田原 輝男君 10番 豊坂 敏文君

11番 中村出征雄君 12番 鵜瀬 和博君

13番 中田 恭一君 14番 榊原 伸君

15番 久間 進君 16番 大久保洪昭君

17番 瀬戸口和幸君 18番 市山 繁君

19番 小金丸益明君 20番 牧永 護君

──────────────────────────────

欠席議員（なし）

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 松本 陽治君 事務局次長 加藤 弘安君

事務局係長 吉井 弘二君 事務局書記 村部 茂君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 …………………… 白川 博一君 副市長 ………………… 久田 賢一君

教育長 ………………… 須藤 正人君

壱岐島振興推進本部理事 ………………………………………………… 松尾 剛君

市民生活担当理事 …… 山内 達君 保健環境担当理事 …… 山口 壽美君

産業経済担当理事 …… 牧山 清明君 建設担当理事 ………… 中原 康壽君

消防本部消防長 ……… 松本 力君 総務課長 ……………… 堤 賢治君

財政課長 ……………… 浦 哲郎君 政策企画課長 ………… 山川 修君

管財課長 ……………… 豊坂 康博君 会計管理者 …………… 宇野木眞智子君

教育次長 ……………… 前田 清信君 病院管理課主幹 ……… 左野 健治君

代表監査委員 ………… 山本 善勝君

──────────────────────────────

午前10時00分開議

○議長（牧永 護君） 皆さん、おはようございます。
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ただいまの出席議員は２０名であり、定足数に達しております。

議事に入る前に、白川市長から発言の申し出があっておりますので、これを許します。白川市

長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） おはようございます。このたび地域情報通信基盤整備推進事業のうち、

壱岐市ケーブルテレビに関する報道についてどうなっているんだという御意見、御質問がござい

ます。私はこの件に関する一連の報道につきまして、新聞社へ対して逐一反論することは大人げ

ないと申しますか、いわゆる水かけ論争になると考えまして、沈黙を保っておりました。しかし、

壱岐テレビ乗っ取り、壱岐勢を利用後にすべて排除、市の募集自体無効、白川市長謎の島外勢加

担、市長の変心、などの見出しが躍りまして、９月３日付では９月３０日以降は有料白紙撤回、

抗議に非課税年金者テレビ無料、という記事が載り、議員皆様からも説明を求められたところで

ございます。本日は、開会前の時間をいただきまして、この件について本当のところを御説明さ

せていただきたいと思います。

私は、終始、もちろん今でもでございますけれども、今から立ち上がるケーブルテレビ事業に

多くの壱岐の方、あるいは壱岐出身の方に携わっていただきたいと思っていることは事実でござ

います。決して手のひらを返してはおりません。このことは強く申し上げておきたいと思います。

また、今回の事業は、４６億円、そして、すべての家庭、事業所が対象となるものでございま

して、かつ相当の方々にとっては目新しい事業でございますから、さまざまな問題が出てくるこ

とは十分に覚悟、認識をしておるところでございます。７月９日付の記事につきましては、さき

の臨時議会で御説明申し上げましたので割愛いたしますけれども、９月３日付の記事について申

し上げます。これは、８月２７日に定例記者会見の折、その他の項での質問に答えたものでござ

います。予定にあった内容ではございませんでした。まず、９月３０日以降は有料白紙撤回とい

う見出しについてでございますが、その前に、申し込み期限を９月３０日とした理由について申

し上げます。

御存じのように、この事業は繰り越し事業でございまして、工期について厳しい制約がござい

ます。３月末までに必ず完了しなければならないという制約でございます。したがいまして、

９月３０日まで、３月末に工事完了ということを見た場合、１２月に引き込み工事、宅内工事を

始める必要がございまして、工程を逆算すると９月末までには申請書をいただき、工事内容を把

握する必要があったということでございます。９月それ以降、９月３０日以降、提出されていな

い御家庭、これは、内容が御理解いただけなかった方だとか、入院してあった方、またその他の

理由によって申し込みを済まされてなかった方等々について、御説明、加入の促進を図りながら、

随時申請をしていただくという予定でございました。また、一定の期間を区切らないと、機器の
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数量が把握できません。今回の事業につきましては、機器の予備を備えておくということは補助

事業で認められておりませんので、実際の数字を把握することが重要だったということもござい

ます。しかしながら、このことにつきましては、後ほど申し上げますけれども、一月延ばして

１０月末までの申し込みにしたいと考えております。なおかつ、年度内の申し込みであれば、

３万円の工事費というものは年度内の申し込み、先ほど申しますように、申し込んでおらない方

にはそれぞれ説明に回るわけでございますけれども、年度内の申し込みであれば無料だというこ

とにいたしたいというふうにしたいと思っておるところでございます。

次に、市長自ら非常識という見出しでございますけれども、これはどういうことかと申します

と、個人の家庭には既に申し込みをとっておりましたけれども、事業所に対しては申し込みをと

っておりませんでした。で、９月６日の週に申し込みをとるということであったわけでございま

すけれども、それでは９月３０日には常識的に、９月６日の週に発送して、９月３０日に申込期

限というのは常識的に無理だろうなと。また、個人は９月３０日、事業所が違う日にちというこ

とには整合性がないだろうという答えをしたところでございます。そのことが、市長自ら非常識

だということになっております。また、市長居直りの暴言、これは先の議会でも申し上げました

けれども、指定管理者の募集要項に瑕疵があるということを指摘されました。私は、以前申し上

げましたように、募集要項というのは市がつくるものでありまして、それに対して応募していた

だく、応募した人間がその募集要項は間違うちょるということは、それは考えられないんだとい

うことを申し上げました。そのことが、市長が居直りの暴言ということに書いてあるものと思っ

ております。また、以前の記事でございますが、国費返納もあるということが書いてあります。

国費返納はございません。と申しますのは、この国費というのは、御存じのように既に入札が終

わってしまっております。後のケーブルテレビというのは、これはもうつくらんでもいいわけで

すね。せっかく光ファイバーの基盤整備ができたんだから、それを利用する一つの、ケーブルテ

レビは一つのソフト事業でございます。したがいまして、このことは国費とは全く関係ございま

せん。既に国費にたいする部分については、入札が終わっておるところでございます。いわゆる

ハード後についての国費ということでございます。

次に、１１９番通報は、緊急通報はだめじゃないかということでございますけれども、これに

つきましても現在、０５０といったものをつけないで済むようなことで研究をいたしておるとこ

ろでございます。それから、減免についていろいろ非課税世帯云々ということでございますけれ

ども、この件につきましては、その対象、申請幅等につきまして担当者が電話取材の中で発言し

ておりまして、これについては注意をいたしたところでございます。今回の通信基盤整備事業は、

ケーブルテレビやインターネット、そしてその使用料のみが大きく取り上げられております。も

ちろん、そのことは非常に重要なことでございます。しかし、この事業がそれ以上に重要なのは、
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今後の壱岐の発展を考えたときに、保健、医療、福祉、企業誘致などなど、諸々の分野で大きな

役割を果たす、社会資本の整備だということでございます。私は、先ほどから申し上げますよう

に、この事業の成否が壱岐浮揚の一つの鍵を握っていると考えております。したがいまして、是

非とも成功させなければなりません。私は、報道の皆様にもぜひこの事業の推進にお力添えいた

だき、市民を盛り上げていただきたいと思っております。私は、いさかいと申しますか、言った

とか言わなかったとか、これは不毛の議論であると思っておりますので、そうゆう議論はしたく

ないと思っておるわけでございます。真実は一つでございますから、いずれ時が解決してくれる

と思っておるところでございます。私は、ひたすら皆様に御理解いただきたいと念じておるとこ

ろでございます。社会の尻尾でございますけれども、議員皆様にはこのことを十分に御理解いた

だきまして、市民の方々に対する啓蒙、啓発を賜りまして、あわせて本事業の推進にお力添えを

賜りますよう切にお願い申し上げるものでございます。

以上をもちまして、私からの御報告と申しますか、発言を終わらせていただきます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） ただいまの発言に対する質問、御意見等は、本議事日程の終了後、最終

時間に取りたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。

これより、議事日程表第２号により、本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．報告第４号～日程第２．報告第５号

○議長（牧永 護君） 日程第１、報告第４号平成２１年度財団法人壱岐市開発公社事業会計収

支決算の報告についてから、日程第２、報告第５号平成２１年度壱岐市財政健全化判断比率及び

資金不足比率の報告についての２件を議題とし、これから質疑を行います。

初めに、報告第４号平成２１年度財団法人壱岐市開発公社事業会計収支決算の報告についての

質疑を行います。質疑の通告がありますので、発言を許します。１１番、中村出征雄議員。

○議員（１１番 中村出征雄君） 一点だけお尋ねしたいと思いますが、壱岐島荘の利用について

は、景気低迷で依然厳しい状況となっておりますが、宿泊者数については、前年比９４.４％、

しかしながら、休憩者数では１６３.１％と、壱岐島民の３分の１以上の方に利用をいただいて

喜ばしいことであると、こういうふうに思います。今年度の上半期、４月から８月までの利用状

況について、今年は例の宮崎の口蹄疫等の関係でかなり支障があったと思いますが、８月までの

利用状況についてどのようになっておるのかお尋ねをします。

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 中村議員のお尋ねにお答えいたします。平成２２年

４月から８月までの壱岐島荘の利用状況についての御質問でございますが、宿泊者数は３,７１１名、
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前年度より６６９人の増加で、前年度比１２２.０％の結果が出ております。休憩者につきまし

ても４,１１４人、前年度より１２０人の増加で前年度比１０３.０％でございます。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 以上で通告による質疑を終わります。

他に質疑ありませんか。６番、町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 私も、ちょっと２点ほど質問したいとですけども……。

○議長（牧永 護君） 済いません、マイクを上げてください。

○議員（６番 町田 正一君） これ、計算、収益計算書見たんですけども、まず１点目、サン

ドームの管理委託料として年間１８０万円出されておりますが、サンドームの、多分これフット

サルなんかの収益の部分もあると思うんですが、これ収益はここに書いてあるこの雑収入とかい

うような名目で１０万円ちょっと計上されてあるだけなんですけれども、ああ６万４,８１０円

ですかね。これしか収入がないということですか、１８０万円の管理委託料を払って。

それから、もう１点、それからサンドームはもちろん建設の債務が残っていると思うんですが、

後どのくらい残って、これは会計上、どう処理されているのかということをお聞きしたいと思い

ます。

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） まず、サンドーム壱岐の雑収でございますけども、

これは雑収入というのは、そのサンドーム壱岐の使用料につきましては市が収納いたしておりま

して、このサンドームの６万４,８１０円というのは、４月以降の保険料等のサンドームという

のは、もともとサンドーム施設を３月に吸収しておりますが、その分に係る保険料等の戻り金等

の金額が６万４,８１０円ということでございます。

それで、済いません、その収入については、私幾らその利用料収入があったかというのは、把

握しておりませんで、先ほどのその一応まあ委託料としましては、そこの管理委託をお願いした

分についての費用ということで支出をいたしております。

それから、第２点目のサンドームの施設の管理の、建設の分の残高につきましては、申しわけ

ありません、ちょっと把握しておりませんので、後日調べまして回答したいと思います。

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 二、三年前だったらもうちょっとわーわーやってますけども、予

算委員会もありますんで、本来予算委員会でこれ聞くことじゃないんできょう質問してるんです

が、もうサンドーム壱岐に管理委託料１８０万円出しとって、どのくらいの収益が、それ壱岐市

が直接やっとるから、これには計上されてないんだということですけれども、最低限、そのくら

いの把握はしちょってもらわんと、それから、残債務がどのくらいあって、それをどう会計上処
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理をされてるのかちゅうのは、財政課長のほうが詳しいっちゃないですか。多分、当初予算かな

んかでこれ処理しとるはずでしょ。残債務残ってるから、あそこぶっ壊してしまったら一遍に返

さないかんからちゅう形でああいう廃墟みたいな形にしとるわけなんで、どんくらい残債務があ

って、どういうふうな会計処理をしてるのかちゅうのが、私これわからんから聞いとるんですよ。

浦財政課長、どうですか、そこんところ。サンドームのこの残った残債務の大まかな数字でもい

いですけど、１,０００円単位とか１００円単位まで出せとは言いませんけど、どういう会計処

理をしてるだということだけでも。

○議長（牧永 護君） 浦財政課長。

○財政課長（浦 哲郎君） 町田議員の御質問の残債がいくらあるかということは、今ちょっと、

手元資料を持っておりませんが、わかりませんが、基本的な考え方として、一般会計で残債等、

償還等はいたしております。

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） ここにのっていないのですから当然何かでやっとるはずなんです

よ。そら、当たり前のことなんで。だから、それがどのくらいの金額になって、どういうふうな

処理をしとるのかと、どこの項目を見たら、僕ら当初予算のどこの項目を見たらわかるんだと、

それを聞いとるとです。もういいです。もう別に時間取りませんから。それのついでに、予算委

員会のときに詳しい資料を出して下さい。松尾理事も市が直接収入をしとる分、多分、フットサ

ルの利用料金等はあるはずなんで、１８０万円の管理委託料を出して、僕はこれを見たら

１８０万円も出して、６万円ぐらいしか収入がないとかちゅうてから、ちょっとびっくりしたん

ですけども、そうじゃないということなんで、そのもっと言えば、その１８０万円の管理委託料

ちゅうのは何だというのまで含めて、予算委員会のときに、ちょっと済いませんが項目違いです

けれども、議長の許しを得てぜひ披露を、提出をお願いしたと思います。

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 承りました。

以上です。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで報告第４号に対する質疑を終わります。

次に、報告第５号平成２１年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告についての

質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで報告第５号に対する質疑を終わります。
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以上で２件の報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第３．議案第７１号～日程第３１．認定第１２号

○議長（牧永 護君） 次に、日程第３、議案第７１号長崎県市町村総合事務組合を組織する地

方公共団体の数の減少についてから、日程第３１、認定第１２号平成２１年度壱岐市病院事業会

計決算認定についてまで、２９件を議題とし、これから各議案に対し質疑を行います。

初めに、議案第７１号長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について

の質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第７１号の質疑を終わります。

次に、議案第７２号壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正についての質疑を行いま

す。

質疑の通告がありますので、発言を許します。１２番、鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 今回の条例の一部を改正する条例については、今まで壱岐市福

祉医療費の支給に関する条例の中の母子家庭に父子家庭の父、父子家庭の子を加えるということ

で、父子家庭にとっては大変待ちに待った福祉医療費の支給だと思います。そこで、今回対象者

がどれぐらいいるのかお尋ねをいたします。

また、今後父子家庭、その対象者に対してその告知方法と、また申請手続についてはどのよう

になってるのか、お尋ねをいたします。

福祉医療費の支払いについては、現在償還払いという形になっておりますが、このたび中村県

知事も将来的には現物給付式へ移行したいと、そして、長崎市あたりも現物給付式をとられてる

ようでございます。そうした中で、従来ずっと現物給付式に変更しないかということで要請をし

ておりましたが、現時点での壱岐市のこの支払い方法について、現物給付式の研究についてはど

の程度まで進んでいるのか、あわせてお尋ねをいたします。

○議長（牧永 護君） 山内市民生活担当理事。

○市民生活担当理事（山内 達君） 鵜瀬議員の御質問にお答えをいたします。

まず、関連がございますので、児童扶養手当について御説明をいたします。国の児童扶養手当

の受給資格が、今までは母子家庭だけでありましたけれども、今年の８月から父子家庭も拡充が

なされたということは御存じのとおりだと思います。それから、本題にちょっと入りますけれど

も、長崎県では父子制度の拡充を受けまして、乳幼児等専門部会で協議を重ねまして、福祉医療

費助成制度、これ県単になりますけれども、母子家庭同様に父子家庭も助成を行うということに

なりました。適用につきましては、平成２２年１２月診療分からとなります。
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御質問の父子家庭の対象世帯数につきましては、現在の住民基本台帳等では父子家庭に絞った

データの出力が困難でございます。そのため、児童扶養手当について、８月からの申請受付が始

まっていますので、それを利用した父子家庭該当受給者数で御報告をさせていただきます。世帯

数、対象数でございますけれども、今現在申請済みの受給者世帯数は３０世帯、それから該当児

童数は６２名となっております。

次に、告知方法でございますけれども、手当該当者に個別に通知を郵送で行うようにいたして

おります。また、広報へも掲載を行うようにいたしております。

次に、受給資格申請の手続きでございますが、各支所及び事務所で１０月に予定をいたしてお

ります。

次に、現物給付方式への取り組みの件でございますが、県の乳幼児等専門分科会で協議を重ね、

県内で足並みをそろえるため、既に実施をしている長崎市を除く各市町は、平成２３年４月を実

施目標に準備に入っている状況であります。しかし、御存知かもしれませんけれども、実施に当

たっては長崎県の医師会、県医師会でございますけれども、同意を得た上で、その後、壱岐市に

おいても壱岐市医師会への説明、そして同意を得て、それから来年の４月から現物給付実施に向

けて取り組んでいきたいと考えております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 来年の４月から現物給付式に移行に向けて、関係機関と協議を

していくということですので、ぜひ壱岐の医師会等もございますし、そういったところと早急に

協議をしていただいて、来年の４月実施に向けて取り組んでいただきたいということを申し添え

まして、質問を終わります。

○議長（牧永 護君） 以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで、議案第７２号の質疑を終わります。

次に、議案第７３号壱岐市消防本部等設置条例の一部改正についての質疑を行います。質疑は

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで議案第７３号の質疑を終わります。

次に、議案第７４号壱岐市消防団の設置等に関する条例の一部改正についての質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで議案第７４号の質疑を終わります。

次に、議案第７５号壱岐市火災予防条例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで議案第７５号の質疑を終わります。

次に、議案第７６号字の区域の変更についての質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで議案第７６号の質疑を終わります。

次に、議案第７７号武生水Ａ辺地（変更）、沼津Ａ辺地（変更）、初山Ａ辺地（変更）、武生

水Ｃ辺地、深江辺地、中野郷辺地、住吉辺地及び箱崎本村辺地に係る総合整備計画の策定につい

ての質疑を行います。

質疑の通告がありますので、これを許します。２番、呼子好議員。

○議員（２番 呼子 好君） 小型動力ポンプの購入の件で質問をしたいと思っております。

今回、３機購入の予定でございますが、まず、この消防ポンプの耐用年数は何年なのか、そし

て、高度な機械でございますから、地元での購入ができんのかどうか、その点をお願いしたいと

思ってます。

○議長（牧永 護君） 松本消防長。

○消防本部消防長（松本 力君） 呼子議員の御質問にお答えをいたします。耐用年数につきま

しては１５年をめどに行っておりますけれども、機械ですのでやはり調子が良かったり悪かった

りしますので、１年に１回、メーカーのほうから点検に来ていただいております。今月の１３、

１４日に壱岐地区の小型ポンプの点検を実施するようにいたしております。ちなみに、郷ノ浦は

渡良の前田ため池で一斉に点検をいたします。その折に、メーカーから真空ポンプの調子が悪か

ったりポンプ性能が低下したり、エンジン性能が低下したりいたしておって、どうしても費用が

かかるということになれば、そちらのほうを優先的に更新しておりますけれども、めどとしては

大体１５年をめどに実施をしております。

なお、購入ですけれども、どうしても特殊な機械でございますので、指名競争入札により地元

の業者は入っておりません。

そのほか、以上でいいですかね。

○議長（牧永 護君） ようございますか。１０番、豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） まず、議案第７７号の提案理由の中に、郷ノ浦地区第４分団

１部の小型動力ポンプ積載車あるんですが、ここの中に小型ポンプもあるという感じをしており

ますが、その点の確認。
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それから、郷ノ浦の６分団の小型ポンプの、これは角野田の上に小型ポンプのこれも導入があ

るという感じがしておりますが、この提案理由の中にはありませんがどういうことか。

それから、今耐用年数は１５年ということを聞きましたが、まあこの申請理由の中に、総合整

備計画書の中に老朽化というのがあります。年数じゃなくて老朽化というのがあります。老朽化

の年数基準は何年か聞きたいと思います。

小型ポンプが大体、今決算書見ると６２台あります。で、積載車が５２台あるんですが、現在

の予備のポンプがあるんじゃないかと思いますが、その点と、お願いをしたいと思いますが、ど

なたでも結構です。どうぞ。

○議長（牧永 護君） 山川政策企画課長。

○政策企画課長（山川 修君） 豊坂議員の質問にお答えをいたします。

まず、１番最初の郷ノ浦第１分団１部の小型動力ポンプでございますけれども、小型動力ポン

プのみの購入でございます。

で、先ほど、耐用年数は１５年というふうに消防長のほうからお答えをいたしましたけれども、

ちなみに、ただいま出しております資料としまして、総合整備計画書の写しを添付させていただ

いておりますけれども、整備を必要とする事情の中に、確かに御指摘のように耐用年数等々が入

っておりません。これにつきましては反省をしております。以後こういうことのないように資料

を添付いたしたいと思います。

ちなみに、武生水Ａ辺地の郷ノ浦地区第１分団１部小型動力ポンプにつきましては、平成７年

購入しておりまして１５年を経過しております。

続きまして、沼津Ａ辺地の郷ノ浦地区第４分団１部小型動力ポンプ積載車につきましては、平

成元年に購入しておりまして、２１年を経過しております。同じく郷ノ浦地区第４分団２部小型

動力ポンプにつきましては平成６年購入をいたしまして、１６年を経過しておるところでござい

ます。それから、深江辺地の芦部地区第４分団消防格納庫整備でございますけれども、昭和

４９年建築分でございまして、３６年を経過しております。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） まず、その提案理由の中にないというのはどういう理由か教え

てください。議案の７７号の中に提案理由がないと、後の中の計画書はあるんですが、提案理由

が漏れてるという感じをしておりますが、その点を。先ほど言われました郷ノ浦１分団の小型動

力ポンプは１４年というのがここに書いてありますから、せめてこれぐらいは書くべきだと思い

ます。ですから、先ほど私が言いました老朽化の年数の基準、老朽化の年数の基準を教えてくだ

さい。
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○議長（牧永 護君） 山川政策企画課長。

○政策企画課長（山川 修君） 提案理由がないということでございますけれども、この総合整

備計画、辺地に係る総合整備計画につきましては、総務大臣にこの総合整備計画書を議決を経て

提出することとなっております。それが理由でございます。

それから、老朽化の根拠でございますけれども……。

○議長（牧永 護君） １０番、豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 議案第７７号の中に、提案理由に要るんじゃないかということ

を指摘しているんですが、もう要らないわけですか。６分団の小型ポンプ、それから４分団、

４の１部のこの小型ポンプと積載車が購入されると思ってるわけですが、これは書かなくていい

わけですか。私の判断基準が間違うちょったら指摘ください。

それから、先ほど言っておりますように、小型のポンプは６２台あるはずですが、各庫予備と

かなかとですね。そこら付近。

○議長（牧永 護君） 山川政策企画課長。

○政策企画課長（山川 修君） ただいまの理由の中に、上の、まず郷ノ浦地区第１分団１部小

型動力ポンプ購入事業から、市道本村神里線改良事業にかかる辺地対策事業債を活用するために、

この事業計画をつくっとるものでございます。それが理由でございますけれども。（発言する者

あり）

○議長（牧永 護君） 山川課長。６分団とか抜けとるとやないかと言ってあります。提案理由

の中に。（「提案理由の中に入ってないと言っているが」と呼ぶ者あり）山川政策企画課長。

○政策企画課長（山川 修君） 申しわけございません。ちょっととんちんかんな答弁をいたし

ました。

ちなみに、今回は、以前当初のときに変更いただきました３件につきましては、計上しており

ません。つまり、上の表題の中で変更という、（変更）という部分がございます。その中に入っ

ている部分でございます。失礼しました。

○議長（牧永 護君） 松本消防長。

○消防本部消防長（松本 力君） 先ほどの御質問の予備ポンプの件ですけれども、郷ノ浦の長

島地区におきましては、地元の消防団の駆けつけが時間を食うということで、予備ポンプを必ず

置いておくということで、三島については３台ほど置いております。そのほかに、消防署のほう

で現在２台ほど確保しながら、あと予備がどこにあるかといいますと、芦辺地区がもう以前から

予備を持っておられるということで６３台になっていると思います。

○議長（牧永 護君） １４番、榊原伸議員。

○議員（１４番 榊原 伸君） 深江地区の方で市道の久垂線というので場所がわからなくて、



- -- 68 -

お尋ねしておりますが、この第４分団の格納庫の場所は今度は移転して建てられるものか、それ

と、その移転場所とそこの久垂線とが関係があるのかどうかだけお尋ねいたします。

○議長（牧永 護君） 山川政策企画課長。

○政策企画課長（山川 修君） 榊原議員さんのお尋ねでございますが、市道久垂線と第４分団

格納庫とは関係ございません。同じ辺地の、深江辺地の区域内にあるので、一緒に表記をしてお

るものでございます。

○議長（牧永 護君） 松本消防長。

○消防本部消防長（松本 力君） 御質問にお答えいたします。格納庫につきましては、現在地

ではなくて若干松坂土木のほうの上のほうに上がったところに建設予定でございます。

○議長（牧永 護君） 以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで議案第７７号の質疑を終わります。

次に、議案第７８号平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第２号）について質疑を行います。

質疑の通告がありますので、これを許します。１１番、中村出征雄議員。

○議員（１１番 中村出征雄君） ２点ほどお尋ねしたいと思います。

まず、第１点目は、ページ３９ページ、５款の農林水産業費、４目の畜産業費、１８節の備品

購入費２９０万円、動物用生化学分析装置購入１台、まあ更新ということになっておりますが、

装置の内容について、どういった検査をするのか。例えば、先般来の口蹄疫等の検査等もこれで

できるのかどうか。そしてまた、耐用年数、更新ですから以前のやつが何年たっていたのかです

ね。この点についてお尋ねをいたします。

それから、２点目は、同じ同ページで２項の林業費、２目の林業振興費、１３節の委託料

８１０万円、薬剤樹幹注入ですかね、６００万円の作業する作業の内容、多分薬を幹に注入する

のだろうとは思いますが、その作業内容。そして、どこの場所に実施するのか。それと、委託先

はどこに委託されるのか。

以上、２点についてお尋ねをいたします。

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

○産業経済担当理事（牧山 清明君） ただいまの御質問にお答えをいたします。

分析装置の内容についてでございますが、家畜の疾病診断に当たっての血液の生化学的な検査

機器でございます。この装置は、血液中のカルシウムやビタミン等の微量要素の過不足や、体内

酵素の変動から感染症の有無、感染からの経過、さらには炎症を起こしている臓器の特定など、

最近の複雑化している疾病の迅速診断に欠かせない機器でございます。御指摘の口蹄疫が検査で
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きるかということでございますが、口蹄疫はこれではできません。また、この機械、現在使用し

ておりました機械が平成９年に購入をいたしております。１８年度に故障の大幅な修理を行った

わけでございますが、本年７月に再度故障をしたところでございます。現在は家畜保健所より借

用いたしておりまして、診療に当たっております。

次に、２点目の耐用年数でございますが、共済組合の経理処理要綱において１０年の規定とな

ってるところでございます。

続きまして、林業費の林業振興費、１３節の委託料の薬剤樹幹注入の作業内容ということでご

ざいます。これは、松の木に、まあ人間でいいますと点滴というような形になりますが、５ミリ

程度の穴を、松の大きさによりますが４センチから６センチ程度穴をドリルでほがしまして、そ

れにこの薬剤を点滴をかけるということになってます。これが、時間が約４時間から５時間、ま

あこれもまた松の木の太さによるわけでございますが、薬剤を１本から５本、それぞれの松の大

きさで、これは基準はございますけれども、まあ森林組合のほうで注入作業をやっております。

次に、実施場所ということでございますが、これは、島内密集している場所については空中散

布、また、人里離れたところでは空中散布をやっておりまして、それ以外のところを松の自生し

ているところで樹幹注入をしてるということでございます。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 中村出征雄議員。

○議員（１１番 中村出征雄君） 化学分析装置の購入、これ予算の財源……。

○議長（牧永 護君） もう少しマイクを上げてください。

○議員（１１番 中村出征雄君） 財源内訳言いますと、一般財源のみのようですが、何か補助対

象等のメニューは多分ないから一般財源と思いますが、そういったのは考えてなかったのかどう

か。その点だけお尋ねして終わります。

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

○産業経済担当理事（牧山 清明君） これは、使用料で財源充当をしているところでございます。

○議員（１１番 中村出征雄君） はい、わかりました。

○議長（牧永 護君） 次に、今西菊乃議員。

○議員（７番 今西 菊乃君） １点だけお尋ねいたします。今中村議員と同じページでございま

すが、３９ページの５款２項２目１３の委託料ですね。森林病害虫防除事業、このことについて

お尋ねをいたします。

今、松くい虫で松が枯れるのではなくて、松の手入れ不足によって松林がなくなっていってい

るのではないかというようなお話がございます。松くい虫の防除については、航空防除とか地上

散布とか伐採とか、今回のように薬剤注入が行われておりますが、この本市でも昨年度１,７５８万
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２,８８０円、今年度が当初予算を含めまして１,４５２万円と、かなりの事業になっているわけ

です。ほとんどが県費で、市の持ち出し分ていうのはわずかなものではございますが、松枯れの

原因が問われている今、本当に薬による駆除が必要なのかどうかということについて、これは中

学３年生の教科書に書いてあるんです。松は土地の養分が少なく農耕に向かない土地に適した木

であり、自らの落葉の腐葉土で土地を肥し、ほかの木が侵入すると松はそれに負けて、やがて姿

を消す。腐葉土をさらい、枯れ枝をとり、適当に間引いていけば松は天然更新され、松林は維持

される、近年、松原の名所の松枯れは、松くい虫ではなくこれをしなくなったことにある、そう

いうふうに中学３年生の教科書に載っております。教科書に載るということは、それほど適当に

書かれてるもんじゃないわけですね。教科書に載せるには、かなり厳選をされて、ほぼ間違いな

いことしか載っていないものと思っております。それで、本市においては、松枯れの原因が本当

に害虫であるかどうか、どのような調査をなされているのかをお尋ねします。

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

○産業経済担当理事（牧山 清明君） ただいま今西議員さん御指摘のように、松くい虫ではなく

松林の手入れ不足という御指摘もございます。また、先ほど言われますように、昔は松葉かきと

いうのをやっておりまして、この松林が維持されてたというようなことも言われております。特

に、石田の筒城小学校で、緑の少年団というのがございますけれども、ここでも筒城浜の松林の

松葉かきという、こう言ったことも少年団にやってもらってるところでございます。特に、私ど

もも松が枯れるということは、白砂青松のこの壱岐の地で、やはりこの松を残さなければならな

いということも思っております。この松が枯れていくのは、赤茶けた感じで松葉が元気がなくな

り、松葉が下がってくるという状況が見られたときに、私どもが松枯れということで認識をして

るところでございますが、やはり非常に航空防除等を実施をいたしておりますけれども、やはり

その肥沃な土地になったりして、松が枯れるということが非常に起こっております。どうしても

やはりこの松を伐倒した後に、やはりこの穴の、松の幹に穴のあいた、要するにカミキリの穴で

すね、幼虫の穴、これでしか外側からは見えないわけですね。ですから、枯れた後、木を焼却を

したり、油をかけてその松くいの飛散を防いでいる状況でございますが、非常に確認としては、

そういった確認しか私はないと、このように思っております。

以上です。

○議長（牧永 護君） 今西菊乃議員。

○議員（７番 今西 菊乃君） 確かに、なかなか確認は難しいのじゃないかと思ってお尋ねいた

したわけです。せっかく白砂青松のこの美しい島でございます。松林は今本当に、筒城浜はまあ

緑の少年団あたりがやっておりますが、私が見る限り、私の近辺では錦浜辺りでは昔は松林の中

に入られたんですが、今は入られないように雑草が生えております。これは新聞に載ってたんで
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すが、まあ佐賀県ではボランティアを募って下枝切りとかそういう清掃を行っているというよう

なことが載っておりましたので、まあ補助金ありきではなくて、景観を、島は仕方がないと思う

んですね。仕方がないという表現はまずいかもしれませんが、若宮島とか妻ヶ島辺りまではなか

なか難しいと思うんですが、観光地になっているところぐらいはせめてこの自然の中で松を生か

す方法を考慮してやっていただきたい。ただ県費があるから補助金ありきでということで取り組

んでいただくのはどうだろうかという思いで質問をしました。終わります。

○議長（牧永 護君） 次に、２番、呼子好議員。

○議員（２番 呼子 好君） ２点お尋ねいたします。４２ページ、４３ページの商工費の観光

費の関係ございますが、これの負担金、そして補助金、助成金の別のほうではあれで明細出てま

すが、もう少し詳しくお願いをしたいと思っています。

もう１点は、５０ページ、５１ページ、教育費の小学校、中学校の関係でございます。この中

で、校舎等の改修工事となっておりますが、これはもうほとんど体育館だろうというふうに思っ

ておりますが、それの小学校、それぞれ中学校が、８校、３校出ておりますが、小学校は結構で

すから中学校の３校についてどこの学校なのか。

それと、スクールバス購入の関係でございますが、４台と６台、１０台の今年度計画をされて

おります。で、この購入については、後の運営管理をどのようにされるのか、そして、購入時期

はいつ頃か、そして、購入は地元での発注なのか、そこをお尋ねしたいと思ってます。

以上です。

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 呼子議員のお尋ねにお答えいたします。６款商工費

４目観光費の負担金補助金助成金の内容についてのお尋ねでございます。

まず、長崎ロングステイ推進事業負担金でございますが、本年度より、長崎県におきましては、

県全体が連携した観光振興により交流人口拡大を図るべく２０１１交流拡大プロジェクトという

ものに取り組んでいくこととなっており、その一つの事業として本市では同プロジェクトの中の

一つである長崎ロングステイ推進事業というのに、今回参加いたしまして、一支国博物館を活用

した２泊３日以上のロングステイというものを県や大学、旅行会社と連携して推進していくこと

にいたしております。本年度は、モニターツアー等を実施予定であり、そういう事業内容の本市

分の負担金として４２万４,０００円を計上いたしておるところでございます。

続きまして、壱岐市イベント振興会補助金でございますが、これは、宮崎県で発生した口蹄疫

の影響で、６月壱岐のサイクルフェスティバルを皆さん御案内のとおり中止いたしましたが、そ

のマイナス精算分１５０万円を今回計上いたしておるところでございます。

次に、壱岐市観光協会への補助金でございますが、事業としましては冬のグルメキャンペーン
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開催補助金となっておりまして、サイクルフェスティバルの中止による影響を取り戻すため、九

州郵船や旅館、民宿組合、旅行会社と連携いたしまして、ブリ、マグロ、サワラといった壱岐の

冬の味覚を活用した魅力ある格安の旅行商品を開発、販売することにより、オフシーズンである

冬場の観光客数を増加させようとするものでございます。事業主体である壱岐市観光協会の補助

金１４０万円を計上いたしております。

次に、東京都庁観光ＰＲ展開事業費補助金でございますが、県のグリーンツーリズム促進事業

費補助金という物を活用いたしまして、１２月８日から１４日の１週間、東京都庁の全国観光Ｐ

Ｒイベントコーナーにおきまして、一支国観光物産宣伝事業イン東京を開催いたしまして、壱岐

の知名度アップによる交流人口の拡大を図ろうとするものでございます。今回事業主体である壱

岐体験型観光受け入れ協議会の補助金５０万円、うち県補助金が４０万円含まれておりますが、

を計上いたしております。

最後に、スポーツ大会開催補助金ですが、この補助金につきましても、サイクルフェスティバ

ル中止による影響を取り戻そうとするものでございまして、例年２月から３月に開催されており

ます中学生、高校生のバスケットボール大会やバレーボール大会に福岡県や佐賀県の強豪チーム

を招聘することにより、島外チームの、島の外のチームの参加意欲を触発し、参加チーム数の拡

大を図ろうとするものでございます。宿泊施設を多く抱える本市にとって、オフシーズンにおけ

る各種ジュニアスポーツ大会等の開催は大変効果的な事業であると考えており、今後とも観光関

係団体と壱岐体育協会とが連携した集客力のある大会の創出を推進してまいりたいと考えており

ます。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 前田教育次長。

○教育次長（前田 清信君） 呼子議員さんの御質問にお答えいたします。

まず、１点目、中学校の校舎等の改修工事の内容と校名ということですが、中学校は勝本中学

校、石田中学校校舎の２階、３階に転落防止バーの設置工事を予定しております。

それから、スクールバスの台数、購入時期、入札方法、スクールバスの運営管理等についての

御質問ですが、スクールバスの購入台数は２６人乗りを４台、２９人乗りを６台購入する予定と

しております。購入時期は、平成２３年３月を予定しております。入札方法は指名競争入札を予

定しております。スクールバスの運営管理につきましては、市内の一般乗り合い旅客自動車運送

事業等の許可の業者の方に購入バスを貸与し、スクールバス運送業務委託契約により運営を行う

予定としております。

以上です。

○議長（牧永 護君） 呼子好議員。
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○議員（２番 呼子 好君） 観光の関係でございますが、先ほどちょっと詳しく話されました

が、東京都庁の観光の関係、これは壱岐独自でされるのか、長崎県を含めて県が全体でやるのか。

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） これは、財源としましては県の補助金を使いますが、

あくまでも市が独自で行う事業でございます。

以上です。

○議長（牧永 護君） 呼子好議員。

○議員（２番 呼子 好君） 金額的に５０万円でございますから、まあほとんど旅費に当たる

んじゃないかなと思ってますが、内容的にどういうのを観光アピールするのか、もし計画あれば

お願いします。

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 内容につきましては、まず、そのコーナーにおきま

して、パネルやポスター、パンフレット、のぼり等を設置し、またチラシを配付など行いまして

ＰＲを行います。また、物産販売コーナーを設置いたしまして、農水産物加工品、焼酎等を販売

いたします。また、昼食用の弁当も別に販売する予定でございます。

で、先ほど５０万円というのは、市のほうの補助金額が県費も含めたところで５０万円という

とこでございます。

以上です。

○議長（牧永 護君） 呼子好議員。

○議員（２番 呼子 好君） ぜひ盛況されますようにお願いをしたいと思います。

それから、教育の関係でございます。スクールバスの運営管理を地元の資格を持った方に委託

されるということでございますが、この規定といいますか、そういうのはあともって提出いたさ

れるのかどうか、お願いします。

○議長（牧永 護君） 前田教育次長。

○教育次長（前田 清信君） 今の御質問にお答えします。まだ内容等を詰めておりませんけど、

許可を持ってある業者は今調べたところ２社ありますので、今から再度詰めてするようにしてお

ります。

○議長（牧永 護君） 申し合わせに３回を過ぎておりますけど、もう一度許します。いいです

か。

○議員（２番 呼子 好君） 結構です。

○議長（牧永 護君） 次に、１２番、鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） まず、最初に、３０ページ、３１ページの民生費の保育所費に
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ついてお尋ねをいたします。

まず、最初に報酬１,６１２万５,０００円、嘱託職員報酬が増員によりということと、後、

７節の賃金１,２００万円が保育士雇い賃金が減になっておりますけども、この詳細の説明をお

願いしたいという点がまず１点。

もう一つは、先ほど呼子議員のほうからありましたとおり、ページ５０ページのスクールバス

購入について再度お尋ねをいたします。

今、答弁では貸与というようなお話がありましたが、貸与ということですから貸与契約書等を

結ばれると思うんですけども、その購入後の管理運営についてはまだ詳細は詰められていないと

いうことで、指定管理者とはまた違うということでよろしいのか、その点をお尋ねをいたします。

もう１点、通告では上げていないんですが、２１ページの総務費一般管理費の１９節の負担金

補助及び交付金の負担金、職員採用統一試験についてお尋ねをいたします。この内容の説明をお

願いしたい、以上、３点お願いします。

○議長（牧永 護君） 山内市民生活担当理事。

○市民生活担当理事（山内 達君） 鵜瀬議員の御質問にお答えをいたします。

まず、報酬の増額についてでございます。当初予算の策定時におきましては、嘱託職員の報酬

内訳でございますが、第１種が３７名、それから平成２２年４月採用見込みの第２種１４名分の

計５１名分で、１億４,７０５万３,０００円を予算計上いたしておりました。それから、保育の

より充実を図るため職員配置計画を策定したところ、４月１日からの入所児童の定員枠について

も２５名増といたしましたので、第２種嘱託職員について２５名、保育士と看護師でございます

けれども、採用いたしました。嘱託の第１種については、定期人事異動により３７から２名減の

３５名となりまして、その結果、合計６０名の配置となりましたので、当初予算からの不足分

１,６１２万５,０００円を今回補正にて計上いたしております。

次に、７節の賃金の減額でございますけれども、主な理由といたしまして、当初予算では保育

士の長期臨時職員１１名分、その他、短期臨時職員分を含め、合計６,６３０万３,０００円を予

算化しておりましたが、現在の保育所の臨時職員のうち９名が第２種嘱託職員となりましたので、

その人件費の１,２００万円を減額いたしまして、報酬のほうに予算の組み替えを行ったところ

でございます。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 前田教育次長。

○教育次長（前田 清信君） 鵜瀬議員の御質問にお答えします。スクールバスの件ですが、壱岐

市中学校規模適正化統廃合の通学外準備委員会で、スクールバス路線が市内で１２路線に決まり

ました。この路線のうち、生徒数が６人が１路線、１０人以上、２０人までが４路線、２１人以
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上、２９人までが６路線、３０人が１路線となっております。このような生徒数路線のバス対応

につきまして、一般乗り合い旅客自動車運送事業の許可業者の方と話し合いを行いましたところ、

１路線６人と１路線３０人分については許可業者により対応可能であり、その他１０路線につい

ては保有車両での対応は時間帯が同じとなることなどからしてできないとのことによりましたの

で、２６人乗り４台、２９人乗り６台の購入をすることで予算をお願いをしております。

管理運営につきましては、１路線６人、１路線３０人の２台については会社分を充て、購入し

ました１０台分については、許可業者に貸与を行い、それぞれスクールバス運行業務委託契約に

より運営したいと考えております。

また、登下校送迎以外の日中の活用については、補助事業の関係等もありますので、今後、県

担当課とも協議をしていきたいと考えております。

○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

○総務課長（堤 賢治君） 鵜瀬議員の御質問にお答えをいたします。職員採用試験２２万

７,０００円でございます。これにつきましては、壱岐市といたしましては第１回目の職員採用

試験に臨むために今回補正をお願いいたしておるわけでございます。これは、９月の１９日に

１次試験が行われることになっておりまして、それに向けて現在準備を行っております。申し込

み見込み者数ということで補正予算をお願いしておるところでございます。これにつきましては、

教養試験、それから専門試験などがございまして、それぞれ単価が教養試験で６３０円とか、専

門試験で１,２６０円とかいうことで、積み上げた銀額でございます。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） あと、詳細につきましては予算委員会でまた審議したいと思い

ますので、今回の質問はこれで終わります。

○議長（牧永 護君） 次に、１４番、榊原伸議員。

○議員（１４番 榊原 伸君） 多くの方で同じような質問をされたものですから、かんたんに

お願いいたしますが、まず、２７ページ、民生費の中の鑑定手数料はどこなのか、詳しくじゃな

くて簡単でようございます。通告をしておりませんけども、次に４７ページの土木費の鑑定料も

どこなのか、お願いいたします。

それから、３３ページ、衛生費の海岸漂着ごみ処理の６０３万８,０００円ですか、これの減

額となっているわけですね。それから、５１ページですが、教育費の中で、今説明がございまし

たけども、一つだけお尋ね、一つちゅうか、小学校の体育館の耐震の学校名をちょっとお願いし

たいと思います。それと、特定財源その他で１,３００万円ほどあります、このその他の財源と

いうのはどこなのか、お願いいたします。
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それから、スクールバスについては、今何人かお尋ねになりましたのでよろしいんですが、今

の前田教育次長の説明では、バス運行会社が朝、夕方忙しいということでございますが、壱岐に

はバス運行会社が、まあ許可が持ってるのかどうか知りませんけど、２社あるですね。もう一社

ですね、そちらのほうは、定期的なバスを動かしてないから、対応ができるんじゃなかろうかと

思いまして、私はここにそういう関連会社と、それから教育関係の方と、どういう協議をされた

のかだけお尋ねいたします。

○議長（牧永 護君） 山内市民生活担当理事。

○市民生活担当理事（山内 達君） 榊原議員の御質問にお答えをいたします。今回鑑定手数料

を計上している場所でございますが、大谷ゲートボール場でございます。面積につきましては

４筆で約２,７０４平米となっております。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 山口保健環境担当理事。

○保健環境担当理事（山口 壽美君） 榊原議員の海岸漂着物の６０３万８,０００円の減になっ

てる理由につきましてお答えを申し上げます。

当初予算では、従来からの県単補助事業５００万円と、今年度から取り組みを進めております

地域グリーンニューディール基金事業の漂着ごみの回収及び島外搬出事業の１,６３３万

７,０００円を予定をいたしておりました。これは全体事業費ですけども、その後、県より地域

グリーンニューディール基金事業の実施により、県単独補助海岸漂着物処理事業５００万円の取

り組みについては、県の補助金が行われないということにより、こちらのグリーンニューディー

ル基金に乗り換えるということで減額をいたしております。地域グリーンニューディール基金事

業による委託料が入札の執行残１０３万８,０００円の減額がございましたので、あわせて

６０３万８,０００円の減額でございます。地域グリーンニューディール基金の事業につきまし

ては、このたび県から事業費１２５万５,０００円の追加がございましたので、委託料の執行残

と合わせて労務賃金雇い等の予算の増額を計上させていただいております。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 前田教育次長。

○教育次長（前田 清信君） 榊原議員さんの御質問にお答えします。

まず、中学校の耐震ですが、これは、箱崎中学校、石田中学校、勝本中学校の体育館の耐震診

断を計画いたしております。（「小学校」と呼ぶ者あり）済いません。小学校の耐震は、すべて

体育館ですが、渡良小学校、那珂小学校、初山小学校、筒城小学校、盈科小学校、志原小学校、

霞翠小学校、勝本小学校の体育館の耐震を計画いたしております。

で、１,３００万円の財源ですが、地域振興基金の繰入金を充てております。
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それから、バスの導入の件ですが、各２社の方と話し合いを行いまして、１社のほうは路線バ

スの関係で運行と時間帯が重なるということで、今手持ちの車出せないということですが、もう

１社のほうもどうしてもシーズン的に朝から使うようなことがあるので、２社の車の貸し出しは

ちょっと難しいというようなことの回答でした。

以上です。

○議長（牧永 護君） 中原建設担当理事。

○建設担当理事（中原 康壽君） ４７ページの公園費の中の鑑定料でございますが、職業訓練校

の裏の跡地でございます。８筆で３,０７０平米あるということで、今確認をいたしております。

○議長（牧永 護君） 榊原伸議員。

○議員（１４番 榊原 伸君） この鑑定手数料が出たということは、将来、購入予定があると

理解していいわけですね。

○議長（牧永 護君） 中原建設担当理事。

○建設担当理事（中原 康壽君） そういうことを計画をいたしておりまして、まず、鑑定をいた

すようにいたしております。

○議長（牧永 護君） 以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。３番、音嶋正吾議員。

○議員（３番 音嶋 正吾君） 通告をいたしておりませんが、１点だけお尋ねいたします。

石田町出身の議員は、どうも松くい虫の樹幹注入の話しばっかりになりますが、この件に関し

まして、昨年来、沼津の方より樹幹注入に使用した空容器を私のほうに持ちこみをされました。

こういうふうに放置をしておるということであります。恐らく私はトッカン産業廃棄物になるの

ではないかと思うわけですね。ですから、そうした樹幹注入をした後の検証というのは、どうい

うふうにされておりますか。何本注入して幾らであるということでこの価格は出ておると思うわ

けですね。そうした管理体制を十分取っていただきたいなと思います。樹幹注入の効果というの

は、私も認めます。空中散布より他にニコチド系の農薬をほかに影響を及ぼさないという点では

効果は認めますが、そうした管理の在り方をもう少し徹底をしていただきたいと考えております。

もしよろしければ、関係担当理事の見解を求めます。

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

○産業経済担当理事（牧山 清明君） 樹幹注入につきましては、先ほど説明をいたしましたよう

に、点滴という形で四、五時間木にぶら下げて注入をするという形をとっております。この廃材、

廃品が、そのまま残って放置されてるということは、これは私も初めてお聞きをいたしましたし、

先ほど言いますように、この森林組合に委託をいたしておりますので、森林組合に強くこのこと

は指導をしていきたいと、このように思っております。
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以上でございます。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑ありませんか。６番、町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 僕も予算委員会があるんで、簡単に聞きます。

スクールバスの件ですが、まず、１点目は、多分市内業者多分これ該当するのは２社、当然皆

さん御存じのとおりだと思うんですが、これで、どうせ同時刻にすべてのバスが発車利用するわ

けですから、人員の確保も含めて本当にこれ対応できるのかと、まず、その点が１点。まあ予算

が計上されてるんで、多分交渉されて十分それは対応できるという返事で予算を、これ載せられ

てると思うんですけど、ちょっとそのこと、新規に採用しないと、対応しきれないんじゃないか

と、私は正直言って思うんですが、その点についての交渉、本当にできるのかどうか、人員の部

分も含めて。

それから、２番目に、これで土曜日、日曜日、夏休みについては、このスクールバスの運行に

ついても対応できるのかということ。

それから３番目は、基本的には学校の規模のこういった形で統廃合する場合は、新設の場合は

校舎の建設は５０％補助が出るんですが、これ見たら５,１９０万円のうちの国費が２,０００万

円なんですが、今後その運行経費、委託費の中にそれが多分含まれてるんでしょうけど、委託費

については、これはほとんど国費で賄えるというふうに考えていいのかどうか。市が今後、単独

で持ち出しになるようなことは基本的にあり得ないんじゃないかと、今現にやってるわけですか

ら、そしたら市は当然もう単独で持ち出しじゃなくて、ほとんどこれ国費で賄えるのかどうか、

運行経費については。

以上。

○議長（牧永 護君） 前田教育次長。

○教育次長（前田 清信君） 町田議員の御質問にお答えします。

まず、人員の確保ができるかということですが、一応今のところ業者は二つありまして、その

１０路線のうち、分けて二つの業者でお願いをするような計画をいたしておりますけど、人員に

ついては話し合いをした結果、どうにかなるというふうな答えをもらっております。というのが、

運行が朝と夕方、後、日中については今のところ運行しませんので、その時間帯だけの確保がで

きれば十分可能じゃないかというお答えをいただいております。

それから、土曜日、日曜日、夏休みの運行についてですが、これは今現在協議をいたしており

ます。運行ですね、当分土曜、日曜、夏休みにクラブ等の練習等があるかと思いますので、その

辺も考慮いたしましてなるべく運行はできるようにということでいたしております。

それから、今後の経費についてですけど、このバスの購入については国庫補助が２分の１あり

まして、そして交付税措置が７０％ありますが、今後も運行経費については交付税措置がありま



- -- 79 -

す。

（「（当然あると思います）」と呼ぶ者あり）はい。（「今でもほとんど国費で賄われておる

（補助はどのくらい）」と呼ぶ者あり）５０％ぐらいだと思います。済いません、財政……。

○議長（牧永 護君） 浦財政課長。

○財政課長（浦 哲郎君） 町田議員の運営経費についてでございます。運営経費については、

地方交付税のほうで算定をされております。大体１台当たり５００万円程度ということで見込ん

でおります。

以上です。

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 後の残りは、予算委員会でもう少し細かく聞かないと、これ予算

計上されているんだけども、多分大丈夫だろうというのは、これはちょっともう本当に現実的じ

ゃないんですけども、ちょっと浦課長、運行経費１台当たり５００万円ちゅうのは、要するに何

もかんも込み込みで１台当たり５００万円、年間例えば保険からガソリン代から何から、全部委

託費として契約できる部分が５００万円は国から出るんだと、それなら５００万円かける、全部

入れたら１０台ですか、１２台ですかね、どっちになるのかわからんけども、１２台ちゅうたら

６,０００万円で、込み込み人件費から保険から燃費から、そんなまで含めて全部、例えば

５,０００万円程度でその業者と契約して、で、やってもらうという方向でやるわけですか。そ

の大きな流れだけちょっと教えてくれませんか。残りの５,０００万円ぐらい、多分１万円かか

ったら残りの５,０００万円は市が毎年毎年これ継続して、今の壱岐航路の路線維持の補助金の

７,０００万円じゃないですけど、あんな形になってまたしまうとじゃないですか。

○議長（牧永 護君） 浦財政課長。

○財政課長（浦 哲郎君） 町田議員の御質問でございますが、現行、今、旧石田町の小学校等

のほう、スクールバスを運行させております。その分については、現行の交付税の範囲で行って

おります。そして、今後中学校について、距離等がありますのでどのくらい経費が業者さんとの

契約になるかわかりませんが、おおむね先ほど申しましたように、１路線あたり５００万円程度

が交付税が見込まれておりますという状況でございます。

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） いつですかね、１年半か２年半ぐらい前に中村出征雄議員が同様

の質問をして、これ路線については全額国庫補助だというのは、要するに１台あたり５００万円

の国庫補助があるんだと、言いかえれば、そういうことですね。今の現在の石田の分は、その

５００万円の範囲の中で収まっておるんだと言うだけのことですよね。そうしたら、５００万円

かける、１２ですか、１３路線ですか、スクールボートも入れたら、それも当然出るわけでしょ
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うから、その範囲の中で可能だということですね。このスクールバスの運行については。土日の

それこそ含んで、人件費まで含んで合財でやれるちゅうことですね。（「それはわからない」と

呼ぶ者あり）いや、僕は、なぜかちゅうと、もちろんそりゃ教育に金は関係ないとか言う人もお

るかもしれんけど、もともと僕はその、この統廃合計画そのものも反対だったですから、何かの、

何のメリットがあるのかと、この形をやって。これでまた市の財政がこれで毎年何千万も継続し

て後年負担がどんどんふえるとかいうような形がないようにしてもらいたいとですよ。だから、

そこんところを。これは、多分予算委員会までには精査できるですよね、ある程度、業者さんの

話が。まあ正式な契約とまではいかんでしょうけど、教育次長、そこら辺までは何とか話が予算

委員会ぐらいまでは、どんくらいかかるとかぐらいは合財で。いいですかね、ちょっと教育次長。

○議長（牧永 護君） 前田教育次長。

○教育次長（前田 清信君） わかりました。なるべく努力いたします。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第７８号の質疑を終わります。

ここで暫時休憩いたします。再開を１１時３５分とします。

午前11時24分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時35分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き会議を開きます。議案審議を続けますが、１２時を過

ぎましても続行したいと思います。

次に、議案第７９号平成２２年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第７９号の質疑を終わります。

次に、議案第８０号平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について質

疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第８０号の質疑を終わります。

次に、議案第８１号平成２２年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について質

疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第８１号の質疑を終わります。
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次に、議案第８２号平成２２年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第２号）について質疑

を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第８２号の質疑を終わります。

次に、議案第８３号平成２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第１号）

について質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第８３号の質疑を終わります。

次に、議案第８４号平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算（第１号）について質

疑を行います。

質疑の通告がありますので、これを許します。１２番、鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） ページ、１０ページ、１１ページの運行費の中の業務管理費の

１１節需要費についてお尋ねをいたします。

修繕料の２００万円の内容はどういったものなのかお知らせいただきたいと思います。

○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

○総務課長（堤 賢治君） 鵜瀬議員の御質問にお答えいたします。

今回、２００万円の補正をお願いをいたしております。当初予算における修繕料につきまして

は、５月に行われます運輸局の中間検査、これは車両でいうと車検に当たるものでございます。

これに１,２３０万円を見込んでおりましたけれども、検査を行う過程におきまして、船体の前

方に、前のほうに設置をしておりましたスラスターというものがございます。これは船が小回り

するための装置でございまして、これからノイズ音が発生するということで、今回それを追加し

て修理をしたということでございます。そういうことから、当初予定いたしておりましたのに不

足するということで、今回補正をお願いをしたということでございます。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 今回、スラスターの奇音の防止策という、改善策の修繕料とい

うことですが、これ船舶保険の適用にはならなかったのか、その点についてお尋ねいたします。

○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

○総務課長（堤 賢治君） 鵜瀬議員の御質問にお答えをいたします。これにつきましては、保

険のことについても調べましたけれども、保険につきましては事故に係るものでございまして、

通常の修理には該当しないということでございますので、御了承をお願いいたします。

以上でございます。
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○議長（牧永 護君） 以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第８４号の質疑を終わります。

次に、議案第８５号平成２２年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第１号）について質

疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第８５号の質疑を終わります。

次に、議案第８６号平成２２年度壱岐市病院事業会計補正予算（第１号）について質疑を行い

ます。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第８６号の質疑を終わります。

次に、議案第８７号平成２２年度壱岐市水道事業会計補正予算（第１号）について質疑を行い

ます。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第８７号の質疑を終わります。

次に、認定第１号平成２１年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定について質疑を行います。

質疑の通告がありますので、これを許します。１０番、豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） それでは、もうページ数は言いませんが、この決算資料で、こ

の決算書認定の決算議案で、これを決算認定するというのは無理です。で、補足説明資料もあり

ますが、例年いつも決算委員会前に資料提出の要求をしておりますが、例年通りの資料は提出す

べきで、ここは副市長にその見解についてお願いをしたいと思います。いるかいらないか、これ

で決算の承認をせろというのか。出すつもりはあるかないか、その点よろしくお願いします。

○議長（牧永 護君） 久田副市長。

○副市長（久田 賢一君） 今回議案につきましては、一応法令に基づいた関係資料を提出いただ

いております。ですから、決算審査上、必要であるならば要望の書類は提出をさせていただいて

おります。決算の委員会前に要望書を出していただければ、提出をいたします。

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 要望書を出せというのは、今この補足説明、私が言っているの

は、例年毎回毎回要望を出さなくても、理事者のほうから決算の承認についてはその説明がない

と決算の認定をされるかどうかわからない、内容がわからないんで認定をせろちゅうのは無理で、

わかるような資料だけは出すべきだということを認識をしておりますが、副市長、もう１回答弁
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を。

○議長（牧永 護君） 久田副市長。

○副市長（久田 賢一君） 前年度の資料に基づいて、臨時で提出をさせていただきます。

○議長（牧永 護君） 以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで認定第１号の質疑を終わります。

次に、認定第２号平成２１年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について質

疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで認定第２号の質疑を終わります。

次に、認定第３号平成２１年度壱岐市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について質疑を行い

ます。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで認定第３号の質疑を終わります。

次に、認定第４号平成２１年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について

質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで認定第４号の質疑を終わります。

次に、認定第５号平成２１年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について質疑を

行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで認定第５号の質疑を終わります。

次に、認定第６号平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について質疑を

行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで認定第６号の質疑を終わります。

次に、認定第７号平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について質疑を行

います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで認定第７号の質疑を終わります。

次に、認定第８号平成２１年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算認定につ
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いて質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで認定第８号の質疑を終わります。

次に、認定第９号平成２１年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算認定について質疑を

行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで認定第９号の質疑を終わります。

次に、認定第１０号平成２１年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出決算認定について質疑

を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで認定第１０号の質疑を終わります。

次に、認定第１１号平成２１年度壱岐市水道事業会計決算認定について質疑を行います。質疑

はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで認定第１１号の質疑を終わります。

次に、認定第１２号平成２１年度壱岐市病院事業会計決算認定について質疑を行います。質疑

はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで認定第１２号の質疑を終わります。

以上で議案に対する質疑を終わります。

これより委員会付託を行います。議案第７１号長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少についてから、議案第７７号武生水Ａ辺地（変更）、沼津Ａ辺地（変更）、初山

Ａ辺地、武生水Ｃ辺地、深江辺地、中野郷辺地、住吉辺地及び箱崎本村辺地に係る総合整備計画

の策定についてまで、議案第７９号平成２２年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）から、議案第８７号平成２２年度壱岐市水道事業会計補正予算（第１号）まで、認定第

２号平成２１年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてから、認定第

１２号平成２１年度壱岐市病院事業会計決算についてまで２７件を、お手元に配付の議案付託表

のとおりそれぞれ所管の委員会に付託します。

お諮りします。議案第７８号平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第２号）については、議

長を除く１９人で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思

います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。したがって、議案第７８号については議長を除

く１９人で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。

お諮りします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例

第８条第１項の規定により、議長を除く１９名を指名したいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。したがって、議長を除く１９名を予算特別委員

に選任することに決定しました。

お諮りします。認定第１号平成２１年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定については、議長を

除く１９人で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思いま

す。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。したがって、認定第１号については、議長を除

く１９人で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。

お諮りします。ただいま設置されました特別委員会の委員の選任については、委員会条例第

８条第１項の規定により、議長を除く１９名を指名したいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。したがって、議長を除く１９名を決算特別委員

に選任することに決定いたしました。

次に、予算特別委員会及び決算特別委員会のそれぞれの正副委員長を決定する必要があります

ので、委員会条例第１０条第１項の規定により、ただちに予算特別委員会及び決算特別委員会を

招集します。各委員会において委員長及び副委員長の互選をし、議長まで報告願います。

委員長及び副委員長の互選に関する職務は、委員会条例第１２条第２項の規定により年長の委

員が行うことになっておりますので、よろしくお願いします。

各委員会の場所は、第２会議室と定めます。それでは、しばらく休憩します。

午前11時50分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時58分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

予算特別委員会及び決算特別委員会の正副委員長が決定いたしましたので、御報告を申し上げ

ます。予算特別委員長に、９番、田原輝男議員、副委員長に２番、呼子好議員、決算特別委員長

に、８番、市山和幸議員、副委員長に４番、町田光浩議員が決定いたしましたので、御報告しま

す。
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────────────・────・────────────

日程第３２．陳情第１号

○議長（牧永 護君） 次に、日程第３２、陳情第１号安全・安心な国民生活実現のため、防

災・生活関連の予算の拡充と国土交通省の出先機関の存続を求める陳情についてを議題とします。

ただいま上程しました陳情第１号については、総務文教常任委員会に付託したいと思います。

ここで、先ほど市長から発言がありました件につきまして、皆さん方からの御意見、質問等が

あれば、お受けしたいと思います。町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 実は、私も１週間ぐらい前に、某公民館の集まりがありまして、

１０人ぐらいお年寄りの人たちがおられまして、日々新聞の記事を見られて、どないなっとるん

だと、あわせて、最近の白川市長はおかしいんじゃないかと、まあその人たちは熱心な白川市長

の支持者の人たちなんで、実はこうだというふうにそれは反論はしておきましたけれども、やっ

ぱり１,０００円も払って新聞を読んどる人たちは、本当に細かく読んでます。

だから、今回のその、大きな点が二つあるとですよね。一つは、９月の締め切りは白紙撤回に

なったんだと大きく見出しで書いてました。これは、８月何日に市長が記者会見の席上で述べた

と。それから、もう１点は、細かい点は別にいいとで、しかもその入札の経過については、もう

議会は入札についてはもう可決しておりますんで、これについては僕はもういいと思いますけど

も、もう１点、その割引きを、生活保護世帯だけじゃなくて、年金受給者等には考えると、多分

この２点が、まあ行政報告の中では２番目については少し述べられましたけど、１番については

市長全く述べられてなかったんで、本当にこんなことをしてれば、僕はその、行政報告も言わん

のに、行政報告の中に載ってないとに、本当にこんなことを記者会見でしゃべられたんじゃとい

うのは、これはちょっとやっぱ問題だと、これまあ議長に言うて、緊急質問させてくれちゅうて

言うたんですけれども、そこの２点についてもう１回、正確にどうされるのか、もう各家庭に

９月締め切りということで回ってます。僕のところにも申し込みの通知が来てます。だから、ほ

かの人たちのところにもまわっとるとです。これ、今市民の人たちがわからんと、市の考え方が

どげんなっとるとかがよくわからんと。まあ議会での説明も必要ですけど、今後市民に対する説

明責任ちゅうか、説明は本当にやっていかんと、これいかんと思いますけど、後でちょっと聞き

ますけど、市長、この２点についてどないな答弁をしたんだと、正確にどうするつもりなんだと

いうのを正確に答弁してください。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） 先ほど申しましたように、新聞の見出しには、９月３０日以降は有料を

白紙撤回と書いてあるわけです。それを、有料を白紙撤回ということに、恐らく誤解されとると

思うとですね。９月３０日まで締め切りですよ、そして、その後過ぎた分については工事賃は取
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るんですけどという話だったわけです。そこで、私がさっき言いましたように、９月３０日で各

家庭回したわけです。しかし、事業所はまだ回ってないのに、９月３０日までにやるとかと、事

業所も。いや、そらそうならんでしょうねと言うたわけですね。そこで、今実際問題として事業

所を１０月末締め切りで、事業所に、通知をしております。ですから、１０月末と私が申しまし

たのは、個人の家庭にもそれにあわせるべきだということで、１０月末と申し上げました。その

周知方法については、早速ですけども公民館長あてに１０月末にいたしますということで通知を

いたします。それが一つ。

それから、先ほどもう一つの減免の範囲について。私は減免の範囲については、検討するとい

うことを行政報告で申し上げておりますけれども、具体的内容については白紙でございます。し

かしながら、先ほど申しますように、電話取材で、やはりこれんとはどうするとか、こげんとか

どうすとかって言われたら、その辺は考えなでしょうね、そこ、受け答えするわけです、きっと。

そうだと思うんです。自分から言うとらんと思うとですよ。じゃあ、非課税はどうするとか、じ

ゃあそのこういうのはどうするとか、年金者はどうするとかと言われれば、はいそうですね、そ

うですね、それも考えねばですねという返事をすると思うんです。そこを取材に応じてこう言う

たと書かれてしまうと、私はその本人じゃありませんからわかりませんけど、担当者はそういう

ことで返事をしたものと思っておりますし、さっき申しますように、そういうことを担当者のレ

ベルで取材に応じるべきでないということを強く注意をしておるところでございます。

○議長（牧永 護君） ほかにありませんか。町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 僕は市長がさっき、朝答弁されたことを、実は３年前も、実は前

の長田市長から全く同じ話を聞いたことが、ここで長田市長は全く同じ話をされました。そのう

ちわかってもらえるだろうと、真実は一つだとか、市民に私はそう思って、いちいちそういうの

に反論することはないと思って、反論をしないちゅうて３年前に言われまして、落選されました。

いや、僕はその市民の人たちはわからないんですよ。これ、調査によっても、世論形成が何でな

されるかって言うたら、全体の４０何％がテレビです。３０何％が新聞なんです。後はもう、そ

の他の媒体とか口コミとかありますけども、テレビと新聞で７割近い世論形成がされていくんで

すよ。これは、なぜ僕はそのケーブルテレビを推進してもらいたいかちゅうたら、正確な情報を

市民に伝えろと、だからこの前の公民館に１０人ぐらい集まったおじいさんたちから僕は質問さ

れたときも、やっぱりその人たちは市政だよりなんか、そんな細かく全部読んでおらっさんとで

す、市長のコラム書いてますけども、それよりも１,０００円払った新聞、島内紙を、そら細か

く読んでます。そしたら、ずっとこの間、この半年間、市長に対する特定の意図を持って書かれ

とるとしか思えない、僕に言わせれば。そうしたらやっぱり、白川市長は今ごろおかしいっちゃ

ないかと、そういうふうなかたちになるとです。だから、僕は反論すべきことはきちんと反論し
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ろと、そのうち市民はわかってくれるとかいうのは、そら長田市長のときに、そらもう明白な事

実で、長田市長はそう言いながら落選されたとですから。それはもう、市長も今後は今んところ、

市はじゃあどうやって反論するのかというのは、多分いろんな方法も、やっぱり市長もそりゃ考

えていかないかんと思います。ただし、市民に対する説明が、その新聞社の対応とは別に、それ

やっぱり反論すべきことは強く反論すべきです。事実と違うとるんやったらきちんと反論すべき

です。もうそれがもし事実であれば、こらもう、後はもう市民の判断を待つしかないとですって。

それからもう１点、さっき言いました情報の一元化ですね。これも前回長田市長のときに全く同

じことがありました。情報があっちこっちから出てくる、申しわけないけど、職員のところから

どんどん統一した見解が全く出されない。それで、職員のほうからどんどん出てくる、議員のほ

うからどんどん情報が出てくる、いったいどれが真実かちゅうたら、ここだけの話やけどとかい

うのが、一番真実にどんどん広がっていくんですよ。だからもう、絶対情報化の一元化、その窓

口はきちんと一本化すべき、しておくべきです。そしてもう、何かあったらその人が全部責任取

ると、そういう形に、まず情報化の一元化、それから、もう間違った点については、回覧でも、

まあ回覧もなかなか全部読んでもらえないところもあるんですけども、そこらはもうぜひ回覧を

工夫してもらって、こういうふうに、実はここの部分は違うと、そういうのはきちんとやっぱり

それは言うていかんと、今度も長田市長の二の舞になりますよ、本当に。ぜひ、それはもう注意

してもらいたいと思います。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） 町田議員の今の御意見については、真摯に受け取らせていただきます。

○議長（牧永 護君） ほかに御意見ありませんか。１番、久保田議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） 大体今の町田議員と一緒なんですけど私も最近、道作りがありま

してね、その中でケーブルテレビについて質問は出なかったんですよね。公民館長さんはケーブ

ルテレビについてという１項目を設けたんですけど、質問は出ませんでした。ただ、私のほうに

何かないかって振られましたので、一応新聞記事について皆さんいろいろ疑問点があるでしょう

から、ということで、ケーブルテレビの説明を一通りしましたところ、そっからいろいろ疑問点

が出てきました。で、その中で、まず私も疑問に思ったのが、１,０００円、テレビを見る場合

には１,０００円が必ず必要だというんですよね。プラス１,０００円、それについては非常に疑

問があったんで、一般の総務省のデジタルのフリーダイヤルじゃない、あそこに電話したんです

よね。そうして、オペレーターに納得できないと、今までテレビを見るために１,０００円は払

っていないと、ＮＨＫとか何か別にして。ところが、国というか行政が進めるケーブルテレビに

したために１,０００円がプラスになると、この点は非常に納得できないと、国がやることだか

ら、国が何かの形でこれも補償すべきではないかという理屈を尋ねましたところ、オペレーター
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としてはそういう苦情は関係部門のほうに伝えるということになったので、伝えるじゃないと、

そういう苦情が上がってるはずだから、そういう苦情の言える電話番号を教えてくれと言ったら

教えてくれました。で、どうも熊本だったですけどね、総務省の何とか。で、そこで直接話した

ら、その総務省の人は、いろいろ屁理屈を並べたんですけど、最終的に納得させる方法として、

維持管理費、例えばテレビを見ててもアンテナが腐っていくでしょうとか、そういう感じに考え

てもらえればみたいなこと言ったので、私はその理屈はおかしいと、国が進めて新たに１,０００円

負担がするちゅうのは違うじゃないかということを話しまたら、制度的に国としてその設備の補

助は地域基盤でできるんだけど、維持管理費の補助はできないから、国の方針がそうだから、多

分地方のほうでもそうじゃないかみたいなことを、地方のほうでもそうじゃないかみたいなこと

を話しました。で、私たちとしては、その総務省側としては、もう何とか御理解をいただいて、

１,０００円は御負担いただくというようなお願いするしかないんですよということで、電話を

切ったんですけど、その中で、やはり個別に壱岐のほうからもいろいろ問い合わせがあるという

ことは担当者も言ってました。で、私が今から市長にはっきりしていただきたいのは、例えば

１,０００円減免は生活保護家庭とか非課税、ありますよね。そうじゃなくて、老人のひとり暮

らしとかやはり１,０００円かけ１２カ月、１万２,０００円というのは、やはりそういうところ

にとっては非常に大きいと思うんですよね。ですから、その１,０００円はもうどうにもならな

いのかどうか。その地域でも、１,０００円払わないかんというのを私は説明しましたし、それ

と、業務無線も１,０００円払わないかんというような情報もごっちゃになってます。ですから、

そういうところも含めて、きめ細かな対応していただくのと、１,０００円はどうにもならない

のかという、その点をちょっとお聞かせいただきたいと思います。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） 最後の御質問のほうからお答えしますけど、このたびの申し込みを、防

災無線にかわるＦＭ告知機、それは当然無料です。ですから、家に引き込むまでは無料なんです。

しかし、それは強制的にやればいいわけですけど、やっぱり家をあたることですから、申し込み

じゃなくて承諾をいただかないといけなかったわけですね。しかし、正直申し上げて、一括で

ケーブルテレビなんかも申し込む、あるいはＩＰ電話を申し込む、一括で申し込みをとったため

に、まさに久保田議員がおっしゃるように、こんがらがらしたわけです。１,０００円払わない

かんとやったらかたらんということにとらっしゃったわけです。そうではなくて、まず防災無線

のＦＭ告知機をつけさせてくださいということで、それ一つ回せば私は皆さんＯＫされたと思う

んですよね。その後で、ＩＰ電話あるいはケーブルテレビなどの申し込みを取ればよかったんで

す。これは、現場の山川課長も反省をいたしております。別々に取ればよかったと、そういうこ

とです。しかしながら、時間がなかったという。先はあるもんですから、慌てた、結果的にそれ
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が時間がとることなったと反省するところでございます。

それから、まず１,０００円が何でいるかということですね。維持管理、それもあります。し

かしながら、先ほど言いますように、壱岐市ケーブルテレビ、これは仮称でございます。まだ会

社もできておりません。壱岐市ケーブルテレビという会社ができます。この前言います、２０人

規模でできます。で、その会社が番組をつくったりせんにゃいけんわけですね。そういった費用

について、指定管理をしようと思うとるわけですから、毎回言いますように、指定管理をする仮

称ですけど壱岐市ケーブルテレビに、株式会社にただで、いわゆるゼロ円でそういう運営をして

いただこうと思うとるわけです。ですから、例えば１万１,０００戸あります。１万１,０００戸

概算ありまして、１,０００円もろうたら１億１,０００万円あるわけですね。それが、生活保護

とか何とか、いわゆる減免をして、例えば５,０００万円なったとします。それでやれますかと

いう話になるわけですね。じゃあ、いやそらやれんでもいいよと、一般財源から出すよとおっし

ゃるかどうか、その辺です。私は、ゼロでやっていただきたいと思うとるわけです。ですから、

その中で事業主とそれを相談しなけりゃ、どこまで減免するかちゅうのは、厳しいと思ってます。

皆さん方がおっしゃるようにそこまで減免せろとおっしゃるなら、してもいいです。しかし、そ

の差額を、指定管理料の差額を一般財源でみれよという、そういう話になるかどうか。ですから、

私はその辺もあるから軽々にこの話はするなと、こう言いよるわけです。でも、行政報告で申し

上げましたように、考えないかんと、考える余地あるよと、そういうことを申し上げておるとこ

ろでございます。

それから、それともう一つ。その１,０００円について、例えばケーブルテレビ入らんと、テ

レビのアンテナ立てれば映るじゃないか、それは確かに映ります。しかし、９６チャンネル映る

わけですよ。テレビアンテナ１本立ててＮＨＫだけ見るとか、今までの考え方はですね。しかし

違うんです。今度はすべてのテレビ番組が、まあ有料ありますけど、それはもう契約ですけど、

すべてのテレビ番組が見られるわけです。そういう環境が整うわけです。そういう環境と、そし

て、さっき言いますように市のケーブルテレビができまして、そこで制作する、壱岐の情報がわ

かる、孫の運動会もあるときは出てくるかもしれません。壱岐の人が登場します。そういった

サービス、そこが１,０００円なんです。それで、ケーブルのリスがかじるから維持費がいるか

ら１,０００円じゃございませんので、そういうサービスが受けれる、そして壱岐の情報が見れ

る、壱岐の会社ができる、ケーブルテレビの会社ができる、２０人の雇用が発生する、その人件

費、制作費、そういったものが１,０００円でございますので、御理解をいただきたいと思って

おります。

○議長（牧永 護君） ほかに。鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） まあ大体町田議員が言われたとおりではあるとですが、私もず
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っと過去、情報の窓口は一本化ということでお話をしておりました。今回の取材に対しても、ぜ

ひいい契機としてマニュアル等つくって、ぜひ全職員に渡していただいて、電話の取材を受けな

いとかそういうふうにして、もう全部文書で貰って、最終的にその答えを市長なら市長が判を押

して向こうに送るというような、そういう体制をしていかないと、今後もずっと上げ足とられて、

本当に伝えたいことが市民に伝わらない状況が続きますので、そして、ぜひ白川市長の趣旨と違

うような内容が出れば、もうじゃんじゃん反論なりしていただいて、やっぱり市民の方々を迷わ

せないような報道のあり方についても、今後検討していただきたいと、早急に窓口の一本化も検

討して、マニュアルの作成だけをお願いして、ぜひ健全なる情報発信をぜひしていただきたいと

お願いをしておきます。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） 言いますように、情報の一元化、それやはり大事だと思っております。

今鵜瀬議員、そして町田議員おっしゃった情報の一元化、あれがいいこれがいいということでは

なくて、ちゃんとして反論できる体制をつくりたいと思ってます。ありがとうございます。

○議長（牧永 護君） ほかにありませんか。音嶋正吾議員。

○議員（３番 音嶋 正吾君） 久保田議員が質問された内容、市長がちょっと答弁されましたね。

皆さん、今ＦＭ端末の申し込みをしないとつかないよというのわかってないんです、皆さん。で

すから、恐らく申し込みは少ないと思いますよ。早急に対応をすべきです。皆さん本当に混迷し

てあります。わからないと。それを早急に対応してください。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） その通りだと思っております。ですから、防災無線のかわりの機器を取

り付けさせてくださいということで承諾をいただきたいと思っております。

○議長（牧永 護君） ほかにありませんか。久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） 大体分かるんですけど、１,０００円に関しては、もうちょっと

わかり、納得できるような回答を用意してたほうがいいと思います。

例えば、先ほど市長が言われたような内容を言われたとしても、もう私は例えばテレビを見れれ

ばいいと、地域はもうどうでもいいと今のテレビをそのまま見れればいいとに、何で１,０００円

出さないかんとかと、１,０００円で文句言う人たち、文句じゃないけど、１,０００円を問題に

されてる方は、そういう人たちなんですよね。そこで多チャンネルだのどうだの言って、指定管

理だどうの言っても、そういうところじゃなくて、とにかく現状でいいのになぜ１,０００円を

出さなくちゃいけないんだという人たちの声だと思いますので、それに対する納得できる回答と

いうか、そういうのは、先ほどのようなことじゃなくて、もうちょっと違う方面からぜひ考えと

いていただければと思っとります。
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で、私も市長が言われたようなことは、地域でも説明しました。ほぼ理解をいただいたので、

後は何かありましたら市のほうへというように振っておりますので、是非市のほうとしては統一

見解でよろしくお願いします。

以上です。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） いい方向で考えます。久保田議員も、こう言うたら納得させるというこ

とを教えていただきたいと思います。ありがとうございました。

────────────・────・────────────

○議長（牧永 護君） 以上で、本日の日程は終了しました。

これで散会をいたします。お疲れさまでした。

午後０時21分散会

──────────────────────────────
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午前10時00分開議

○議長（牧永 護君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員は２０名であり、定足数に達しております。

これより議事日程表第３号により本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．一般質問

○議長（牧永 護君） 日程第１、一般質問を行います。

一般質問の時間は、質問、答弁を含め５０分以内となっておりますので、よろしくお願いしま

す。

質問通告者一覧表の順序によりまして、順次登壇をお願いします。

それでは、質問順位に従い、２番、呼子好議員の登壇をお願いします。

〔呼子 好議員 一般質問席 登壇〕

○議員（２番 呼子 好君） 皆さん、おはようございます。今回の定例会、きょう、あす、一

般質問、今回１２名という議員でございますが、特に、今回は多種多様にわたって質問事項が出

ておるようでございます。どうか執行部の皆さん方、忌憚のない御意見、そして、簡潔な答弁を

お願いを申し上げたいと思ってます。

本日、私も、３件質問をいたしたいと思っております。
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まず、第１点目でございますが、壱岐市ケーブルテレビ使用料の減免についてということでご

ざいます。

地域情報基盤整備事業が、約、総額４６億円の大きな投資をいたしまして、地域の活性化のき

っかけになり、ぜひ成功させたいというふうに思っておるところでございます。来年４月の開設

に向けまして、関西ブロードバンドに指定管理者を委託し、事業がスタートをいたしております。

地域住民の皆さん方にも、それぞれ説明会を開催をされてあるようでございますが、なかなか

この説明会、納得、理解ができないという話が多々あります。今、テレビはよく見えておる。な

ぜ今度新たにお金を出して加入しなければいけないのかと、そういう忌憚のない意見が出ておる

わけでございます。

今回のこのケーブルテレビにつきましては、何不自由ない、先ほど言いますような方々に毎月

１,０００円取られるということがございます。そして、宅内の工事につきましても、その工事

の内容によろうかと思いますが、３万円以上かかるんじゃないかというふうにも思っております

し、あと、光ＩＰ電話、こういうのがかなりかさむ。

特に、インターネットにつきましては、３０メガで３,０００円、１００メガで４,０００円と

いう、そういう金額も発生しておるわけでございまして、今回、新たに加入する方につきまして

は、大変な重荷になっておるというふうに思っております。

私は、弱者の方、特に生活保護世帯、あるいは、重度障害者、非課税世帯、所得の低いそうい

う年金生活の方々に対するこの使用料の免除、あるいは、減額ができないかということで質問を

いたしております。

先ほど言いますように、こういう方々につきましては、大変今回のこの加入については、加入

が難しいんじゃないかというふうに思っておりますし、これを危惧いたしておるところでござい

ます。

市長の行政報告の中で、使用料の減免等、検討が必要であると発言されております。壱岐市

ケーブルテレビ設置条例で負担金及び使用料の減額、または免除が、第１２条にありますように、

規則でも全額の免除、半額免除の対象者の規則が出ております。この中には、日本放送協会の定

めた放送受信料免除基準という該当するものがあるわけでございますが、これについては、生活

保護世帯、あるいは、重度障害者、非課税世帯等、そういうのがあるようでございます。こうい

う方たちが、もし減免、あるいは免除になると、どのくらいの世帯数が壱岐におられるのかとい

うことで、ひとつお願いをしたいなと思ってます。

そして、この減免等についての財政でございますが、これにつきましては、私は、指定管理者

の関西ブロードバンドの経営の努力によって、この負担については、減免措置をお願いをしたい

なというふうに思っております。
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先ほど、加入の状況につきまして、少しお願いをしたいと思っておりますが、８月の中旬から、

この加入の申し込みをとられております。もう２０日程度になっておるわけでございますが、現

在の一番近い、できれば、きのう現在の状況で結構でございますが、各町ごとに、テレビサービ

ス、あるいは、インターネットサービス、ＩＰ電話サービス、こういうのがどのくらいの今申し

込みがあっておるのかということをお聞かせ願いたいなというふうに思っておるところでござい

ます。

それと、加入率が、当初の話では島内６０％、約１万１,０００世帯ありますが、その６０％

を加入してもらえれば、ある程度、経営の収支は合うんだと、そういう話をされてありましたが、

もしこの６０％達成しない、あるいは５０％台に行った場合に、今後のこのケーブルテレビの運

営というのが、大変こう危惧をされるという状況でございます。３年間契約でございますから、

３年後のこの契約がどのようになるのか、これも、少し心配をしておるところでございます。そ

れにつきましても、具体的にお願いをしたいなというふうに思っております。

隣の対馬が、昨年から実施をしております。対馬は御承知のように、大変、地域的にもへんぴ

なところでございまして、そういうこともございまして、それと、韓国に近いということで、韓

国の通信が少し入るという、そういう難聴なところでございまして、あそこは、大体１００％に

近い加入率があると、そういう中で運営をされておるようでございます。

使用料については、対馬は１,０００円、インターネットについては２,５００円ということで

壱岐よりも安い、そういう状況があるわけでございますが、対馬の場合は、そういう市の情報と

いうのも、夕方３０分程度放送をされておるという、そういうこともございます。これも、壱岐

のほうでは実施計画があるようでございますが、そういうのについても、どのようになっておる

のか。

それと、もう一つは、コマーシャルの関係でございます。島内の業者、あるいは、よその業者

でも結構でございますが、このテレビを通じてコマーシャル、宣伝活動ができるのか、もし、こ

のコマーシャルの料金、例えば、１５秒とか２０秒とかそういう中で、どのくらいの料金設定に

なるのか、これは、まだ今から検討だろうと思っておりますが、そういうことも早急に打ち出し

ていただきまして、お願いをしたいなというふうに思っております。

今回のこの加入状況、後から市長のほうから報告をいただきますが、私は、加入をする契約の

申し込みに少しこう工夫が要ったんじゃないかなというふうに、一つは思っております。

要は、全家庭に線を引く。だから、全家庭にその引く家の箇所の取りつけ、これについての一

応許可をもらう。そして、加入は加入として別に申し込みをしたほうが、やっぱり住民としては

理解ができたんじゃないかというふうに思っておりますが、そういうところもあわせて、今回の

壱岐市ケーブルテレビの利用料の減免等について、市長のお考えをお願いしたいと思います。
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○議長（牧永 護君） 呼子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） おはようございます。呼子議員の御質問にお答えいたします。

壱岐市ケーブルテレビの件についてでございます。

使用料の減免、あるいは加入状況等々でございますけれども、まず、質問の順序とは前後いた

しますけれども、まず、９月８日現在の加入者数を申し上げます。これは、いわゆる全体、ＦＭ

告知放送、いわゆる防災放送でございますけれども、その申し込みが、郷ノ浦町７４７、芦辺町

５８４、勝本町６６２、石田町２２３の２,２１６件でございます。これは、壱岐の全体の世帯

数１万１,６９０軒の２割弱という状況でございます。

それから、テレビ、それから、インターネット、ＩＰ電話については、トータルで申し上げま

す。光テレビ１,７５０、インターネット６５５、ＩＰ電話３４１でございまして、テレビにつ

いては約８割、インターネットについては約３割、ＩＰ電話については１５％程度の申し込みに

なっております。

そのほかに、９月末ということで、公民館長様に取りまとめをお願いをいたしているという状

況もございますので、公民館長さんのお手元にお預かりいただいている申請書も、相当数あるん

じゃないかと思っているところでございます。

それから、この加入申し込みが、今のところ２割弱ということで非常に少ない。それについて

は周知、あるいは、その説明の方法がまずかったのじゃないかという御指摘でございます。その

とおりだと思っております。これにつきましては、その防災放送の、とにかく各家庭までつなぐ

ということについて、それをテレビの申し込み、あるいは、インターネットの申し込み、ＩＰ電

話の申し込みと同時にしたがために、皆さん方、ちょっと誤解をされておりまして、家につなぐ

こと自体に既に１,０００円要るんじゃないかという誤解もございました。

したがいまして、今後、まず、防災無線にかわるＦＭ告知機をつけるために配線を家にさせて

いただけませんかということで、とにかく、全家庭にこの光ケーブルが届くようにぜひ御理解を

いただきたいと、そういう御理解をいただいて全家庭に、テレビの申し込み、申し込まないにか

かわらず、とにかく防災告知機の設置ができるように努力をいたしたいと思っているところでご

ざいます。

それから、次に、使用料の減免についてということでございます。

御指摘のように、ケーブルテレビ基本料の減免につきましては、「壱岐市ケーブルテレビ施設

条例」第１２条におきまして、市長が特に必要があると認めたものについて、加入負担金及びテ

レビの基本使用料を必要に応じて減額し、または免除することができるものといたしております。

詳細につきましては、「壱岐市ケーブルテレビ施設使用料等の減額及び免除に関する規則」を
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もって定めることになりますけれども、本定例会冒頭の行政報告でも申し上げましたように、テ

レビ放送受信に係る使用料につきましては、申し込み受け付けに際し、市民の皆様からいろんな

御意見をいただいております。市といたしましては、本事業の経営を考えながら御意見を真摯に

受けとめ、使用料の減免の範囲について検討しているところでございます。現時点で基本的には、

ＮＨＫ放送受信料の免除基準によるものといたしておるところでございます。

ちなみに、生活保護世帯ということになりますと、現在４０１世帯あるところでございます。

したがいまして、ＮＨＫ放送受信料が免除、または半額の適用を受けていらっしゃる世帯にお

きましては、申請していただくことで同様の取り扱いをさせていただきたいと思っております。

また、一定の要件を満たす世帯につきましても、減免の対象にできないか、これは、指定管理

者と相談をしなければいけないわけでございます。指定管理者には、指定管理料をゼロというこ

とで契約をいたしたいと思っている関係から、指定管理者が経営ができる範囲で設定をしなけれ

ばいけないという事情がございます。インターネットの申し込み、あるいは、ＩＰ電話の申し込

み等々の数によって、その辺も変わってくるかと思われます。いずれにしましても、この問題に

つきましては指定管理者と、関西ブロードバンドでございますけれども、相談をしながら協議を

しているところでございます。

それから、インターネットが、３,０００円で高いという御指摘でございます。私は、今イン

ターネットを使ってある方、恐らく、平均５,０００円ぐらい使ってあるんじゃなかろうかと思

うんですね。プロバイダ料も含めて、これは、３０メガでプロバイダ料も含めて２４時間使い放

題で３,０００円でございます。私は、決して高いとは思っておりません。対馬は２,５００円か

もしれませんけれども、高いとは思っていない。私は、むしろ安いと思っているところでござい

ます。

それから、コマーシャルにつきましては、これにつきましては、市内のいろんな事業所もござ

います。それから、行政がやるということでございますから、法的な問題もございます。そうい

ったことも含めまして、指定管理者とも相談をしていきたいと思っておりますが、基本的には、

コマーシャルはとっていきたいなというところでございます。

それから、全体加入者目標の６０％は、達成可能かという御質問でございます。

現在の加入申し込み状況につきましては、先ほどお話ししましたとおりでございますが、市内

では、従来から難視聴地域及び今後地上デジタル化に伴う新しい難視聴地域、これは、アナログ

でございますと波が比較的波長が長い。ですから、少しの障害物があっても映るという状況がご

ざいますが、御存じのように、デジタルは直進いたします。ほとんど直進でございますから、少

しの障害物があっても電波が届かないという状況にございます。

そういった状況の中に、勝本や芦辺地域の中継局も廃止になります。そういったことで難視聴
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地域等が新たにふえて、これらの地域にお住まいの方は、４,０００世帯以上に及ぶと考えてお

ります。ぜひ市のケーブルテレビに御加入をいただけるように御理解をいただきたいと思います。

なかなか、御説明も、高齢者の方と言ったら、失礼に当たるかもしれませんけれども、なかな

か御理解をいただけない状況がございますけれども、来年の７月２４日でアナログ放送が終わり

ます。デジタル放送しか映らなくなるわけでございます。

そういった中で、現在アンテナを一本立てて数チャンネル映るかもしれませんけれども、今回

のケーブルテレビでは、ＢＳ、ＣＳ、その他を含めまして９６チャンネル、すべてが映る環境に

ある。環境が整備できる。

もちろん、有料等々のテレビ番組は、契約しなければ見れませんけれども、いずれにしても、

どんなチャンネルでも見れるという環境をつくるということでございますので、その辺をぜひ御

理解いただきたいと思いますことと、市のテレビ局ができます。（仮称）「壱岐市ケーブルテレ

ビ」でございますけれども、ここに、今現在の予定では１９名の雇用、そして、もちろん給料も

ございます。それから、番組を制作します。そういった制作料がございます。そして、住民の皆

様には、直近の最新の市の情報、そういったものも、市民の皆様はいつでも最新の情報をキャッ

チできるという、そういうメリットがございます。なかなかそういったことについて御説明をし

ても、難しい面もあるかと思いますけれども、どなたにでもわかるような言葉を探して、そうい

うことで御理解をいただいてまいりたいと思っている次第でございます。

また、地上波視聴可能エリアの皆様に対しましても、地上波用アンテナや衛星用パラボナアン

テナの設置及び維持管理が不要になること、市内で最良の受信点での電波を配信いたしますので

安定した映像を確保できること、壱岐市の自主放送番組で行政情報や生活に役立つ情報を取得で

きることなど、ケーブルテレビのメリットを御説明し、加入促進に努めたいと考えています。

特に、自主放送の充実は、市が進めます情報公開や市民協働のまちづくりを展開する上でも、

最も有効な手段であると考えております。

また、住民の皆様に喜ばれ、役に立つようなよりよい番組をお届けすることができれば、おの

ずと加入率も上がってくるものと考えておりますので、市民の皆様を巻き込みながら、職員、指

定管理者一丸となって取り組んでまいる所存でございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 呼子好議員。

○議員（２番 呼子 好君） 市長の答弁がちょっと長いものですから、余り時間がかなりたっ

ておりますが、当初言いますように、申し込みの件につきましては、市長も言われますように、

告知機だけは、全戸つける。そういうことで、再度住民の皆さん方に説明をし、改めて加入促進

をお願いしたいと思っておりますし、きのうの話では、加入の申し込みも１カ月延長すると、
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１０月末までやるということでございますから、ぜひ６０％以上の加入ができますようにお願い

をしたいと思っております。

それと、免除の関係でございますが、日本放送協会の基準に沿ってやるということでございま

すが、今のところ、生活保護世帯だけだという状況でございますが、私は、あと重度障害者だと

か、あるいは非課税の家庭とか、あるいは低所得者、そういう方々についても、ぜひ指定管理者

のほうに協力を求めるということで、市長の権力を発揮をしていただきたいというふうに思って

ます。

この件につきましては、もう時間がございませんから、お願いをして終わりたいと思います。

続きまして、２番目の件でございますが、これにつきましては、壱岐市総合計画の後期計画に

ついてという題でございます。

ここに、私、２冊といいますか、１０年ものと後期のやつをもらっておりますが、大変こうす

ばらしい総合計画が、平成１７年の３月に設定をされております。これは、１７年でございます

から、２００５年から２０１４年までの１０年間の市政の基本方針の考え方、あるいは、主要施

策並びに将来にふさわしい市政の進む方向性を示してありますが、昨年までの５年間のこの計画

の実現実績を検討されたのか、その検討をして新しい後期５カ年計画をされたのかという、一つ

疑問がございます。

この計画書の中身を見ますと、すばらしい文面です。これをずっと読んでいくと、何とも言え

ないそういうこう文面でありますし、また、数値についてもすばらしい、先を見た数値が出てお

るようでございますが、これは本当に、私は実現できるそういう数値なのか、一つ疑問に思って

おりますし、また、このすばらしい計画を住民の方にどのように説明し協力を求めていくのか、

これも、この前６月の議会のときに配られただけで内容の説明もあっておりません。私は、議員

には最低でもこういうことでやるんだという、そういう内容の説明ぐらいはしてほしかったなと

いうふうに思っております。

ですから、今回地域ごとに、これをつくってありますから、これに基づいて住民に説明し、そ

して、５年後にはこうなりますという、そういうやっぱり忌憚のない計画を発表し、住民からも

意見をもらったほうが、よりこの計画性に沿った数値ができるんじゃないかなというふうに思っ

ております。要は、住民が参加してのこの計画でございますから、住民が参加できるそういうも

のにしていただきたいと思っております。

後期計画の５年後の２０１４年の成果指標の推移が、今ここに出ておるわけでございますが、

市長、これ、ちょっとお持ちでしたら、話といいますか、質問をしたいなと思ってます。

５４ページに、成果指標の数値目標一覧というのが出ております。私は、この数値をそれぞれ

出しておりますが、これには、やっぱり財政というのが伴います。金がなくて、これだけやりな
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さいというのはなかなか難しいです。だから、お金は、こういうふうに使います。こういうのが

ありますからこういうふうに推進、振興しますよという、そういう具体的なことが欲しいなと思

ってます。

例えば、一番上の担い手農地集積実績ということで、２０年度実績は、１,３０３ヘクタール

あります。これが、２６年度には１,９７５ヘクタール、この６００ヘクタール、６７０ヘク

タールぐらいはどこをどのように集積するのか、そういうのが、私は、この５年計画の中ででき

ているのかというふうに思っております。

もし、そういう、あるいはここを、あそこに１０ヘクタール、ここ１０ヘクタール、それだけ

集積するんだというそういう数字があれば、きょう、示していただきたいなというふうに思って

ます。

それと、新規就農者、これも２０年度実績で１７名、２１年度が１０名、そして、２６年度

１０名でございますから、ぜひ、この新規就農者については、毎年毎年１０人の新しい農業者が

ふえるということですから、これについても、どういう施策でどのようにお金を使えとは言いま

せんが、どういうことをやるんだと、で、そういう数値がなければ、私は、ただ数字だけを並べ

ておる、それじゃいかんと思ってます。

農業生産額についても、そうです。２０年度５９億７,０００万円、２６年度が７１億

８,０００万円、約２億円、２億円はどの作物でどのくらい上げるのか、そういう数値があるの

か、ちょっと疑いたくなるという状況といいますか、に思っております。

それから、次のページ、５５ページも、繁殖牛の頭数、去年が６,８９２頭、２６年が

７,４４５頭という、約６００頭の増の計画をされています。今でも７,０００頭を割っておると

いう中で、この６００頭をどのような施策で６００頭ふやすんだと、そういうのがあるのかどう

か。

新規漁業就業者もそうですね。去年が７名、そして、２６年度が１３名ということで、なかな

か漁業の後継者もいないという中で、すばらしい私は数字だけは出ておると思います。ですから、

こういうのがぜひ達成できるように、観光消費についても、１２０億円が１４２億円、２２億円

の増になっております。

具体的には、ちょっと時間がございませんからあれですが、こういうすばらしい数値目標がで

きておりますし、先ほど言いますように、この文面についても、飛びつきたいようなそういうこ

う文面でございますから、ぜひこの文面に沿って、この数値に沿って、私は実行していただきた

いなというふうに思ってます。

ですから、もう少しこう危機管理を持って、もし、この数値目標に達成しなかった場合の責任

はだれがとるのか、それぐらい、私は真剣になって、この数値目標についてはやってもらいたい
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なと思ってます。

私も、農協におりましたが、農協はまだ厳しいです。数値目標を達成しなけりゃ、即、職員の

給料とか、そういうのに影響してきます。ですから、そういうことを考えながら、私はこの数値

なり文面等については、そして、財政とあわせて、この振興計画というのを策定してほしいなと

思っておりますし、その財源はあると、財源といいますか、裏づけはあるなというふうに思って

おります。

それから、先ほど言いますように、この計画についても、何回も言いますが、ぜひ住民に参加

してもらって住民とよく話を、ひざ詰めて話しながら、壱岐は将来こういうふうに進むんだとい

うことをぜひお願いをしたいというふうに思ってますから、市長の見解をお願いをしたいと思っ

てます。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） ただいまの呼子議員の総合計画についての御質問でございます。

これを詳しく説明しますと、時間がほんとに長くなりそうな御質問でございました。ただ、確

認をしておきたいと思っておるわけでございますけども、総合計画というのは、壱岐の、いわゆ

る将来像でございます。行政だけでやったわけではなくて、６２ページに審議委員さんのメン

バーもございます。６１ページには、審議会規則もございます。これにのっとって計画をいたし

ておりますし、先ほどおっしゃいましたように、平成１７年に、合併後１年のときにこの骨子が

できておりまして、今回もその骨子は変わっておりません。

なおかつ、この壱岐市総合計画のダイジェスト版を平成１７年の３月に各戸配布をいたしてお

ります。この中に書いてありますことは、今回全く変わっておりません。

その中で一つ、呼子議員さんに御理解をしていただきたいと思いますのは、総合計画、これは

やっぱり将来像ですから、夢のある計画でございますから、ほんとにすばらしいと、私はそれで

いいと思っておるところでございます。

そこで、その中に、５年、５年の基本計画、前期の基本計画、で、今回、後期の基本計画もし

たわけでございますけれども、その下に、これ見ておわかりのように、３年ごとの実施計画とい

うのがございます。これは、毎年見直されるわけでございます。その実施計画が、先ほどおっし

ゃった数値目標、それをその実施計画の中でうたっている。

そして、それをどうして達成していくのか、実施計画でそれはやっていくということでござい

ます。ぜひそういった場所で、その数値については議論をお願いしたいと思うところでございま

す。

ところで、この説明について、確かに６月に配付をいたしまして、議員皆様方にも御説明いた
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しておりません。これは手落ちでございます。ぜひ近い機会をとらえて、まず、議員の皆様方に

この内容を理解をいただきたいと思っております。平成１７年３月以降に新しく議員になられた

方もいらっしゃいます。その方々には特に、御説明をいたしたいと思うところでございます。

そしてまた、これが、どのように住民に周知するのかということでございますが、この本を住

民の方々に御説明するというのは、これはもう至難のわざでございます。

そこで、いろんな各種団体の総会にお呼ばれをいたします。あるいは、各種会合に参ります。

イベントもございます。各種事業の展開もございます。その折々に、あいさつの中で、その産業

その分野について、こういう方向でいってるんだというあいさつをさせていただいておるところ

でありますし、担当者においても、各種会議の折に市の方針というものを説明しておるわけでご

ざいます。そういったことで周知を図らせていただきたいと思っておりますし、要望があれば、

これそのものについても、出前講座等はいつでもやるつもりでございます。

それから、総合計画のみならず、壱岐市には、老人福祉計画とか、あるいは、障害福祉計画と

か、いろんな計画をした冊子がございます。そういったものを置くコーナー、いつでも見れる

コーナーを早速各支所に設けたいと思っておるわけでございます。

それからまた、来年４月からは、先ほどのケーブルテレビも出ます。そういったケーブルテレ

ビなどを利用して、この市の方針について説明をしていきたいと思っておる次第でございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 呼子好議員。

○議員（２番 呼子 好君） この計画は、将来像ということですので、私も、それは理解をし

ております。ですが、この将来に向かっていかに推進していくかというのは、私は課題だと思っ

ております。

ただ、各種会合で口頭でこう言うだけでなくて、やっぱり、先ほど言われますように、出前講

座をしてこういうことでこれを持っていってこれを見てもらって、そして、説明をしたほうがい

いんじゃないかと思ってます。ただ口だけで、あいさつだけでこういう計画をしておると言って

も、なかなか納得できないというふうに思っております。

そういうことで、あと私の後に、音嶋議員がこの総合計画については、時間をたっぷりとって

ありますから、また話があろうかというふうに思っておりますので、一応私のほうではぜひ達成

するようにお願いを申し上げまして、次の質問に移りたいと思っております。

３番目の件でございますが、中学校の統廃合の進捗状況についてということで、教育長にお伺

いをいたします。

先日、全員協議会の折に、統廃合計画の進捗状況の報告がありました。現在の市内１０の中学

校は、昭和２２年の４月に、６・３制の学校改革によって開校された学校でございまして、今日
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まで多くの生徒を輩出し、各地域のよりどころ核として親しまれてきた学校で、６４年という長

い歴史に幕を閉じるわけでございますが、大変、地域としては、なくなるということは寂しい限

りでございます。

統合が決まりまして、いろいろな諸問題の解決に、各町ごとの準備委員会、あるいは専門部会

の皆さん方が、多くの時間を費やしていただきまして尽力され、経過の報告があったわけでござ

いますが、まず、いろいろな課題の中で、校章、あるいは校歌、あるいは教訓、制服とかジャー

ジ、開校・閉校式、あるいは通学等とか、ＰＴＡとか、あるいは跡地利用とか、いろいろ問題が

山積をしておるわけでございますが、今、生徒、あるいは父兄が一番関心を持っておるのは、ス

クールバスの関係じゃないかなというふうに思っております。

私は、廃校になる学校は、スクールバスの運行については、そう問題がないんじゃないかなと

いうふうに思っておりますが、現在の武生水中学、勝本中学、田河中学、石田中学校の校区の生

徒との格差が出てくるんじゃないか、また、出ておるというふうに思ってます。

バス通学による生徒もおります。私は、長いところでは５キロから６キロを長く歩いて、そし

て、登校しておる、そういう地域の生徒もいるんじゃないかなというふうに思っております。

私は、地域的には、今中学校がない柳田とか、志原、で、勝本、田河、石田の地区については、

いろいろこう問題があると思ってます。

特に、郷ノ浦町の場合を見てみますと、初山の若松から通学する生徒についてはバス、あるい

は、隣の遠い志原の釘山とか平人から通学する生徒は徒歩という、若松は近いんですね。ですが、

その釘山とか平人は遠い。そういうのにバスがないというのは、今は、私はこの合併でやむを得

ないというふうに思っておりますが、将来的には、少しこう問題が出るんじゃないかなと、そう

いうことを考えております。今でも、やっぱり遠いところは、自家用車で途中まで送るとかなん

とかしてあります。私は今後も、こういう傾向がふえてくるんじゃないかなというふうに思って

おります。

どうか、子供たち、あるいは父兄とか、地域の方々に安心して登校ができるようにお願いをし

たいと思いますし、私は、今回のこの進捗状況の結果については、父兄、あるいは、地域の住民

の方々に、やっぱり即こういう状況でありますよということを説明したほうがいいんじゃないか

なと。全部決まってからこうしなさいじゃなくて、そして、説明する中で、住民からの忌憚のな

い意見も出るんじゃないかというふうに思っておりますから、できれば、各学校校区ごとに現在

の進捗状況をお話しし、そして理解を求めて、スムーズな４月からのスタートができますように

お願いをいたしたいなというふうに思ってますから、これについての教育長の考え方をお願いし

たいと思います。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。
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〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） ２番、呼子好議員にお答えを申し上げます。

御指摘の生徒の父母、地域住民に対する進捗状況の説明と意見を求めることについてでござい

ますが、統廃合の準備を進めるに当たりまして、統廃合の各種の準備を進めます５つの専門部会

の部員として、保護者代表、地域公民館長、教職員等、さまざまな立場の方に参加をしていただ

いております。また、各種アンケート等も行いまして、その回答結果をもとに、慎重に協議を重

ねてまいっております。

このようなことから、準備委員会立ち上げ後は、特に、その場を設けまして説明会や意見を聞

く会等は行っておりません。しかし、これまで多くの皆様方の意見を反映できているものと考え

ております。

また、これまで準備委員会の協議により決定をした内容につきましては、壱岐市のホームペー

ジへの掲載、報道機関への情報提供、協議結果報告書の定期的な配布等によりまして、広く周知

を図ってまいりました。

さらに、内容等によりましては、各学校を通じて保護者や生徒への周知を図るとともに、校名

等の決定の際には、各公民館回覧用のリーフレットを配布するなど、さまざまな形で広報に努め

させていただいております。

今後は、統廃合に関する決定事項等もふえ、統廃合の全体像が大方見えてきたことから、９月

末から１０月の中旬の適切な時期に、統廃合の全体像が見えるリーフレットを全戸配布をさせて

いただきます。

また、直接新しい中学校に通う子供たちとその保護者を対象にいたしまして、学校説明会を適

切な時期に開催をし、より一層の周知と中学校生活に向けての準備を進めていただくようにして

まいります。

このように、教育委員会といたしましては、あらゆる機会や場を活用いたしまして、広く意見

を集約するとともに、決定した内容等についても、周知を図ってまいっております。今後も、意

見の集約と一層の周知・広報に努め、各中学校が、平成２３年４月の円滑なスタートができるよ

うに努力を重ねてまいります。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 呼子好議員。

○議員（２番 呼子 好君） 今、教育長の答弁にありましたように、ぜひ９月から１０月にか

けまして、各地区ごとにそれぞれ説明会をして、そして、その中で意見の集約を再度してもらっ

て、最終的なゴールにたどり着くように御協力をお願いしたいなというふうに思ってます。

きょうですか、あしたですか、中村議員のほうが、この学校の関係につきましても話があるよ
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うでございます。あと、予算とかそういうのがございますが、この予算等については、中村議員

のほうにお任せをいたしまして、一応、私は、これで質問を終わりたいというふうに思ってます。

ありがとうございました。

〔呼子 好議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって、呼子好議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時とします。

午前10時43分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時00分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。次に、３番、音嶋正吾議員の登壇をお願いします。

〔音嶋 正吾議員 一般質問席 登壇〕

○議員（３番 音嶋 正吾君） それでは、通告に従いまして、一般質問を行います。私が、２番

バッターとして登場いたしております音嶋です。本日の夏は、非常に観測至上まれに見る記録ず

くめの猛暑であり、また、熱中症患者が猛威を奮う酷暑でもありました。

そうした中、白川市長は、殊のほかお元気そうで喜ばしい限りであります。きょうからあすの

両日、すがすがしいお気持ちで、私を含め１２名の議員の一般質問におつき合いを願いたいと思

います。

記録ずくめと申しますと、テレビでもございましたが、太古の戸籍の不備によりまして、生存

しておられれば日本一の方が、壱岐にいらっしゃったというニュースもございます。

そしてまた、７月の長崎県の管内のハローワークにおきまして、有効求人倍率において、壱岐

市がナンバーワンであるというようなＮＨＫの報道がなされておりました。これは、民放ではご

ざいませんので、ＮＨＫでありますので確かな情報であろうと思います。

日々、そうして、市長を初め、市民の皆さんが、鋭意努力された結果の結集であろうと、大成

であろうと考えております。引き続き、そうした持続可能な発展ができますようにと願っており

ます。

先ほど、トップバッターの呼子議員の壱岐総合計画の後期編のお尋ねがございました。何も二

人で話し合わせたわけではございませんが、たまたま思いが一緒であったのかなというふうに考

えておりますし、基本的に呼子議員のお考え、発言されたことが、私の考えのすべてであります。

で、どうして切り出そうかと、今ちょっと頭の中で整理をしながら、登壇をいたしておるところ

であります。重複しないように質問をいたしたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げた
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いと思います。

さて、後期計画はいかにして策定をされたのか、前期計画をする折は、当然、長田市長のもと

で合併当時のことであったと考えております。住民アンケート、そして、審議委員による慎重な

審議をした後に、前期総合計画の策定がなされたものと考えております。

そこで、やはり５年、１０年を一スパンとして、前期５年、後期５年見直すと、具体的には、

実施計画においては３年ごと壱岐市においては毎年見直すと、非常に詳細にわたって見直すとい

うふうになされておりますが、果たして、それが本当に住民に伝わる形の、そして、住民を巻き

込んだ形の後期計画の策定がなされたのかどうかということであります。私は、まずもって、前

期計画の達成状況を市長が、この５年間合併してどうとらえてあるのか、まず、５年間の検証に

ついての評価を伺いたい、そのように考えております。

次に、本年３月に、壱岐市総合計画審議会の答申をもとに、これまでの前期計画での取り組み

を踏まえ、後期計画を策定をされたと認識をしております。どのように、いわゆるフィードバッ

クして、結果をもとにどのように見直しをされたのか、そのことについてお尋ねをいたします。

特に、市長が、この項目は特にとのお考えで見直された点と、そして、将来を見据えて大所高

所的な見地で見直された点、その件に関して見解を賜りたいと考えております。

３点目として、壱岐市が、総合計画で目指す方向性をどれだけ市民が理解をされておるのかと

いうことであります。

先程来、同僚議員の呼子議員からも御指摘があっておりました。私もまさしく、そこが一番大

事なことであろうと考えております。昨今、行政主導の自治運営は、もう既に限界点に達してお

ると言われております。市長も、同類の認識をされておるのではないかと考えております。

現在、発想の転換なくして、地域の発展、再生は望めないと考えております。市民協働を目指

すと常に表現をされますが、単なる言葉のあやにすぎない。私は、そうした状況も散見されると

考えております。行動が伴って初めて身になる、そのように考えております。市民の皆さんに総

合計画の周知を、再度伺います。どのようにしてされようとしておるのか。

この３点について、市長の見解を承りたいと思います。小分類の４に書いておりますが、前期

計画と後期計画を市長の答弁の後、対比を含めて議論をさせていただきたいと考えておりますの

で、まず、御見解を賜りたいと思います。

○議長（牧永 護君） 音嶋議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 音嶋議員の御質問にお答えいたします。

私の健康を気遣っていただきまして、ありがとうございます。極めて元気に頑張っております。

今後とも市政に邁進していくつもりでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
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まず、この総合計画について、見直しに住民を巻き込んだのかという御質問でございます。

先ほど申し上げますように、要綱に従いまして、各種団体の長等々を中心に、名簿を６２ペー

ジに掲げておりますように、その代表者の方々の御意見を十分に承ったということで、私はそう

いう、今回の委員の方は住民の代表であるという観点から、私は、住民を巻き込んで見直したん

だというふうに思っておるところでございます。

それから、５年間の評価でございますけれども、御存じのように、今回から目標数値というの

を掲げたわけでございますけれども、その中でも、例えば、農地集積などについては面積であら

わす。あるいは、エコファーマーなどは人数や品目、特定農業法人では団体数、あるいは、農業

生産額については金額、検診については受診率、あるいは、補助金等については、マイナス目標

といったようなものを全体として掲げておるわけでございまして、数値でこの達成度、５年間の

達成度というのをあらわすのは非常に困難でございます。

ただ、限られた財源にありまして、実施計画に基づきまして、各課で財源の許す範囲で、財源

をいろいろ求めて、そして、私は、壱岐市は今日まで努力をしてきたと申しますか、成果を上げ

てきたと思っておるところでございます。

それから、次に、どういうフィードバックをしたのかというようなことでございますけれども、

この見直しに当たりまして、市民の皆様の意識や考え方を把握するために、市民アンケート調査

を実施をいたしました。調査項目といたしましては、壱岐市への定住意識、合併に対する評価、

災害に強いまちづくり、現状の満足度と今後の取り組みの重要度、市民参画のあり方について、

行政改革について、今後のまちづくりに対する意見というものを調査をいたしました。

その結果につきましては、広報「いき」やホームページに掲載いたしまして、市民皆様へお知

らせをしたところであります。このアンケート結果に、前期における市民の皆様の評価が出てく

ると考えておりまして、この結果を壱岐市総合計画審議会の第１回目の、今回の第１回目の会議

の折に御説明をする形でフィードバックをいたしました。このアンケート結果と審議会委員皆様

の御意見を反映させながら、これらの経過を経て後期基本計画を作成したところでございます。

今回のどういうところに力点に置いたのかと、どういうところを見直したのかということでご

ざいますけれども、政策評価の結果をもとに、完了施策事業、削除、あるいは変更、新規追加す

るなど、今回は、時点修正を行う形で最低限の見直しを行ったということでございます。

次は、５年後の平成２６年度に改めて基本構想を策定する時点では、抜本的な見直しが必要に

なってくるかと思いますけれども、一応、２００５年から１４年の当初の総合計画について、総

合的に見直したということでございますか、今回の地域通信、いわゆる光ファイバー網の整備等、

こういったものについては、新たに出てきた大きな事業であるということを申し上げておきたい

と思います。
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それから、行政主導につきましては、まさにそのとおりでございます。行政主導の時はもう既

に限界があるということを思っております。その中で、言葉だけというようなことに今御指摘が

あったわけでございますけれども、住民参加のまちづくりの推進ということで、そこに住む人々

みずからの総意と力の結集でつくり上げていかなければいけないということは、改めて再認識を

しておるとおりでございます。

それから、この計画について、住民への周知ということでございます。先ほど申し上げました

ように、インターネット、あるいは、お申し出があれば出前講座、それから、各支所にいつでも

見れるようにコーナーを置くと。

そしてまた、これは、消極的な周知の方法ではございますけれども、積極的な周知の方法とし

ては、それぞれの実施計画に当たる事業計画の中で、やはりその関係者等々に対して十分な説明

をしていく。その事業を展開する中で、いろんな説明会などの折に説明をしていくというふうな

ことで周知を図りたいと思っておるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 音嶋正吾議員。

○議員（３番 音嶋 正吾君） 原則的な回答が返ってきたなという思いであります。私が申し上

げておるのは、呼子議員も申されましたが、すばらしい計画であると、ほんと参考になることが

山盛りの計画であるというふうに位置づけております。しかし、一番大切なことは、周知を図る

ことであると思います。恐らく、この後期計画、総合計画を知ってある方が、何名壱岐市にいら

っしゃるのか。

恐らく、６月定例議会の折に、議員に冊子としてこうした形で配付がされました。私は、こう

いう形でいいのか、読みなさいよということでいいのか。内容を説明し、企業で言えば、社針な

んですよ。会社の経営方針なんです。それは、先ほども、市長、お認めになりましたね。市のす

べての方向性、計画というのは、この壱岐市総合計画にすべて濃縮されておるという見解をされ

ました。

確かにそうでありましょう。それを伝える責任がありませんか、伝えて、実効力ある計画にす

ることが揺るぎない壱岐市の発展につながっていくし、そして、市民が、おれたちは何したらよ

かとない、どういう形で市政にかかわったらいいのかという投げやりの気持ちが、今現在散見さ

れるのではないでしょうか。

モチベーションを、市民のモチベーションを高めることによって、地域の再生、発展につなが

っていくと思うわけです。市長は、お申し出があれば、出前講座をいたしたいというふうに見解

を述べられました。そうじゃなくて、一人でも市民に方向性をわかっていただくために、愛情の

自治、足を運ぶ自治、そうした取り組みをしていただきたい。
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私は、すべての答えは、机上にあるのではないと考えております。現場にあるわけです。現場

に足を運んで、私たちも汗をかいてみて初めて、あっ、これはこう改善したいなというふうに考

えます。頭の中だけで考えても、そうした発想とか、改善点は出てきません。私はね、そうした

面で言って、職員の皆さんも、我々議員も、有志で市民に一人でも多くの理解を得るように周知

徹底することが、地方自治の市民協働の最大の任務である、そのように考えております。

ちょっと、総合計画について触れてみます。地方自治法というのは、地方自治の憲法に当たり

ます。地方自治法第２条４項に、「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を

経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即し

て行うようにしなければならない」となっております。

我々議会に、後期総合計画の議決はする必要なかったのか、議会に提案して議会に諮る必要は

なかったのか、まず、この件に関してお答えをいただきたい。議決を得なくて後期の総合計画は

施行していいのかどうか、まず、この件に対する見解を求めます。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 周知を図るということで、非常に消極的だという御指摘でございます。

私は、正直申し上げて、出前講座、いわゆるお申し出があればということで申し上げました。

しかしながら、私は、正直就任いたしましてから、まだタウンミーティングをしていないわけで

ございます。近々タウンミーティングをせにゃいかんという考えを持っております。その折に、

この計画等を周知するということを含めまして、あるいは、文書等の配布等々の手段をもちまし

て、周知を図っていきたいと思っております。

次に、この総合計画について、議会の議決は必要ないのかということでございます。

壱岐市総合計画そのものについて、当初、議会の議決をいただいております。そして、今度見

直したということで、基本計画を見直しておるわけでございますけども、これは、壱岐市総合計

画の変更にも当たります。ここで即答できませんけれども、自治法に従った処理をしていきたい

と思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 音嶋正吾議員。

○議員（３番 音嶋 正吾君） 議会に議決を受くるべきか否かの結論というのは、ここでは回答

できないということでありましたので、そのことはわかりました。

しかしながら、市民の代表である議会に、後期の計画、いわゆる基本構想にのっとり、そして、

基本計画を後期でこのように見直す。議会の皆さん、市長である私がこうした方向でやりたいと

考えておりますということを、なぜ議会に諮っていただけないものかというふうに考えておりま
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す。そうした姿勢が、ひいては、市民に伝播する、いわゆる伝える、そうしたことに不十分な結

果になりはしないかと懸念をいたします。ぜひとも、早急にそうした取り組みをしていただきた

いと思います。

お互いに気持ちを共有しながら、例えば、市民の皆さん、行政と、そして、議員さんと、響き

合うですね、響き合う、何でも自分だけ、私のようにわあわあ言いよったら空元気といいます。

ほんとの元気というのは、響き合うことだと思います。

例えば、市長が、今目線を据えてあります。私も、市長に目線を据えておると思う。これは真

剣勝負だから、響き合っておると思うんです。こうした対面の仕方をとっていくべきではないか

と。そうすることにより、私は、壱岐市政の浮揚が図れるし、市民に信頼される組織としてなし

得ると、任務をなし得るというふうに考えるのであります。何度も復唱をするようでありますが、

伝えることの大事さですね。

私は、地方自治の中で、一番すばらしいなというふうに考えてる事例がございます。それは、

前にも、一般質問の席で述べたかもしれません。島根県の海士町というところの、私は、振興総

合計画の策定の仕方に、物すごく注目をいたしておるのであります。

と申しますのは、まず、基本計画を策定するに当たって、いろんなチームをつくって、例えば、

人に関するそれぞれの人間関係に対するチームとか、そして、産業振興をいかに図っていくかと

いうチームとか、暮らしですね、お年寄りとか、すべての皆さんの暮らしに関する研究をする

チームとか、そして、地域の環境問題、いろんなごみとか、漂着ごみ、いろんなこともあるでし

ょう。そうした素案策定委員会というのをまず立ち上げて、計画の素案を練ると。

そして、その下に、先ほど言われましたように、総合計画策定委員会というのがございまして、

そこに提案をし、そしてまた、総合計画策定委員会が、原案をまた差し戻すというふうにして、

より切磋琢磨、改善をしながら原案をつくる。

そして、そこで市長に提案をすると、そして、かつ新たに職員を含めた計画策定審議会という

のがありまして、市長がまずそこに諮問をし、そして、市長に答申をする。そして、そこでまた

繰り返し、ＰＤＣＡの原則を見直しをし、改善をするということを繰り返す。そして、市長が初

めて市議会に議案として提案をし、計画案を議決をしておるというような取り組みをしておられ

ます。

私が、ここで一番注目したいのは、多くの市民の方を、まず、素案選定委員会に周知をしても

らう。参加をしてもらう。そのことが、物すごく貴重であると考えるわけですね。自分も自治に

かかわっていると、私がすることが身になれば将来こんな姿が見えると、そういう夢と希望を持

てる、そのように思うわけです。

そうした取り組みも、今後取り入れていただければなと考えております。私は、市民とのきず
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なこそがすべてであると、そう思っております。どうでしょう、市長、そういう組織編成を考え

てみられてはどうでしょうか。まず、見解を賜りたいと思います。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） まず、今回の総合計画につきまして、議決の要・不要にかかわらず、議

会に御説明をしていないということについては、率直におわび申し上げたいと思っております。

近く機会をとらえて議決の要否にかかわらず、議員の皆様には十分な御説明をいたしたいと考え

ております。

それから、海士町、ここはＣＡＳとか、いろんな新しい取り組みをなさっているところでござ

います。Ｉターンの方も、かなりいらっしゃるようでございまして、すばらしい行政をなさっと

るなと思っておりますけれども、この件についても非常に、今ただいま承ってすばらしいなと思

っておるところでございます。やはりこの議員の、こういう例があるという御提案については、

ぜひ参考にしたいと思っておるところであります。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 音嶋正吾議員。

○議員（３番 音嶋 正吾君） 前段のほうは、私も、総論で申し上げましたんで、第４項目に、

前期計画と後期計画を対比して行うというふうに通告をいたしておりますので、その項目に移っ

ていきたいと考えております。

市長は、前期計画と後期計画とをお持ちですね。はい、わかりました。そうしますと、後期計

画の３ページ、そして、前期計画の１５ページをお開きをいただきたいと思います。

これは、基本構想、基本計画、実施計画、それぞれのマスタープランが記載されております。

これはほぼ、前期計画、後期計画、変わらないですね。変わらない。方向は変えないということ

でありますので、それ結構であります。

そしたら、その次に、後期計画の２５ページをお開きいただきたいと思います。魅力ある観光

振興についてということでありますが、継続事業、廃止事業に至った経緯について、まずお尋ね

をいたします。

前期計画には、巨石古墳群整備事業、古墳公園整備事業、遊歩道整備事業、こうしたものが連

載をされておりますが、後期計画に至っては削除されております。私は、原の辻の一支国博物館

の開館とともに、茶谷氏を呼んでプロデュースして、「古代史ぎっしり・壱岐」の島というよう

なキャッチコピーをつくられたかと思いますが、市長、これはね、整備が終わったんですか、必

要ないんですか。いろんな古墳を散策してみましたときに、まだ、私は、整備が不十分と考えて

おります。
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特に、双六古墳に至っては、双六古墳に通ずる道路の整備と、そうしたものをすべきではない

でしょうか。最大の古墳というふうに掲示されております。そうした整備のあり方、もう必要な

いというふうにされておるのか。

次に、効率的な行政の充実についてということで、前期は５５ページ、後期は４５ページ、本

庁舎の建設については、庁舎建設審議委員会を立ち上げ、新市の行政の中枢となる庁舎を整備す

るとあるが、いかなる構成員で組織をされていたのか、また、今日までの活動実績はあったのか、

後期計画でも同様でありますが、どのように本庁舎の整備計画を展望されておるのか、まだ、建

設審議会というのを開催をされるのか、その件に関してお答えをまずいただきたいと思います。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） まず、巨石古墳群のことについて申し上げます。

古墳群の整備事業はないのかとおっしゃっておりますけれども、後期総合計画の３５ページを

ご覧いただけますでしょうか。（「後期の……」と呼ぶ者あり）後期の３５ページ、ここに主要

事業といたしまして、歴史的文化遺産の保護と活用ということでやるというふうに載せておると

ころでございます。この「歴史を活かしたしま」ということでございますので、歴史遺産につい

ては、整備を図っていきたいと思っているところでございます。

それから、本庁舎の問題でございますけれども、私が就任する前でございますが、平成１９年

に分庁方式でいくという、議会でそういうことが決まっております。今、１９、２０、２１、

３年間経過して４年目でございますが、私はこの本庁舎、常々集約をしなければ本当の行政改革

はできないと、分庁方式は非常に無駄があると常々思っております。

しかし、その議論を始める時期が近づいておると思っております。平成１９年に皆様方が分庁

方式を決められた。その舌の根も乾かぬうちに、本庁舎の議論にはならないと、私は今のところ

思っておったところでございます。私も、そろそろ本庁舎の議論に入らないと、このまま職員を

減員していってる。あるいは、今の壱岐を考えた場合、やはり、そろそろ本庁舎の議論をしなけ

ればいけない時期かなと思っておるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 音嶋正吾議員。

○議員（３番 音嶋 正吾君） わかりました。本庁舎の議論を真剣に検討をしていきたいと、議

論をしていきたいというふうに理解をいたしたいと考えております。

議長、ここの中で、私も、一括して申し上げるべきであったのですが、新旧の対照で１つだけ

漏れておりましたんで質問をさせていただきたいと思います。

済みません、市長、５５ページ、先ほど申しました５５ページと、前期が５５ページ、後期が
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４５ページですね。ここの効率的な行財政の充実、片方だけ見てください。前期計画の５５ペー

ジですね。そこの中で、経営的発想の導入事業、行財政評価システムの導入検証調査事業、民間

活力の活用推進事業、情報公開制度確立推進事業、この事業が、後期計画では取り上げられてお

りません。

私は、民間活力とか、そうした制度を導入すべきであると考えますが、どのような理由から、

そういうふうに見直しをされたのか、後期計画は、４５ページですね。一番民間の意見を聞い

たり、市民の意見を聞いたり、そうした制度を取り入れるということが見直されておりますので、

その経緯というのをお尋ねをいたしたいというふうに思います。

まだ、時間もありますので、意見を整理されてお答えをいただいて結構でございます。市長の

考えで結構です。なぜ、その分野を見直されたのか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） お答えいたします。

私も、この基本計画を頭の中に全部入れとらんもんですから、なかなか全体的な研究に少しだ

け足りないところがございました。

４４ページをご覧いただきたいと思います。この４５ページの主要事業の中からは外しており

ますけれども、文言として、住民参加による施策の推進、情報化や情報提供システムの確立、そ

の前に、行政組織横断的な連携強化や企業等民間活力の導入等々として、文言には入れておると

ころでございますけれども、主要事業から外しているという状況にございます。

しかしながら、この主要事業から外したということ……（「もう一度」と呼ぶ者あり）民間活

力、そして、こういったものについては、引き続き、特に力を入れて活用せにゃいかんという思

いでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 音嶋正吾議員。

○議員（３番 音嶋 正吾君） わかりました。私も、対比するのみで具体的な通告をしておらな

かったのは失礼かと思います。しかし、私は、あくまでも、市長のハートで答えていただきたい

と、事務側が用意した原稿にのっとらないで、あくまでも、市長の政策判断として決定をしてい

ただきたい。そんな難しい質問は、私はしておらないと考えております。

まず、何事においても、アイデアを形にする。例えば、提言を形にするためには、できない理

由を探すのではなく、できるためにはどうせねばならないかということに、まず発想の転換をし

ていただきたい。

そして、その次に、できることから始めようから、できることを広げていこうと、何々をしな
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ければならないではなく、みんなを誘導するように、しようよという、そうした形の活動への転

換を図るべきではないか。

次に、私の悪い性格でもありますが、白黒物事をつけるのではなく、おまえは間違うとる、お

うとるじゃなくて、やはり地域問題の解決には、柔軟な活動方策が求められると考えております。

それぞれの立場を深く理解と共感をする必要があるんじゃないかと思います。

そして、みんなに喜ばれる活動をつくり出していこうとすべきではないでしょうか。人間とい

う動物は、人の役に立てば大変喜ぶ動物であるというふうに書かれておりました。私は、今回の

質問で最も強調したかったのは、絶えず、計画・実践・点検・改良、いわゆるＰ・Ｄ・Ｃ・Ａの

サイクルを絶えず繰り返して、行政と市民との間で密接に会話をしていくということを強調した

いわけであります。そして、市長にも、そうした市政の運営に取り組んでいただきたいと、その

ように考えております。

この総合計画が、絵にかいたもちにならないようにすべきであると思います。我々含め行政マ

ンは、思いやりのある自治を、足で歩く自治を、考える自治を市民に提供をしていただきたいと

思います。

私は、行政の皆さん方は、市民の宝であり、尊敬されるに値する職員であってほしいなと思い

ます。官と民が響き合う島づくり、おーいと言えば、おーいと返ってくる、こだまする、そうし

た壱岐市の市政を恋願うものであります。私の今回の質問のキーワードというのは、人づくりこ

そが地域再生のかぎを担っておると考えております。

最後に、市長の思い、気持ちをお聞かせをいただきまして、私の一般質問を終わりたいと思い

ます。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 音嶋議員には、いろいろと心の持ち方、そして、市政をする上での非常

なポイントを教えていただきました。

ところで、私は、物事に対してできない理由を探すと、絶対にありません。私は、どうしたら

この事業ができるか、どうしたらできるか、この考えを常に持っております。私はこの考えは絶

対、音嶋議員には負けないと思っております。だれにも負けないと思っております。私は、どう

したらこれができるかということをいつも考えておる。これだけは絶対負けないと、強く申し上

げておきたいと思います。

ただ、その次の皆さんを鼓舞してやろうじゃないか、この雰囲気づくりは、若干欠けておりま

す。それは、そう思っております。しかし、次の柔軟性、これは、やわ過ぎるんじゃなかろうか

というぐらい持っておるところであります。
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しかしながら、先ほど音嶋議員が言われましたＰＤＣＡ、そして、人づくり、まさにそのとお

りでございます。武田信玄ではございませんけれども、やっぱり人というのは、一番大事でござ

います。その点は十分肝に銘じて、今後の行政を担っていきたいと思っております。ありがとう

ございました。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議員（３番 音嶋 正吾君） ありがとうございました。終わります。

〔音嶋 正吾議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって、音嶋正吾議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） ここで暫時休憩いたします。再開を１３時とします。

午前11時49分休憩

………………………………………………………………………………

午後１時00分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。次に、１２番、鵜瀬和博議員の登壇をお願いします。

〔鵜瀬 和博議員 一般質問席 登壇〕

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） それでは、通告に従いまして、市長に対しまして、１２番、鵜

瀬和博が質問をさせていただきます。

大きく２点、まず、第１点目に、職員の士気高揚についてお尋ねをいたします。

市長は、住民福祉向上を目的として、本市の財政健全化に資するために、市職員の給与カット

を実行されております。今回の給与カットによる成果は現在どのようになっているのか、お尋ね

をいたします。

また、このような施策の最終目的は、住民福祉サービスの向上にあることは言うまでもありま

せんが、職員の士気低下による住民サービスの低下等になってはいけないと考えております。

また、最近ではよく、まちでは職員の人たちが飲み食いに来る人が少なくなってきているよう

だと、飲食店の方々の声をよく耳にするようになりましたが、今回のこういった施策において、

島内経済に対する影響を市長はどのように感じ取っているのか、お尋ねをいたします。

２点目といたしまして、同じく、財政健全化に資することを目的として行われている無駄遣い

ストップ本部の現状と成果並びに今後の数値目標はどのようになっているのか、お尋ねをいたし

ます。

３点目に、さまざまな課題を抱える本市にとって、課題解消のためには、市民の御理解、御協

力と市長のリーダーシップ、職員の力は必要不可欠となっております。職員の職務に対する士気
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の向上を図り、住民サービス向上に反映させるためにも、若手職員を庁舎内外のプロジェクトへ

の起用や、職歴に関係なく有能で頑張っている職員は評価し当然報われるべきと考えます。その

ため、現昇給・昇格制度を改善し改革を行うべきと考えます。

つまり、民間企業のように、平成２１年３月の一般質問で、職員の士気高揚のために人事考課

制度の導入を質問したところ、市長は、人事評価は現在のところ完全実施には至っていない。現

在の進捗状況は、副市長を委員長とする壱岐市人事給与制度検討委員会及びワーキンググループ

に壱岐市が新たに進める人事考課を中心とした人事給与制度の構築及びその運用に関し、必要な

事項を調査研究、審議している。

今後の人事評価システムモデルの構築に向けては、参考意見をまとめ問題点の洗い出しをする

ように行っていく。もちろん行動目標も文書で提出させる。このように試行を重ねながら、まず

は、人事評価をするためのシステム構築に力を入れていく。本市の目指す人事評価とは、職員が

目標を明確に意識し、それを実現するために職員一人一人が積極果敢に職務に取り組むための環

境形成を行い、評価結果を本人に返し納得させることにより人材育成に活用する。

そして、意欲を持ち成果を上げた職員には適切な処遇をすること、人事評価制度は、職員の仕

事を着実に達成させ、意欲を喚起する手段として活用すべきであると考えている。

さらに、この点で人事評価制度は、不可欠な公平性・公正性・透明性・納得性・客観性を確保

するシステムモデルの研究と施行改良を行いながら、全職員に対する完全実施に向けて準備を行

っている。２１年においては、能力評価の施行実施及び人事評価と給与処遇をリンクされた評価

基準の策定をワーキンググループを中心に研究していくと答弁をされました。

また、私が、先行事例として、姉妹都市でもある長野県諏訪市の人事考課制度を参考にしては

どうかと提案をさせていただきましたが、その後の人事考課制度の導入に向けた進捗状況をお聞

かせください。

４点目に、職員の士気高揚のため、人事考課制度に加え、壱岐市の産業振興策、市民協働の取

り組みなど、所属課を飛び越えた全庁的に職員提案型コンペを企画し、職員の投票などを行わせ

て上位５チームを選抜し、市長を前にプレゼンテーションをさせて、来年度の予算に反映させる

などの取り組みや、日ごろなかなか話せない若手職員や各支所の職員と市長との対話、直接ミー

ティーングを実施したらどうかと考えますが、市長の考えをお聞かせください。

○議長（牧永 護君） 鵜瀬議員に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） １２番、鵜瀬議員の質問にお答えいたします。

職員の士気高揚についてという点でございますけれども、まず、職員の給与削減につきまして

は、財政健全化の推進の目的で、平成２０年１０月より、給料の５％と管理職手当の３０％を削
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減しているところでございます。

これによりまして、単年度、１億５,０００万円程度の削減効果となっております。このこと

が、職員の士気に影響したり、ひいては、住民サービスの低下につながっていくのではないかと

御心配をいただいていることに対してでございますけれども、労務の対価として支払う報酬を削

っているという事実からすれば、議員が気にされている点についての配慮やねぎらいの気持ちは

大切であると思っております。

市職員には、この件に関して理解をいただき、非常に感謝をしているところでありますし、壱

岐市のためにという努力目標を掲げた志に、公僕として共感していただいていると信じていると

ころであります。したがいまして、このことが、住民サービスの低下につながるとは思っており

ません。

実は、先ほど言われる島内の飲み屋に職員が来なくなったというようなお話でございますけれ

ども、この５％のカットによって、そういうことではないと思います。いろいろ情報等ございま

すけれども、昔は「行くぞ」と言われたら、「はい」と言って必ず行っておりましたけれども、

最近はなかなかそうはいかんという気質、若者の気質というのもあるのではなかろうかと思いま

す。

給料の５％カット、管理職手当の３０％カットでございますけれども、平成２０年１０月１日

から２５年３月３１日まで行うということで条例化をいたしておるところでございます。平成

２０年度と比較いたしまして５３億円。失礼しました。２０年度の当初予算で、人件費全体で

５３億円でございます。平成２２年度の当初予算は４９億円でございまして、２０年度対比

９２.５％、７.５％の削減になっておるということでございます。

次に、無駄遣いストップ本部の現状とこれまでの成果、今後の数値目標ということでございま

すが、壱岐市無駄遣いストップ本部につきましては、平成２０年５月に立ち上げ、民間から４名

の皆様に本部員として参画いただき、市民皆様、そして、職員からの提案などをもとに、実施計

画を策定し、これまで職員一丸となって取り組んでまいりました。

この実施計画につきましては、８７の具体的な項目を掲げておりますが、この成果、効果額に

つきまして、金額を算出できるものについて算定した結果、平成２０年度の効果額については、

給与費削減の抑制という項目を除きまして、３,１６８万円、給与を含めますと、３億４,７５２万

円となります。

また、２１年度の効果額につきましては、同じく給与を除いて、１億１,３４８万円、給与を

含めますと、５億２,９９１万円となっております。この効果額につきましては、基本的に平成

１９年度と各年度とを比較したものでございます。

また、給与費等の抑制という項目については、無駄遣いの視点ではなく、行政運営経費の削減
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という視点で掲げていることを申し添えたいと存じます。

平成２１年度の効果額１億１,３４８万円の主な内訳といたしましては、旅費の削減で

５９４万円、広報紙の見直しで１３７万円、電力契約メニューの変更で電気料で１,５２７万円、

保守・点検業務の見直しで１４１万円、交際費支出の見直しで１７８万円、市民病院の電気料の

見直しで２２９万円、サンドーム壱岐、安国寺宝物展示館など、施設管理の見直しで４,３０５万

円、それから、公債費、これは、債務の償還という意味の公債費でございますが、公債費の抑制

で繰り上げ償還の実施によりまして、後年度以降の利子償還額の減額が、３,５０５万円などと

なっております。

このほか、数字で算定できない項目もございますが、職員一丸となって取り組んでいるところ

でございます。今後さらに、職員一人一人が日ごろの業務を振り返り、小さなことからでも必ず

改善できることがあると考えております。

こうした小さな積み重ねが大きな成果となってあらわれ、本市の発展につながり、市民皆様の

信頼を得ることができるものと確信をいたしております。今後も、市民皆様の御意見をいただき

ながら、また、新たな項目などは随時、目標を掲げ取り組んでまいりますので、無駄遣いストッ

プの御提案を含め、忌憚のない御意見をいただきますようお願いするものであります。

また、今年９月１日付で、無駄遣いストップのさらなる取り組みの強化を図るため、無駄遣い

ストップ本部員の再編を行いました。これまでは、民間による４名の本部員としておりましたけ

れども、民間から８名の皆様に御就任をいただき、活動を始めたところでございます。

次に、職員の士気の高揚でございますけれども、庁内プロジェクトの若手職員の起用等につい

ては、議員のお考えのように、前例や近隣自治体の動向をうかがった安全路線を行く旧態依然の

お役所仕事からの脱却を期待する上で、若い職員の柔軟な考えや好奇心、意欲は非常に効果的で

効果を生むと思っておりますし、職員配置の上でも今以上に心がけていきたいと思います。

給与人事制度については、平成２１年３月と平成２１年の１２月にも御質問をいただいており

まして、重複する部分もありますが、その取り組み状況と経過をお知らせいたします。

壱岐市の人事給与制度の構築の研究を開始したのが、平成２０年２月でありまして、副市長を

委員長としたワーキンググループ、先ほど申されたとおりでございます。進捗状況といたしまし

ては、平成２０年７月に、一般事務職を対象としたシステムモデルを策定し、平成２１年５月に、

介護職員、技能労務職員、船員、消防吏員、獣医師、医療専門職の全職種を対象としたシステム

モデルの策定が完了しております。

このシステムモデルは、能力評価と業績評価の二面から人事評価をするものでありまして、業

績評価は、目標管理制度とリンクさせるようにしております。システムモデルの内容及びワーキ

ンググループからの報告書については、壱岐市の内部情報系に掲載しておりまして、いつでも全
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職員が閲覧し研さんできるようにしております。

実際の運用につきましては、試行実施による問題点等の洗い出しが必要であることから、平成

２０年度、２１年度で、管理職員を対象に管理職の行動目標を人事評価の業績評価に活用した形

で試行実施いたしました。４月に行動目標を設定し、年度末に実績報告並びに評価を行っており

ます。

管理職員の行動目標については、壱岐市の行動目標として全管理職分を市の内部情報系システ

ム上に掲載し、全職員が課及び市の努力目標を確認し、全職員一丸となって目標達成に向かって

取り組むことができるようにしております。

なお、理事分につきましては、行動目標及び実績報告について、市のホームページにも掲載し

公表いたしております。本年度も同様に、管理職については、４月に行動目標を設定し内部情報

系への掲載、ホームページでの公表をしたところであります。

次に、人事評価と給与処遇とのリンクについては、現在のところ、具体的な試行もできていな

い状況でございます。この段階まで持っていくには、全職員を対象に能力評価と業績評価の試行

を繰り返して実施しながら、労使が納得した勤務成績の評定基準や状況をつくっていく必要があ

ります。

また、公平な勤務評定をするためにも、職務給の原則を貫徹し、標準職務表の適用を厳格にす

ることが必要であります。

実は、御存じのように、給料は、原則、標準職務表によらなければいけないとなっておりまし

て、課長でなければどこまでいけないと、昇格できないというのが原則でございますが、残念な

がら、相当職の規定がございまして、課長にならなくても、そこまで昇格できるというようなこ

とで、今のところ、年功序列的な体制になっております。これを本来の標準職務表、人事院が出

しております標準職務表にまず戻すということが大前提になると思っております。

人事評価制度の導入の目的は、目標管理や人材育成の面での活用のみならず、職員一人一人が

積極的に職務に取り組み意欲を持ち、成果を上げた職員には、適切な処遇をすることによって士

気を向上させることであります。

例えば、申し上げましたようなことで、今後の課題といたしましては、職員団体との協議並び

に全職員を対象とした試行実施がございますけれども、職員の意欲と能力が存分に発揮できる環

境を整備し、職員の意識向上を図るため、人事評価制度の定着を推進していきたいと考えておる

ところでございます。

次に、若手職員と市長との対話式ミーティングについてでございます。

平成２０年度から、全部署、全職員との意見交換をしてまいりました。平成２０年度において

は、７月１０日から１０月にかけて延べ２４回開催し、４５０名程度の職員と話をいたしました。
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また、２１年度は２２回の開催でございまして、４００名の職員が出席し意見交換を行ったとこ

ろであります。本年度につきましても、９月下旬から実施することといたしております。

また、各職員との意思の疎通を図るため、各職員とのメールでの意見交換なども実施しており

ます。やはり職員との対話は、私も大変重要であると認識しておりまして、その中から、さまざ

まなアイデアも浮かんでくるものであります。今後も、あらゆる機会を利用して、若い職員を含

めて対話を心がけてまりいます。

企画コンペ等については、研究をさせていただきたいと思います。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） まず、１点目の給与カットについてですけども、職員の皆さん

の御理解を得て、管理職を含めて、１億５,０００万円ほどの削減ができたということで、あと

は、島内経済への影響については、これによって起こったのじゃないというような認識のようで

ございます。

私は、日ごろより思っているのが、単にその経費削減のためということで、給与カットとかで

はなくて、例えば、今職員の方が、たしか年末あたりにされてる商品券の購入とかを１人当たり

５万円なら５万円、それを例えば１０万円にして、要は、島内でお金が回るような工面を考えて

いったほうがよりいいんじゃなかろうかと。そうすれば、そこに暮らす人々の収入も上がって、

そして、税収も、極端にはいかないでしょうけども、やっぱり市民からいただいた税金ですから、

それを壱岐島内で回るようにして、なおかつ、やっぱり観光等の振興をして外貨を稼ぐという方

法に、今だから特に厳しい時代だからこそ、先ほどから言われました市長の人事評価制度に加え

て、やはりそこで働く職員のモチベーションを上げていってぜひ職員力を高めて、そして、なお

かつ組織を活性化して、その中で若手職員を初めとした多くの経験者の方々の知恵を出して、そ

して、先ほどから御質問があった壱岐市総合計画の中で、その実現のために民間企業も含めた団

体と協力、連携をして、ぜひ実現に向けていただきたいと。

それと、以前、同僚の一般質問の中にもありましたけども、例えば、今回１億５,０００万円

カットするわけですけども、このカットした分が、ほんとはどこどこに使われてるんだよ、例え

ば子育ての、前、市長が言われました無駄遣いストップ本部の分については、６歳児の医療費無

料の一部に使わせて、今のところは３歳児ですけど、使わせていただく財源にしたいと考えてお

りますとか、そういうふうな形で言っていただければ、我々がというか、職員の方々が、時代の

流れではありますけども、苦渋の選択の上で市の財政のことも考えて、カットされた分をそうい

った形でそのカットした、恩恵ちゅうたら失礼ですね、していただいた分で、財源で、そういっ

た部分が壱岐市のためになっているというふうになれば、逆に言えば、単なるカットだけではな
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くて、それやったらもう、例えば、もう少しカットしてもいいんじゃないかという職員の方も出

てくるかもしれませんし、やっぱりどういうふうにこう物事を考えていくかということを視点を

変えるだけで、全然嫌々ながらカットされてる状況には陥らないと思うんですね。だから、その

辺についても、今後ぜひ研究をしていただきたいと思います。

先ほど、市長が言われましたとおり、やっぱり職員の中には、もちろん優秀な職員はたくさん

いらっしゃいますけども、国・県の指示とか、そして、前例にないからとか、ほかの市に倣って

横並びにいきたいとか、そういう思いがあって、型に凝り固まっている方も、中にはいらっしゃ

るようでございます。だから、ぜひそういった前例にとらわれない希望を持った若手職員の活用

をぜひしていただいて、そして、仕事が楽しいような職場づくりをしていただくと。

そして、先ほど御提案させていただいた職員提案型のコンペについては、今後研究されるとい

うことですから、せっかく市長との直接ミーティングを約９００名弱ぐらいの職員の方がされて

るわけですから、それを少しでも形にしていただければいいんじゃなかろうかと。

そして、なおかつ、ほかの自治体では、例えば、市長も御存じと思いますけど、長崎市あたり

では、そういった職員との会話を「しっぽく手弁当会議」とか、すぐこう、今のはもうアイキャ

ッチとか、そういう名前をつけて、壱岐らしい名前をつけてすれば、より職員の方も参加しやす

くなるんじゃなかろうかと。

で、その中で、今市長が、先ほど言われましたそのメールでの意見交換もしてるしということ

でありますので、メール交換もいいですけども、ぜひ直接対話を回数を多くしていただいて、そ

れを市政に反映できるような形でしていただきたいと思います。

特に、その市民の目線でやっぱりこう、若い方々は苦情も言われ、そして、褒められ、市民の

方に一番直接言われてますし、だから、そういった部分の意見を十分尊重していただいて、それ

を市長の今後の行政推進の上で構築していただければと思います。その点について、市長のまた

再度、決意と。

そして、もう一つは、人事評価をまずは定着させて、職員全体に納得をいただいた上で、その

後の人事考課制度を取り入れたいということでございました。確かに、試行的にしていかないと

いけないんですけども、じゃ、いつまでにするんだということだけをぜひ目標として言っていた

だければと思います。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） まず、給与カットよりも、商品券のほうがというようなことでございま

す。

商品券につきましては、期末手当のときに職員にお願いをして申し込みをしていただいて、商
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品券を買っていただくという方法をとっておるわけでございます。そのことが、５％を返したか

ら、戻したから、５％分買えるかどうかは別といたしまして、私も、本来、給与カットちゅうの

は、潔しとしておりません。自分自身ですね。

しかしながら、先ほど申しますように、ほんとに頑張っている職員については評価をする。で、

そうしたとき、評価をしたら何で返すかと言いますと、やはり昇給とか昇格とかということでな

いと出てこないと思うわけです。

しかし、そのためにも、先ほど申しましたように、人事院が定めております標準職務表に戻す

ということをまず、職員組合と合意を得なきゃいかんと思っておるわけでございます。今もちろ

ん提案もいたしておりますが、なかなか厳しゅうございます。

それから、コンペ等々でございますけれども、職員との意見交換会の中で、提案をいただいて、

それを採用をさせてもらったときは、その知恵を私にくださいよということで、そういう言い方

をしとるわけですけれども、そういう事例が出れば、私は当然のごとく、それに報いなければい

けないと思っているところでございます。

いずれにしましても、職員の意見、私は、「三人寄れば文殊の知恵」と申しますけれども、

６００人の職員の知恵を出せば、相当なことができると思っておるわけでございまして、ぜひこ

の６００人の職員の知恵をおかりしたいと、いつも思っているところでございます。

それから、いつまでにやると、期限を切られたわけでございますけれども、私の任期もあと

１年８カ月でございます。１年８カ月のうちには、お約束したいと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） ぜひ、先ほど市長も言われたとおり、若手職員をぜひ起用した

いということですので頑張っていただきたいと、で、任期期間中には、人事考課制度をシステム

化して実施したいということですので、その間いろいろとさらに研究をしていただいて、まずは、

人事評価の定着を目指してぜひやっていただきたいと思います。

先ほど、市長が言われましたその昇給等の問題、課題の中で、壱岐市の初任給、昇格、昇給等

の基準に関する規則の中に、研修、表彰等による昇給というのがあります。これは、研修に参加

されてその成績が特に良好な場合とか、業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特

に功績があったことにより表彰または懸賞を受ける、あった場合については、その日から昇給す

るような内容もありますので、ぜひなかなかそういうのもかなり、これまで前例がなかったと思

いますので、内部ではありますけどもじゃんじゃん頑張ってる職員には、ねぎらいの言葉をかけ

ていただいて、職務成績がよかった場合には表彰もしていただければと、ぜひお願いしておきま

す。
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ぜひ、これから、まだまだ大変な時代になってきますので、ぜひ職員力が、いわば地域力にな

りますので、この職員のやる気をぜひ士気高揚していただいて、市民のため、そして、壱岐のた

めに、頑張っていただきたいと思います。

市長は、先ほどの一般質問の中でも、タウンミーティングも予定されてるようでございますの

で、市長と議会と、そして、職員と市民一体となった島づくりを目指して頑張っていただきたい

と思います。

それでは、２点目の質問に移らせていただきます。２点目は、島外事務所の設置について、お

尋ねをいたします。

市長は、行政報告の中で、長引く不況や高速道路１,０００円問題などで、各地の観光地が苦

戦を強いられている中、本市は、本年度４月から７月の乗降客数が２４万８,５２４人で、対前

年度１.７％増加しており、一支国博物館では、８月３１日現在の入館者が８万７,２４４人と予

想を上回る来館があっていると、そのことは、各旅行社に旅行商品の造成・販売を行っていただ

いたことや、オープン前から今日までの地道な情報発信の展開等による成果があらわれ検討して

いると報告がありました。

このほか、吉本関連の番組が、関西圏及び全国各地で、このような形で壱岐の特集番組が放送

されることも、本市の知名度アップのためにすばらしい効果があったと考えております。

しかし、今回の吉本新喜劇公演では、市との関連性は、「壱岐に吉本新喜劇を呼ぶ会」のほう

から、市に会場の借用の件で相談がありまして、その後、事業に対する後援・協力に至ったとお

聞きをしております。今回の公演の成功については、敬意を表するところではありますが、本市

にとって、すばらしい偶然が重なった産物であることは否めないと思っております。

情報発信の拠点だった長崎県福岡事務所が、残念なことに、平成２０年３月末に閉鎖され、本

市は事務所を置かず、現在予算内の出張で対応をしております。来年は、九州新幹線の全線開通

や、今後中国からの旅行者のビザ解禁・拡大を控え、交流人口獲得に向け、毎回ごとに言ってお

りますけども、地域間競争が激しさを増してきております。

今回のような有益な情報を他地区より少しでも早く入手するためには、営業情報収集に加え、

機動性が必要と考えております。現体制では、時間的、地理的制約があり、テレビやラジオのメ

ディアや観光旅行社、イベントセールスなどの急な要望、打ち合わせ等にこたえられず、さらな

る成果が見込めず、早目早目の対応が難しいと考えております。

一方、同じ離島である対馬市は、長崎県福岡事務所閉鎖の翌年の平成２１年４月１０日に博多

駅前に事務所を設置し、職員３名を常駐させ日夜奮闘され、評判もよく成果も順調のようです。

本市もぜひ対馬市のように事務所を都市圏の福岡市に設置し、壱岐のセールスマンを常駐させ、

機動力を活かした情報収集、営業ＰＲ活動を行うことが重要と考えております。福岡事務所設置
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について、市長の考えをお聞かせください。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 福岡事務所を置くべきだという御意見でございます。

先ほど申されましたように、長崎県事務所が、平成２０年３月末で福岡事務所を閉鎖したとこ

ろであります。この理由といたしましては、長崎市から１時間足らずで移動ができる近距離の福

岡市について、費用対効果が低いということで撤退をなさったということでございます。

ところで、対馬市においては、平成２１年４月から、福岡市に事務所に開設しておりますけれ

ども、先ほど長崎県の話を持ち出しますと、壱岐市は、地理的にも博多─壱岐間、博多─対馬間

の半分の距離、時間でアクセスできる点で大いに対馬とは異なると考えておるところでございま

す。ちなみに、対馬市の福岡事務所に関する資料でございますけれども、経費的に人件費を除い

て４８０万円余りかかっておられるようでございます。

私は、今壱岐市が、確かに鵜瀬議員おっしゃるように、九州新幹線も、鹿児島ルートが間もな

く完成をいたします。そうしますと、私は、鹿児島などに行くお客もそうでございますけれども、

逆に、鹿児島、熊本から、ストロー現象で福岡に来られるお客もかなりいらっしゃると、私は、

そういう意味で逆に、福岡が壱岐の玄関だというぐらいに私は考えておるところでございます。

そういった中で、この春、福岡市のベイサイドプレイスが再開発をされました。壱岐東部漁協

からは、新鮮な魚介類も毎日供給されておるところでございますが、ここを一つの拠点として、

情報発信の拠点としたいと考えておるところでございまして、具体的なことはまだでございます

けれども、そこを拠点としていきたいと思っております。

ただ、単独の事務所の開設というのは、今のところ考えていないところでございますが、現在、

福岡市に職員を派遣しております。福岡市の経済振興局集客交流部観光振興課に派遣をしておる

ところでございまして、この集客交流部というのは、福岡市が、福岡に対して集客を力を入れる

拠点でございますけれども、今この福岡市のそういったノウハウを勉強する。そして、その福岡

に来る方を、そういった方々に壱岐をＰＲする。今そういったことで努力をしておるところでご

ざいまして、福岡に来た方を、正直どういう情報発信をするのかというのは、私には今のところ

イメージがなかなかわかないわけでございまして、現時点では福岡市の集客交流部に派遣をして、

これを引き続き続けていって壱岐のＰＲにつなげたいと思っておるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 市長も、単独では厳しいけども、ベイサイドを拠点とした事務

所を構えるということでよろしいんですか、その点だけ。
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○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 実は、九電工が、そこを再開発なさってるわけですけども、ブースにな

るかどうかわかりませんけれども、一角を壱岐に自由に使わせていただける、いただきたいとい

うことを非公式でございますけど申し入れておりまして、社長も、その辺大体理解をしていただ

けると思っているわけです。ですから、そこに常駐ではないにしても、そこを拠点にできると思

っておるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 確かに、２年前の同僚の一般質問においても、市長は、高速船

で１時間だから出張で対応したいと、費用対効果も考えてということでしたけども、これだけ壱

岐のメディアの露出というんですかね、一支国博物館オープン後に、かなり雑誌なり、ラジオ、

そしてテレビに出てる中で、そういった、あと、職員を福岡事務所に派遣していたときは、企業

誘致も含めて活動されたと思います。

確かに、時間で言えば１時間なんですけども、陸上の１時間とは違って、陸上のときはいつで

も、例えば、朝から来たいとかいうふうになるんですけども、高速船やフェリーになると、時間

が限られてます。時間というのは出発の時間が決まってますんで、そういった急な要望等には、

なかなかこたえられないような状況のようです。

そして、旅行社の方々にお聞きするときにいろんな打ち合わせを、確かに電話やメールとかで

しているけども、やっぱり直接会って、いろんな詳細について打ち合わせをしたいというような

要望も出ているようでございます。

営業販促費というのが、行政の場合ですとなかなかありませんので、急な出張とか、あくまで

も、その決まった中での出張でありますから、ベイサイドに設置されるまでは、そういった部分

で対応していただきたいと思っております。

その福岡の経済集客交流部に派遣されてる方は、もうあと何年か、１年ぐらいで多分かわられ

るんだろうと思いますけども、その方はその、要は、福岡への集客について、福岡市の職員とか

わって一緒にされてるということですから、なかなか福岡から壱岐への集客という部分には、力

にならんということはないでしょうけども、それを主力にしては仕事はできないんじゃないかと

思いますけども、その辺はどうですか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） その点については、福岡の交流部長も、非常に壱岐に対しても、非常に
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配慮をしていただいておりまして、壱岐への集客についても力を入れていただいております。

ただ、私は、福岡の方を壱岐に呼ぶという意味で、私は、福岡にいっぱい来た人を壱岐に、そ

れも大事ですけど、そこはなかなかとらえにくいと思うとるわけですね。ですから、福岡市の方

を壱岐に来ていただくということのほうが力を入れにゃいかんと、こう思うとるわけです。

そういった意味では、今、鵜瀬議員がおっしゃるように、なかなか集客部におってもそこまで

ならんと、福岡市においでいただく方に対して働きかけを行っているという状況でございます。

そういった意味でございますけれども、一つ、今は福岡市の集客部に派遣をしている職員、そ

して、先ほど言われましたように、福岡市におって、そしてさらに、例えばベイサイドに人間が

いるならば、これはやっぱり非常にこう、何といいますか、そういった連携プレーで、同じ１カ

所で博多駅前に１カ所でおるとかいうことよりも、さらにいいかと思っておりますけれども、今

のところ、常駐をさせるということは考えていないわけでございまして、しかし、先ほど申しま

すように、ベイサイドともう少し話し合って、具体的にどういう状況が、向こうがその許すとい

うことを確認した上で、もう一度御質問いただきたいと思います。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 先ほど、市長は、音嶋議員の一般質問において、自分がしたい

というようなことについては、できない理由を考えるんじゃなくて、どうしたらできるのかとい

うのを考えるのは、議員皆さんたちにも負けんと言われましたので、ぜひ、ベイサイドを拠点と

して壱岐の情報発信をしていただきたい。

その財源として、２０年の一般質問でもありましたとおり、旧壱岐会館建設用地の賃借料、コ

ンベンションセンターの賃借料が、たしか３５５万１,０００円あるかと思います。

先ほど、市長が言われました対馬市の事務経費は、４８０万円ぐらいと言われましたけど、私

が調査したところでは、３６０万円から４００万円というようなことを聞いております。家賃が

２０万円で光熱費が１０万円ぐらいだろうという、大まかなことですけど、だから、単純に割れ

ば、３６０万円として月３０万円あるわけですね。

そして、そのベイサイドの事務所を借りるときに、もちろんベイサイドは、壱岐にお客さんも

来るわけですから、九電工の社長あたりも、大変御理解していただけると思っております。

もし市長が言われますその単独では厳しいというふうになれば、今回、壱岐市でありました離

島サミットというか、離島の市長、議長が集まった会がありましたね。３市１町の、そういった

部分で、例えば、その離島のアンテナショップ的なものも含めてしてはどうだろうかと、アンテ

ナショップになると、物を売るようなことになりますから、情報発信基地として折半で幾らかず

つ出して、それぞれ職員を派遣してするような形もいいんじゃなかろうかと思います。
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かなりの情報がはんらんしているような世の中でございますので、その情報をもう的確に、

ターゲットとするお客さんに向けて出していくっていうのが、これからの課題ではなかろうかと。

そこには、メールとか、手紙とかそういうのじゃなくて、人と人とのやっぱりつき合い、顔を

合わせたつき合いの中て生まれてくるものだろうと思います。その中で、壱岐のよさ、そして、

壱岐の人間の温かさもありますのでそういった、あと雇用も含めて、今後、先ほども言いました

とおり、お金を島内だけで回すんじゃなくて、よそから金を取ってくるためには、どんどんそこ

を拠点として情報発信をしていただきたいと思います。

ぜひ、ベイサイドを拠点とした事務所を設置していただいて、そこに１人なり２人なりに常駐

をしていただいて、多分長崎県や、国も緊急雇用等の関係で、対馬市のほうは１人全部補助のよ

うでございますので、その辺も含めて、県の方々とも話していただきたいと思います。

先ほど来より話題になっておりました総合計画後期基本計画の中にも、効果的な観光情報の発

信と特色ある観光ＰＲということで、福岡都市圏をメインに、首都圏や関西都市圏をターゲット

とした情報発信の戦略です、戦略を関係団体と連携して練り上げていくということも切に申し添

えておきます。

戦略なくしては、単なる金捨てになりますので、ぜひこれからは、ある程度の戦略を練って、

いろんな方々と力と合わせて頑張っていただきたいと思います。その点についてまたぜひ、市長

には頑張っていただきたいと思いますんで、もう一度答弁をお願いします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 私は正直、どうしたらできるだろうかということは、本当に自信を持っ

て言えます。ただ、できたら金を使わずにどうしたらでくるじゃろうかということを一番考えた

いわけでございます。

そういった意味からしても、御理解いただきたいと思っておりますし、先ほど言われますよう

に、戦略、これは大事です。そして、御存じのように、その次に、戦術が要るわけですね。です

から、戦略を間違えんように、戦術を間違えんようにやっていきたいと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） ぜひ、いろんな先進地もあるようですので、その予算を伴わな

い職員企画コンペ等もありますので、先ほどの１番目の質問に戻りますけども、そういったとき

にはぜひ、全職員あてに、市長のこういうふうにしたいと思うと、どうしたら金を使わんでよか

ろうかっていうような提案をイントラネット等で使っていただいて、それを具体的にしていただ

きたいと。
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そして、それをぜひ形にしていただいて、今後効果的な情報発信と情報収集並びに企業誘致を

含めた営業、そして、旅行社への営業をしていただいて、集客をぜひしていただいて、今まで以

上の外貨を稼いでいただいて、すばらしい壱岐市の総合計画実現に向けて頑張っていただきたい

と思います。

あわせて、そのために、人事評価と人事考課制度の、頑張った人は報われるというようなシス

テムづくりを、あわせてしていただきたいことを強く申し添えまして、私の一般質問を終わりま

す。ぜひよろしくお願いします。

〔鵜瀬 和博議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって、鵜瀬和博議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） ここで暫時休憩します。再開を１３時５５分とします。

午後１時47分休憩

………………………………………………………………………………

午後１時55分再開

○議長（牧永 護君） 再開します。

一般質問を続けます。次に、１番、久保田恒憲議員の登壇をお願いします。

〔久保田恒憲議員 一般質問席 登壇〕

○議員（１番 久保田恒憲君） 先ほど来の一般質問の中で、市長が言われた市の総合計画に余り

詳しくない新しい議員の久保田でございます。議員としての経験は非常に浅く未熟でありますが、

年は、今度一緒に還暦を迎えるちゅうことで、そこそこいっておりますので、人生経験も少々は

積んでおります。

先ほど議論が交わされていました将来の夢とか理想も大切ですが、私は、目標達成のためには、

最悪の状況を想定し最善を尽くすという、こういうことを肝に銘じて今まで事に当たってきまし

た。

そこで、今回の一般質問も具体的にちょっと項目が多いので、具体的な項目ごとにわかりやす

く書いておりますので、回答のほうもぜひ短く、この５項目が時間内に終わるように、ぜひお互

い議論を闘わせたいと思っております。

それでは、第１項目、大都市での観光成果と今後の戦略は。で、質問の要旨として、「古代史

ぎっしり・壱岐」の宣伝活動のその後、かなり月日がたっております。どんな広告宣伝活動を行

って、その成果はどのようにあらわれているのかを、まず市長にお聞きをしたいと思います。

○議長（牧永 護君） 久保田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕
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○市長（白川 博一君） 「古代史ぎっしり・壱岐」の宣伝活動のその後はどうかということでご

ざいます。

現在、一支国博物館を契機とした壱岐の新たなイメージを確立させる「古代史ぎっしり・壱

岐」の広報戦略に基づき、継続的な情報発信や広報活動に取り組んでいるところでございます。

今年度は、イベントプロデューサー茶谷幸治氏の働きかけをきっかけに、首都圏を対象とした

旅行会社と雑誌社とのタイアップ企画が成立し、「古代史ぎっしり・壱岐」をテーマとしたツ

アーが催行され、今後も数本予定されております。

また、現時点においてでございますけれども、例年に比べ、全国版のテレビ、雑誌関係の取材

や問い合わせ等も多く、博物館整備を契機とした壱岐の新しいイメージが伝わりつつあるのでは

ないかと考えております。

そのほか、県の２１世紀まちづくり推進総合補助金を活用し、東京、大阪等での歴史講座にあ

わせて、壱岐へのツアー企画を造成し、「古代史ぎっしり・壱岐」の広報戦略に基づく事業を展

開する予定にいたしております。

さらには、１２月には、東京都庁において官民協働による観光物産ＰＲ展を行うなど、引き続

き、さまざまな広報活動を展開してまいりたいと考えております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） 確かに言われたように、今チャンスだと思うんですよね。古代史

ぎっしりの東京への宣伝効果があったか、なかったかっていうのは別にして、あったろうが、な

かろうが、やはり壱岐という名前を全国的に発信させるには、非常にいい時期なんです。

先ほど、戦略、戦術って言われましたけども、戦術としてスタートしておって、吉本さんが来

ましたね。で、それも話題になったし、それから、今度「なんでも鑑定団」があります。それも

話題になるし、そういうところで、うまくマスコミを使える時期なので、それにあわせて何かを

打ったらどうかというのが、今の私の質問であり、提案でもあるわけです。

私、最近、東京に行きまして、その中で、例のごとく、壱岐出身者のところにちょっと寄った

り、で、「古代史ぎっしり・壱岐」聞いたか、残念ながら、聞いたという人はいなっかたんです

よ。

ところが、２００歳ですね、あれは、非常によくない例ではありますけど、２００歳っていう

のは、壱岐出身はかなり聞いているようです。で、壱岐出身っていうことを知ってる人たちから

冷やかされたり、で、よくはないけど、かなり行き渡っているわけです。そういう意味では、周

知はされてます。

私、東京に行ったとき、遊びに行ったわけじゃなくて、あるセミナーを受けに行きまして、そ
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こで、その講師が、大リーガーの松井稼頭央とか、西武の清原とか、そういうトレーナーが、専

属トレーナーがいまして、で、彼の講義の中で、その講師が長崎出身だったんですよ。で、自己

紹介でそう言いましたので、後から、質問のコーナーで、私も、先生は長崎出身らしいですけど

長崎はどこですかと、私は壱岐ですって言ったんです。わざと振ったんですよ。そしたら、その

彼も、壱岐か、田舎があったなとか言いながら、ところで壱岐は、２００歳があらわれたなあっ

て、そのセミナーの中でも言ってくれたんですよね。私のねらいどおりだったんですよ。

そしたら、ほかの人たちも、壱岐っていうのは知らなくても、ああ壱岐、２００歳ですね。そ

ういうふうに、２００歳ちゅうのも、うまく使えば、結構頭の中に残ってるうちに、なんでも鑑

定団の放送があったり、東京都庁に行ったりすれば、それこそことし中に、「鉄は熱いうちに打

て」じゃないですけど、旬のときに機を逃さないでやっていただきたいと思っております。

じゃ、２番目です。博物館と特産品、博物館と神話などを組み合わせたＰＲを、これも、当然

戦術ですけどね、既にある程度、知名度の高い壱岐牛とか麦焼酎とか、特産品と新しくできた博

物館との組み合わせや歴史的神社が多く、パワースポットの話題もできる島の特色を生かした観

光戦略を実行すべきだと思います。ということですけど、多分先ほどの市長の回答であったよう

に、その旅行社とか、そういうところには、売り込まれているんじゃないかと思っております。

特に、神社は、何かパワースポットって言ってかなり全国的に、またこのパワースポットって

いう言葉が広まっておりますので、その中で、壱岐の神社っていうのは、私もあんまり神様は信

じないんですけど、かなり歴史のある神社らしいので、これもまた、売れれば非常にいいんじゃ

ないかと思って、ここも、現在進行中の施策というか、それをお答えいただければと思っており

ます。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 先ほどのタイミングという点で１つだけ、本日発売だと思いますけども、

対馬壱誠さんの「壱岐ごころ」と「雪州譜」というのが、今日、まさに発売でございまして、議

員の皆さんもぜひお買い求めいただいて、壱岐の宣伝に使っていただきたいと思っておるところ

でございます。

さて、パワースポット等の話題でございますが、博物館と知名度の高い特産品、博物館と神話

を初めとした神社などを組み合わせたＰＲは、非常に効果的であると考えております。

これまでも、７月と１２月の毎年２回、観光連盟が主催されます長崎県観光商品素材説明会に

おきまして、博物館を初め、特産品や神社、古墳群を組み合わせた壱岐ならではの観光素材の提

案を行っているところであります。この素材説明会につきましては、昨年１２月の３・４日、壱

岐でも行ったところでございます。



- -- 132 -

また、テレビや雑誌等の現地取材におきましても、内容に応じて特産品や神社めぐりマップ、

古墳群散策マップ等を提供し、博物館と組み合わせた取材対応を常に行っているところでござい

ます。

特に、最近は、議員御指摘のパワースポットやスピリチュアル、霊的な所ということでしょう

けど、癒しなどを求める旅が主流で、これまでも神道発祥の地と言われる月読神社や住吉神社の

夫婦楠、山全体が御神体とされている男嶽神社などが、女性誌への掲載、テレビ放映されており、

さらなる情報発信に努めてまいりたいと考えております。

特に、ここにパワースポット一覧表というのが、こう案があるわけですけれども、先ほど地元

紙に紹介されましたお手洗水の滝の奇跡の石などというものも、今後、私はパワースポットとし

て注目されるんではなかろうかと思っておるところでございます。

今後も、今の時代に求められている旅のニーズを的確にとらえ、壱岐市観光協会等の関係団体

と連携を図り、博物館と壱岐の特色と観光施策を組み合わせたＰＲを展開し、交流人口の拡大に

つなげてまいりたいと考えております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） 歌手の対馬壱誠さん、そんなに有名じゃないとは思うんですけど、

ぜひその方の歌で有名になればいいと思っております。

ところが、皆さん、歌手で思い出したんですけど、演歌の女王、八代亜紀、壱岐の歌を歌って

いるんですよね。知ってますか、知らないでしょ。これも、宝の持ち腐れ、まだ多分八代亜紀さ

んが、すごい演歌の女王になったときかどうかはわかりませんけど、私、ある公民館、どこか忘

れましたけど、行ったら、ＬＤかな、大っきなのに、八代亜紀さんが壱岐の何かを歌ったのがあ

るんですよ。教育長、御存じじゃないですか。ぜひできれば、何かもう１回歌ってもらうとか、

そういう有名な方もレコード化されて、それも、ほんとにみんな知らないように生かされてない

んですよね。ですから、とにかく何でも活かしていただきたいと、そういうふうに思っておりま

す。

次、３番ですね。今こそ福岡に事務所を置くべき、これ、先ほど同僚の鵜瀬議員から、ほとん

ど言われてしまいました。で、それは、お互いの市長とのお話も聞いておりましたけど、そのと

おりなんですけど、やはり１つ、常駐するのと出張で行くのとの大きな違いというものをちょっ

と紹介したいと思います。

というのは、まずは、対馬の人のブログ、対馬事務所の８月３１日、テレビ朝日スーパーモー

ニング、オメガ塔、４５５メートル、日本で一番高い建物がスカイツリーにもうすぐ抜かれると

かいうようなこう、新しいですね、せっかく有名だったんだけど、２番でも何とか使えるんじゃ
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ないかというようなことを書いてありまして、市内にいることでつながりができ人脈が広がり、

宣伝活動等ができ人を呼べる。こういうふうに書いてあるんですね。

当たり前の話なんですよ。で、先ほど、ちょっと資料として皆さんに配付しましたけど、私も、

行政的に皆さんと一緒で、自分のスポーツ関係でも長崎が行政的につながりです。

ただし、経済的には当然福岡のほうで、福岡のほうにも、そういう空手のつながりでネット

ワークがありまして、福岡市の空手の大会に広告を出さないかということで、これはもう義務づ

けられた広告なんで、自分の空手道場の名前を出したりするのが常なんですけど、じゃ、チャン

スだということで、そちらに配付されている、今壱岐がおもしろい、一支国博物館オープン、弥

生時代にタイムスリップ、見て、触れて、体験できる新しいタイプの博物館、家族で楽しめ好評

ですと、故黒川紀章設計の建物は自然の森と一体化し、眼下に「国指定特別史跡原の辻遺跡」の

雄大な風景が望めます一支国博物館検索みたいに、簡単な広告を出させていただきました。

こういうふうに、ネットワークがあれば、福岡のいろんな情報がすぐ伝わります。

それと、もう１点、資料としては出してないんですけど、私も、いろんなこういうことを訴え

てるので、いろんな情報をキャッチして、もうかなり前ですけど、６月３０日、福岡でクルーズ

観光に九州の未来を乗せよう「九州クルーズシンポジウム」というものが、西日本新聞主催で行

われました。

実際的には、外航クルーズ船受け入れの課題と今後の取り組みという、ちょっと壱岐にはなじ

みがないかなとは思ったんですけど、以前、壱岐にも国内のクルーズ船が時々、郷ノ浦のあそこ

に来てまして、私も見学会に行ったときに、そのクルーズ船のちょっと偉そうな支配人みたいな

人に話したんですよ。

壱岐は、この時期じゃなくて、新緑の時期だったらいいんですねえという話をしたら、ああ、

それはわかってますけど、私たちのメインは五島なんですと、瀬戸内来て、こうやって壱岐を通

って五島なんですと、ああそうか、五島がメインなのかと、じゃ、こういう国内のクルーズもど

うかできはしないかと、壱岐がメインのようなクルーズを、そういうことで、そのクルーズとい

うものを福岡でやるシンポジウムがどんなものかということで、私が一人で行きました。

行って初めてわかったのは、これ、参加予定人員が３００名なんですね。もちろん無料、はが

きを出して入場整理券が来て先着３００名、で、講演がありまして、講演と、それから、「ク

ルーズ市場の現状と展望」、で、パネルディスカッションと、やはり行ってみてわかるのは、

３００名ほとんどがどっかで知り合い、知り合い、知り合い、知り合いで、もうロビーから熱い

議論が闘わされてます。

私は、もうはっきり言って部外者みたいなもんですからね。中に入って、その話を聞くと、や

はり今中国が世界の、日本でもそうですが観光のターゲット、で、そこに一番近い福岡ですね。
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そこにクルーズ船を呼ぼうと、コースをつくろうということを話し合うディスカッションだった

んですよね。

その中で、この外航クルーズ船も、最初は鹿児島か長崎、どっかその辺が発祥だったんですよ。

しかし、現実的に、その中に福岡を組み入れたところ、完全に福岡が年間６０回とか、ほかは

２０回とか、寄港数でもふえてきたわけです。

じゃ、この福岡を基点として今からやっていこうという、そういうちょっとレベルの高いとい

うか、私、壱岐にとっては、すぐにどうにかできる話ではなかったんですけど、そういう中でも、

やはり考えようによっては、壱岐高は中国コースありますよね。何とか、何とか姉妹校とか提携

をされましたね。将来的には、そういう姉妹校一つの取っかかりとして、少しでも観光誘致でも

いいですし、勉強の部分でもいいですし、生きた中国語とかそういう人材育成でもいいでしょう

し、活用できるんではないかと今は思っているわけです。

私が言いたいのは、やはり、机上の理論とか、インターネットとか、ブログじゃなくて、そこ

に行ってみて初めて感じるものがあるんですね。そういうものを感じて初めて、例えば、職員の

方も、これはやらんばいかんばいと、そういう一つの起爆剤になるんじゃないかと。

そういう意味では、ぜひその先ほど、いいアイデアだと思うんですけど、ベイサイドにそうい

う基点を設けるとか、ベイサイドがもしうまくいかなかったら、せっかく毎年こう交流されてる

福岡壱岐人会の皆さんに相談してみるとか、こういう不景気だから、不動産のどっかあいたとこ

ないですかとか、会社にあいたスペースないですかとか、そういうことも、こちらが行政ってい

う一つの縛りはあるでしょうけど、道はいろんな道が開けるんじゃないかと、このように思うわ

けです。

これに関しても、簡潔に市長の答弁をお願いしたい。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 確かにおっしゃるように、今、富士丸とか幾つか、郷ノ浦港（－７.５）

岸壁に来ております。これは、やっぱりふやさにゃいかんと思っておりますし、長崎県の観光連

盟等々が、正直申し上げて、今のところ県を通じてお願いをするという働きかけを行っておると

ころでございます。

それから、今、まさにおっしゃった中国、ここは、大きなやっぱり市場だと思っております。

実は先日、上海万博に参りましたときに、観光連盟に壱岐出身の井川さんというのがおられます。

トモヤスさんといとことか言われましたけど、中学校まで壱岐におったということでございまし

た。

そして、その方も一緒に上海に行ったんですけど、その方から、実は上海の五大、５つの大き
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い、５つ大きい旅行社との話しがございました。その中で、例の梅屋庄吉、トクさんのふるさと

壱岐ということで宣伝したんですけど、その中で、１つの旅行会社が、この筒城浜の美しさは何

だということで興味を示していただきまして、それで壱岐の話をしたわけですけど、実は上海か

ら飛行機で飛びまして４０分間、泥水ですね、上海から４０分間ジェット機の上から見て泥水で

す。

ですから、船が行って泡が立っちょらんわけです。全然通った跡に、４０分過ぎて初めて白い

波が見えるんですね。それほどあそこは汚れておる。そういったこともございまして、私は、ひ

とつ梅屋トクさんとの関係もございますし、壱岐高の中国語講座もございます。で、上海等の、

いわゆる２,０００万人の人口の上海をやっぱり一つのターゲットとしてこれを機会に進めてい

く、そういった戦略も練らなきゃいかんと思っているところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） ぜひ、私も、その計画をじっくりと注視しておりますので進めて

いただきたいと思っております。

それでは、今度は第４番、介護予防の対策に民間活動への支援をということで、壱岐でも高齢

者のひとり暮らし、あるいは老老介護などは、今後もふえると思われる中、市職員の業務もふえ

対応が厳しくなっていくことだと思います。

そういう中で、市民活動を既にされてる方の育成と、それから、支援策、このような対策はど

のようにされてるのかということの質問であります。

今まで壱岐を支えてこられた御高齢の方々の中で非常にこう知恵を出されて、自分たちの仲間

づくりをされて、そして、それが、介護予防に役立ったり、皆さんのその一つの場所に集まって、

活動することが楽しみになって、そのことが、高齢者の生きがいになってるという、サークルと

いうんですか、サロンみたいなものが、私も数カ所、そういうところに訪問させていただきまし

た。

やはりそういうことを見ると、ほんとにそういうグループの人たちに頑張ってもらうことが、

今後はもう絶対に必要ではないかと、市だけでやろうと思っても、それはもう非常に大変だ、限

界があるというふうに思っております。この点で、市長の御意見を聞きたいと思います。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） ちょっと長くなります。壱岐でも、高齢者のひとり暮らし、老老介護な

どが今後もふえると、我々の中で市職員の業務もふえ、対応が厳しくなるということでございま

すが、市民活動の育成ということでございます。
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独居高齢者、高齢者のみの世帯等は年々増加して、現在６５歳以上の高齢者は９,６００人、

高齢化率は３１.０％となっておりまして、今後も高齢者の数そのものはそう変わらないものの、

若い人が減るというようなことによりまして、平成２６年度には、高齢化率３３.６％と見込ん

でおります。

このような中で、要支援や要介護の認定者をいかに減らし元気な高齢者をふやしていく、また、

要介護状態となっても、可能な限り住みなれた地域において自立した日常生活を送ることができ

るようにするための重要な施策として、介護予防事業があると考えております。

市内で現在１００余りの単位老人クラブが、活発な活動をされておりまして、中には、月１回

定期的に集まられたり、老人クラブ以外でも、自主グループをつくられて運動や料理などをされ

ています。

市では、そのような小さいグループへ保健師が出向き、健康相談や年齢層や季節に応じた健康

講話を行い、また、健康運動指導者や歯科衛生士、栄養士など、介護予防に関する専門的知識を

お持ちの方々を派遣するなどして、元気で年をとるための支援を行っております。久保田議員に

も、御協力をいただいておるところでございます。

介護予防事業につきましては、市直営の地域包括支援センターが中心となって実施しておりま

して、地域包括支援センターは介護予防事業のほかに、要支援認定約７００名に対して、毎月の

訪問などによるアセスメントも行っておりまして、さらに、ひとり暮らしの高齢者、老老介護状

態にある方も含め、６５歳以上の方のさまざまな相談を受け付ける総合相談業務の役目も担って

おります。

現在、地域包括支援センターには、社会福祉士、保健師、介護支援専門員が配置されておりま

して、チームで業務に当たっており、三職種の適正な配置によりまして、介護予防事業や相談総

合業務が滞ることのないよう努めているところであります。

また、この総合相談業務につきましては、市の社会福祉協議会の協力を得まして、各社協ごと

に４カ所の相談窓口を設置して、高齢者ができるだけ身近なところで相談できるようにするとと

もに、さらに、地域福祉の担い手である民生委員を初め、住民組織である公民館、老人会、婦人

会などと協力をし、地域のボランティア団体などの育成にも配慮して、それぞれ綿密に連携する

ことによりまして、引き続き、ひとり暮らし老人の実態把握や支援になお一層の努力をすること

で、介護予防、地域福祉の向上・発展を図りたいと考えておるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） 大体、内容はそういう形なんですけど、私がここでお伝えしたい

のは、老人クラブは確かに、たくさん１００とかあるんですけど、その中で自主的に運営されて
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るとこ、その中に幾らかのこう補助金らしきものもあるようですけど、老人クラブでいうと、何

ていいますか、一つの仕方なく出るとか、何かそういう感じのとこもあるんですよね。

ところが、もちろん自主サークルでもそういうことはあるんですけど、嫌々ながら集まるのか、

仕方なく集まるのか、あるいは、積極的に集まるのか、積極的にかかわるのか、そういうとこが、

非常にその老人の中では大きなこう差が、健康度というものでもできていくわけです。

ですから、私がお伝えするのは、そういう自主でされてるとこ、何とかサロンとか言ったと思

うんですけど、やはりそういうところの輪を広げると、こういうことを担当の部署とよく相談を

されながら実施をしていただきたいと、このように思っているわけです。

続きまして、５番、ちょっと関連があるんですけど、多様化した福祉対策、専門職の増員をと。

これが、質問の要旨を読み上げますけど、社会問題となっている家庭内の虐待、そして、ひきこ

もりなど、当市内でも増加しているとのことで、その現状の把握と対応状況、そして、今後に向

けての対策は練られているか。

この問題が複雑な問題だけに、関連する部署や担当課との連携と社会福祉士など専門職の増員

が必要と考えるという、ここは、社会福祉士などというちゃんとした資格を私もはっきりと出し

ております。先ほどの介護予防で言えば、保健師さんとか、保健師さんも、おぎゃあと生まれて

からそれこそ高齢者まで、ずうっとその間、保健師さんはかかわらなくてはいけないという非常

な激務を抱えております。

今度は、社会福祉士さんも、今言いました、ひきこもりであるとか、家庭内の虐待であるとか、

そういうことに対して、専門的に総合的な相談を受けるのが、社会福祉士なわけですよね。

その社会福祉士が、どれだけ複雑多様化したものに取り組まれているかという、私も、詳しく

はないんですけどね、例えば、法律だけで挙げても、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福

祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、これを「福祉六法」というらしいん

ですけど、その他にも、当然、社会福祉法、介護保険法、障害者自立支援法、そういういろんな

法律の中にかかわる仕事をするわけですね。

ひきこもりとかなんかいうと、児童相談所とかそういうところにまず駆け込むような形になっ

ているようですけど、壱岐においては、市民福祉課かなんかがその窓口になってるようです。

こういう複雑な仕事が出てきますと、先ほどの保健師さんなんかもそうですけど、やる気、モ

チベーションとか、士気じゃなくて、その職員そのものの仕事量が余りにもふえると、当然、ほ

かのところの部署にも影響しますけど、その人本人が非常に逆に言うと、労災までいきませんけ

どね。

現実的に、私も、四、五年前に、ある研修会でやはり言われました。今受講生の中で保健師さ

ん手を挙げてくださいって、で、何名か挙げる。あなたたちは大変な時代になりますっていうふ
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うに、その講師が言ったわけですね。

その後、ずうっと長崎で受けたときもそういう話が、二、三年前にありました。で、保健師さ

んの退職率が多いとか、それほど大変なわけです。壱岐が、そのとおりかどうか私もわかりませ

んけど、社会福祉士にしても、非常に重要な複雑な問題を、例えば、数少ない人たちが対応する

と、うまく対応もできないでしょうし、その人のそれこそモチベーションどころか、健康も害す

るかもしれない。

そういう状態に陥ると、それは、市民サービスに直、返ってくるわけですね。だから、やはり

こういう流れとか現状を踏まえて、先、先とは言いませんけど、しっかりとした対応をしていか

ないと、それこそ今言ったように最悪市民サービスに悪影響が出ると、そういう懸念があります

ので、今回、私も、最近テレビの児童虐待とかそういうのも耳にして、じゃ、壱岐市はどうだろ

うかということで、ちょっとだけ勉強じゃないけど調査をして、今回の質問をしたわけです。市

長の答弁をお願いします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） お答えいたします。

ほんとに社会問題となっておりますＤＶ、あるいは児童虐待でございますけども、児童虐待は、

家庭内の密室で起きると言われて、虐待には親の要因、子供の要因等が双方考えられるわけでご

ざいますけども、残念ながら、壱岐市においても、児童虐待の事例が発生をいたしております。

現状の把握につきましては、その性格上、家庭からはなかなか出てまいりませんので、健康保

健課の乳児家庭全戸訪問事業の実施、あるいは、学校や民生委員、児童委員等からの情報によっ

て要支援等が必要と思われる家庭があれば、関係機関と連携を取り合って対応しているのが現状

でございます。

対応状況につきましては、虐待情報の内容確認のために情報の収集に努め、緊急性の有無を判

断いたしております。特に、緊急を要する場合は、早急に個別ケース検討会議を開き、その後、

児童を保護するのか、在宅で見守るのかを判断して、市としての対応を決定しておるところでご

ざいます。

今後に向けての対策につきましては、昨年の事例から考えた場合、地域住民からの通報が早期

発見につながっております。毎年１１月は虐待防止強化月間でありますので、ポスター・チラシ

等を大いに活用して啓発活動を行い、地域住民がより積極的にこの問題に関心を持ってもらえる

よう取り組むことによって、児童の虐待が防止できると思っております。

昨年度に対応した虐待事例は、４件でございます。今年度の新たな虐待事件は、幸い現在まで

ございません。ございませんというか、把握ができていないということかもしれませんけれども、
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現在までないところでございます。

ＤＶ、いわゆるドメスティック・バイオレンスにつきましても、昨年５件ございまして、実際

に直接警察に保護されたケースが１件ございます。

社会福祉士など専門職の増員に関することでございますけれども、今年度現在まで虐待事例も

ない、あるいは、頻繁にこういう事態が発生する可能性というのは、もちろん低くなければいけ

ませんし、現実に低いわけでございますけれども、今後、社会福祉士及び精神保健福祉士の知識

が必要である事態が発生した場合、現在、壱岐市職員に在職をしております健康保健課、包括支

援センターに１人、障害者地域活動支援センター「ひまわり」に１人、特別養護老人ホームに

２人、併せて、社会福祉士、精神保健福祉士が、４人在職しております。連携対応を図って、さ

らに複雑多様化する社会情勢の中で、関係機関、関係部署の連携プレーを図ってまいりたいと思

います。

また、専門的な職員につきましては、さまざまな角度から検討をさせてまいりたいと思ってい

る次第でございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） じゃ、現時点で、例えば、社会福祉士を増員するとか、精神保健

福祉士を増員するとかいう考えはないと、現状のそういう事例と、それから、人員を考えた場合

に必要性は見えないっていう考えということで、よろしいですか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 必要性がないという意味は、ちょっとニュアンスが違うと思いますが、

現在おる、合わせて８名のそういった有資格者で対応をしたいということでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） 私も、例えば、潜在的なそういう社会福祉士が抱える問題に該当

するような人が、どれだけ要るかというようなもちろん調査もしておりませんし、どちらかとい

うと、漠然とした、ある意味、世の中の流れの中で判断をして、「転ばぬ先のつえ」じゃないで

すけど、そういう意味で、きょうは質問をしております。

その質問に対して、それを執行される行政側としてのその判断で、現時点では現人数で何とか

対応できるっていう回答でありますけど、ぜひ、もう１回、例えば、その方たちの勤務状況とか、

それから、注文で言えば受注件数というんですけどね、対応件数であるとか、完全にその事例に

向かい合わなくても、よくあることですけど、自分が仕事をしているときに、専門外の人から専
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門的な仕事を聞かれると、そうすると、そっちにも対応せにゃいかんと、そういう事例があると

したら、それは、超勤とか配給とか、そういう形として見えなくても、現実の仕事として、はか

どってない、あるいははかどっているのか、そういうところも、ぜひ管理者として皆さん方は注

意を払っていただきたいと思っております。

回答は、多分同じような回答になるんじゃないかと思っておりますので、再度の回答は求めま

せんけど、私が思うのは、要するに、先ほど観光のことを最初に話しました。鵜瀬議員と同じよ

うに外貨を稼ぐということで、無駄遣いストップ本部では、当然無駄遣いをしない。入れて、そ

れから、無駄遣い、出さない、それで活性化をして、しかし、実際に壱岐に生活される住民も、

経済的なものだけじゃなくて、当然健康的な部分もしっかりフォローっていうか、見ていかなく

ちゃいけないと、そういうことで、きょうは、その介護予防とか、こういう社会福祉士の仕事と

か、そういうことを取り上げさせていただきました。

ぜひ、もう私が言うまでもなく、行政の方の専門家の集まりですから、そういう、ほんとの壱

岐の元気というか、壱岐の活性化はどういうとこからやっていけばいいのか、長期戦略とか戦術

とか言ってる間に、どんどんどんどん逆に状況が悪くなるということも考えられますので、ほん

とにこう素早い対応をお願いして、私の質問を終わります。

〔久保田恒憲議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） ただいまの久保田議員の質問の中で、訂正が１カ所、済みません、先ほ

ど、有資格者８名と申しました。社会福祉士、精神保健福祉士が、合わせて４人でございます。

失礼いたしました。

○議長（牧永 護君） 以上をもって、久保田恒憲議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） 次に、４番、町田光浩議員の登壇を許します。

〔町田 光浩議員 一般質問席 登壇〕

○議員（４番 町田 光浩君） それでは、４番、町田が通告に従い、一般質問を行います。

一般質問初日とはいえ、もう５人目になると、執行部の皆様を初め大分お疲れのようでござい

ますので、ご覧のとおり、私の質問は非常に簡単な質問でございます。早目にさくさく終わりた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

一支国博物館について、何項目かお尋ねをいたします。

博物館の現状に関しましては折に触れ、市長を初め執行部の方々も、議会を初め、いろいろな

場所で入館者数の報告等はなされております。ありがたいなと思いますが、市民の中に、いまだ

に博物館は大丈夫なのかと、非常に心配をされてる方が少なからずいらっしゃいます。
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つい先日も、ある方がお話しになられたんですが、大変申しわけないが、遅ればせながらやっ

と博物館に行ってきましたと、ただ、がらがらやったですねと、で、自分としては、ボランティ

アの方が、マンツーマンでついて説明を丁寧にしてくださったので非常にありがたかったと、た

だ、あの現状で博物館は本当に大丈夫なのかと、やっていけるのかということを言われる方もい

らっしゃいました。

そういう不安が、まだまだ多く残ってるように感じます。そういう不安を少しでも払拭するた

めに、いつも報告をされている入館者数だけではなく、少し詳しいところをあえて、こういう場

で言っていただこうと思いまして、質問をした次第でございます。下の展示館等の問題もいろい

ろありますが、それは明日、小金丸議員がしっかりやられるということですので、私は、上の博

物館のほうだけにしておきたいと思います。

まず、指定管理者との定期的な打ち合わせ等が行われているか否か、行われているのであれば、

定期的に何回ぐらい行われているのか、また次に、日報とか、月報とか、そういった報告はなさ

れているのか。そういう報告を受けているのであれば、その中でどういった項目があるのかをお

聞かせいただきたいと思います。

次に、開館してもう半年がたとうとしております。開館時における年間の入館者数、目標の入

館者数を、恐らく、これはもう、もちろん定められていると思います。それがどれほどのものだ

ったのか、また、その年間の目標に対して、月ごとの計画はどのように立てられていたのかをお

聞きします。

それから、８月末現在での実績をお尋ねしたいと思います。入館者数に関しましては、議会初

日の行政報告の中でも、市長もおっしゃられました。済みません、私も、メモの段取りがありま

すので、もう一度、御報告をお願いしたいと思います。その中で、島外、島内、それぞれどれぐ

らいの入館者の割合になっているのか、団体扱いの入館者がどれほどいたのか。

それから、年間パスポートというのが発券されております。これの発券数、また、それぞれの

持っていらっしゃる方の利用回数、そういった状況をお聞かせください。

そして、有料入館者数、これがどれぐらいいらっしゃったのか、これも、できれば島内、島外

分けてお知らせをいただきたいと思います。

最後に、開館時に目標入館者数等をお決めになられていると思います。目標どおりぴったり来

ているとは思えませんので、実績に応じた入館者数等の修正が、目標の修正がなされているのか

どうか、なされていれば、どのような修正がなされたのかをお聞きいたします。

○議長（牧永 護君） 町田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） ４番、町田光浩議員の御質問にお答えします。
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本日、館長が来ておりますけれども、市長という指名でございますので、私のほうからお答え

をさせていただきます。

まず、指定管理者との定期的な打ち合わせということでございます。基本的には、運営は指定

管理者に委託しておりますけれども、毎週１回、定期的に壱岐市立一支国博物館・長崎県埋蔵文

化財センターの運営定例協議会という形で、県からは、埋蔵文化財センター、文化振興課、市か

らは、観光商工課、文化財課、そして、指定管理者が出席して打ち合わせを行っております。

次に、日報、月報の報告でございますけれども、前日までの入館者数を翌朝までに報告を受け

ておりまして、それが、その日までの月ごとの累計入館者数を集計したものとなっております。

また、毎月末ごとに、総入館者数、常設展入館者数、特別企画展入館者数、有料入館者数、年間

パスポート購入者数、常設展観覧者の市内・市外来館者区分等の報告を受けております。

次に、開館時における年間の目標入館者数と、月ごとの計画についての御質問でございますけ

れども、昨年の事業発表会での御報告のとおり、入館者数、年間１０万人を目標としております。

また、月ごとの計画につきましても、日別ベースで予想値を置きまして、月ごとの来館者目標数

を定めております。

４番目に、８月末現在の実績についての御質問でございます。総入館者数８万７,２４４人、

そのうち、島内外の内訳と申しますと、わかります常設展の観覧者数が、５万４,３９１人でご

ざいます。内訳が、島内２万６９９人３８％、島外３万３,６９２人６２％となっております。

団体の来館状況といたしましては、やはり福岡、長崎、佐賀からのツアー客が多い傾向にありま

す。

次に、年間パスポートの利用状況でございます。８月末現在で１,３７６人でございます。

次に、有料入館者数ですが、これにつきましては、県内外の区別ができません。４万８,８３５人

でございまして、入館者総数の５６％でございます。

最後に、実績に応じた目標入館者数の修正についての御質問でございますけれども、開館初年

度ということもございまして、まだ通年での入館者数の実績を一度も出したこともなく、修正は

行われておりません。博物館の成功は、市民の方に愛され、支持されることが基本と考えており

ます。御支援、御理解をよろしくお願いを申し上げます。不安等々を払拭をして、とにかくこの

一支国博物館を盛り上げていくんだということで、気持ちをみずから高めておるところでござい

ます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田光浩議員。

○議員（４番 町田 光浩君） ありがとうございました。済みません、ちょっとよくわかりにく

かったんですが、入館者数が８万７,２４４ですね、これ間違いないですね。その後言われまし
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た常設展示に来られた５万４,３９１ですか、そして、有料入館者数が４万８,８３５ですね、常

設展示入館者というのは、有料の入館者ということではないわけですね。この辺がちょっとよく

わからないので、済みません。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 常設展でございますから、有料のところでございますが、特別展と今里

帰り展、あれは特別でございまして、それ以外、普通のところということでございます。先ほど

申しました常設展の観覧者数が５万４,３９１人、うち、島内が２万６９９人３８％、島外３万

３,６９２人６２％ということでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

〔壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 登壇〕

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 済みません、御指名じゃないですけど、ちょっと補

足で、先ほど申し上げました常設観覧者でございますけども、島内の小中高生はただでございま

すけれども、カウントには入れさせていただきますので、ただ、有料入館者数には入れてないの

で、その差がございます。

以上でございます。

〔壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田光浩議員。

○議員（４番 町田 光浩君） やっと理解できました。済みません、のどりが悪くて、というこ

とは、入館者数８万７,２４４人に対して、実質の有料の入館者数は４万何がしという数になる

わけですね。

市長、入館目標１０万人に対して、市長は、議会初日、行政報告の中で予想を上回る入館者数、

８万７,２４４人と言われております。私が、理解しておりますのは、目標１０万人、入館者数、

有料入館者数の１０万人ではないんでしょうか。

博物館に関しましては、もう何年もかけて議会と執行部と議論をしてまいりました。年間の維

持費に関しても押しつ戻しつさんざん議論をしたあげくに、年間のラインを８,０００万円とい

うラインに落ちついたわけですね。これはもう、市長もしっかり御承知のはずだと思います。

その内訳として、３,０００万円が入館料等の収入と、残りの５,０００万円を市と県というこ

とでした。その３,０００万円の算定根拠は、３００円掛ける１０万人だったはずです。となる

と、目標入館者数はおのずと、この１０万人というのは、有料入館者数になるんではないでしょ

うか。そうなると、市長が行政報告で言われた予想を上回る数字にはなりませんよね。半年にま
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だ、わずか満たないところで４万幾らですから、答弁をお願いいたします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 初年度でございますから、普通考えるよりも、入館者があっておると思

いますし、今、半年にもうすぐなるわけでございます。今がちょうど、ことしであっても、ちょ

うど１０万人ペースだと思っておるわけです。４万８,０００人ですから半年で、はい。今そう

思っております。

しかし、私は、予想を上回る人数、それは、確かに計算上は１０万人という有料入館者数です。

しかし、私はそうではなくて、今、有料、無料は除いて、とにかく８万７,０００人来ていらっ

しゃる。

そのことが、確かに私は予想を上回っておると思うんです。結果として、有料入館者数は少な

いと、しかし、私は、８万７,０００人も来ているんだよと、そういう気持ち、今ほんとにこう

多いんだということ、これも、ひとつそういう気持ちを持って、私はこの一支国博物館を盛り上

げていきたいと、そういう気持ちも含めて申し上げております。よろしくお願いします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田光浩議員。

○議員（４番 町田 光浩君） そのお気持ちは、非常にわかります。わかりますが、市長、幾ら

気持ちがあっても、維持費はかかるんです。先ほども申し上げましたが、議会と執行部と非常に

議論を尽くしました。議会も、もうこれでぎりぎり、ぎりぎりというところでこのラインをのん

だわけですね。

で、初年度です。やはり話題性もあります。先ほどから言われるように、いろいろな働きかけ

もあります。茶谷氏を迎えてのいろんな戦略もとられております。本来であれば、１０万人を十

分に上回るペースで、ゴールデンウイーク、夏休み過ぎました。上回る勢いでいって初めて、そ

れなりのペースだと思うんですね。どうしても２年目、３年目は、入館者数は減ります。３年目

に１０万人をきちんとクリアできるように、初年度は、最低でも１.５倍ぐらいの入館者数をま

ず目標とすべきではないんでしょうか。そうしないと、３年後、５年後、大変なことになります

よ。そう思われませんか、市長。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） おっしゃるとおりだと思ってます。ただ、確かに、５年間、指定管理を

もう既にいたしておりまして、あとは、やはり乃村工藝の企業努力、彼らも、下がった分は自分

たちが払わにゃいかんわけですから、きっと努力をすると思いますし、それに期待をいたしたい
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と思っているところでございます。実際問題として、おっしゃるように、１.５倍、２倍の入館

者数が欲しいと、これはもう事実でございます。しかし、今現実はこうでございますが、一つ努

力にかけたいと思いますし、私たちも、ＰＲをどんどんしていかにゃいかん。とにかく前を向い

ていきたいと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田光浩議員。

○議員（４番 町田 光浩君） もう何を言っても、もう動き出しております。絶対に成功させな

いといけないものであります。市長も、かねてから言われておりました、もうこれを起爆剤に、

これを核に、今はもう動き出してますから、市長だけではなくて市の職員も、議会も、絶対にこ

れをつぶしちゃいかんと、みんながやっぱりそう思ってるわけですね。

ですから、きちんとこういう数字は数字で把握をされて、もう少し危機感を持っていただきた

い。何か雰囲気を感じると、危機感がないんですよ。ほんとにこの数字、私、大体のところは、

実は事前にもう調べておりましたけれども、恐ろしくなりました。

以前から折に触れ、市長も入館者数を言われておりましたけれども、私だけでも、多分１０は

カウントをされておりますんで、そういったカウントで出てくる来館者数ですよね、入館者数と

いうか、その数字だけがひとり歩きをしていると、これは大変なことになるなと、ちょっと一人

で不安を持っていたんですが、やはり市民の方々も、そういう数字も御存じないのに、大丈夫か

と、やっぱり言われる方が、少なからずいらっしゃるんですよ。

ですから、もちろん市長を初め、みんながやっぱりこれは頑張っていかにゃいかんと思います

ので、もっと危機感を持っていろんなＰＲも、しっかり頑張っていただきたいと思います。何か

ありましたらお願いします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 危機感を持っております。ただ、危機感を持って、危ない、危ない言い

よったら、ますます危機になりますので、危機感を持ってるからこそ、ぜひ盛り上げていただき

たい。すばらしい所なんだと、宣伝していただきたいと思っております。

私も、ほんとにこの博物館については、壱岐の将来のほんとに起爆剤になるのか、お荷物にな

るのかでございます。ですから、私はやはり、危機感、悲痛な顔ばかりしちょってはいかんと、

やっぱり明るく上を向いていきたいと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田光浩議員。

○議員（４番 町田 光浩君） その決意を信じて、私の質問を終わりたいと思います。ぜひよろ
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しくお願いいたします。

〔町田 光浩議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって、町田光浩議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） ここで暫時休憩します。再開を１５時１０分とします。

午後２時56分休憩

………………………………………………………………………………

午後３時10分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。次に、１１番、中村出征雄議員の登壇をお願いします。

〔中村出征雄議員 一般質問席 登壇〕

○議員（１１番 中村出征雄君） 午前中より、皆さんも大変お疲れのことと思いますが、私が、

きょうが最後の質問となりました。いましばらく、おつき合いのほどをお願いいたしたいと思い

ます。

それでは、通告に従い、大きくは２点、７項目について、通告では市長、教育長となっており

ましたが、教育長にお尋ねをいたします。

壱岐市中学校の規模適正化、すなわち、統廃合計画の推進については、これまで１年以上にわ

たり、各町ごとの準備委員会及び専門部会を計画的に開催され、具体的な準備作業も着々と進め

られ、これまで新しい学校についての校名、校章、生徒会規約、スクールバスのルート、ＰＴＡ

規約等が決定され、来年４月からスタートする新しい中学校に、生徒さんが安心して希望と意欲

を持って通学できるよう、多くの関係者の方々が鋭意努力されておられますことに対し、まずも

って感謝と敬意を表する次第であります。

質問の１点目、中学校の規模適正化に伴うスクールバスの運行についてであります。

昨日の総括質疑及び午前中の同僚議員の質問で問題点等、ある程度、明らかになっております。

壱岐市が合併して、はや７年目を迎えておりますが、合併後１０年間は、合併特例法により、国

より交付されます地方交付税も、合併前の交付税が維持、優遇をされておりますが、合併後

１６年目には、交付税の激減緩和措置が解かれ、壱岐市の財政が厳しくなるのは、明らかであり

ます。こうした観点から、私は、財政面からスクールバスの運行について、幾つか教育長にお尋

ねをいたします。

まず、（１）今回の予算で中学校の統廃合のため、スクールバス１０台、２６人乗り４台、

２９人乗り６台、５,１９０万４,０００円、予算計上をなされておりますが、バス購入に対する

国の補助率及び補助残起債分の起債の充当率と交付税措置はどのようになるのかについて、まず
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お尋ねをいたします。

また、質問通告では、通学ルートは、三島ルートを除き１３ルートとなっているという通告を

しておりましたが、１２ルートの間違えでありますので、ここで訂正をいたします。残り２ルー

トについてはどのように対応されるのか、あわせてお尋ねをいたします。

次に、（２）スクールバスの運行について、通学距離等の国の基準はないのか、それとも、市

の独自判断なのか、お尋ねをいたします。もし、通学距離の基準があるとすれば、小学校の場合

はどのような基準になっているのかについても、あわせてお尋ねをいたします。

次に、（３）スクールバスの管理運営についてであります。スクールバスの管理運営は、多分

直営ではなく管理委託されると思います。昨日の総括質疑の答弁では、バス運行業者２社に管理

委託するとのことでありましたが、どのような方法で管理委託、例えば、随意契約、あるいは競

争入札なのか、お尋ねをいたします。

また、車の保管場所は、学校に保管するのか、またそれとも、業者の車庫か、どちらに保管を

されるのかについてもお尋ねをいたします。

次に、バスの耐用年数は何年なのか、更新時のバス購入については、今回同様、国庫補助等の

措置はあるのか、それとも、今回限りの措置なのか、これについても、あわせてお尋ねをいたし

ます。

次に、（４）新年度スタートするスクールバスの運行経費についてであります。スクールバス

１０台の運行に要する経費、すなわち、業者に払う委託料及び２ルート分の委託料を含めて、年

間の経費がどの程度を見込んでおられるのか、お尋ねをいたします。

国の交付税措置は、昨日の答弁では、１台当たり５００万円程度ということでありましたが、

残りの２ルート分の交付税措置はどのようになるのか、お尋ねをいたします。

また、郷ノ浦町三島に居住される生徒さんについては、現在、通学定期の委託料として１人当

たり年間１０万８００円、市が一般会計より三島会計に繰り出してあると思いますが、私は、当

然スクールバス同様の交付税措置の対象となるのではないかと思いますがどのようになるのか、

お尋ねをいたします。

次に、（５）土日、長期休業中のスクールバスの運行要望についてでありますが、昨日の総括

質疑でも質問があっていたようでありますが、通学部会より要望があっている土日、長期休業中、

夏休み等の運行については、どのように考えておられるのか、再度お尋ねをいたします。

次に、（６）スクールバス運行区域の見直しについてであります。スクールバスの運行につい

て、今回は、３町とも校区が新しくなる生徒を対象とされております。今回は、中学校の統廃合

ということでやむを得ないのではないかと、私もそういうふうに考えますが、通学距離間で不公

平の生じる地区もあるようであります。将来的には、通学距離等で見直すべきと考えますが、ど
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のように教育長は考えておられるのか、お尋ねをいたします。

また、スクールバスを利用しないで通学する方で、通学距離の一番長い方、そしてまた、ス

クールバスを利用して通学距離の一番短い方との比較について、参考までどのようになっている

のか、お尋ねをいたします。

以上、６項目について、教育長の答弁を求めます。

○議長（牧永 護君） 中村議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） １１番、中村出征雄議員にお答えを申し上げます。

まず、１番でございますが、スクールバス１０台の財源措置につきましては、国の僻地生徒援

助費補助金が５０％、そして、過疎債の交付税措置が７０％となっております。通学ルートは

１２となっておりまして、１０ルートは購入いたしますバスを利用いたしまして、残る２ルート

につきましては、一般乗合旅客自動車運送事業許可業者のバス等を充てたいと考えております。

２番目のスクールバスの運行につきましては、通学距離の国の基準は、中学校が６キロメー

ター以上となっております。

（３）でございますが、２ルート分につきましては、業者のバス等を使用いたしまして、購入

いたします１０台を許可業者に貸与して、それぞれスクールバス運送業務委託契約により運行し

たいと考えております。指名競争入札を考えております。

保管場所につきましては、現在の中学校の校舎の一部等を利用できないものかをただいま検討

をいたしております。

また、バスの耐用年数につきましては、６年となっております。更新時の国庫補助金につきま

しては、更新段階で遠距離通学等の諸条件に該当すれば可能と考えております。

４番目は、新年度のスクールバス運行に関します年間経費でございますが、この前に、５番目

を先に回答させていただきます。スクールバスの運行につきまして、土日、長期休業中の運行に

つきましては、各学校の部活動を行うことなどを含めまして、各地区からの要望が出ております。

運行日、時間等については、今後、通学部会や準備委員会の中で検討を重ねてまいりたいと思っ

ております。この土日、長期休業中は、確定ではございませんが、教育委員会としては、これは

運行をすべきだと思っております。

１つ戻りまして、４番目の新年度のスクールバス運行に関します年間経費につきましてでござ

いますが、非常に積算が難しくございまして、具体的な数字を申し上げられないことをまずおわ

びを申し上げたいと思います。今後、それぞれの条件を満たす数値等を出していって、この年間

経費を積算をしていきたいと思います。２３年度予算の当初にお願いをしたいと考えております。

また、スクールバスの交付税措置につきましては、維持管理費について、国の交付税算定基準



- -- 149 -

に基づき交付税措置がされるようになっております。

それと、６番目の件でございます。議員御指摘の通学距離の違いにつきましては、統廃合の計

画段階で、また専門部会、準備委員会におきましても、多くの議論を重ねてきておるところでご

ざいます。

まず、統廃合の計画段階で、本市の集落の位置が典型的な山村形式をとっていること、これま

で長く続く地域性が強いこと、そして、適正な生徒数の確保が、４中学校体制でしばらくは十分

可能であるということが判明をいたしましたので、総合的な判断をして、１０の中学校を４の中

学校に統廃合するということになりました。

その際、通学距離に大幅な差が生じてしまうことが、大きな課題として上がりまして、解決策

といたしまして、スクールバスの導入を検討してまいりました。その結果、新たな校区として加

わる地区において、統廃合により遠距離通学となる生徒に、できるだけ通学にかかわる不便をか

けないようにすることを基本とされました。

もちろん、各町の通学部会や準備委員会の中では、校区がかわらない地区の生徒のスクールバ

スの利用についても協議をされました。しかしながら、各町の希望する全方面にバスを出し完全

に公平性を保つということは、バスの台数、経費等の面からも非常に問題がございまして、新た

な平等性を欠くことも懸念をされまして、現在の決定に至っております。

今後につきましては、４中学校の生徒数や通ってくる生徒の分散状況等の変動を見定めながら、

見直しが可能な状況が訪れた時期には、再度検討する必要が出てくることも考えられると思って

おります。

また、スクールバスを利用しないで通学距離が一番長くなる生徒は、各町ともに４キロから

５キロメートル程度になる予定でございます。スクールバスを利用して、通学距離が一番短くな

る生徒は、各町によって多少の差はございますが、約３キロメートル前後となる予定になってお

ります。

以上でございます。（「教育長、あと２点」と呼ぶ者あり）

済みません、三島小学校の定期券のことでございますけれども、今後も、国の交付税措置とし

ての動きを継続させていただきたいと思っております。

小学校の合併の基準、（「いやいや、通学距離の基準、２項目」と呼ぶ者あり）済みません、

小学校の通学距離の国の基準ということを御質問になっておられましたけれども、申しわけござ

いません、頭が中学校ばっかりになっておりまして、たしか、４キロメートルだったと思うんで

すけれども、これは自信がございませんので、まことに申しわけございませんが、後ほど確答を

させていただきます。お許しをいただきたいと思います。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕
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○議長（牧永 護君） 中村出征雄議員。

○議員（１１番 中村出征雄君） ただいま答弁いただきましたが、（２）でありますが、中学校

は６キロ、小学校は４キロ程度ということですね。それはわかりました。

それから、３番目の管理委託をする２業者というのは、壱岐交通さんと玄海タクシーさんとい

うことで理解していいですかね。

それから、スクールバスの耐用年数については６年ということで、更新時も補助対象になると

いうことで理解をいたしました。例えば、維持管理費の保険料、あるいは、車の修繕料等につい

ては、市で負担するのか、もちろんバスを貸与しますから、燃料は、当然委託業者が負担される

と思いますが、保険料、そして、修繕料についてはどのようになるのか、再度お尋ねをしたいと

思います。

それから、土日の運行、長期休業中の運行については、運行するということで私は今理解しま

したが、そういう理解でいいのかですね。

それと、もう一つは、１０台分の運行経費がどの程度かかるか、まだこう明確にわからないと

いうことでありましたが、もう間もなく２３年度の予算要求の時期になると思います。一番知り

たいのは、全体の通学に対する運行の経費が幾らかかって、そして、交付税措置されるのが幾ら

かというのが、一番私はお聞きしたいわけです。

私は、平成１８年の６月の定例議会で、実は、旧石田町久喜と湯岳地区のスクールバスについ

て、平成１８年の４月２８日に、市の集中改革プランの概要の記者会見があっております。その

中で、平成２１年度より廃止するという発表がされましたので、私は、６月の定例議会で反対意

見の質問をいたしました。

なぜならば、平成１８年度、壱岐交通さんに、スクールバスの委託契約額が８６３万７,０００円、

そして、平成１７年度の国の交付税措置は、１,１６９万４,０００円ということでした。もし、

スクールバスを廃止すれば委託料以上、２００万円以上の交付税が減額され、市の予算の削減に

はならないのではないか、ぜひ存続すべきということを私は質問しました。当時の市長も廃止を

撤回されて、現在も存続をなされております。

そうしたことで、通告はしておりませんでしたが、平成２２年度の旧石田町関係、久喜と湯岳

の分のスクールバスの委託契約、交通さんとしてあると思いますが、２２年度幾らで委託契約さ

れておるのか、そしてまた、交付税も既にもう２２年度は決定し、算定会議もあっておりますの

で、交付税に算入されておる金額もわかるかと思います。もし、この場でわかれば、お示しいた

だきたいと思います。もちろん通告しておりませんでしたから、もしわからなければ、予算特別

委員会でその数字の報告をお願いをしたいと思います。

ただいま申し上げましたことを再度、御答弁をお願いします。
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○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） １１番、中村出征雄議員にお答えをいたします。

委託会社の保険料、修繕料はどうなるかということでございましたが、壱岐市としましては、

車を買ってお貸しをいたしまして、その後のすべては委託会社ということで考えております。

それと、土曜・日曜のスクールバスの運行でございますが、これは、子供たちの要望等々を真

摯に受けとめまして動かすべきだと、私は判断をいたしております。

それと、平成２２年の石田町の委託契約の金額等につきましては、申しわけございませんが、

予算特別委員会のときに御報告をさせていただきます。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中村出征雄議員。

○議員（１１番 中村出征雄君） スクールバス運行の区域の見直しについて、若干、さっき私、

明確な答弁をちょっと聞き逃しておりました。先ほどおっしゃったように、スクールバスを利用

される現在最短距離の方は３キロと、先ほど申されましたが、国のスクールバスの運行基準では、

先ほどは６キロ、中学校は、そして、小学校は、明確な回答はありませんでしたが、４キロ程度

ではなかろうかということでありましたが、それからしても、３キロの方を来年の４月からずっ

と永久にそのままするというのも、当然交付税の対象から外されて、その方の分については、交

付税措置がないという理解を私はしております。

そういったことで、私は少なくとも、これから２年後には、やはりもう壱岐島内一円ですから、

小学校はそれぞれの今地区にありますね。それから、新たに今回の中学校の校区の変更と同じよ

うに、今回中学校の校区がかわらなかったところも、やはり小学校から中学校に行くわけですか

ら、やはり、私は少なくとも２年か３年後は、やはり見直すべきじゃないか。そして、国の交付

税の対象にも当然近くの方は対象にならないのではなかろうかと思っております。その点につい

てもう１回ですね。

それと、先ほど申し上げました、ほんとにもう来年度のスクールバスに要する経費が全体で、

大まかでも結構ですから幾らぐらいになるのか、そして、交付税措置が概略どのくらいかという

のを再度御答弁いただきたいと思います。

それから、先ほどの三島のことについては、スクールバスの交付税措置の対象にはなるとおっ

しゃったんですかね、ならないとおっしゃったんですかね、再度その点について答弁をお願いし

ます。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕
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○教育長（須藤 正人君） 済みません、ちょっとおくれまして、三島の定期券のことですけれど

も、ちょっと私の言い方がまずかったと思います。ただいま特別会計で市から繰り出しておりま

す。それを継続させていただきます。

それと、２年後のバスルートの見直しということですね。これは、特定な何年後ということは

申し上げられませんけれども、中学校の生徒数とか、通ってくる子供たちの家の位置あたりを勘

案いたしまして、見直しが可能な状況になれば、再度検討する必要があると思っております。

それと何でしたっけ。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中村出征雄議員。

○議員（１１番 中村出征雄君） もう交付税の措置額、それから、経費については、なかなかま

だ明確にわかっておられないようですから、もうその点は結構です。

１点だけ、スクールバスの中学校の交付税措置、運行の基準は、６キロメートル以上というよ

うな答弁でしたが、ずっとその３キロメートル近くの方も、永久にそのスクールバスを利用して

いいという解釈になるわけですかね、その点だけ、１点だけ、再度答弁願います。

○議長（牧永 護君） しばらくお待ちください。須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） 済みません、私の勉強不足で確実な回答ができません。改めまして、

御報告をさせていただきます。済みません。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中村出征雄議員。

○議員（１１番 中村出征雄君） もう時間、余りとってもできませんので、次の２点目に移りた

いと思います。小学校の統廃合についてであります。

財政改革要綱に基づく集中改革プランでは、まず、中学校の統廃合を進めて、それから、小学

校の統廃合に着手するとなっておりました。もう中学校については、御承知のように１０校から

旧町ごとの４校へ、来年４月統廃合が実現をいたします。

そうしたことで、（１）ですが、小学校の統廃合について、将来どのように考えておられるの

か、引き続き推進されるのではないかと思いますが、今後どのようなスケジュールで推進されよ

うとしておられるのか、お尋ねをいたします。

また、小学校の場合は、長い歴史と伝統、特に地域とのつながりも深く、統廃合がなかなか中

学校のようには容易には実現できないのではないかと私は思いますが、現在の小学校数をどの程

度の学校数にされようと考えておられるのか、もし考えがありましたら答弁をお願いいたします。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。
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〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） 小学校の統廃合について、お答えを申し上げたいと思います。

議員御指摘の小学校の統廃合につきましては、今回の中学校の規模適正化統廃合計画を進めて

いく中におきましても、時折、御質問や御意見を賜ることがございます。そのような折には、教

育委員会の現段階での見解として、次のように説明をさせていただいております。

まず、今後の小学校の規模の推移を御説明をさせてもらってます。確かに、小学校も、児童数

の減少は否めません。しかしながら、現在７校に見られる複式学級につきましては、次年度、箱

崎小学校に新たに発生予定ですけれども、その後は、出生数等から見込みまして、新たな複式学

級編制をする学校はございません。次年度の規模がしばらくは続くことになります。

もちろん、複式学級編制のある学校では、校内研究の柱として複式指導法を研究したり、カリ

キュラムを工夫したりしながら、懸命に学力保障に取り組んでおります。また、教育活動を工夫

したり、近隣校との交流を図ったりしながら、中学校生活に備えておるところでございます。

また、小学校は、地域とのかかわり、子供の発達段階の点におきまして、中学校以上に考慮し

ていく必要があるととらえております。小学校は、中学校以上に地域文化の拠点としての機能が

大変強いこと、地域と密接なかかわりを中心とした学習を多く仕組んでいることなどの特徴がご

ざいます。

また、小学生は、１年生から６年生までの発達段階に大きな差がございます。校区及び通学条

件等につきましても、中学生と同じようには考えられないことなどから、その子供の対応力等を

十分に考慮する必要がございます。

このようなことから、まずは、中学校の規模適正化統廃合を万全の準備を整えた上でスタート

をさせていただきまして、中学校の統合後の状況を見守り、また、検証した上ではっきりと見え

てきたことをもとにいたしまして、小学校の統廃合についての検討に入りたいと考えております。

現在のところ、小学校の具体的な統廃合数等々は、まだ考えておりません。

以上でございます。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中村出征雄議員。

○議員（１１番 中村出征雄君） 都会では、小中一貫教育が叫ばれております。私も、それが理

想とは思いますが、そうなると、校舎の建設等莫大な資金が私は必要になろうかと思います。壱

岐市にそれが可能かどうか、そうでなければ、私は、小学校の統廃合をするメリットがないので

はないかと思います。

そういったことで、メリットと言えば、県からすれば、教職員の数が減りますので、それはメ

リットと思いますが、壱岐市にとっては、今回の中学校の統廃合にしても、６０人からの学校の
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先生方が削減される。そして、その方に対する家族もおられるし、小学校が、もし同じように

４校にでも統廃合するとなれば、これは、もうかなりの壱岐市の経済においても大きな、私は打

撃ではなかろうかと思います。

最後に、市長の小学校の統廃合について、もし御意見があれば市長の答弁を聞いて、私の質問

を終わります。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 小学校の統廃合につきましては、やはり中学校の統廃合と同一には論じ

られないと思っております。やはり小学校は地域の文化の拠点でございます。そういったことで

慎重に考えなければならないとは思っておりますけれども、やはり複式学級等々がかなりふえて

まいりまして、すべてということではございませんが、もし、いわゆる住民の合意が得られる、

可能な小学校もあるかもしれません。そういったところにつきましては、地元の合意をいただい

た上で進めていきたいと思っておるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中村出征雄議員。

○議員（１１番 中村出征雄君） これをもちまして、私の一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。

〔中村出征雄議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって中村出征雄議員の一般質問を終わります。

────────────・────・────────────

○議長（牧永 護君） 以上で本日の日程は終了いたしました。

これで散会します。お疲れさまでした。

午後３時50分散会

──────────────────────────────
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午前10時00分開議

○議長（牧永 護君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員は２０名であり、定足数に達しております。

議事に入る前に、須藤教育長から発言の申し出があっておりますので、これを許します。須藤

教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） おはようございます。昨日の一般質問で、１１番議員、中村出征雄議

員への質問についての回答を２点させていただきます。

まず１点は、６キロメーター以内の中学生がスクールバスを利用した場合の交付税措置はどう

なるかということでございます。

交付税の対象となるものは、当該年度の５月１日現在におきまして中学校の通学用のための運

行するスクールバスでございまして、１台当たりの維持運営費で措置をされます。したがいまし

て、６キロメーター以内の生徒についても対象となるということでございます。

それと、スクールバス購入にかかわる補助金、僻地児童生徒援助費補助金につきましては、

６キロメーター以内の生徒が含まれている場合は当該生徒にかかわる額を除いた額が補助対象と

なります。

２番目の質問でございますが、小学生の場合のスクールバス対象距離はということでございま
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した。小学校の場合は４キロメーターとなります。

以上でございます。失礼をいたしました。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） これより、議事日程表第４号により本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．一般質問

○議長（牧永 護君） 日程第１、一般質問を行います。

一般質問の時間は、質問、答弁を含め５０分以内となっておりますのでよろしくお願いします。

質問通告者一覧表の順序によりまして、順次、登壇をお願いします。

それでは、質問順位に従い、７番、今西菊乃議員の登壇をお願いします。

〔今西 菊乃議員 一般質問席 登壇〕

○議員（７番 今西 菊乃君） 皆さん、おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ

者あり）何かえらい元気がないように思うんですが（笑声）優しく質問をいたしますので、それ

ほど緊張せずにしてください。

台風が過ぎまして、本当に秋らしいさわやかな天気になりました。きょうは一般質問２日目と

いうことで、私が最初に質問をさせていただきます。目新しい質問はございません。それほど難

しくもございません。今までに何度か質問をいたしておりました事項で、その流れに沿って質問

をしてまいりたいと思いますので、明確な答弁がいただければ短い時間で終わると思います。よ

ろしくお願いいたします。

それでは通告書に従いまして大きくは３点、一番最初に幼稚園についてお尋ねをいたします。

最近の地方新聞に、保育所に関する保護者の苦情と幼稚園の職員の異動に関する保護者の苦情

が載っておりました。この２つの件につきましては、御他聞にも漏れませず私のところにも数名

からのお問い合わせと言いましょうか、不満の声が電話やお話で参っておりました。

幼稚園の件に関しましては納得のいかない保護者が多いようでございましたので、「ＰＴＡで

一丸となって抗議したほうがいいと思いますよ。保護者の意見が一番強いですよ」と、そういう

ふうにお話をしておきました。一番問題となっていた郷ノ浦幼稚園ではそのようにされたと、Ｐ

ＴＡ会長よりお話を伺っております。

しかし、関連があったほかの幼稚園では、まだまだ納得のいかない保護者の方がいらっしゃい

ますので、あえて質問をさせていただきます。３点についてお尋ねをいたします。

初めに、今年度当初、嘱託職員の採用をする際になぜ幼稚園と保育所に必要な職員数の採用を

しなかったのか。そして、今回７月の採用をなされた理由。

次に、クラス担任の異動があっております。保護者は臨時職員の担任は望ましいことではない
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が、有資格者であれば今年度は受け入れていくと、不満の思いはありましたが、承知をなされて

おりました。にもかかわらず、やっと１学期で親も子も先生に慣れたところなのに夏休み中の異

動とは、しかも「さよなら」の一言も言えずに別れなければならないなんてと、教育に対する不

信感と２学期からの不安で激怒されておりました。どのような考えのもとに、担任の異動をなさ

れたのかをお尋ねいたします。

２番目に、受験者に対して職務内容の説明がちゃんと行われているのか。また、幼稚園、教育

委員会と市長部局では、どのような協議ができているのか。そういうところにちょっと不信感が

ございましたので、お尋ねをいたします。

今回、もう受験した方は預かり保育ということで受験をしたら担任であったというようなこと

のようでした。以前にも２件、これと同じような話を聞きました。家庭の都合で、資格はあるけ

ど、長期間、保育の就業にかかわっていなかったので、預かり保育ならできるだろうと応募し受

験して採用されたところ、担任となっていた。「担任はできません」と、「経験もないのででき

ません」とお断りしましたが、「いえ、もう決まっておりますので」ということで非常に困って

いるというお話と、もう１人の方は、子どもが小さいのにこんなに残業があっては自分の子ども

の面倒も見ることもできないというような不満の声を、以前にも２人の方からお話を伺いました。

今回も、採用になった１名の方は常勤に違いがあると、担任は無理だということでわずか１カ

月で辞職をしてあるようでございます。幼稚園の預かり保育が始まりましてから、幼稚園職員の

採用でそのようなところにどうも双方の食い違いがあるような気がいたします。

教育委員会が求めている職員を、市長部局はわかって募集をかけられ採用されているのか、少

し疑問に思います。

また、受験者に対しても職務内容の説明がどれぐらいできているのか、本当にわかられている

のか、今回でも、そういう担任も持たなければいかないというような状況がわかってあるならば

断られていたのではないかとも思っております。１カ月での辞職というのは、どうも採用に納得

のいかないところがございます。そういうところに相違があるのではないか、お尋ねをいたしま

す。

次に、児童数の多い幼稚園には、ある程度の補助職員が必要ではないかということです。

今回、辞職された方の理由の１つに、毎日の残業では我が子の育児ができないからだと、そう

いうふうに聞いております。昨年、職員の家族や友人、保護者の方々から幼稚園の過剰な残業に

ついてお話がございましたので、教育委員会にお尋ねをいたしました。調査の結果、１０分や

２０分の残業にはなるけれども、それほど長時間の残業はしておりませんという報告をいただい

ておりました。しかし、実際にはその時点で長時間の残業があっておりました。

いろいろの事情があったかもしれませんが、幼稚園側が教育委員会に報告をしてないというだ
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けのことでございました。その残業の理由もいろいろ聞いてみますと、あったようでございます

ので特にあえて取り上げはしませんでした。

石田や郷ノ浦幼稚園のように児童数の多い幼稚園では、何事も人数分、時間がかかります。施

設も老朽化して、つぎ足し、つぎ足しになっているようなところもありますので、不便でスムー

ズにことが運びません。特に、３歳児を多数、受け入れている郷ノ浦幼稚園は大変だと思います。

ましてや、預かりに３歳児がいればなおさら手間がかかかります。現場に行って見てみますと、

昼からは預かりの先生だけでは手が足りなくて、午前中、担任の先生も一緒になって子どもを見

ていらっしゃいます。担任を持っている先生は、しなければならない自分の仕事があるわけです

が、それは子どもが帰ってから、いなくなってからしかできないということがよくわかります。

市の事務職の残業というのは年間の中で限られた時期だと思いますが、幼稚園は毎日がその状

態、それが続いていくのですから、大体の想像はつきます。せめて、児童数の多い幼稚園には長

期臨時の補助職が必要ではないかと思います。

幼稚園に関まして、この３点お尋ねをいたします。

○議長（牧永 護君） 今西議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） ７番、今西菊乃議員にお答えをいたします。

幼稚園職員６名の退職が、新学期直前の３月２３日にわかりました。その後任といたしまして

急遽６名の臨時の方を雇い入れて、預かりの担当にいたしまして新学期をスタートいたしました。

短期日のうちに６名の臨時職員を第２種職員また長期臨時職員にかえて、安定をさせたいという

願いがございました。

７月１日付で３名の第２種嘱託職員を採用していただきました。嘱託職員は、市長部局での採

用になります。第２種嘱託職員は保育所と同じようにクラス担任をするという条件での採用でご

ざいますので、７月１日から幼稚園のクラス担任としての配置となりますけれども、学期途中で

ございますので無理と考えまして８月１日より幼稚園のクラス担任とすることにいたしました。

この３名の方は１カ月間、預かり担当者としてそれぞれの３園に勤めてもらいまして、幼稚園

に慣れてもらうことにいたしました。その３名のうちの１名は辞退をされまして、２名の方が

１カ月間、預かりを経験をいたしました。

臨時の４名の預かり担当者を第２種嘱託職員として採用することを願っておりましたけれども、

預かりはクラス担任ではないということで、長期臨時職員として教育委員会での募集をすること

になりました。８月１日付で３名の長期臨時職員を採用することができましたので、８月１日付

で人事異動を行いました。

７月１日採用の２名の第２種嘱託職員をクラス担任として郷ノ浦幼稚園へ、そして８月１日採
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用の３名の長期臨時職員を預かりの担当として３園にそれぞれ人事をさせていただきました。

その後、８月９日、郷ノ浦幼稚園の新しいクラス担任１名が退職をされました。その補充のた

めに、８月１６日内示の新たな人事異動を行いまして本日に至っております。

議員が申されますなぜ８月にクラス担任の異動をしたのかという理由でございますが、まず教

育委員会といたしましては幼稚園職員の安定、いわゆる臨時で担当しておりますので幼稚園職員

の安定を早く図りたいという考えがございました。

そして、長期臨時職員のクラス担任というのは問題があるのではないかという御指摘を以前よ

り受けておりました。

それと、第２種嘱託委員の採用の条件がクラス担任を持つという条件でございましたので、

７月１日よりすべきところを８月１日からクラス担任という話をして、８月１日にかえたという

ことでございます。

それと、夏休み中に新たに人事で動かれました職員を持つ幼稚園で、新しい職員の体制を整え

てもらいたいという気持ちもございました。そして今年度、まだ８カ月間の保育期間が残ってお

りますので、残る８カ月を安定した幼稚園体制で保育に従事をしていただきたいということでの

８月の人事でございます。

その次、２番目でございます。受験者に対しての職務内容の通知はいかがかということでござ

います。受験者に対しまして、職務内容は面接の中でも職務内容、待遇等について説明を行って

おり、受験者もそれに対しまして「わかった」という返事をされておられます。

また、採用前には採用内定者に教育委員会に来ていただきまして、採用前の詳しい協議、事情

説明を行っておる次第でございます。

ですから、採用時の職務内容、条件等々については、受験者の方は了解をされておると考えて

おります。

３番目の児童数の多い幼稚園には補助要員が必要ではないかということでございますが、これ

は議員御指摘のように補助要員は必要だと思っております。特に、園長の申し出によります補助

要員につきましては１００％実現をいたしております。

また、今後も人数、生徒の子どもの多い幼稚園、また特別な事情が発生した幼稚園には園長か

らの要望がございますので、それは確実に受けていきたいと思っております。ちなみに、郷ノ浦

は現在６名の補助要員と、新たにクラス担任になりました若い担任の先生の補助のために１名の

補助要員を設けておるというのが現実でございます。

以上でございます。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 今西菊乃議員。
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○議員（７番 今西 菊乃君） 明確に答弁をいただいたんですが、ちょっと納得がいかないとこ

ろが、３月２３日に今まで幼稚園に勤務していらっしゃった方々が市の保育所の嘱託を受けて、

いなくなったというのが３月２３日にわかったというように教育長は答弁なさいましたが、保育

所の嘱託を採用試験をして採用するのは市長部局のほうにあったと思うんですね。

でも、その時点で受験をしたときに既に現在、幼稚園に勤務してることはわかってたはずなん

ですね。それが保育所に行けば、その分幼稚園が不足することは市長部局ではわかられていたは

ずなんですね。そこのところも私は納得がいかないんです。

それが、それだけ幼稚園の職員を保育所にとるんだから、その補充をどのように考えてなされ

たかということをお伺いしたいんです。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） ただいまの今西議員の御質問にお答えします。

おっしゃるように、先ほどの御質問の中でおっしゃいましたように、市長部局と教育委員会部

局、どうして採用の時期が食い違ったのかと、そのことが今の御質問につながっております。

実は、私は、例えば１つにはクラス担任を臨時雇いの方が持っているというようなこと。そし

て、保育師という資格あるいは幼稚園教諭という資格をお持ちの方が長く臨時でおられるという

こと等々を含めまして、実は待遇改善も含めまして、そういうふうにするようにということで管

理職会議で発言をしておったわけでございます。

そこで、保育所部局では３月に知ったということで、その時点でやはり連携プレーがなかった

ということについては、市長部局、教育委員会部局の連携がなかったということについては素直

に認めたいと思っております。

そこで実は保育士を２４名、そして幼稚園教諭を３名、嘱託として採用いたしました。２７名

の採用をいたしたところでございます。

そういうことでありまして、徐々に職員の待遇改善あるいは園児あるいは保育を要する子ども

に対する対応というのは、徐々にではございますけれども改善していきたいと思っているところ

でございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 今西菊乃議員。

○議員（７番 今西 菊乃君） 私も、職員の人事に関してはそのように思います。教育委員会と

市長部局のお話が、協議が本当にどれぐらいなされていたのだろうかというふうに思うわけでご

ざいます。

今回の件とは全くこれは関係ない件なんですが、私がちょっと携わっている中で、最近、公民
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館と自治会、それと行政区の兼ね合い、また社会教育の中の国体準備室の件と、そういうのが市

長部局の一方的な政策ではないかというような気がいたしておりました。

そして、これに追い討ちをかけるように、こういう人事がございましたものですから、本当に

教育委員会と市長部局では対等な協議ができているのかなあ、そうじゃないのではないのかなと

いうようなそういうふうに見えるわけですね。

市長、私の眼鏡はそちらから見て色がついておりますか。──はい、答えてください。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 縁なしでもございますし、色は全くついていないと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議員（７番 今西 菊乃君） そちらから見ると色がついてないんですね。こちらから見ると少

し色がついてるんですよねえ。

まあ、これは世にも不思議な、世界に１つの眼鏡ではないかというふうに思いますが、本当に

対等に、新聞の記事を鵜呑みするわけではありませんが、教育現場は市長部局ではわからない、

そういう面も多々あるわけですから、教育に関して、幼稚園に関しては現場の話もよく聞かない

とこういう問題が起こることもあると思います。

そして、教育長も、もう断わられたけど、いや、言ったけどできなかったとか、そういう記事

が載っておりますが、そういうことではなくてできないことはできないと、必要なものは必要と

はっきりおっしゃらないからだと思うんですね。

教育長、３役の１人です。教育長にはそれだけの権限があるんですから、言わなきゃいけない

こと言わなきゃいけない。とらなきゃいけないことはとらなきゃいけない。お金も人も頑張って

自分の義務を全うしてほしいと思います。

子どもたちを見守って、教育の環境も整えるのはこれは教育長の義務ですので、職務怠慢にな

らないようにお願いをいたしたいと思います。

もう時間がございませんので、あ、そうですね、最初児童数の多い最後の幼稚園の補助要員で

すね。これは郷ノ浦の幼稚園の園長さんに聞きますと、今のところは本当におかげさまでことし

はそうなっておりますということでございました。

しかし、園児数の多い勝本、霞翠、石田、ここは非常に園児数が多いわけです。補助要員さん

を入れられても、箱崎、瀬戸、田河、那賀あたりは５人に計算すると、割りにすると子ども５人

を１人で見ているようになりますが、勝本、霞翠、石田はその倍の１０人ぐらいを１人で見るよ

うな割りになっているわけですね。

そして、郷ノ浦幼稚園は園長さんが現場にいて資格もあられますし、それだけの方が決まられ
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ますので、委員会との直接のお話ができておりますが、ほかの幼稚園は園長が小学校の校長先生

が兼務になっていらっしゃいますね。本当に、校長先生は小学校の学校業務だけで忙しい中を、

なかなか校長先生との連絡がとれないとか、そういうお話も伺いましたし、また幼稚園という体

験をしてない校長先生、特に男性の校長先生には、女性の校長先生はその点わかられるところも

あるんじゃないかなあ、自分がかかわってきた分ですね。

しかし、男性の校長先生はなかなかわかっていただけない、そういうところがあるようでござ

いますので、そこのところは教育委員会のほうで直接、幼稚園の先生が教育委員会に言ってくる

わけはいかないわけですから、そこのところは気をつけて見ていていただきたいと思います。

それでは、次に参ります。──その前に、そうですね、教育長、教育長の義務と権限について

一言、教育長の決意を、思いをお願いいたします。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） 今西議員の御指摘、日々それを邁進をしておるつもりでございますけ

れども、声が少し小さかったのだと思っております。

今後は今西議員の御指導を真摯に受けとめまして、今以上の職務に邁進をさせていただきます。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 今西菊乃議員。

○議員（７番 今西 菊乃君） 期待をいたしております。よろしくお願いします。

次に、保育所の関連で参ります。土曜日休日の保護者に対して、土曜日預かりは毎週木曜日ま

で申し込みが必要で、申し込むと嫌な顔をされて快く引きうけてもらえない。親も職場が休日で

あってもたまっている仕事や要件で忙しいので、基本的にはそういうことをしなくて預かっても

らいたいという件がございました。

この件に関しまして相談を受け調べてみますと、保育所によって受け入れが違うということで

ありましたので市内統一すべきだと昨年の９月に質問をいたしました。

市長の答弁は、入園時期の説明文の中に保育所が違う要綱を書いている。実際は各保育所、受

け入れ体制がかわっているわけではないが、同じようにするように昨年も指導を行ったわけです

が、現場で書き直していなかったという事実がございます。これについては厳しく指導をしたと

ころでございますとのことでございました。

それから何の苦情もなかったので、てっきり改善されていると私も思い込んでおったわけでご

ざいますが、ことしの７月ですかね、新聞の投稿されているのを見て、ああ、まだかわっていな

かったんだなあという事実を知りました。

厳しく指導をしたと答弁でおっしゃいましたが、市長はどのように指導をなされたのか、本当
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にされたのか。昨年もしたけど、なってなかったと。今回もそうであったと。

それとも、指導はしたけど職員が言うことをきかなかったのか。この件について１つお尋ねを

いたします。

私に言ってきた当人は、議会で質問してもらってもかわりませんでしたが、新聞に載せるとす

ぐかわりましたよというようなことを言ってまいりましたので、ああ、議員での答弁とはそれぐ

らいのものなのかと、何となくそういう感じがいたしましたものですから、そこのところの説明

をお願いいたします。

次に、現在は情報があふれている社会ですから、保育所管理にしましても、島外からの情報な

ど友達の話とかインターネットとかですぐ入ります。保護者の中には保育に関して詳しい方もい

らっしゃいますので、批判や要望もあるように聞いております。退職なされた先生方に伺います

と、以前は保育士や所長の研修会をかなりの回数で行っておりました。人生で一番大事な乳幼児

期を預かっているのだから、研修、研究も重ねて、より質の高い保育をしていくのが保育所の仕

事です。ただ預かって怪我をさせないように遊ばせていれがいいものではありませんと、まあそ

ういうお話でございました。

また、保護者の要求も大変かわっております。自分中心で子育ての仕方がわかっていない親も

ふえてきております。その対応もまた必要になってまいりますが、現在どれぐらいの研修が行わ

れているのでしょうか。

そして次に、保育所長に関してです。そうですね、２番目、保育所長に関してですが、現在芦

辺保育所は有資格者で保育の経験もあられます。そのほかの所長は資格もなければ保育の経験も

なく、特に所長事務というような仕事をなさっているようでございます。肩書きだけの所長で、

保育にかかわる職員の指導、そういうものができるとお思いですか。それとも、職員の指導は必

要ないとお思いですか。

そこのところの思い違いが、先ほど「指導したけど、なってなかった」というような問題にも

つながっているのではないかと思います。

保護者に対しても同じようなことが言えます。土曜日の預かりの件につきましても、その保育

士は子どもの状況を見て、ストレスがたまっている、親の愛情が必要だと思ったのかもしれませ

ん。お母さん、小さい子どもは６日間預けられるとストレスがたまっているんですよ、愛情不足

になっていませんか、たまにはこの子だけに愛情を注いであげることが必要ですよと、親に話し

てあれば親もわかるのです。

でも、それは資格と肩書きと経験を持った所長でないと、親のほうが受け入れないんですね。

とにかくどうかしてでも子どもを保育所に預けようと、そう思っていらっしゃる親も多数いらっ

しゃるわけでございます。
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保護者も、所長経験者の方にお伺いしますと、保護者もいろいろです。モンスターと言われる

方もいらっしゃいますので、保育士と保護者のちょっとしたトラブルがあったときは、所長がす

ぐ出ていって、まず保護者の言い分を聞く。そして、保護者の気持ちを受けとめてあげて、その

後納得がいくように保護者に指導をしていた。そうすると、大抵のお母さん方はわかられますよ

と。それが所長の仕事だと思いますよというようなお話をいただきました。

せめて、今、武生水、勝本、石田にも所長はいらっしゃいますが、有資格者でもありませんし

保育の経験もありません。ここのところはかえていかなければならないのではないかと思います

が、市長の考えをお伺いいたします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 保育所の件につきまして、今西菊乃議員の御質問にお答えいたします。

まず、指導したのかということでございます。御存じのように、全職員が私の名前で仕事をし

ております。ですから、各職員がしたことは私がしておることでございます。私が厳しく保育園

に行って指導するわけでございません。担当管理職あるいは理事、係をして厳しく指導されてお

るわけでございます。

ところで、それが実際に反映していないんじゃないかという御指摘でございます。それについ

ては、再度、指導をいたします。

そこで、ただ今回、報道に載りましたような土曜日云々というようなこと、それについては今

回、再度、家庭の事情について言及することは御法度だということを改めて指導したところでご

ざいます。連れてこられた方について、いろいろ育てる時間、保育の時間があるんじゃないかと

か、そういうのは全くもって言ってはいけないということを改めて指導をしたところでございま

す。

それから、御質問の順序は少し前後するかもしれませんけれども、研修をしているのかと。そ

の前に済みません、それで各園、各保育所、主任会議、所長会議を定期的に行っておりまして、

対応を統一するよう会議でもって対応をしておるところでございます。

それから研修の件でございますけれども、各種研修会議へ積極的に参加を行いまして、旅費の

問題もございますが、できる限りの研修会への派遣をしておるところであります。今後も、所

長・主任会議を必要に応じて開催し、壱岐市内での統一した保育サービスの徹底を図っていきた

いと思っております。

保護者対策でございますけれども、それにつきましても、一応いろんな機をとらえて、やはり

保護者の方々といろんなお話をするいうことが一番の理解につながるんじゃなかろうかと思って

いるところでございます。
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それから、各保育所に有資格の保育所長を置きなさいという御指摘でございます。私も、保育

所の職員についてはすべて有資格者が好ましいと思っておる、それは間違いございません。

ただ、少しこれについて経過を話させていただきたいと思います。私が就任いたしました平成

２０の５月時点で、郷ノ浦町と芦辺町にだけ保育所長がおりました。そういう中でいろいろトラ

ブル的なものもございまして、各園に所長を配置してくれという要望がございました。その中で、

私は少なくとも各町単位に置こうということで４名置くという決定をいたして、２１年４月の時

点で４保育所長を配置したわけでございます。

しかし、その中で、その時点でお１人退職でもございましたし、職員の中で有資格の方を１人、

そして内部から所長を上げますと実際の現場が回らないという事情がございました。それから、

いろいろ年齢的な、正直申し上げて、少しだけそういうこともございました。もろもろの事情か

ら、実は主幹クラスあるいは課長補佐クラスを保育所長に回したところでございます。

新しくなられた保育所長さんには、非常に事務的な問題もあるということもございまして、ひ

とつ、配置をしたわけでございますけれども、今までずっと事務をしてきた方が急に、正直言っ

て主幹クラスになってから保育所に行って所長をするというのは非常に、私はその職員に対して

も非常に負担が重かったろうと思っておるところでございます。

しかしながら、そうせざるを得なかったという事情をまず御理解いただきたいと思っておりま

す。今後は、でき得れば近いうち、来年でも、有資格者の配置ができればなあと思っております。

そういう全部がそうなれるかどうかは別にいたしまして、そういう気持ちで対応したいと思って

おるところでございます。

先ほどの、済みません、前後しました。保護者対策につきましては、担当保育士が毎日、お便

り帳によりお知らせを行っております。また、園だよりを定期的に作成して保護者の皆様と連携

を図っているところでございます。家庭教育のあり方等について、各保育園において説明会や保

護者会、総会など機会あるごとに指導させております。さらに、壱岐子どもセンターで行われて

いる子育て支援事業、地域子育て支援活動、子育て応援講座、いきっこ広場の活用を広く促すと

ともに、教育委員会や健康保健課など関係機関とも連携を密にして充実を図っております。

御参考まででございます。現在、保育所の職員数は９６名おります。その中で正規は２６名、

嘱託は６０名、この中の２４名をことし採用したところでございます。長期臨時１０名、そして

保育児童数は６１７名でございます。

この９６人の職員を本来ならば正規職員と採用したいわけでございますけれども、とてもじゃ

ございませんけどかなわないわけでございます。その辺もどうぞ、御理解いただきたいと思って

おります。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕
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○議長（牧永 護君） 今西菊乃議員。

○議員（７番 今西 菊乃君） まず土曜日預かりですね、家庭の云々を言ってはならないと厳し

く指導した。それはいいんです。

でも、これは全国的に土曜預かりを、土曜日はなるだけ家庭保育でしてくださいという指導は

ここだけじゃないんです。私も孫が福岡に２人おります。２人とも別々の保育園に行っておりま

すので尋ねてみました。

すると、１人のところはもう基本的に土曜は家庭保育でお願いしますと言われるそうです。も

う１人のところもやっぱり、お母さんが土曜日仕事がなかったら預かってくださいと、そういう

指導はどこもあっているようでございます。

４歳・５歳の子はいいんですが、今、保育所に３歳以下を預けるんですよね。３歳以下の子ど

もに６日間ずっと朝８時から６時まで、それも可愛そうなもんなんですよ。

だから、実際はそこのところの指導を、保育所長がちゃんとできれば、できる方を保育所長に

もってくれば、そこのとこの、全部が全部保護者がいうわけじゃないんですよね。特定の方かも

しれないんです。そういう指導はやっぱり経験と肩書きと資格が要るんです。

そういうことを言う親に対して、絶対その分を要求してくるんですね。保育所長でなかったら、

ほかの先生の話は格別聞かないんです。そういうタイプのモンスターペアレンツと言われる保護

者も多くなっておりますので、そこのところもかんがみて、人事はわかります、正規の職員も少

ないです。しかし、幼稚園は、保育園と幼稚園と人事は一緒にしてますよね。幼稚園は全部正規

なんですね、２名ずつ。ここのところもどうしたものかと思います。

だから、教育委員会と市長部局でよく協議をなされて、なるだけ教育環境の整った形で来年度

はやっていただきたいと思っております。

次に、３番目の今後の方針についてお尋ねをいたします。これも、これは２０年の１２月に質

問をいたした件でございます。３歳児、土曜日の幼稚園の土曜預かりをすれば、保育所に行って

る４歳・５歳児が幼稚園に行って、保育所に、その分空いた分だけ３歳児を受け入れられるんで

はないかというような質問をいたしました。

その件に関しまして、市長の答弁は「土曜預かりについては保育所から幼稚園に移る意思があ

るかどうかアンケート調査をする」と。「１年間、研究をさせてもらいたい」と。２０年の

１２月でおっしゃったんですね。

保育所については、ことしから定員増となっておりますよね。待機児童は今のところそれほど

いないと思っております。民間もありますのでね。

しかし、このアンケート調査ですね、４歳・５歳児が果たして保育園から幼稚園に行く、そう

いう意思があるかどうかというアンケート調査は、これは私が聞くところによりますと幼稚園で
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なされたというふうに聞いているんですね。

しかし、このアンケート調査は幼稚園には関係ないことであって、保育所ですべきですよね。

保育所に行っている４歳・５歳児が幼稚園に行くかということを聞いたのですから。そこのとこ

ろが、どうも質問の趣旨をわかっていらっしゃらないのではないかなと思っております。

そして、一応アンケート調査はなされておりますが、２２年度には改善された形が出てくると

思っておりましたが、幼稚園側あたりはそういう明確な形が見えませんので、どのように研究を

なされているのか教えていただきたいと思います。

２番目の幼稚園での３歳児の受け入れが必要なのかということは、これは幼稚園に行ってお尋

ねもしたんですが、幼稚園教育は本来、小学校に上がるための準備ですね。ちゃんと机に向かっ

ていすに座って先生の話が聞ける。集団生活の中で基本的な生活習慣を身につけ、小学校に上が

ってから学業がスムーズにできるように学ばせることが本来の幼稚園の目的であると思います。

私はその５歳児だけで１年間でよいのではないかと思ってたんですが、今の子どもは２年間、

幼稚園教育の必要があるということでした。４歳になればちゃんと人の話を聞いて理解する能力

があり、１年間幼稚園教育を受けた子と２年間幼稚園教育を受けた子では小学校に上がった時点

で明確に差があると。

しかし、４歳児と３歳児では、体力、能力かなりの差があるので、３歳児からの幼稚園教育と

いうのが本当に必要なのだろうかと。３歳児は保育所対応がいいのではないだろうかというよう

な幼稚園側の現場の先生の声もありました。

特に今、幼稚園教育を受けないで、保育所からまっすぐ小学校に上がる子どもがかなりいます

よね。なかなか、ちゃんと机に向かって座って、１時限を受けるということができない子どもが

ふえているというふうな話を聞いております。

できれば４・５歳はすべて幼稚園で、３歳以下は保育所で受け入れるというようなことがここ

壱岐市独自の子育て政策としてできないものか。「子育ての島・壱岐」として確立はできないも

のか、そういう構想はないものなのかを本来はお尋ねしたかったのでございます。

よろしくお願いします。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） 今西議員にお答えをさせていただきます。

幼稚園の土曜日預かりにつきまして、今西議員のお話では少し片手落ちがあるかもわかりませ

んが、幼稚園内でのアンケートを一応実施をさせていただきました。その結果、５９.７％の幼

稚園の保護者が「希望しない」という回答が出ております。これは、現在、幼稚園で預かり保育

を実施しておりますので、このような結果になったんだと思います。
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幼稚園現場では、現在行っております預かりを引き続きやっていってよいのではないかと考え

ております。わかりやすく言いますと、土曜日預かりというのはもう少し検討させていただきた

いということでございます。

また、幼稚園の３歳児受け入れの件ですけれども、御存じのように現在、郷ノ浦幼稚園で３歳

児受け入れをやっております。この３歳児受け入れのアンケートも、同時に実施をさせていただ

きました。その結果、６０.５％の保護者から希望しないという回答を得ております。

このように、現在の壱岐市では幼稚園と保育所との連携という１つの大きな命題を抱えており

ます。今西議員がおっしゃいました４歳児・５歳児は小学校に進学するための基本的なものであ

るということはよくわかります。今西議員の御提言を実現するには、ちょっと言い過ぎですけれ

ども、幼稚園の４歳児・５歳児を義務教育化するのが一番だと思っております。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 今西菊乃議員。

○議員（７番 今西 菊乃君） アンケートの結果は、幼稚園でしても、先ほど言いましたように

幼稚園の保護者に聞いたわけではないんですね。私は保育所に行かせている方がどうなのかとい

うことを聞きたかったので、そこのところはちょっと取り違えられていると思います。

これ、市長にもお尋ねいたします。「子育ての島・壱岐」として、４歳児・５歳児、今から国

の政策もかわって幼保一元とか認定子ども園とか言っておりますが、実際それがいいのかどうか

は私もわからないと思います。いいのなら受け入れられているはずなんですね、今までに。

でも、なかなか受け入れないということは本当にそれがいいのかどうか、それはもうやってみ

なければわからないというところもあるのでしょうが、ちょっと疑問に思う点もあるんですね。

だから、余り私が推進はしたくないんです。

ここ壱岐では、壱岐独自のそういった４歳児・５歳児は幼稚園に、３歳以下は保育所でという

ような、石田町と勝本町あたりが大体そういう形になっているわけですね。その形がどうかして、

「子育ての島・壱岐」として、そういう確立ができないものか、そういう構想がないものか、考

えていただけないかということでちょっと市長の御意見をお伺いしたいと思います。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 今西議員の今の御質問でございますけれども、おっしゃるように、幼稚

園に行くかどうかというのは保育所の園児を対象にとらなければいけなかったと思っております。

その辺が、先ほど申しますように、保育所と幼稚園の連携プレーがうまくいってないということ

を深く反省をいたします。

早急に、保育所の園児に対してアンケートをとらせていただきたいと思っております。
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それから幼保一元化、一体化については御質問がございましたけれども、今、質問書にありま

したけど、御質問をなさっておられませんので、一言だけ来年２０１１年の通常国会でこの問題

について法律ができそうでございます。

その法律に対処するために、近々部内に市民福祉課、教育委員会、保育園、幼稚園の職員で構

成をする研究会と申しますか、そういったものをつくりまして、法律ができたらすぐ、それに対

応できるように、幼稚園スタイルにするのか、保育園スタイルにするのか、あるいは今取りざた

されております保育所に給食室は要らないよといったような法律ができるのか。そういったこと

も含めて対処ができる研究会を立ち上げたいと思っておるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 今西菊乃議員。

○議員（７番 今西 菊乃君） 国の政策によって、ちょっと多少はかわってくるだろうというこ

とは私も想定いたしております。

とにかく、何がどういう形であろうと、子どもの幼稚園、保育、そういうものに関ましては親

とか行政とか、今まで私も親の要望を聞いて市長には多少無理なお願いとかもいたしました。し

かし、今は考えたときに、行政や親の考えだけで本当に幼稚園や保育園の行政をやっていってい

いのか。

そこの中で、やっぱり子どもは今の子どもはどういうように変化をしているか、もっと子ども

に目を向けて、子どもに目を向けるということは保育士さん、現場の話をやっぱりよくよく聞い

てみないといけないと思います。彼女たちはプロでございますので、そこのところを子どもに目

を向けたそういう子育て行政、そういうものをしていただきたいと思います。

１年に１度はなるだけ、この子育て関係で質問しようと思っております。来年どういった質問

ができるのか楽しみにいたしまして、私の質問を終わります。

ありがとうございました。

〔今西 菊乃議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって、今西菊乃議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） ここで、暫時休憩いたします。

再開を１１時５分とします。

午前10時53分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時05分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。
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一般質問を続けます。次に、１４番、榊原伸議員の登壇をお願いします。

〔榊原 伸議員 一般質問席 登壇〕

○議員（１４番 榊原 伸君） それでは、１４番議員、榊原が通告に従い一般質問をいたしま

す。

最初の質問については、昨日の音嶋議員の質問に対する市長の答弁の中で「本庁舎建設の件は

本庁舎建設審議会に議論をしていただきたい」とありましたので、市長の気持ちはわかりました

が、もっと積極的になってもらいたいことと、合併特例債との関係について少しお尋ねしたいと

思います。

それでは、質問に入りたいと思います。

最初の質問ですが、合併特例債についてお尋ねいたします。この問題は、２１年の９月の定例

会において中村議員より質問があり、市長は「今後の合併特例債事業の予定については、本年度

が壱岐市総合計画見直しの年であるので合併特例債の今後の活用について検討する」と答弁され

ています。

また、さきの６月定例会において、合併特例事業年度別事業計画書が資料として提出され、予

算特別委員会の冒頭に、財務課長より合併特例債の事業計画並びに今後の普通交付税・公債費の

推移見込みについて説明を受けました。

そのとき提出された資料によると、合併特例債事業計画で当初より予定されていた壱岐市役所

本庁舎建設事業が空白となっています。この事業計画書を見ますと、合併特例債のハードの建設

事業分の起債上限限度額１５９億４,０００万円に対し、これまでの事業と今後の事業計画の合

計額は１１２億７,０００万円となっています。そうすると残りは４７億円となります。

壱岐市の今後の財政状況が厳しいことは十分承知をしております。しかし、これを先延ばしし

たり本庁舎建設において合併特例債より有利な地方債は今のところないと考えますが、どうでし

ょうか。

私がこのように本庁舎建設を提案する理由は、大きく分けて２点ほどあります。まずその１点

目は、建物の問題です。

どういうことか申しますと、まだ調査はしておりませんが、恐らく旧４町の庁舎、今の郷ノ浦、

芦辺、勝本、石田庁舎は耐用年数が余り残っていないのではないか。耐用年数が残っているとし

ても、耐震診断、耐震対策等で大規模改修の時期が迫っていると考えるからです。

もう１点目は分庁方式による弊害、行政サービスの低下などです。例を挙げるなら、市長の思

いが職員へうまく伝わっていない。また、職員の思いが市長まで届かない。昨日の答弁の中で、

市長は「職員とも対話の機会を設け意思疎通を図っている」とのことでしたが、私には職員の不

満がたまって市長と職員の心の距離が遠くなっているばかりのような気がしてなりません。
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今のような分庁方式であれば、だれが市長をしても同じようなことと思いますが、また市長は

「観光を中心にした交流人口の拡大」をことあるごとに口にして言われますが、その密接にある

べき観光課は石田庁舎にあり、また高齢化が進む中で本来は一体的に連携調整をして対応しなけ

ればならない保健と福祉の担当部署が別々の庁舎、これはほんの一部ですが、このようなことで

本当に住民サービスができているのか疑問である。

また、職員の移動時間などを考えると、これこそ非効率で時間の無駄、行政経費の無駄ではな

いでしょうか。将来避けて通れない職員の削減の問題ですが、今のままの分庁方式で職員数を減

らせば職員にも負担が大きくかかり無理であります。

それから、場所の問題ですが、当初予定されていた亀石付近は今学校給食センター建設が決定

し、事業が進められています。無理かと思いますが、幸いというか、今度中学校の統廃合で幾つ

かの学校が空きます。立地条件のいい費用のかからない場所を選んでみてはどうか。

以上のことを考えたとき、本庁舎問題は早く取り組むべきと思うが、市長のお考えをお聞かせ

願います。

○議長（牧永 護君） 榊原議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） １４番、榊原伸議員の御質問にお答えいたします。

合併特例債の今後の有効活用、そして本庁舎の問題でございます。

まず、本年度の合併特例債事業、ハード分建設事業分の起債は、廃棄物処理施設整備事業、給

食センター整備事業、原の辻遺跡復元整備事業、新郷ノ浦港線県営事業負担金の財源として合併

特例債を充てております。

今後の合併特例事業債充当予定事業は、平成２３年度は継続事業の廃棄物処理施設整備事業並

びに給食センター整備事業でございます。

平成２４年、２５年度事業といたしまして、廃棄物処理施設、焼却施設、し尿処理施設の解体

工事を含めた跡地整備事業及び消防救急無線デジタル化事業を計画をいたしております。

ハード分の起債予定総額は、先ほど議員おっしゃいましたように１１２億７,０００万円の見

込みであります。壱岐市のハード分借り入れの上限額は１５９億４,０００万円でございますの

で、その差は４７億円ほどございます。

合併特例事業債を含む地方債の借り入れ事業年度として昨年２１年度から増加をいたしており

まして、先ほど申し上げました事業がございまして、来年度２３年度に多額の借り入れ見込みで

あります。これらの償還が平成２７年、２８年度に償還のピークとなります。

一方、普通交付税は御存じのように平成２６年度から合併算定がえが段階的に縮減されます。

平成２１年度比較で、平成３０年度の減額見込み額を現在よりも２０億円減ると思っております。
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今、あえて申しますが、合併算定がえというのは旧４町があったとして４町分の今、地方交付

税を合算したものが来ているということでございます。平成２６年度から平成３０年度までには、

平成３０年度にはそれが壱岐市１本、本来の算定になるということで２０億円減るというような

ことでございます。

このような見込み試算でございまして、合併特例事業債の借り入れ時期の平成２５年度までに

上限限度額近くを借り入れることは、本市の財源状況を見た場合、厳しいものがございます。し

かし、真に必要なものはやっていかないかんと思っているところでございます。

将来、負担を軽減するために、現在、財政調整基金及び減債基金への積み立て、並びに地方債

の繰り上げ償還などの財政措置を講じております。今、今次補正予算におきましても、繰り上げ

償還予算を提出をしておる次第でございます。

さきの６月定例議会で合併特例事業年度別事業計画でお示しいたしましたように、学校校舎耐

震事業、庁舎建設事業等を合併特例事業債で計画をいたしております。しかしながら、この項に

つきましては議員御指摘のように項目を上げておりますけど、金額を入れてないという状況にご

ざいます。現段階で事業費を計上することはできない状況でございます。今後の財政運営の状況

を見定めて、合併特例事業を推進してまいる所存でございます。

現在、本庁機能を各庁舎へ分散して業務を行う本庁分散方式についてでございますけれども、

これにつきましては平成１９年１月１日から行っているところでございます。

これにつきましては、平成１８年に壱岐市庁舎建設懇話会により壱岐市庁舎建設基本構想の報

告を受け、財政状況等を考慮し新庁舎を建設せず、既存の庁舎を有効活用する本庁分散方式が採

用されたと認識をいたしております。

現在の各庁舎については、郷ノ浦庁舎が昭和５０年建築、勝本庁舎が昭和４８年建築、芦辺庁

舎が昭和５４年、石田庁舎が昭和４７年建築となっております。それぞれ増改築も行っておりま

すけれども、建築年数も大分経過し施設の老朽化による修理費等も増加しております。また、業

務の多様化によりまして事務室も狭隘となっておりまして、会議室も確保できないなど業務に支

障も来しておることが多々発生しておることも事実でございます。

また先ほど申されました、議員申されました非効率な点が多々ございます。業務の効率化、ま

た現在の庁舎の状況等を考慮いたしますと、庁舎建設が一番の合理化であると認識をしておりま

して、言いかえれば集約をしないと行財政改革はおぼつかないと考えております。３月の議会に

おいては、中村議員の御質問に「非効率」と申し上げたところでございます。

こうしたことからも、今後、新庁舎の建設については検討しなければならない時期が来ている

のではないかと、昨日も申し上げたところでございます。これからの財政状況等、十分熟慮しな

がら、これからの庁舎のあり方について研究してまいりたいと考えておりますが、まずは内部に
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おいて、先ほどの本庁分庁式とする決定の経過等を踏まえて、どのように議論をしていくべきか

を内部的に研究させていただきたいと思っております。

議員の御提案の場所等の議論等でございますけれども、議員は当時、合併協議会の委員でもい

らっしゃいました。合併協定書の件も十分御存じでございます。この場所の議論については、も

う少し先の話になるのではと思うところでございます。

なお、冒頭申されました初めて聞きました「庁舎建設審議会」というようなことを言われまし

たけど、その発言は昨日いたしておりませんので確認いたしておきたいと思います。音嶋議員、

どうでしょうか。──していないということでございますので、御確認をお願いいたします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 榊原伸議員。

○議員（１４番 榊原 伸君） 私の発言の間違いは訂正させていただきますけども、そういう

協議会なり立ち上げて前向きに進めていただきたいという気持ちでございます。

今、言われましたように、分庁方式の弊害はわかるということでございましょうけれども、現

時点で分庁方式じゃなくて本庁方式でするとなれば非常に困難が予想されます、施設的に。

だから、私は今訴えているわけで、もしこれを合併特例債が切れる平成２５年を過ぎてから思

い立った場合に、どういう有利な地方債があるのかちょっと私もわかりませんので、もしできれ

ば、この合併特例債の借り入れ期限が平成２５年ということで残された時間は余りありませんの

で、もし本庁舎建設を市長が進める気持ちであればですが、そのためにはやっぱり積極的な姿勢

が必要ではなかろうかと思いますので、そのためにも各庁舎の耐震診断、そして、それが幾らか

かるか、それから合併特例債で計画されています廃棄物処理施設跡地利用計画も早急に取りまと

めて事業推進を図るべきと考えます。

また、財政運営では、行政改革をさらに推進して地方債の繰り上げ償還や財政調整基金、減債

基金への積み立てを行い、先延ばしせずに合併特例債を活用したほうがいいのではないかと思い

ますけども、市長はどのように考えられますか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 榊原議員の合併特例債を活用してやるべきだという気持ちは十分わかり

ます。

ただしかし、先ほど申しましたように、そのことを、もう平成２５年というのはもうすぐそこ

でございまして、一体その時間でできるのかという問題がございます。これにつきましては、相

当のやはり議論が必要であると思っております。

したがいまして、合併特例債の借り入れ期限の２５年には私は間に合わないと思っておるとこ
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ろでございます。

しかしながら、議論はやはりせないかんと思っておるところでございまして、もし２５年にや

るとすれば来年ぐらい設計を始めんと間に合わんわけでございます。ですから、そういうことは

まず時間的に無理だと。

おっしゃるように、庁舎建設につきましては一切の起債がききません。単独ということになり

ます。そこで、やはり今おっしゃいますように、できるだけ借金を返して体力をつけるというこ

とが大事であると思いますし、現在その１つの方法と申しますか、基金等をやっぱり蓄えていく

という方法が残されておると思っておるところでございます。

それから跡地利用、いわゆる焼却場の跡地等々につきましては、平成２５年までに終わりたい

と思っているところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 榊原伸議員。

○議員（１４番 榊原 伸君） 市長の気持も十分わかっております。この辺で、次の質問に移

ります。

ごみ問題についてですが、市長はことしの２月１３日のＮＰＯ法人「壱岐島環境問題を考える

会」主催の生ごみ資源化の報告会のあいさつの中で、壱岐島内の生ごみ資源化について２２年度

中に方針を決め、２３年度に実行する、はっきりお約束すると力強く宣言され生ごみ資源化への

強い意思を示されています。

そこで、お尋ねしますが、残された時間も余りありませんが、どのような方法でどのような計

画で実行されようとしているのかお尋ねします。

次に、バイオマスタウン構想の策定についてお尋ねします。このバイオマスタウン構想とは一

体どのようなものか、壱岐市としてこの構想の策定に着手する考えはないか。もし着手する考え

がないとするならば、何が障害になるのかお聞かせ願いたいと思います。

以上です。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 次のごみ問題について申し上げます。

ここでも１つだけ訂正をしていただきたいと思いますが、私は確かに「平成２２年度中に方向

を決めて、方針を決めて、２３年度の予算化する」と申しました。「実行する」ということは間

違いでございますので、言っておきたいと思います。

現実の問題として実行できるはずがないわけでございまして、時間的にですね。予算化、その

予算化をするということは、決定した方針を実行するために、２３年度から調査、対策、それか
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ら、そういった費用をして、２３年度には施設の建設費を計上して生ごみを最後に実施するとい

うことじゃないということをまず申し上げておきたいと思います。

そして、ですから２２年度中、今年度中に生ごみをどういうふうにするのかということについ

ては結論を出します。恐らく年度中と言いますけれども、年内ぐらいに出さないと間に合わない

と、参加できないわけですから、思っておるところでございます。

次に、バイオマスタウン構想とはどういうものかと。壱岐では立ち上げられないのかというこ

とでございます。

まず、バイオマスタウン構想というのは、動植物から生まれた再生可能な有機資源、「再生可

能な」ということでございます。代表的なものに生ごみや廃食用油、紙ごみ、し尿汚泥及び家畜

排泄物、木屑、籾殻など農漁業用廃棄物がございます。

バイオマスタウン構想とは、地域内において広く地域の関係者の連携のもと、地域の関係者の

連携のもとでございます。バイオマスの発生から利用まで、効率的なプロセスで結ばれた総合的

利用システムが構築され、安定的かつ適正なバイオマス利活用が行われるような全体的プランの

ことを言います。

構想には地域の関係者が協力した推進体制と効率的な収集、輸送、変換、利用のシステムの構

築及び地域の多様なバイオマスの複合的な利用と無理のない運営など、地域全体で利用と対応が

必要となってまいります。

構想を策定し、農林水産省を通じて公表されますと、インターネットを介して全国的に取り組

みが紹介され、都道府県、関係府省において共有されるため地域の取り組みがより理解されやす

くなります。

公表の基準といたしましては、廃棄物系バイオマスの９０％以上、または未利用バイオマスの

４０％以上の総合的な利活用が必要となります。

また、事業実施に向けた施設整備につきまして国から交付金が受けられるようになります。参

考までに言いますと、バイオマスタウン構想による国からの交付金事業の補助率は５０％でござ

います。今、本市が進めております環境問題の施設につきましては、この５０％よりもはるかに

有利な補助金を受けておるということを申し上げておきたいと思います。

壱岐市でバイオマスタウン構想が立ち上げられないとすれば、何が障害になるのかということ

でございますが、壱岐市では平成２１年度において環境バイオマス総合対策調査を実施いたしま

した。これは１００％補助でございます。

調査の概要といたしましては、まず第１番にバイオマスの賦存量と仕向量、賦存量といいます

のは発生量でございます。発生量と仕向量、仕向量というのは利用可能量のことでございます。

次、２番目に資源作付栽培可能量、３番目にエネルギーの需要量などをもとに廃棄物系バイオ
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マス１３品目、未利用バイオマス６品目を調査対象に選定をいたしております。

この調査に当たりまして、関係する市の各部署及びＪＡ、漁協、米・麦生産農家、酒造組合、

廃棄物処理業者、おが粉生産業者、木材業者、水産業者等の御協力をいただいております。

壱岐市では、し尿処理場、自給肥料供給センター、堆肥センターなどで排泄物の利活用を既に

実践しているものでありますが、本調査結果において、バイオマス利用率が低いのが生活系・事

業系生ごみで２％、水産残渣で３０％、廃食用油で３６％となっておりまして、し尿処理及び家

畜排泄物等を含めた廃棄物系バイオマスの利用率は既に８９％となっておるところでございます。

また、稲わら、林地残材等を含めて未利用バイオマスは７４％の利用率になっております。バ

イオマス構想の目的は環境負荷の低減でございまして、その実現のための事業費に対し補助をす

るということでございます。

このうち、生活系・事業系生ごみにつきましては市で計画しておりますので、残された未利用

資源と申しますと木屑と刈り草だけとなるわけでございます。この２つの種類の未利用バイオマ

スにつきまして、バイオマスタウン構想を立ち上げるというのは現段階では考えておらないとこ

ろでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 榊原伸議員。

○議員（１４番 榊原 伸君） 明確な答弁をいただきましたので、私の質問はこれで終わりた

いと思います。

どうもありがとうございました。

〔榊原 伸議員 一般質問席 降壇〕

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） 次に、１０番、豊坂敏文議員の登壇をお願いします。

〔豊坂 敏文議員 一般質問席 登壇〕

○議員（１０番 豊坂 敏文君） それでは、一般質問に入る前に、昨日からも２００歳全国一と

いう話が浮上しておりました。２０１０年の最大のニュースといいますか、東京都杉並区で

１１３歳の所在不明の女性が発端となりまして、年金の給付や、あるいは戸籍のあり方に問題化

いたしております。

全国で戸籍上、最高齢者１８１０年生まれ、２００歳の方が本市におられることが判明してお

ります。現行の戸籍処理上の問題提起があることから、国といたしましても早急に打開策を考案

し、安らかなる黄泉の道へと１日も早く旅へ立たれるように、進まれるように願っております。

これをもちまして前段は終わりますが、今から本段に入っていきます。４９分ありますから、

それで終わりたいというふうに考えておりますから、理事者の切なる御声援を、はっきり明確に
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答弁を短く１分以内で終わるようにお願いをしておきます。

それでは、市民病院とかたばる病院についてお願いをいたします。市民病院改革について、今

年４月に齋藤先生を顧問として任命されましたが、その後の動向についてお聞かせ願いたいと思

います。

それから、かたばる病院の将来的あり方と現況、市の医師会との進捗状況について、今後のあ

り方についてお願いをしたいと思いますし、今年度末で市に移譲され５年を限度として補助金等

もなくなってまいります。病院経営の補てん金、この件もありますし、今後の問題の運営面でも

いろいろと問題提起がなされてくると思います。これに伴いまして、現段階での進み方について

動向をお聞かせ願いたいと思います。

まず１点、よろしくお願いします。

○議長（牧永 護君） 豊坂議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） ８月２７日に記者会見をいたしまして、２００歳の壱岐の方がいらっし

ゃるということで発表したところでございます。

昨日もございましたように、ある意味有名になったのかなと思っておるところでございます。

ただ、黄泉にお旅立ちになって安らかな御冥福をお祈りしたいと思っております。

市民病院とかたばる病院についてのことでございます。

まず、平成２１年１０月に、今後における壱岐市民病院の経営体制のあり方について、壱岐市

立病院改革委員会に御審議をお願いし答申をいただきました。この時点で、独立行政法人化に向

けて、理事長候補の御紹介を九州大学病院へ頻繁に出向き、お願いしていることはこれまで議員

皆様に御報告をしてまいりました。

しかしながら、理事長候補がなかなかあらわれませんで、顧問として現在田川市立病院事業管

理者でいらっしゃる齋藤貴生先生に御就任をいただいたところでございます。理事長候補者が紹

介していただけるまでに至っておらず、現在足踏み状況が続いておりますことは御承知のとおり

でございまして、決して独立行政法人化という基本的な方向性がかわったということではござい

ませんので御理解をいただきたいと思います。

大学医局の人事は、１０月ないし１１月ごろに決定されるという情報が今いただいております。

大変厳しい、感触的には大変厳しゅうございますけれども、現在その人事に向けてお願いできる

ように、九州大学にお願いをしているところでございます。次期定例会にでも、皆様方に具体的

な報告ができますことを私といたしましては願っているところでございます。何とか、お願いを

したいと思っているところでございます。

次に、かたばる病院の将来的あり方と現在の状況ということでございますが、かたばる病院に
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つきましては、現在ほとんど４８床が満床状態でございまして、壱岐市民病院並びに民間の急性

期病院の後方支援病院としての役割を果たしておるところでございます。

しかしながら、議員おっしゃるように補助の期間も過ぎまして非常に厳しい経営でございまし

て、現在、医師会におきまして、私はこのかたばる病院につきましては今申し上げましたような

機能を果たしております関係から、壱岐の医師会がどのような施設をお望みであるかということ

がまず判断をする上で一番重要であると思っておるところでございます。

現在のかたばる病院は院長がお１人で、あとの常勤医師がおりませんで、民間医師斡旋会社か

ら非常勤医師の招聘を受けて運営している状況でございます。そういったことでございまして、

現在、医師会から１０月中には結論を出すという御報告をいただいております。それを受けまし

て、また皆様方とも御相談をいたしたいと思っておるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 豊坂敏議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 次回には報告、１２月には来ると思いますからよろしくお願い

しときます。

続きまして、光通信網の関係について御質問いたします。

地域情報推進基盤整備事業の推進事業の加入状況と、それから今後の２次推進対策については

昨日、呼子議員が一般質問でしておりましたので省くところは省きます。重複を省くだけであり

まして、質問はいたします。

まず、全公民館の説明はすべて終わったのかどうか、これが１点。

それから、今後の防災無線の取りかえについてはどのような周知をして、とられるか。現在の

説明会あるいは８月に文書が参りましたが、８月の趣旨というのはケーブルテレビの問題とか、

あるいはＩＰ電話とか、そういうことが主で載っております。かがみの中にもそれが主、アン

ケート調査にもそれが主です。

問題は、まず家まで、防災無線が現在個人の一応探知機がありますが、これについて家のとこ

ろまで配線はしておかなければならないという問題が１点です。ですから、早急にこの９月まで

とか、あるいは集約については取りまとめは一応現在のところは９月ということがありましたが、

１０月までやるという話も説明があっております。

ただ、告知防災無線の末端工事を早く承諾書をとって、家まで配線しておくのがさきという感

じをしてます。

ですから、これは公民館長、自治公民館長は、そのときにこういうときに使わなでけんとです。

みんなから集約、すべて防災無線については全部引っ張っとく。これについては公民館長が推進

役になってよかとです。こういう告知の防災無線端末工事、この承諾書、それから、もう１つは
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ケーブルテレビの問題、あるいはＩＰ電話の問題、こうゆうとはその次の段階でいいと思います。

ですから、今はまだ全公民館の説明もまだ完全に終わってないという、まだ説明会も１回もや

ってないところがあると思います。そういうところを、もう今度は一緒によかですから、公民館

長を利用して早く端末工事が家までできる体制づくりをする必要があると思いますが、それにつ

いてどうでしょうかとお聞きしたいと思います。

パンフレットももう一緒に来ておりました。壱岐ビジョン光サービスパンフレットもありまし

たが、この防災無線の関係は全然パンフレットにはありませんね。ですから、この端末防災告知

といいますか、防災無線放送の端末工事ができれば、あるいはあとは加入するかせんかの問題で、

それを利用されるわけですから、その点についてお聞きをしたいと思います。

それからもう１つは、これは教育長ですが、教育長がわからんときはほかの人で結構です。現

在、小学校、市内の各小中学校にＩＰ電話が既にあります。これとの連携はどのようになるかと

いうことを、連携できるのかということをお聞きしたいと思います。

それ以上を、お願いをお聞きしたいと思いますからよろしくお願いします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 光通信事業についてでございます。

その前に、先ほどのことを少し訂正をさせていただきます。「１０月までに結論を出す」とい

うことをおっしゃったと言いましたけども、「１０月までに結論をぜひくださいというお願いを

して、それを了承していただいた」ということに訂正をさせていただきたいと思います。強くお

願いをしたわけでございます。了承いただいたと。

それでは地域情報通信基盤整備事業、いわゆる光のことについて申し上げます。公民館の皆様

方の説明を初め、現在まで主に公民館単位での説明会を延べ２３０回、約５,８００人の方へ説

明を行っておるところでございます。

先ほど申されますように、８月１３日から加入申込書を送付して現在２,２００件ほどをいた

だいておるわけでございますけれども、おっしゃいますように防災無線、とにかくその家庭まで

配線するということがまず大前提でございます。

防災放送のことについて説明が足りなかったということは、きのうも申し上げたとおりでござ

いまして、ぜひ今年につきましては１００％接続ができるように御説明して努力をしたいと思っ

ている次第でございます。

それから、教育長にの質問でございましたけど、私のほうから答えてよかでしょうか。

既設の壱岐市内の小中学校に設置しておりますＩＰ電話端末につきましては、テレビ会議が可

能なシステムと連携をしておりまして、今回のケーブルテレビ施設での提供するＩＰ電話とは別
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個のものでございまして利用できません。

御参考でございますけども、平成１９年度に整備いたしました地域イントラネットの施設で現

在通信費を約１,０００万円削減、これは学校のみならず公のところで使っておるわけでござい

ますけれども、１,０００万円の効果があっております。今後すべてのところをつなぎますと、

かなり公共施設関係での経費節減が図られるんじゃなかろうかと思っておるところでございます。

もう１つ、小中学校のインターネットのセキュリティシステムの統合によりまして、現在

７００万円ほどの削減も実績として上がっております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 答弁がよかったらもう終わろうかと思いよったんですが、もう

１回お願いをします。

今回の光でのＩＰ電話は、小中学校に設置するのかどうか。これは防災も一緒に設置すると思

いますから、これについてどのような、ＩＰ電話がですよ、二重に要るのか。これが接続であれ

ば二重にはならないわけですが、今回の分についてどう対応するか、その分、簡単に。

○議長（牧永 護君） 白川市長。（「担当課長に」と呼ぶ者あり）山川政策企画課長。

〔政策企画課長（山川 修君） 登壇〕

○政策企画課長（山川 修君） ただいまの質問でございますけれども、将来的には全部の小中

学校、公共施設すべてをＩＰ電話にしたいというふうに考えておりますけど、財政的な関係もご

ざいますので、今しばらく時間をいただきたいというふうに考えております。

〔政策企画課長（山川 修君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） そういう答弁のくるとやなかろうかと思いよったんですが、何

のためにこの計画をしよるかですね。

学校はＩＰ電話同士やったらただになるとね。だから何のために、当初計画をしとかんと、追

加工事の場合また金が要ります。しばらくの間ちゅうのは何日ですか。何年ですか。それを明確

に。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 現在の学校に置いておりますＩＰ電話が補助事業でやっておるというこ

とで、今回また補助事業でメニューを入れるということが重複するということもあるようでござ

います。

しかしながら、このことは先ほど私が申し上げた経費節減につながるわけでございますから、
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その辺を含めて、でき得るならば今事業でやりたいということを申し上げたいと思います。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 私が何でこのＩＰ電話に何遍も言うかちゅうと、もう１回言い

ます。ＩＰ電話は加入者同士はただですよ。今の小中学校にあるやつは学校間の連携の連絡網だ

かしかないとね。ただ人間の顔だけ移りますよ、あれ。

だけど、あれは一般の家庭にはつながりませんよ。学校関係だけしかできんでしょ。今度の関

係は加入者間は全部できるわけですから、そことの関係、学校が保護者に連絡する場合でもＩＰ

電話使えばただでしょ。そこら付近、全然利用度が違うでしょ、使用度。その点どうですか。

○議長（牧永 護君） 山川政策企画課長。

〔政策企画課長（山川 修君） 登壇〕

○政策企画課長（山川 修君） ただいまの質問にお答えをいたします。

先ほど申しましたように、今考えておりますのは、役所の庁舎からすべての公共施設をＩＰ電

話化しようというふうに計画をしております。つまり、学校も幼稚園、保育所すべてを含みます。

そうなりますと、議員さんのおっしゃるように市民の皆さんが市役所あるいは学校、保育所に

かけた場合も無料となりますので、できるだけそういうふうに早くしたいというふうに考えてお

ります。

ただ、今回の補助事業の中で、そのメニューとして上がっておりませんので今回の補助事業で

はちょっと厳しい状況にございます。

〔政策企画課長（山川 修君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 早晩やらなければできないことでございますから、やります。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） メニューは変更できるわけですから、内容変更をやれば２割以

内やったら大幅変更やないとやから、やれるはずです。企画がせんけんやれんとね。企画せんで

すか。よろしくお願いします。

それでは、その次行きます。中学校の統廃合について行きます。あと３２分しかありません。

この件については、きのう、呼子議員あるいは中村両議員から一般質問があっておりましたが、

答弁について納得、私が理解できなかったことをあわせまして質問をいたします。

まず統廃合に向けた来春、生徒の家庭負担の増はどのようなものか。どのようなものがあるか。
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これを具体的に、例を出してお願いをしたいと思います。これは教育長にお願いします。まあ、

これは全部教育長かもしれませんね。

それから２番目にはスクールバスの運行についてですが、きのうから専門部会で会議をやって

る。あるいは協議会でやってる。そういう中で、随分検討したと。特に、統廃合、統合される生

徒のところはスクールバスを出す。ほいじゃあ、統合したほうの学校についてはもうそれにはス

クールバスは対象にならない。

ただ教育長、きのうから、あるいはその前から市内で郷ノ浦、芦辺、勝本、特に身近で言いま

すと、勝本でも新城、片山、こういうところは私が言ってるのは朝の往路はいいです。ただ復路

については、２学期以降は３年生がもう一応部活動しませんから、復路については２回しなけれ

ばならない。スクールバスは２回運行しなければならないという考えを持っての話ですよ。

じゃあ、一応今度の部活動が終わってから、一緒にみんな終わるわけですが、新城とか片山等

は距離があってもう暗くなるわけですね。教育長がいつも言う安心・安全に反比例するとですよ。

だから、この件について、復路については対応ができないかという感じをしとりますが、それじ

ゃあ鯨伏のほう、統合されたほうは遅くなるという話がありましたね。この理由があります。遅

くなるなら、さきに鯨伏送ればいいわけですよ。その帰りに新城、片山へ送ればいいわけです。

そういう段どりをすれば、できると思います。できる体制づくりを考えなければできない。そ

れを持っております。これについてどういう考えか、お聞かせ願いたいと思います。

それから、きのうの質問の中で、運行計画は見直しは当分はしないという話が出ておりました。

運行計画の見直しというのは、当該年度がかわれば対象者も生徒もかわるわけで、ですから毎回

毎年度、人員の調査もあります。確認もあります。毎回せなできんとです。来る人間は、同じと

ころから来ないわけですから、これは人員の相違がありますから、これについては見直しをすべ

きということを、もう指定しておきます。

それからあとは周知の関係ですが、きのう統合される勝本中学校、武中、それから田川中学校

については、もう３校は１０月に説明会、ほかのところはですよ、統合されるところについては

説明会するが、３校については説明会しないような話がありましたが、これはすべきということ

で、教育長、私は思いますが教育長の見解をよろしくお願いをいたします。

リーフレットの配付だけで説明会を終わろうというのは無理で、リーフレットは説明会の資料

としてそのときに配るべきで、そういう形の中で説明会の開催をお願いをするということの中で

話を進めております。

それから車の関係ですが、車は２社にお願い、車は一応市のほうで買って、あと保険から維持

管理から全部委託をやるということですが、私は備品だから備品で車を買うわけですね。そうし

た場合には、せめて任意保険はこれはもう市の持ち分であるわけですから、自賠責でも同じと思
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いますが、保険関係はかけておく必要があると思います。

これまで全部委託をして、市は備品台帳があるだけで、管理はしよらんとかというふうになる

わけですから、そういう点について委託の内容を、修理とか保守点検とか燃料とかいろいろあり

ますよ。オペレーターの人件費もあります。人件費もあれば社会保険も出てくると思いますが、

そういうところもあわせて、まだ今のところ、この委託料の予算上に積算された根拠がないちゅ

うのは私は余り合点がいきません。

これについて、早く今度の予算委員会では出すということですから、そこまでは待ちますから、

そのとき、はっきり説明をお願いしたいと思います。

車の共済関係、任意保険、あるいは自賠責、これは車検のときに要るわけですよ。車検につい

てどっちが、もう委託でやって保険も全部市の予算、これはもう委託料の中に含めてやるちゅう

考えをしておりますが、備品はこっち側、持っちょるなら保険ぐらいこちらがかけちょらないけ

んという感じをしております。そういう見解をしておりますから、教育長、そこの意見を、もう

どっちかはっきり言ってください。

それから、今度、中学校を統合されたら約７０数名の先生方が一応減員になります。その中で、

現在、先生方全部パソコンを市のほうで貸与しておりますね。この分の７０数個のパソコンの行

方はどこになるか。有効利用をどのようにされるか、この点について説明をお願いをしたいと思

います。余り長くなると、あと２５分しかありませんから早くやってください。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） １０番、豊坂議員にお答えをいたします。

まず中学校統廃合の後の各家庭の負担でございますが、現在のところ、これまで中学校で御負

担をいただいております制服、ジャージ、学生鞄、靴等の購入費及びＰＴＡ会費等につきまして

はこれまでの同様の負担にとどまるように考えております。

ＰＴＡ会費につきましては最高１５０円高くなる学校がございます。しかし、これは高くなる

学校のＰＴＡ部会での了承済みということでございます。このように内容によっては、やむを得

ず若干ふえるところもありますけれども、保護者の皆様の負担が少しでも少なくなるように配慮

することを常に念頭に置いて会を進めてまいります。

それと、スクールバスの運営のことでございますが、昨日の答弁で「今後につきましては、

４中学校の生徒数や通ってくる生徒の分散状況等の変動を見定めながら見直しが可能な状況が訪

れた時期には再度、検討する必要が出てくることも考えられると思っておる」と答弁をさせてい

ただきました。そこで、御勘弁をいただきたいと思います。我々もずっと同じ家から子どもが来

るということは考えておりませんので、お願いをしたいと思います。
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それと、スクールバスの帰りの２回の運行について、これは特に中体連が終わった後はこれを

しないといけないと思っております。議員がおっしゃいますように、勝本地区につきましては遠

い鯨伏をさきに送れば解決するではないかという御意見を伺いました。通学部会につきましては、

かなりの回数と人数の委員さんで協議をいたしております。その中でも出てきておったと思って

おります。この議員さんの案につきましては、新たな意見の１つだと思っておりますので持ち帰

りをさせていただきたいと思っております。

それとスクールバスの保険でございますが、これは購入をして、業務会社に委託をして保険ま

た修理等々すべてその会社で行うという案で行っております。

済みません、いろいろと回答漏れがあると思います。

現有教師のパソコンの活用についてでございますが、このパソコンは補助事業によっての導入

でございますので学校のパソコン室で管理をいたしまして、学校教育備品としての活用を考えて

おります。

説明会については、呼子議員の御質問に対する回答をいたしております。９月中旬から１０月

にかけまして大方の中学校統廃合の決定がつきますので、全戸に資料を配付させていただきたい

という回答をさせていただきました。

その時点では、今後の各中学校に説明会に出向くということを考えておりませんでした。それ

で、呼子議員にもその御指導をいただきましたし、豊坂議員もその御指導を今いただいておると

ころです。

来年の４月スタートに向けまして、今、渾身の努力をいたしておるところでございまして、そ

の説明の時間をいかに捻出するかということで今後の課題にさせていただきたいと思っておりま

す。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 今度から、やるかやらんかだけ、いうちくれたらよかですから。

それじゃあ、行きます。今んとの、スクールバスの運行は見直し、あるいは運行計画の見直し

は訪れたときにやるちゅう話があっておりましたが、毎年生徒数は、教育長、生徒数の動向は今

現在１年生まで、小学校１年までやれば動向はわかりますね。何人おるかわかりますね。余り人

数は変動ないですね、どっこも。

ただ、乗るところが違うし、コースが、そこで人数が違ってくるわけです。ですから、これは

運行計画は毎年考えなきゃいかんということを言いよるとですから、やりますちゅうたらそれで

よかとです。あとは何もいいませんから。

それから、今の周知の関係は、あと３校やるとかやらんとか、そこだけはっきり、もうやりま
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すちゅうたらよかとです。ほか、いつやれとか言いよらんとですから、教育長、１０月にやるち

ゅよるとですから、ほかの３校も一緒にやりますちゅうことだけ言えばよかですから。ほかもう

言わんでよかです。そこだけ私は念を押しときます。

それから、維持管理については、先進地の私はスクールバスあたりがあるところがあると思い

ますよ。そういうところはどういう委託契約をしているか。それは調べておく必要があると思い

ますから、予算委員会までには調べておくようにお願いをしておきます。

あと、７０個のパソコンは補助対象事業で買ってるからパソコン教室で使うという話がありま

したが、私は内容的に、中学校が統合されて７０数台余るとすれば７０数台全部パソコン教室に

中学校だけで使わなくていいという感じがしてます。

有効利用をするなら小学校にもパソコン教室があります。ですから、小学校のパソコン教室に

もそれを配分をしたらどうかという本音はそこで、例えば一般の行政職員は全部パソコンがあり

ますよね。

このパソコンの件でちょっと、あと１７分しかありませんが、それでは横に行きますが、現在

この先生方のパソコン全部ありますよね。校長、教頭と事務職員はメールができるんですよ。ほ

かの教員の、教員ちゅうたらいけん、先生はメールができないんですね。今、行政一般は皆さん

方全部パソコン今ありますが、これは全部メールできますよね。まだ学校の分だけ、学校の教師

の分だけ、校長、教頭、事務、これだけ３台しか１校にメールができんとで。これは、一番最初

は、あそこまた何か動いている。すぐ答弁考えよるですが、一番最初は全部メールできる体制づ

くりで補助事業を進めよる状況ですよ。

それがどっかで間違って、メールは３台しかできんごとなった。ここは答弁要りません。本当

は、もう小学校がまだ掌握しとらんところで、詳しく異論を言っておりましたから、ここで代弁

しておきます。

さっきの関係、教育長、全部やるちゅうたらそれでここ終わります。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） スクールバスの運行計画の見直し、これはやらせていただきますし、

当然やらなければいけないと思っております。

それと中学校３校での説明会でございますが、ちょっといろいろの協議をして正式の御報告を

させていただきます。

それと、スクールバスの先進地で、これはある程度我々もつかんでおりますので、それを基本

にさせていただきます。

済みません、以上でございます。
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〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） いろいろと教育せなできんちゅうことは、もう教育長の腹１本

でええとです。教育長がこうやるちゅうたら、それでよかですから、説明会だけですからやるち

ゅう言わんですか。もう１回。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） 説明会、やらせてもらいます。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 市長からも応援がありましたから、ちょっとつけ加えますが、

さっきの学校の先生たちが今持っているパソコンの問題、これ突然に言っておりますが、メール

が３台しかできないちゅうのは専門家に答弁させますから、どうぞ課長、何でそうなったかはっ

きり言うてください。

○議長（牧永 護君） 山川政策企画課長。

〔政策企画課長（山川 修君） 登壇〕

○政策企画課長（山川 修君） 答弁をさせていただきます。

設置したのは、政策企画課のほうで設置計画して設置をいたしました。

運用の中でセキュリティ関係がございまして、学校側のほうからそのような申し込みがあった

と記憶しております。

〔政策企画課長（山川 修君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 答弁の中で、学校側から要望、あるいは校長会から要望とか、

そういう理由があったと思いますが、実際には現場は、現場の校長が言ってるわけですから、現

場の校長が。何で３台だけしか、ほかの教員は全部、教員と言わない、教師はその３台に借りに

行かないけんとですよ。

自分たちは全部メールはされるでしょ。全職員されるはずです。

だから、そこはやはり３台だけとか、それは幾ら補助事業、最初から目的が、全部それはメー

ルも全部されるような体制づくりは進んでたはずですよ。途中からそういうとこだけ都合よか計

画だけ変更しとって、ほかのとこはしいえんとかなかです。あと１２分ですから行きます。

それでは、４番目のところ行きます。正職員等のあり方について、課と理事の整合性について

お聞きをしたいと思います。
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現在、理事は２、４、５名、それから、総務課は理事が全然おらん。それから、病院関係、こ

こも理事はいませんね。

私は、まず１点突きますが、総務に理事が１人もおらんちゅうのは一番取りまとめがでけんと

ころに理事がおらんちゅうのはおかしい。これを指摘をしておきます。何かで対応せなできんと

思います。

それともう１点は、理事という職が一番、これが一番好かんで。何で理事ちゅう、こういう命

名をつけたかわからんですが、今、職務分担の中に何々部門というのが入ってますよね。要領の

中に、部門制をとってます、何々部ちゅような。

で、決済も本庁に行くと税務課の後ろには部長の決裁ちゅ、まだ部長のとこがあるとで。理事

に決済とかなかで。いやいや、箱の中、部長がそのままで上がりますよ。で、私は、理事の処遇

が悪い。

だから、国、県とか、その他の機関と対外交渉するときに、あるいは事務等でいろいろやると

きにはやはり部長というはっきりした職を重責を持っているというのは、理事よりも部長のほう

が聞こえもよかとです、責任感もあるとです。だから、その部においては部長に重責を持たせて

よかとですが、その命名について市長の考え方を聞きたいと思います。

それから、人事のあり方については、きょうは今西議員が質問をしておりましたから、余りこ

こらにはもう私は、時間があと１０分しかなかですが、余ったときにまたやりますが、人事のあ

り方についてはまず指摘しておりますが、途中で年度内途中で人事、特に保育所とか幼稚園とか

子どもたちの保育の場、あるいは教育の場については全然ぱっとかえられたら子どもたち混迷し

てしまいます。

だから、途中での人事はしない体制づくりをしないと、そら産休になったとかいう場合はこれ

は特別な場合ですが、今回の場合は違う。

だから、年度途中で人事をすべきでないということを言っておきますが、後できょうは教育長、

その点、お願いします。

この理事体制を部体制に考え方、市長、よろしくお願いします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 理事制につきましては、私、就任いたしましてから１年後にしたわけで

ございます。２年間、その体制をとっておりまして、現在、その２年間の結果を分析しておると

ころでございます。

御意見としてお伺いしたいと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕
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○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） 今回の幼稚園の６人の同時の退職ということは、今後は考えられませ

ん。

ですから、今回皆さん方にいろいろと御心配をおかけいたしましたけれども、どうぞ今後は御

心配なく我々頑張ってまいります。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 市長、もう今後はしないということだけで結構です。

余り考えられませんとか、自分がしないちゅやそれでよかとですから、一応今市長は前向きに

何か答弁がありましたが、前向きに私も受けとめておきますので、前向きな決定を来春はどうか

なるか。早急に１２月定例議会には部体制が出るか、期待をしておきますからよろしくお願いし

ます。

あと、８分あります。それじゃあ、各施設の、私は手数料ということを書いておりますが、使

用料とか手数料はまだ一元化されてない。合併やってから何年になるか、もう２０年ばかり合併

しちからなると思いますが、それでもまだ統一されてないちゅうのは、早くこれは改善すべきだ

というふうに感じております。

１回、もうちょっと詳しゅう言いますが、家畜診療所の手数料関係、あるいは今のところ規則

で定めるとなってますよね。ほかに規則で定めるちゅうことが使用料等について、あるいは使用

料、手数料ですか、これについては私は以前指摘したことがあります。条例でするべきです。全

然、規則でやったときには、議員には全然ないです。議案する審議もないです。これは早く条例

でするように。

これは以前、家畜診療所は農協、共済組合、あるいは行政と団体でそういう診療所協議会があ

りましたから、規則で定めていた事例もありますが、合併して私は２年目ぐらいにこれは指摘し

ておりますが、いまだもって改正されていない。その点についてお考えをお聞かせ願いたいと思

います。

特に、使用料については公民館の使用料とか体育施設、特に体育施設で言わせてもらいますと、

先日、あれは県の操法大会の壮行会があった、激励会があったと思いますが、あの施設内、屋内

施設でソフトボールでバッティングがありよったですね。市長、もうちょっと聞いてください。

先日の県の操法大会の激励式がありましたね。あのときに、屋内施設でソフトボールがあって

ましたね。バッティングしよったですね。バッティングしてよかとこか場所ば考えないけんと思

う。これは教育長に翌日私は言いました。
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なしてあそこ貸しよるとか。キャッチボールだけはよかって。キャッチボールやったらバット

持ってきとくんやけん打つとですよ。だから、ああいうところは妥当じゃない。

ああいうところの施設もいろいろありますが、この使用料の統一について、どうぞ見解を。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 使用料の問題でございますけれども、管財課が所管する使用料につきま

しては駐車場がございます。貸付料につきましては、土地、建物がございます。

こういったものにつきましては、平成１９年度から統一化を図って一元化をしておるところで

ございます。管財課部局でございますけれども、あと旧町から引きついでおりますものはそのま

まにしておるというのが実情でございます。

現在、評価額に対しまして建物は評価額の１００分の７、土地は１００分の６を乗じた額とい

うことにいたしておるところでございます。

社会教育施設につきましては、教育長に譲ります。

家畜診療所の件でございますけど、実は壱岐市家畜診療所条例の中に、これは使用料等でなく

て診療費ということになっておるわけです。ですから、しかしながら、今議員申されましたこと

について研究させていただきたいと思います。本来、使用料、手数料であれば条例で定めるのが

当然であることは承知いたしております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） 社会教育施設につきましては、合併後もその額を引きついでおります。

使用料設定の経緯等から、これを一元化することは難しい場面もございますけれども、施設内

の会議室の使用料等、個別の項目ごとにつきましては一元化に向けた検討を進めてまいります。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 一応、港湾ターミナルあたりの関係も、あるいは減価償却等も

ありますから全部されないことはわかります。

ただ、やれる分がまだやってないということがありますから、これについては新年度の予算関

係については一元化をできるように頑張っていただきたいと思います。

それから、診療所については診療費ということがありましたが、診療費についても初診料あた

りをとられるときには、私たちは全然知らなくてもう決定されております。これは規則でされて

ますから市長決済でいいわけですが、これについては議決を必要だという感じもしておりますが、
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その点を今後いろいろと調査をしていただいて、体制づくりに頑張っていただきたいと思います。

前２分ですから、私は４８分で終わります。ありがとうございました。

〔豊坂 敏文議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって豊坂敏文議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） ここで、暫時休憩します。

再開を１３時２０分とします。

午後０時17分休憩

………………………………………………………………………………

午後１時20分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。

次に、６番、町田正一議員の登壇をお願いします。

〔町田 正一議員 一般質問席 登壇〕

○議員（６番 町田 正一君） それでは、通告順に一般質問を行います。

前回質問したときに、たしか半年前に経常収支比率の改善目標はというんで市長にお尋ねした

ときに、「何とか本年度中には８０％台にしたい」という回答がございました。

監査委員の報告では、今まで９０％ちょっとだった経常収支比率が今回は一応８５％と、非常

に、素直に僕は評価したいと思っているんですよ。

今から、これ経常収支比率を改善しないと、基本的に政策経費というか、市のトップがこうい

う政策をやりたいと言ってもそれの改善が見られないと、結局、固定費だけが積み増されて何か

新しい施策というのがなかなかできないんで、これはだれが市長になっても経常収支比率が

９０何％とかいうんではもう新しい施策も何も打ち出せないんで、今回は１年に１回ぐらいは市

長をやっぱほめとかんといかんと思いますので、今回は素直に、いろんな要因があると思います

けれども、僕は素直に評価したいと思います。

それで、できたらここまで来たんだったら、ついでに８０％を切る、あと１年半ありますから、

できましたら８０％を切るような形になれば本当に財政的には全く健全な状態だというぐらいま

でにしてもらいたいと思います。

きょうは、まず最初に離島航空路の問題であります。この前、議員研修で五島に行ったんです

が、五島空港で、僕はちょっと一瞬目を疑ったんは五島は福岡に１日４便、長崎に３便、航空路

が就航しています。壱岐は、壱岐福岡間はもちろんなくて長崎壱岐間が１日２便ですね、今。

これはもちろん、問題点は今から質問する前に一応、正確な離島航路の正確な数字をまず把握
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しとった方がいいと思いまして、まず最初にお尋ねしますけれども、この五島福岡間の搭乗率と

料金、それから２番目に、同じように五島長崎間の搭乗率と料金、それからプラスして対馬福岡

間のＯＲＣとかＡＮＡとかはもう合切で構いませんから。搭乗率と料金、それから同じように対

馬長崎の便数と搭乗率と料金、あわせてどのぐらいの、当然これ黒字になってるわけはないと思

うんで赤字額を教えてください。

○議長（牧永 護君） 町田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） ６番、町田正一議員の質問にお答えします。

１点目の五島福岡の１日４便についてでございます。全日空２往復、ＯＲＣ２往復しておりま

す。この航路の２１年度の利用率は４２.８％でございます。

このうち、オリエンタルエアブリッジの利用率は６７.９％で、この２往復については黒字で

ございます。片道通常運賃は１万８,３００円でございます。五島長崎間は１日３往復でござい

まして、利用率は３９.４％、赤字でございます。片道運賃は１万１,３００円でございます。

２点目について、対馬福岡便は全日空でございます。１日４往復で、利用率は５３.９％、赤

字でございます。通常運賃は１万４,２００円でございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） ちょっと確認ですよ。対馬福岡間を１日４便はこれはＡＮＡです

よね。これ以外にＯＲＣが２便あるっちゃないですか。対馬、あ、これはＯＲＣは対馬大村間だ

けですかね。ちょっと正確に。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 対馬福岡間は今、ＯＲＣにかわっとるかもしれんとですけど、２便がで

すね、このうちに。実績として、２１年度でございますのでこういうふうに申し上げました。

（「対馬長崎間は」と呼ぶ者あり）（発言する者あり）

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 対馬長崎間は利用率は６６.１％でございます。便数は、済みません、

ちょっと。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。
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○議員（６番 町田 正一君） 対馬から１日６便出てます。

だから、多分、対馬福岡が１日４便であれば対馬長崎は１日２便出ちょるはずなんですよね。

ま、それはいいとです。別に大勢にはかわりませんから。

市長、僕は半年前に、離島振興法による昭和２５年からの離島振興法の長崎３離島の離島振興

法に使われとる金額は、壱岐は五島、対馬に比べても４分の１しかないと言いました。これ、市

長、この３離島でなぜこんな格差が出てきたとですか。僕は、それが非常に不思議でたまらない

んですよ。これはだれでも考える疑問だと思うんですよね。

なぜ、五島に７便、対馬６便、就航しとって、なぜ壱岐は２便なんですか。これは僕は政策的

な判断をしとるとしか思われないんですよ。その五島なんかは、これ以上７便あって、本当言う

たらこのＯＲＣに対する債務負担なんかも各やっとるのも聞きたいぐらいなんですけども、まず

何でこういうふうな現状になったのか、簡単にちょっと説明していただけますか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 便数につきましては、御存じのように数年前まで福岡から３便ございま

した。それはもうＡＮＡあるいは日本近距離航空、その次は、ちょっと済みません──というこ

とでとにかく、ですからその当時は５便あったわけですね。

議員御存じのように便利の悪いところ、いわゆる──が飛行機が非常に恵まれないと言うと失

礼ですけど、飛行機以外で通うと非常に時間がかかる。そこが最も飛行機の搭乗率が高いという

ことでございまして、福岡壱岐の廃止になった原因がいわゆるジェットフォイルが通って１時間

で着けるようになった。そういったことで搭乗率が減った。そういうことの原因であったと思っ

ておりますけれども、現在、ＯＲＣではそれぞれ、ＯＲＣだけに限って言いますと壱岐も対馬も

五島も２便ということであると認識をいたしております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 民間企業なんであれなんですけど、ＡＮＡについても基本的に五

島に１日４便運行しとる、対馬にもやっているということは、この程度の搭乗率では当然ＡＮＡ

もこれ赤字になっとるわけですよ。

最近、自治体と、例えば搭乗率６０％行かなかったら、自治体負担で航空会社と契約して就航

してもらうとかいうような形もとってるところもあるんですが、対馬とか五島はそういうふうな

契約をＡＮＡと結んで、１日４便体制をＡＮＡとの間でとってるかどうか。それちょっと答えて

もらえますか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。
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〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） そういう内容につきましてはちょっと承知しておりませんけれども、そ

のことがＡＮＡの減便につながっているということは間違いないと思います。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 市長、僕も五島は遠いから航空路が重視されているんだと言いま

すけども、今は五島長崎間もジェットフォイル通ってますよねえ。これ壱岐と福岡と同じぐらい

の便数が、たしか五島長崎間もあるんですよ、同じように。

実は、僕きょう質問しようと思って、きのう実はＯＲＣに電話しました。別にちょっと僕、個

人の名前ではちょっと言ってないですけどね。そのとき、やっぱりもう少し壱岐も頑張ってもら

いたいちゅうふうなことは言われたんですよ。なぜこんなに航路に差があるんだと。これは正直

言って国策じゃないか。国策とか国会議員が出とるとか、県の方針で意図的にこういうふうな形

になっとるんじゃないかと、正直言って私は思ってるんですが、こんだけ格差があるとそう思わ

ざる得ないんですよ。

まして、交通インフラなんかいうのは、それはもう離島が一番重要視しなきゃいかん部分なん

ですよね、医療からそれから観光だの何だのかんだの言ったって、交通インフラが整備されてな

いところにはだれも来ないんです。

だから、僕はこれ見たら、五島福岡間、ＡＮＡもこれ４２.８％といつまでもできるかわかり

ませんけれども、とりあえずこんだけの五島には７便、対馬には６便、壱岐が２便であるという

現実は、これは間違いないんですよ。だから、壱岐福岡間、僕の主張の主眼は福岡壱岐間を就航

させろと、何としても。

そうすれば、例えば今病院に、一番問題はジェットフォイルで多く通っとる人たちの多くは病

院に通っているという事情が非常に多いんですよ。だから、もちろん体力的な負担も非常に少な

くなるんで、主眼のメインは、必要なメインは福岡壱岐間を１日２便程度の就航を実現できない

のかということが私の主張なんですけれども、市長がたしか１年ぐらい前に「その点については

ちょっと努力していきたい」というふうなことをおっしゃったと私は思いますけれども、この福

岡壱岐間の航路の実現について、市長はきのうの一般質問の答弁でも、「障害があってもそれを

どうやったら乗り越えられるかということを主眼に私はやっとる」と言われましたんで、どうや

ったらできるとですか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 申し上げますように、全日空系が撤退をしたという状況でございます。
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普通考えると、その条件がより飛行機を、当時に比べて、撤退したときに比べて、飛行機を利用

する条件が増しているかということが再開の理由になると思います。

しかし、そういうのは抜きにしまして、今、町田議員がおっしゃるように、どうしたら就航さ

せられるかという点につきまして、実は村岡社長、今かわられまして、村岡社長でなくなりまし

たから、あれなんですけれども、村岡社長等々とずっと協議をしてまいりました。

実は、今、機材が２機しかいないんですね。そこで、五島からもうやんや言われたわけです。

１便を五島が、こんなに搭乗率が悪いのは１便がないからなのだ、朝の１便が。対馬と壱岐に

１便が来とるんですね。

ですから、そこでそういった理由もあるもんですから、対馬は黒字ですけど、五島の赤字、壱

岐の赤字とともに、対馬も負担をすべきだということで今ＯＲＣには五島が２,０００万円、う

ちが８４０万円、そして黒字でありますけど、対馬に６００万円の金を出してもらっておるわけ

でございます。

そういったことで、じゃあ機材を３機にすれば原の辻もあります。遠くから見えられる。福岡

空港に着いて、バスに乗って、そしてジェットフォイルという話にはならんのだとずっと言って

きました。

ですから、そういう点では３機になればやるということを村岡社長はおっしゃっとったわけで

す。今かわられましたので、ですけれども、会社についてはそういうふうにしたいとおっしゃっ

ておりました。

じゃあ３機目の手当はどうなるのかということで、県、国にずっとお願いしてきたわけですけ

ど、なかなか「うん」とおっしゃらなかったわけです。

最近になりまして、いわゆるＡＮＡとのコードシェアを実現しました。ＡＮＡのほうにダッシ

ュエイトに近い飛行機がいると。それをＡＮＡから借りたいということを村岡社長はおしゃって

おったところでございます。

その後、進んでおりませんけれども、購入するということは御存じのように高価でございます

し、そういうコードシェア、いわゆるいろんな協力関係でございますので、そういったことで解

決できればと、今からも努力していきたいと思っている次第でございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 市長、僕も、例えば基本的にはあんまりＯＲＣと直接市長が交渉

されても余り埒はいかんのじゃないかと思ってるんですよねえ。

これなぜかというと、これは基本的には、例えば補償搭乗率みたいな形で多分、恐らく今

６０％ぐらい搭乗率がないと自治体負担をするとかいうような形で、民間航空と契約していると
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ころもあります。基本的には、県が離島の問題をどう考えているのかというそこの点だけだと思

うんですよ。

同じ３離島で、何でこんなに格差があるんだと。それは民間が飛ばしておるから、我々は関係

ないとかいう形にはならんと思うんですよ。余りにも、それは、この間壱岐は自分たちの立場を

余りにも主張しなかったんじゃないかと。

市長、五島が２,０００万円、対馬が６００万円、壱岐が８００万円負担しとると言われまし

たけど、今の飛行機の便数から考えれば、こんな負担割合なんかあるわけないですよ。これは僕

は絶対これはおかしいと思いますよ。

ぜひ、僕は市長にやってもらいたいのは、ぜひこれについては県知事に直接交渉してもらいた

いと。例えば６０％行かなかったら県がそのくらいは見ると。この前も言ったように、長崎県は

１,４００億円、全国で５番目の基金を持っとるとです。

僕はそれから考えれば、こんな壱岐市の航空飛行機の負担割合の赤字分ぐらいどうってことは

ないですよ。ぜひ、僕はトップ交渉でこれはやってもらいたいと思ってます。市長、その点につ

いてはどうですか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 先ほど申しました負担については、ＯＲＣに対しての負担でございます。

ＡＮＡについては全く出しておらないわけでございまして、ちょっとはっきりしておりません

けど、壱岐は２往復、対馬も２往復、長崎からですよ。五島は３往復かなと思っておるところで

ございます。

ですから、それに見合った負担率だということでございますので、その辺はぜひ御理解いただ

きたいと思っております。（「市長、市長、トップ交渉」と呼ぶ者あり）おっしゃいますように、

県知事に要求をしていきたいと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 市長も、僕もそれは基本的には離島が一番置かれているハンディ

は、それはやっぱり何だかんだと言ってもやっぱり交通インフラの整備ができてないという点が

やっぱり１番なんですよ。これは航路も含めて、これさえ整備できて安くなれば、それは何とで

も同じ条件ですから、あとはもう自治体の職員の能力、トップの能力にかかってます。

今は、幾らここで議員が何しようが、市長があがこうが、もともと勝負になるわけはないんで

すよ。高速道路無料化とか１,０００円とか言うとる時代に、片道往復で８,０００円も

９,０００円もとられるようなジェットフォイルで、これは来いというほうが無理です。それは
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もう基本的な視点が、幾ら東京都庁で宣伝したって、それは来んですよ、この時代に。

それはレコードあっても、それはだれも聞かんです。それよりも、とりあえず１点集中じゃな

いけど、まず交通インフラの整備をしろと。それが僕はもう本当、だからその第１歩でも第２歩

でもいいから、まず航空路、１日２便程度は県の責任でやれと、僕はもう県がやるのは当たり前

だ。離島振興法の精神からしたら当然のことなんですよ。そこに書いてます。離島振興法に。

こえんとはもう県は努力せないかんというふうに、当然、本土並みの環境に離島も置かないか

んのだということで離島振興法はできとるわけですから、ぜひ壱岐は残念ながら国会議員もおり

ません。だから、なかなかそういうのができないんですけど、できたらもう、だれか職員の中か

ら国会議員に１人ぐらいなって国会で言うとか、僕はついでに言えば、市長が知事やったら僕も

正直言うと質問のしがいがあるんですけど、残念ながら壱岐市長ではなかなかあんまり回答も多

分しきらんだろうと思いますけども、ぜひもうちょっとしっかりした県議を選んで、壱岐の立場

を県議会で常に主張してもらえるような、そういう形の県議を壱岐はやっぱり代表者を選ばない

かん。そういうふうで終わります。

次、これはもう全く実は同じような質問です。

これはもうほとんど県の災害危険地帯に、地域に入りますけれども、特に壱岐は瀬戸、芦辺、

八幡もそうです。それから、元居、勝本、こういった渡良、漁業集落はすぐ海に近いために、す

ぐそばが、平地がもちろん少なくて、すぐそばにもう４０年ぐらい前からのコンクリートの擁壁

がずうっとあります。これもう集落を囲むような形で。

この前も、実は瀬戸浦会という組織があって、これで毎年行政に対して要望するんですが、毎

年のように、この擁壁のコンクリートがぼろぼろになっとるとか、草が生えてどうもされんとか、

そういうような要望が毎年上がるんで、僕もこの前ずっともうあっちこっちコンクリートをずっ

と上っていきました、上まで。

それはあそこの下に住んでおる人たちは、これはたしか４０年ぐらい前にできたとばってが、

正直言って今の気象、こんなゲリラ豪雨とか何とか言いよる時代に、強度検査ぐらいしことがあ

るとかちゅうたら、そえんともないっち。県に聞いても、名前言いませんよ、某県の職員も実は

もう、つっくえるまではどうもされんと。これを全部、長崎県全体でやりだしたら膨大な金がか

かると。それはおっしゃるとおりなんですよ。長崎県はもう本当に漁港がいっぱい無数にありま

すから、この周り全部擁壁囲ってますから、これ全部改修しろと言い出したら、それは国家予算

規模の話になります。

だからまず、市長、僕はぜひこれは県に要望してもらいたいとですが、漁業集落、特に漁業集

落です。これはもう地形上、非常に危ないんです。これコンクリートの擁壁が壊れたらすぐその

下には必ず集落がありますから、今のような形で、僕も見ましたけど、後ろに相当水がたまった
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りとか、コンクリートが浮き出しとるような状態のところもあります。

それから、コンクリートの中に水を掃く管がありますけども、あの管の中から草とか木がもう

外に出ているような状態です。ぜひ、この点について、このコンクリートのまず、築４０年以上

たっているとか、３０年以上たってるとかいう分についてはまずコンクリートの強度検査をして

もらいたい。計画的にですね。ぜひこれを、もうこれはやらんと、本当にこれ冗談じゃなくて、

災害が起こってからいっつももう直すんですけれども、僕のところの浦もそうですね。ずっと要

望しとったんけど、とうとう災害が起こって道がつっくえて崖崩れになって、今初めて工事して

もらってますけれども、僕のところはまだ幸い人的被害が出てなかったからよかったけど、あれ

瀬戸のまちの中であんな形になったら、これ間違いなく人的被害が出ます。

ぜひこの点については、県当局とぜひこれ交渉して、早急にこのコンクリート擁壁の強度検査

はやってもらいたいんですが、市長、その点についてまず答弁をお願いします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） お答えする前に先ほどの件で、ぜひ今度県知事に会いに行くときに一緒

に行っていただきたいと思っております。（「ああ、いいです。ほかにまだ」と呼ぶ者あり）

壱岐島内の県砂防施設につきましては、急傾斜地が５７地区、地すべり４地区、砂防が８地区

を指定して対策工事がなされておるところでございます。

長崎県は平成２１年９月に砂防施設老朽化緊急点検費を計上いたしまして、各施設の点検を実

施いたしました。壱岐振興局管内は、急傾斜地１８地区、地すべり１地区、砂防施設３地区の計

２２地区を緊急点検しております。

今回、実施された点検方法は目視点検が基本でございますけれども、コンクリートやモルタル

吹きつけ等に対しましては、可能な限りハンマーによる打診音の点検を実施しております。

また、今回の実施地区は対策工事後２０年を経過した箇所で、残りの地区について、本年度、

長崎県で策定中の砂防施設維持管理計画に基づいて年次的に調査・点検をする計画になっており

まして、大規模改築の事業化に向けた準備を進めているところでございます。

市の事業主体で整備した急傾斜地４０地区につきましても、対策工事後２０年を経過している

１２地区について、平成２３年度に調査・点検を実施するよう計画をいたしております。

全地区の点検が早期に完了することと、点検結果による緊急性の高い地区の事業実施を県と連

携をとりながら推進し、市民が安心して暮らせるよう努めてまいります。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） じゃあ市長、ちょっと具体的にちょっとお聞きしますけども、県
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がまずその、市は２３年度からこれ実施するちゅうことですね。

多分壱岐の大きな例えば漁業集落といったら多分県のほとんど災害危険地域に入ってますんで、

この県の現実に実施した地域ちゅうのは、例えば勝本浦とか瀬戸浦とか芦辺浦とか八幡浦とか、

そういう形の大きなところ、単位でやっておられるとでしょうか。

ついで、じゃあそしたら瀬戸浦はいつやったのかちゅうて聞きたいんですけど。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 建設担当理事に説明をさせます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中原建設担当理事。

〔建設担当理事（中原 康壽君） 登壇〕

○建設担当理事（中原 康壽君） ただいまの件についてお答えをいたしますが、今、芦辺地区内

におきましては八幡の急傾斜をやっております。

こういった点検を、昨年度、豪雨によりまして県外の老健施設がやられたというようなことで、

こういった点検が始まっているようでございまして、今回、今、市長が答弁をされましたように、

一応壱岐管内の急傾斜を点検をするということで今やっておって、八幡のほうが一番緊急性が高

いということで今八幡をやっております。

それ以前は、郷ノ浦の築出地区。郷ノ浦郵便局の裏ですかね、あそこを改修をいたしておりま

す。ですから、この急傾斜につきましては各自治会での市政懇談会等ではよく出ます。

ですから、県のしなは一応我々が現場を把握して県に進達するし、市で施工したものは自分た

ちでやるということで、今回市といたしましても、県営でできる地域並びに市の単独でないとで

きない地域がございまして、連結しているところもございます。

そういったこともありまして、県と一緒に連携をとりながら調査をいたしまして、調査の結果、

一応ＡからＥというランクがございまして、そこから緊急度の高いところから順次進めていくと

いうようなことで、今の政策も防災には力を入れるというふうになっておりますので、今後、県

と連携をとりながらやっていきたいと思いますのでよろしくお願いをいたしたいと思います。

〔建設担当理事（中原 康壽君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 僕は市長、地元やから瀬戸を早くやれと言っとるわけじゃないん

ですよ。

まず、緊急性が高いから八幡。もちろん八幡はもうあれ改修されてますからね、たしかですね。

工事に取りかかられてますんで、別にそれをやるなとか何とかじゃないんですけれども、まず緊
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急性があるかどうかなんかは強度検査をしてみらなわからんとやないですか。コンクリートがど

ういう状況になっとるか。

例えば築何年とかで判断されとるとやったら、それはある業者に聞いても昔の亀の子型のあの

形のやつは非常にもろいとかいうのを話も聞いたこともあります。それこそ工法によっても違う

やろうし、その地形によっても違うから、その建設後何年とかいうような状況だけではそれは判

断しにくいとです。だから、僕はそのコンクリートの強度検査をまずやれと、どのくらい危ない

んだと。

そしたら、瀬戸は例えばＢランクだと、しかしもっと勝本浦のほうではＡランクでもっと危険

なところがあると。だからこうやって勝本浦のほうの急傾斜のほうをさきに、もちろんお金も限

りがあるから、そちらのほうをさきに優先してやるとか言うんだったらわかりますよ。

そうじゃない形になったらいかんから、僕は強度検査をして、危険度のＡからＥまであるんだ

ったら、瀬戸のここの地区はＡだと、この地区はＥだとか、それこそ危険度が一番高いところが

優先されるのは当たり前なんです。僕は地元だからやれとか言うとるわけじゃないとです。

その分で強度検査については、恐らく目視とかハンマーとかレーザーとかで、これは多分やら

れるんでしょうから、その分のぐらいの予算はそれ早急に県と交渉して、特にこの漁業集落地域

の周囲のコンクリート強度についての調査は、どうせ恐らくこれも３、４０年何もされてないん

ですよ。これは現実なんです。だから早くやれと言っているとです。

そうせんと、壊れて家がつっくえたりとか、人が死なんと何もやらんというのが今の現状やな

いですか。長崎県もそう。

市長、済みませんが、その分のついでに、これはちょっと時間を急ぐんで、こんだけゲリラ豪

雨とか何とかあったら、今まで考えられんような雨量もありますから、早急にこの漁業集落周囲

の擁壁は、これ多分、僕は目視とハンマーとレーザーぐらいだったらそんなに金かからんですよ。

特に、人口密集地帯においては、これは早急に実施すべきです。まず、もちろん優先度から考

えたら絶対そうすべきなんですよ。その点について、ぜひこれちょっと市長、回答をぜひお願い

します。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 議員御指摘のように、そうなるわけでございますけど、いわゆる先ほど

申しましたように、施工後２０年を経過したものについてすべてやるということで御理解いただ

きたいと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。
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○議員（６番 町田 正一君） もちろん、ほとんどのところが施工後２０年ですよ。もうこれは

２０年以上ほとんどたってます。

それはもう当時は漁港なんかとりあえず、雨が降ったら崖崩れでどうにもされんかったから、

当時はそれはやむを得んかったです。とりあえず、コンクリートでばあばあ吹きつけてしまえと。

とりあえず、目先の災害を避けるために、これはやらざるを得んかったということで、それがど

うのこうので言いよるわけでないとです。

だから施工後２０年については、その分についてはそんなに金かかることですか、県当局とこ

れ交渉して。壱岐は８浦とか言いますけど、そんなに目視とハンマーでとんとんやるとか、その

状態を写真に撮るとかいうのが僕はそんなにお金のかかることだとは思わないんですけれども、

理事でもいいですけど。

○議長（牧永 護君） 中原建設担当理事。

〔建設担当理事（中原 康壽君） 登壇〕

○建設担当理事（中原 康壽君） お答えをいたします。

先ほど答弁にもございましたように、県が今、急傾斜で１８地区、地すべりと砂防施設を計

２２地区を今緊急点検をしている状況でございます。

ですから、今町田議員から御指摘のように県とも協議をして、県の工事を我々がお金を出すわ

けにはいきませんので、そういったことで特にこういった議会での一般質問での緊急性が高いと

ころを早急にやるというようなことで質問があって、早急にやっていただきたいと。

市のほうも同時にやるということで点検を早期にやりたいと思っておりますので、その点で御

理解をいただきたいと思います。

〔建設担当理事（中原 康壽君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 中原理事ですね、この県がやる２２地区についてすべて箇所は公

表は当然できるんでしょうね。別にこんなの秘密にするようなあれでも何でもないわけですから。

いや、公表してもらえるんだったら、僕は予算委員会のときにその資料をいただければ構いま

せんけど。もちろん、それは優先順位があるわけですから。

○議長（牧永 護君） 中原建設担当理事。

〔建設担当理事（中原 康壽君） 登壇〕

○建設担当理事（中原 康壽君） 県からいただいた資料で御答弁を申し上げますが、手元に持っ

ているのが（発言する者あり）急傾斜で、はい。（「いやいや、話やから」と呼ぶ者あり）です

から、損傷の評価というのは公表はできると思います。（「そうでしょ」と呼ぶ者あり）はい。

（「だから、後でもいいですから、私のほうに」と呼ぶ者あり）まあ、２２地区については点検
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済みでございますので、それをいただいておりますので、それは資料として提出はできると、そ

のように思っております。

〔建設担当理事（中原 康壽君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） ついでに、中原理事、市が単独でやる４０カ所ですか、２３年度、

来年度から、これについても同じように資料として公表、当然できんことないですよね。それも

ついでにお願いします。ああ、それはいいですから。次の質問、時間がないんで。

市長、３番目です。病院改革、市長も一番多分、市長のマニフェストの中で一番大変なんが恐

らくこれだと思います。

これを聞きよったら、本当市長に何回も言いますけど、市長だけはなるもんじゃないと僕も正

直言って思いますけれども、でもやっぱり一たん、これ言われた以上、これももう市長も後に引

き下がるつもりはないみたいですし、これを機会にちょっと、自分の所管の委員会なんでどうか

とは思ったんですけども、一応やっぱり市民の関心も非常に高いところで、なぜこれ、ちょっと

余談ですけど、実は壱岐市の某市民が、某市民というか、某団体が匿名で九大の２外科とか、そ

れから田川の市立病院とか、そういうところに匿名で、また例によって匿名です。本当に壱岐市

の一番悪い風潮なんですが、僕もそれを見ましたけれども、これをまた直接相手のところに送ら

れてます。

匿名なんでだれがやったとは言いませんけれども、明らかにこの情報は市役所の内部の人間で

ないとつかめない情報ですよ。それをずらずら病院の中のことも書いてます。市長のことも書い

てましたけれども、僕はもうこういうことはもういつまでこういうことを繰り返すんだと。ちょ

っと本当、情けない思いが正直言ってしとっとです。

自分たちの主張を堂々と言うのはいいんですよ。僕としてはそれは意見が違うわけですから。

お互いにそれは主張を堂々と言うのは構わんけれども、この匿名で大学病院に出したりとか相手

方の病院に出したりとか、これはやっていいことと、常識・非常識の枠を飛び越えてます。もう、

これが、僕はそれがちょっとあって、ぜひこれはちょっと聞いとかないかんということで、病院

改革のその後について、ちょっと幾つかは先ほど豊坂議員が聞かれたので割愛します。

１番、２番ですね。その前に、１番は齋藤先生はこの前６月に市民病院のほうに来て話された

ということを聞きましたけれども、その中身については私も何も報告受けてないんですけれども、

そのときの状況をちょっと市長にまず説明してもらいたいと思います。

それから、３番目ですね。これは僕驚いたんですが、今回、回覧で壱岐市の看護師が１０名募

集されています。これは皆さんそれは当然定年があるわけですから、定年退職で１０名もこれ一

遍に、こんなに大量採用ちゅうのはなかったんですが、この１０名大量退職はどういう状況にな
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って何でこんなことになったのかということが２番目です。皆さん、定年だということであれば

別に何も問題ないわけですけども。

それから３番目に、２番は市長もういいですから。これはいつまでたってもまず具体的にでき

ることをそろそろ市民病院も考えてもらいたいと。今みたいに毎年毎年赤字赤字ちゅうだけじゃ

なくて、現に精神病床の７０床がこれが一番大きな負担になっとるとは間違いないんですよ。

これが７０床のうち、実際もう４０人ぐらいしかずっとこの間、１０年ぐらい前は７０何人お

ったですけど、７０人超しとったですけど、ずっと減って今はもう４０人ぐらいの規模で、ずっ

とここ数年推移してます。恐らく、これはもう今後ふえません。

だから、精神病床の７０床ちゅうのは、これがデッドスペースになっとるとは間違いないんで

すよ。これを何とか活用するとか、前１回、前、何とか高度リハビリの機能を持ったそういった

病床にしたいとかいうような話もあったですけども、大村市民病院なんか今はそれにかなり特化

して、理学療法士とか作業療法士、もうお医者さんおらんけど、理学療法士とか作業療法士の人

たちを多く採用して、この高度リハビリで正直言って儲けとると言われとったですけども、本当

にできんできんじゃなくて、それは市長が言うごとですね、何とかそれを突破する方向はないと

かと、そしたらあっと言う間に９０何％の病床率になるじゃないですか。

この３点、ちょっと市長、お答え願えますか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 町田議員が質問の前に言われました。私も本当に悲しくてたまりません。

やっと、九州大学と信頼構築ができつつあったときに、私はどんなことがあっても、お医者さ

んがどんな失敗なさっても、どんな情報があってもすべて私の責任ですと。「私がすべてを責任

かぶりますから、どうぞ先生を派遣してください」とお願いをしてやっと信頼が構築できつつあ

るときに、「これは何ですか」と言うて見せられたとき、もう本当に悲しくて、それこそ私はも

う本当に壱岐の市民の方はたった１人のために壱岐の市民がそんなに思われるのか。もう本当に

悲しいです。

今、やっとまた信頼関係がやっと構築されつつございます。そういう中にあって、せっかくこ

っちを向いていただきよるときに、また後戻りせないかん。「（注）……………」という悲しい

現実がございます。

「（注）……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………

……」

今、私は一生懸命やっております。それを御理解いただきたいと思います。

次に、御質問の第１点目でございます。齋藤先生につきましては、病院事業顧問として６月

２５日に壱岐市へ御来島いただきまして、市民病院の中田院長ほか関係職員から市民病院の医療

提供条件について説明を行いまして、市民病院の運営について協議をいたしたところでございま

す。

特に、市民病院の過去１０年間の経営状況と医療内容等について説明し、８月中旬に齋藤先生

から経営分析による大まかな経営改善策等の助言を受けたところでございます。

委員会には、近いうちにお示しをしたいと思っております。現在、指摘事項について関係職員

で洗い直し、詳細な経営改善策を報告するようにいたしております。今後につきましても、先生

には御指導を受けながら進めてまいりたいと考えておるところでございます。

２番目を割愛ということでございます。

３番目の、今回１０名の看護師募集しているけれども、大量退職があるのかということでござ

います。

実は、看護師の採用につきましては平成２１年度から５年間、採用計画を作成いたしまして毎

年５名採用していくという、それは退職者のことも考えて計画をしておりました。

しかしながら、２１年度は想定外の５名の中途退職者がございました。これは、かたばるを含

めてでございます。

また、今年度は３名の定年退職者と数名の中途退職者が出る予定でございまして、１０名を採

用しなければ足りないという状況にございます。去年の採用不足分と合わせて１０名と採用いた

すものでございまして、大量退職ということではないとは認識をしていないところでございます。

次に、精神病床７０床は今後もニーズがないと。高度リハビリへの転換はどうかという御質問

でございます。

御承知のとおり、市民病院の精神科の入院は市民病院開院後のこの５年間、１日平均入院患者

数が４０名ないし４４人で推移をいたしております。実績数から見ても、御指摘のように５０床

でも今後は十分対応できると思っております。残りの２０床について、今後、需要が望めないと

判断しておるところでございます。

議員御質問の高度リハビリへの転換はということにつきましては、この利用されていない

２０床の有効利用として高度リハビリへの転換はできないのかということでございますが、精神

病床から一般病床、療養病床への転換は認めておらず、この２０床については病床削減の届け出

を行う以外にこの２０床を削減する方法はございません。

（注：以下、発言の取り消しあり。Ｐ２３６）
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この点につきましては、今後、検討せないかんわけですけれども、空いたスペースにつきまし

ては現在、ここを人口透析の場所にできないかということで検討いたしておるところでございま

す。

これも、人工透析をするにいたしましても、先生を確保しなければできないという実情がござ

います。現在、市民病院では治療後の社会復帰に向けてリハビリテーション室において、理学療

法士４名、作業療法士２名によって主に急性期のリハビリテーションを提供しております。

しかしながら、亜急性期、回復期ということでございますが、リハビリテーションは専用の病

棟がないため提供できておりません。市民病院が提供しなければならないより高度なリハビリ

テーションにつきましては、言語聴覚士などの専門スタッフの増員を図り、現在のリハビリテー

ション室において患者に提供していきたいと考えておるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 市長、今後はまた厚生委員会で詳しいこのあれについてはちょっ

とまた質問しますけれども、ちょっと気になったのは、看護師の中途退職が、定年退職が３名で

中途退職が５名で特別な理由はないということなんですが、これはこの時期に、ましてこの時代

に各病院とも看護師が非常に今、正直言って看護師不足がどこの病院でもこれ非常に問題になっ

とるとです。

これ、左野主幹でもいいんですけど、現場に直接、今市長が許してもらえるんじゃったらぜひ

僕は左野主幹に、左野主幹ですね、この人たちに個別に聞き取り調査は行われたとですか。それ

で何か特別、これはちょっとここで言えんかったら後で僕個人的に言うてもろうてもよかですけ

れども、何か特別な問題になるような看護師の人たちの、後で怪文書とか何とかが回ってきたら

たまりませんので、これ聞き取り調査等は個別にやられたとですか。中途退職だけなんですか。

○議長（牧永 護君） 左野病院管理課主幹。

〔病院管理課主幹（左野 健治君） 登壇〕

○病院管理課主幹（左野 健治君） お答えさせていただきます。

中途退職者につきましてですけれども、２１年度におきまして、退職、定年と合わせまして

５名が不足いたしております。

ただ、その中に病気、どうしても精神的なもの、５０歳を超えましていろんな家庭環境、介護

をしなきゃいけないという状況の方もいらっしゃいます。そういった中で、病院どうこうという

ことではございません。

２２年度におきましても、退職者につきましては現在、中途退職者が３名今いらっしゃいます。

それと人事異動で老人ホームに移られました。
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そういった中で、現実問題といたしましては、大量退職者というふうには、それぞれの理由が

あっておやめになられたというようなことでございます。

以上です。

〔病院管理課主幹（左野 健治君） 降壇〕

〔町田 正一議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって町田正一議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） ここで、暫時休憩します。

再開を１４時２０分とします。

午後２時12分休憩

………………………………………………………………………………

午後２時20分再開

〔市山 繁議員 一般質問席 登壇〕

○議員（１８番 市山 繁君） 昼食後で眠くなる時期に、また議員の熱弁で目がほっこりなり

ました。

市長におかれましても、きのうからきょうと２日間で１２対１の立場で大変だったと思います

が、あと私を含めまして２人でございます。あと９０分か１００分でございますので、ひとつよ

ろしくお願いしたいと思っております。

私の質問は、長いようでございますけれども、このものずばりですから明確にお願いをいたし

たいと思っております。

それでは、１８番、市山繁が市長に対しまして一般質問を行います。通告に従いまして、質問

は３点でございますが、質問の要旨として小さい項目を上げておりますので、順次質問をいたし

ます。

まず第１点は、特別養護老人ホーム建設についてでございますが、その１項として、市長は行

政報告の中で建設費について今年度の測量業務、地質調査や業務並びに建設設計書を作成して、

平成２３年度の建設完成に向けて進めていきたいということでございました。

いよいよこの建設が始まるなあというところでございますが、この老人ホームの建設計画は市

長も御存じのように数年前から老朽化と地すべり地帯等の危険性もあり、移転新築の計画の話は

あっておりましたが、まだ建設年度については決定をしておりませんでした。

ちょうど、そのようなときに他県のグループホーム等の火災発生によりまして多くの尊い人命

が失われました。事故が発生しますと、当然、その基準も厳しくなってまいりますが、平成

１９年に消防法の消化設備の改正が通告されまして、該当する施設は経過措置３年間、平成
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２３年度までに消化設備いわゆるスプリンクラー等の設置が義務づけられました。

これを私は早く知りまして、危険物安全協会の役職でもありまして、当時早速一般質問をいた

しました。それが今回のその限度内に特養ホームの建設ができますことを本当に大変うれしく一

安心をしておるところでございます。

そこで、海岸埋立用地に決定しておるわけでございますけれども、その面積は私も勉強不足で

わかりませんが、どのくらいあるのか。

そして、建設用地はいろいろ、あそこは膨大な敷地でございますので、保有空地また駐車場、

その他を見てどのくらい予定されておるのかお尋ねいたしたいと思っておりますし、また建設計

画の中で順次進めていかれる測量、地質調査、ボーリングですね。基本計画等の日程、工程につ

いてはどのように考えられておるのかお尋ねをいたしたいと思っております。

また、建物の配置いわゆるレイアウトについては測量の後でなければ確定はできないと思って

おりますが、市としての腹案は持っておられるのかどうか。どのくらいのところに配置して、ど

うするというふうなことがあるのかどうか。その程度の素案がなければ、私はいろいろ今度から

配置についても手間取るんじゃなかろうかと、このように思っておるところでございます。

また、敷地も広大であり低地でもございます。先般の説明では、グラウンドラインは、ＧＬは

隣接の老人ホームの南東の説明でございましたけれども、私も現地に行ってみますと少しでも高

いほうがよいように思っております。

そしてまた、排水口も高台からの水量、流速を考慮しますと、別途、埋設カルバートを今のカ

ルバートは大分満潮のときは浸かっております。そういうことで、満潮時でも排水可能な設置と

思っておりますが、これについてもお尋ねをいたしたいと思っております。

次に設計でございますが、建設工事には事業費の基礎となる基本設計が急務でございますが、

設計決定として、設計方法としてコンペ方式などいろいろあるようでございますけれども、私は、

コンペをされるかどうかはっきりわかりませんが、私は期間的にこのコンペ方式は無理と思って

おります。

そこで、島内設計事務所も優れた設計事務所ばかりでございますので、島内設計事務所の指名

をと思っております。そしてまた、その工事についても同等に思っておりますので市長のお考え

をお尋ねいたしたいと思っております。

それから事業債についてでございますが、財源については市長の行政報告の中で介護サービス、

施設整備事業債と過疎債の併用が可能であるとのことでございました。私も調べてみますとその

とおりでございますが、事業費の全額を起債されるのか、また基金も活用されるのか。過疎債は

５０％でございますね。そのうちの元利、７０％が交付税措置で３０％が負担です。これは特例

債ともかわりはございませんが、特例債はこのような施設には該当しないわけでございます。
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併用する介護サービス施設整備事業は１００％負担で、交付税措置がありませんが、どの金融

機関を利用されるのか、また過疎債は１２年償還でありますが、介護サービス施設整備事業の償

還計画は年数はどのように今考えておられるのか、お尋ねいたしたいと思っています。

そしてまた、この起債には特別老人ホームとしての制度や設置基準はありませんけれども、設

計計画の中で、市長が以前言われておりましたユニット型の構想はどのように考えておられるの

か。

そしてまた、規定病床１００床のうち、今回の建設計画でユニット型、１人部屋、そしてまた

２人部屋、４人部屋とあるわけでございますが、その割合はどのように考えておられるかお尋ね

をいたしたいと思っております。

また、ホーム内のアンケートもとられておると聞いておりますが、ユニット型のそのニーズや

アンケートの内容はどのようにあったのかお尋ねをいたしたいと思います。ちょっと数が多いで

すけれども。

それから引き続きまして、ショートステイのことでございますが、高齢者を抱える家庭では、

障害者をいろいろと抱えている家庭では健全な家庭には考えられない事情が生じてまいります。

そのようなときに、ショートステイの要望が多いようでございますが、現在は６床ですか、６名

ぐらいと聞いておりますが、今後、建設設計の中で増床計画は考えてあられるのかどうか。

増床計画があれば何名分増床されるのか、そしてまた増床されるとなると当然介護職員の増員

となるわけでございますが、その対応策は考えておられるのかどうか。

以上、何点かございますけれども、御答弁をお願いいたしたいと思っております。

○議長（牧永 護君） 市山議員に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） １８番、市山繁議員の御質問にお答えいたします。

特別養護老人ホームの建設計画についてということでございます。特別養護老人ホームの建設

につきましては、勝本町公民館連絡協議会長、鯨伏地区公民館長様に御出席いただきまして、内

容説明を行い、現特養ホームの隣地、下側でございますけれども、海岸埋立地を利用して建設を

進めることで御理解をいただいております。

現在、建設予定地周辺の測量業務委託を８月１６日に発注し、測量業務を実施中であります。

また、今月中に建築に伴う土木工事及び建物の建築設計業務の発注を行うべく準備中でありま

す。

敷地面積につきましては、小さな数字は今ちょっと持ってきておりませんけれども、１万平方

メートルに若干届かないと。９,０００数１００平米でございまして、建物面積は４,３００平米

を計画をいたしておるところでございます。
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レイアウトにつきましては、部内専門委員会を設置の上、設計業務委託に臨むことといたして

おります。

また、配置計画案決定後、地質調査に入る計画でございます。

排水計画につきましても、建設予定地及び上流の流域を含め検討を行い、関連部署とも協議の

上、排水対策に万全を期すようにしております。

議員御心配のところを十分に考えてやるようにいたしております。

また、建設基礎高につきましては基準の範囲内で現在の敷地より少しでも高く設置できるよう

計画を立案することといたしております。

また、建築計画におきましてコンペ方式も案の１つとして実際考慮しておりました。ところが、

委員会の設立から要綱等の作成並びに審査に特に時間を要しまして、設計業務だけで約１年間か

かるという状況が判明いたしまして、建設までに長期間の日数を要するということもございまし

て、議員御指摘のように非常な時間がかかるということでございまして、コンペ方式はとらない

ようにしたところでございます。

指名業者におきましては地元設計事務所に発注することにいたしておりまして、先にも答弁い

たしましたとおり、部内での専門委員会と調整を行いながら、早期に設計業務を終了して建設に

臨むようにしたいとしておるところでございます。

次に、財源についてでございます。議員御指摘のとおり、介護サービス施設整備事業債と過疎

債の併用が可能でございます。特別養護老人ホームの建設に当たっての設置基準は、老人福祉法

の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に基づきまして建築基準法、消防法などの関

係法令を遵守し計画を進めております。

先ほどの過疎債の償還期限でございますけれども、原則１５年でございますけど、特例が認め

られるかどうかは別といたしまして、２０年程度にできたらいいなと思っておるところではござ

います。

施設の建設費補助金の適用は、５０％以上のユニット化でないと適用されないところでござい

ます。

昨年実施した利用者及び家族のアンケート結果では、ユニットに入居を希望される方は全体の

１割にも満たない状況でございました。またユニット化した場合に、経済的な理由により移行で

きない方が相当数になると予想もされます。

施設の種類、規模につきましては壱岐市福祉施設等整備検討委員会を設置して、その諮問に応

じまして委員会を実は４回開催をしていただきました。検討していただきまして、答申を出して

いただいたところでございます。

その結果、答申は多床室を１００床、今は多床室１００床でございますが、今は４人部屋が
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２５でございますけれども、４人部屋を２０室８０人、２人部屋を１０室、２０人ということで

多床室１００床、ショートステイ利用といたしましてユニット型、ショートステイも必要だとい

う意見もございまして、ショートステイにユニット型を導入する予定でございまして、１０床の

２ユニット、２０人をショートステイの計画でございまして合計１２０床を建設する計画をして

おります。

したがいまして、現施設が多床室１００床、ショートステイ６床でございますから、１４床の

増床計画でございます。

それから職員でございますけれども、ユニット型で増床した場合、現在の職員に看護師１名と

介護士が４.数人、いわゆる４人から５人の増員が必要となるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 市山繁議員。

○議員（１８番 市山 繁君） 私の思ったとおりの説明でございまして、余り追質はもうない

わけでございますけれども、ユニット型の特養の基準では床面積が１３２平米以上ということに

なっております。４坪、８畳ですたいね。それ以上になっているわけでございますが、今回の平

米数はどのくらいに見てあるのか。

そしてまた構造については、これを見ますと２階建ては建築基準法で定める耐火建築でなけれ

ばいけないというふうになっておりまして、平屋建ての場合は準耐火構造でなっております。

今度、市長は木造建設という話も出ておりますけれども、当然木造でも外部はそうした不燃材

になるわけでございますが、ユニット型の居室だけが準耐火構造になるのか、これは設計士が詳

しいと思いますが、わかっておられればお尋ねいたしたいと思っております。

そして、ユニット型については、さっき市長がおっしゃったように現在の高齢者の標準所得で

はユニット型の希望をする人は私少ないと思ってますね、所得が少ないから。

しかし、失礼ですけど、今の団塊の世代の方々が将来的に高齢者になった場合は、所得も安定

する方も多いと思いますので、そのニーズも多いと思います。そこで、ある程度のユニット型も

必要じゃないかと私は思っておるところでございます。

それで、この耐火構造、部屋についての平米数と消防法についてわかっておられれば。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 面積につきましては、やはり基準がございます。基準はもちろん上回ら

ないかんわけですけれども、それにつきましては、部屋の構造等で基準を超える最小限の面積で

と考えておるところでございます。

それから建築基準法による材質等、それは設計士との話し合いの中で決めていきたいと思って
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おりますし、他の消防法、その他の法令につきましても、それを明確に守っていくということで

対処させていただきたいと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 市山繁議員。

○議員（１８番 市山 繁君） 建設面積は約４,０００平米ぐらいだったですね。

（「４,３００」と呼ぶ者あり）あ、４,３００でしょ。４,３００平米ぐらいとおっしゃたわけ

ですが、大体今までは３,０００平米ぐらいで折り合おうというような計画であったわけですけ

れども、今回はさっき申し上げましたようにあそこは低地でございますのでロータリー方式にな

ると思いますね。

それでやっぱり上の老人ホームの地すべりも関係がございますので、あれが３メーターあれば

１.５倍ですから約５メーターぐらいは離さないかんわけですね。

そうしたこともあって、いろんな保有空地もあるし、それからまた駐車場も十分、もうそれで

十分４,３００であるわけですね、大体、だろうと思う。そのためにとってあるんだろうと思っ

ておりますが、ちょっと。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 新しく施設をつくりますと、上の特養は解体をすることになります。一

部、駐車場はその辺も利用せないかんのかなと思っておりますが、余裕のある設計をしたいと思

っておるところでございます。

まずはそして、先ほど議員御指摘のように、建築基準法で許される最大限の木造をいたしたい

と思っておるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 市山繁議員。

○議員（１８番 市山 繁君） 私も先日、現地見たときに海岸線があんなに立派なとは思って

おりませんでした。上から来よりますから、進入路はこれは厳しいなと思っておりますが、尋ね

てみますとちょっとあそこはわかりにくいわけですね。湯本の方から来て、何か知らん変なとこ

ろに入るような気がいたしたわけですけれども、あれはもう少し改良していただかないと、一般

の人が来るときにちょっとわかりにくいと思う。私もちょっと迷いましたもんですから、それだ

けをお願いしたいと思っております。

それでは、この件については終わります。

次に、博多─壱岐─対馬航路フェリー建造についてでございます。先ほど、町田議員さんは空

路のほうをお尋ねになりました。私は今度は海路のほうをお尋ねいたしたいと思っておりますが、
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この件につきましては国の施策と県議会の議決であり、市長には直接な関係はなく、質問は私ど

ももどうしようかと考えましたわけでございますけれども、離島航路の運賃低廉化には島民の念

願していることでありまして、また期待もしていることでございます。

そこで、市長として航路対策協議会あるいは３市１町協議会にも出席されて、活発な意見や要

望もされております。この事業についてもある程度の資料、説明もあって把握されておると思い

ますので、お尋ねをする次第でございますので、その点御了承いただきたいと思っておりますが、

まず去る７月８日、県離島基幹航路運賃対策協議会が開催されまして、昨年度の九州商船のフェ

リー、今度の船は長崎じゃなくてフェリー万葉というわけですけれども、新船建造に引き続き、

今年度は九州郵船が運航している博多─壱岐─対馬航路のフェリー１隻を新造することを決定し

ております。

これに基づきまして、県は離島地域交流促進基盤強化事業として船舶建造費、あるいは整備費

用全額を補助し、国の社会資本整備総合交付金を活用して航路運賃の低廉化として県議会で決定

をしております。

博多─壱岐─対馬航路１隻は、ニューつしまの更新の代替船でありますが、この事業は離島基

幹航路の老朽化した船の更新や整備を補助し、運航会社の負担を軽減して運賃の引き下げにつな

げるために国からの交付額は、５年間で約２５４億円となっております。

私たち島民にとっては、運賃の引き下げと新しい船に乗船できるということは大変ありがたい

ことでございますが、県と運航会社との協議内容が私たちにとっては理解しにくく不透明な点が

多うございます。これが本当に恒久的な離島航路運賃の低廉化につながるかということが、私た

ちは不安でございます。

幾ら国の施策、交付金、県の補助金、県の決定であってもすべて国民の私たちの税金でござい

ますので、２５４億円の金を助成するなら島民直接の有効な低廉化の方法が私はあると思います

ので、市長の御見解をお伺いする次第でございます。

次に、国の交付金は先ほど申し上げましたように５年間で２５４億円、対象は離島基幹航路、

九州郵船、九州商船、野母商船、五島産業汽船等でございますが、内訳は船舶がこの航路で

２０６億円で、そしてリフレッシュいわゆる整備費が４４億円の割合となっておるようでござい

ますが、既に五島─長崎航路フェリー万葉は約２６億円、これは平成２１年度決定でございます

が、博多─壱岐─対馬航路ニューつしま、約２９億１,９００万円、これは２２年に竣工の予定

でございますが、ニューつしまの建造予定費は先ほど言いました２９億１,９００万円、これに

対する国の交付金は７割、県の補助金は３割で、これは県は起債でございますが、これを２０年

スパンでやるということでございますが、ニューつしまは進水が平成元年、現在２２年でござい

まして、これは当然対象でございますが、フェリーちくしは、平成６年進水、現在１５年で５年
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後にはこの計画内では対象になるわけでございますが、これは私の判断ですが、唐津航路、あず

さ、これは昭和６２年にできて、現在３３年、当然これは本来なら来年該当すべきとなっていま

す。

エメラルドは平成１８年、現在３年、これはもう対象外でございますが、今回唐津─印通寺航

路は対象外でございますが、あずさの年数から言えば当然対象となるべき船でございます。

今回は、博多航路でございますが、仮にニューつしまを新造して五島商船が手入れしておる

２割安となるのか、ちくしが対象となるまで値下げがないのか。博多─壱岐─対馬ですね、これ

が２隻とも同時に補助対象となるのであればわかりやすいわけですけれども、船は年によって時

期がずれております。

そうしたことになりますと、１隻で２０％の割引になるからとか、２隻できてから２０％割引

になるのか。それとも、そのニューつしまの建造費で、全体プール計算になるのか、なかなかこ

れも不透明な点でありますので、市長の御判断をいただきたいと思っております。

それから、私も九州郵船にちょっと行って調査をいたしましたが、船舶を更新、リフレッシュ

費用を全額補助するのは私の考えでは、公設民営化の形でありますけれども、陸の箱物の指定管

理者方式とはもう全く違うわけですね。

ただ、共通点はいかにして船賃を安くして交流人口を図るかと、増強を図るかということだけ

は共通しておりますけれども、あとはなかなか不透明でございますが、カーフェリーの耐用年数

は１１年の償却であるわけでございますけれども、実際の船の活動の年数は安全面から考えても

大体３０年から３２、３年は使われるそうでございまして、ニューつしまもあと１０年から

１５年は運航できるわけです。

それで、今までも、今減価償却をもうしておりますから、これからが会社の利益につながって、

そして島民にも還元ができるというような考えだろうと私は思っておりますが、これから見まし

ても無駄な私は投資のように考えてなりません。

例えば、運賃が、例えばですよ、これは２割引になりますと運行会社も代理店も収入が２割減

るわけですから、運営上大変また支障があると思っております。

この政策は自民党政権のときの施策であるわけでございますが、政権交代となって、そして民

主党のマニフェストにあります離島航路対策は、鉄道運賃並みの法案がもし成立された場合はこ

の事業はどうなるのかと。廃止せざるを得ないことになるのか、私も後で報告しますが、私、直

接大臣に質問いたしました。あれです、秘書を通じてですね。質問いたしました。回答が来てお

りますので後でお知らせしたいと思っておりますが、ジェットフォイルの低廉化についても高速

料金が大体、私も知りませんでしたけれども、高速料金が２,５００円、そして乗船が２,４００円、

合わせて４,９００円ですから特急券と乗車券とまあ合わせたような形ですね。そうしたことで
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算定をされておるそうでございますが、高速道路無料化に伴い高速運賃の無料化となればこの

２,５００円も何％か私は国のほうで割り引いていただきたいというふうに思っておりますし、

今回の運賃の低廉化には、該当するということになっておりますが、内容は不明であります。

以上のとおり不明点が多いわけでございますが、今後、民主党の政策によって変化があるかも

しれませんけれども、市長はいろいろな会合に出席をされます。なかなか活発な人でございます

ので、この点、確認をしていただきたいというふうに思っております。

大体終わりましたですね、以上ですから。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 博多─壱岐─対馬航路のフェリーの建造についての御質問でございます。

今回の航路運賃の低廉化について御説明をいたしますと、長崎県は離島住民の経済的負担の軽

減を図るとともに交流人口拡大による活性化に資するため、県内の離島基幹航路に使用される船

令が、議員仰せのとおり、おおむね２０年経過する船舶の更新に要する補助金のリプレイス補助

金と長寿命化への修理点検ドック等の費用に要する補助金、リフレッシュ補助金を離島基幹航路

運航事業者すわなち博多─壱岐─対馬航路においては九州郵船株式会社に交付し、航路運賃の低

廉化を実施するということでございます。

リフレッシュ補助金につきましては、特定疾患や後期高齢者、学生等に対しての割引で今年の

１月から既に実施されております。

リプレイス補助金につきましては、九州郵船のニューつしまが今年度から２３年度にかけて設

計、建造を行い平成２４年４月上旬に就航予定でございます。

なお、新船就航後に引き下げる対象運賃及びその引き下げ率は、期間は航路ごとにこれから設

定されることになっておりますけれども、７月８日の、先ほどおっしゃいました会議におきまし

て、長崎─五島について申し上げますと、１１年間にわたり２割程度の運賃引き下げを行うとい

うことになっております。

さらに、ジェットフォイルにつきましても、先ほど申されましたように２,４００円というの

はフェリーと同じ運賃でございますから、普通料金ということですね。あと２,５００円が高速、

だから４,９００円ということでございまして、これにつきましても２割、割引するということ

が長崎─五島航路の今の予定でございますので、これに準じるのではなかろうかと思っていると

ころでございます。

このように、先ほど申し上げましたように１１年と申しましたから、今回の件による航路運賃

の低廉化については有限でございます。恒久的ではございません。議員御指摘のように恒久的な

低廉化を私たちは望んでおるわけでございまして、今後、同じ悩みを持つ壱岐・対馬・五島、新



- -- 215 -

上五島町からなる３市１町会議のメンバーとともに、このことについて国や県に対し強く要望し

ていくという所存でございます。

次に、県は離島航路補助金として２９億１,９００万円を出しておるが、ジェットフェイルも

対象になるということでございます。

それから、今回の航路運賃の低廉化の対象航路はリプレイス対象船舶が就航する航路というこ

とでございますから、ちくしも該当すると私は理解をしているところでございます。もちろんジ

ェットフォイルも該当する、ちくしも該当すると考えておるところでございます。これについて

は確認をいたします。

それで、したがいまして唐津航路は対象外となるということでございます。

博多─壱岐─対馬航路については、なお唐津─印通寺航路においても、フェリーあずさが平成

２１年度から２５年度までの５カ年計画のリプレイス対象船舶でございます。離島基幹航路運航

事業者である九州郵船がリプレイスを希望したならば、協議会において承認、そして協議会が承

認したならば今回のニューつしまと同様に当該航路運賃の低廉化が実施されるものと思っており

ます。

あくまでも参考でございますけれども、これは人の値引きでございまして、低廉化でございま

して、自動車航送料については県としては割引の対象外と考えておるところでございます。

しかしながら、これは運送業者が、運航業者が決定することでございまして、この点について

もやっぱり発言していきたいと思っておるところでございます。

それから、減価償却資産の耐用年数のことでございますけれども、２,０００トン未満のカー

フェリーの耐用年数は１１年ということで定められております。耐用年数を過ぎた後に残る残存

価格等、税務的なことについては割愛をいたしますが、最後の１円まで減価償却できるというふ

うになっておるところでございます。

先ほど議員申されますように、減価償却が既に終わっている船をリプレイスしたときに、船舶

運航会社は厳しいじゃないかと、もうそのとおりでございます。会社にとっては何のプラスにも

ならない。ただ新しくなったということでございますけれども、いわゆる計算上は全くのゼロな

のに２割引かないかん。非常に厳しいと思っておりますけれども、燃費は若干改善するかもしれ

ませんけれども、あとは私たちは島民として、利用者として１円でも安いがいいわけでございま

すので、ぜひ九州郵船に頑張っていただきたいと思っておるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 市山繁議員。

○議員（１８番 市山 繁君） 五島─長崎航路のお話がございましたけれども、これは五島が

２割を提示しておるのは、船がもう古いわけですね。省エネ時代のエンジンじゃないわけですよ。
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それで、今度リプレイスしてもらうと、燃料がうんと安くて人件費の削減どころじゃないそう

です。

そういうことで、２割を提示してあるそうでございますけれども、大体これの要望、九州郵船

の希望としてはですたいね。私はあずさのほうを、大体古いわけですから、本当ならせないかん

わけですね。しかし、博多─壱岐─対馬航路でございますから、ニューつしまが対象になっとる

わけです。

そしてまた、さっきも私が言いますように、ちくしは平成６年、今１５年ですよ。５年間のう

ちには２０年に達するわけですね。ほで、２０年スパンに該当するわけです。そこがどうなるか

と。

私は２隻つくって２割か、１隻つくって２割か、プール計算になるのかということを私は言っ

てるわけですけれども、そこで私は唐津航路は対象外でございますけれども、博多─壱岐間は

２等で今２,４００円です。そうするとですね、これは２割引きしますと４８０円、そうすると

１,９２０円になるわけですね、博多航路は。そしたら、唐津航路を見てみますと、現在

１,８５０円です。そうすると、その差は７０円しかないわけです。ほで、そうすると博多と余

りかわらんのに７０円の差でやれるのかというようになるわけですから、これはもうぜひ九州郵

船、県のほうもですたい。早く、あずさのほうは対象にしていただきたいと私は思っております。

そこで、私も先ほど言いましたけれども、山田正彦さんが選挙に出るとき、こういうことをや

っとるわけですね。離島過疎化対策の税廃止と、高速道路の無料化とか、それから、漁業者の問

題とか、それから、鉄道運賃何とかいうふうになっておりますので、私も直接こうして山田大臣

にファックスを送りました。

そうしたところが、私は離島航路を鉄道運賃並みと言って、おっしゃるが、いつそういう実施

ができるのかと。そして、離島のガソリン税については、これはもう市議会でも意見書を出して

おりますからぜひ早くやってください。そして、漁業者の燃油についても、オイルショックのと

きは漁獲もあり、それなりの漁価も安定しておったわけですけれども、現在はその時代と違いま

す。私もあのころもオイルショックぐらい、油を持っておりましたが、現在はやはり漁に行くに

も幾らかかるだろうか、油代がかかるだろうかという計算をして行かないけない時代であります

よ。それでは漁業者の後継者も育たんとじゃないですかということを書いて送りました。

そうしたところが、漁業に対しては漁業経営セーフ・ティ・ネット構築の事業として一応

２０億円を組んでおるような話だけで終わっておりますが、最初申し上げました航路、鉄道並み

については、私たちが立ち上げた島の振興議員連盟が国民の期限的な移動の手段を確保する交通

基本法の早期実現に向けて国土交通省と調整を進めておると。離島のライフラインたる航空機や

船舶、航路運賃を鉄道並みに下げるために来年の通常国会に提出して法案が可決されれば
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２０１２年から施行すると。

そしてまた、ガソリン税についても島の振興議員連盟において離島におけるガソリン税の減免

に向け、前原国土交通大臣への要望と予算要求を行い、政府税庁でも具体的な議論を進めてきた

と。今月末の臨時国会へ法案を提出予定。法案が可決すれば、２０１１年から施行するというこ

とになっておりまして、これもガソリン税については可決されればもうすぐなるということでご

ざいます。

そして、この鉄道運賃も可決されれば２０１２年からやるということでございますが、その中

で、私は一番共通せないけんことは県離島振興懇話会というのが８月１日に設置されておるわけ

ですね。

そして、１４人の委員が初会合されて、平成２４年に失効する離島振興法の継続の新たな本土

との格差の解消に向けて国の補助で船の運航を１,０００円にしたい。そしてまた、の意見や医

療、そして雇用の産業振興等の意見も出て、同会は来年の３月までに５回開催して６月には意見

書を策定して、県は７月以降、国へ要望するというふうに出ております。

それで、私は国は施策でこれを船をつくりよる。県は議決をしておる。そして、私たちは運賃

の低廉化に向けてお願いをしておる。そして、これはまた、１,０００円でお願いしたいという

ふうに、そしてまた民主党では鉄道並みにするというような、まちまちの一貫性がないようでご

ざいますので、こういうこともよく市長もいろいろな会で検討されて、そしてこれはやっぱり一

貫性を持って鉄道運賃なら鉄道運賃とせんと、また県がこの協議会の協議事項を県に、県がまた

国にやる。県は議決しよることは知っとって、そういうことをするちゅうことは私は２度手間と

思っておりますし、これは無駄と思います、委員会もですね、そういうことであれば。

それは雇用とか産業振興については私結構だと思っておりますが、この点もひとつ、市長、考

慮しとってください。

次に、福岡市の要望についてでございますけれども、これについては各関係機関また協議会で

も多岐にわたって要望されていると思っておりますが、次のを加えて福岡市への要望していただ

きたい。これはもう、要旨に出しておるとおりでございますから、読み上げんでもいいわけです

けれども、現在はすべての施設はバリアフリー化が要求されております。今回のフェリー新造の

建造もバリアフリー計画がなされておりますが、壱岐の３ターミナルにおいてもターミナルの

ボーディングブリッジの設置によりまして乗・下船口が２階となりました。そのため、乗・下船

口にはすべてエレベーターが設置されております。

博多フェリーターミナルにはエレベーターはあっても２階の奥のほうに１台あります。実際、

私も知りませんでした。市長、知ってたですかね。皆さん、どうですか、エレベーターあるって

知っておりますか。利用された方ありますか。なかでしょう。
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そして、私も九州郵船に来社したときに、「ターミナルにはエレベーターないじゃないか」と、

非常に私も強く言いましたところが、「ありますよ」と、「奥のほうにありますから余り利用さ

れてないでしょう」と言われて、私も早速エレベーターに乗ってみました。

それは確かにあったのはあったわけですから、おりてみてびっくりしたわけですね。中は倉庫

でリフトが出入りしてて、とても利用されるようなところじゃございませんでした。担当者に聞

いてみますと、あれは荷物の上げ下げのエレベーターであって、リフトみたいなもんですね。そ

れで、お客さんの利用には無理でしょう。下からどこにいくのかわからないと。全くわからない。

利便性もなくて、私は無意味であると思っております。

それで、それと下船口には長い通路を終わりますと、次にはかな折れ階段、結局折れ曲がった

階段があるわけですが、障害者とか老人、そして病院の方々、そして観光客の方で大きな荷物を

運ぶ人等には大変難儀をしております。

そして、急ぐ人なんか、ちょっと先に通らせてくれんかというように非常に混雑をしておりま

す。それで、急ぐ方には大変支障があると思っていますが、利用者の苦情も要望も多いわけでご

ざいますが、壱岐対馬の玄関口でも私もあるわけです。きのうも話があっておりましたけども、

時代にあった博多ターミナルでないとすぐタクシーからおりたらすぐに玄関に上がってロッカー

がありますが、あそこのところにエレベーターつけられるわけですからつけていただきたい。

そして、下船口にも外部のエレベーターをつけられるわけですから、エレベーターを設置を要

望していただきたい。

そしてまた、タクシー乗り場がまた変更になっておったわけですね。前はスケート場があって、

あそこが非常に邪魔になるということで乗り場が変更になりました。

もうその関係で、タクシーの乗り場がうんと先に行ったわけですね。防波堤のようなところ、

先に行っとるわけです。あそこまで歩くのも大変です。

そして、下船口を降れても、雨が降るとき、外道の屋根がないわけですよ。ないから雨が濡れ

る。タクシーの乗り場まではもう３０メーターぐらいありますから、あそこまで行くにも濡れる。

こないだのような猛暑のときは非常に苦情が出ておりました。

それで、観光客に私がいろいろ、愚痴を言うから私はちょっと聞いてみました。せっかく壱岐

に行って、おいしい魚やもてなしの心でよい待遇を受けましたけれども、ここに来て、これだけ

の、ころころ引っ張る荷物と手提げいっぱいかろうておりましたから、ここの来て幻滅しました。

もう２番にはもうこれは来られんばいというようなことが何人かでささやいておりましたけれど

も、本当にしみじみとそういうふうに言われておりました。

これはやはりＰＲよりも口コミ、口コミが一番影響があるわけですね。そうしたことで、あそ

こにはぜひ設置をしていただきたい。壱岐対馬、行政は長崎であっても、御存じのとおり、私た
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ちもそうですけれども、経済はほとんど福岡です。その点を強調されて福岡壱岐の会、その方の

協力を得まして、市長の予算の都合もあると思いますけれども、ひとつぜひ要望していただきた

いと思っておりますが、その点どうでしょうか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 市山議員おっしゃるように、博多のターミナルのバリアフリー化につき

ましては必要性を感じております。

実は、エレベーターは私も気づいておりませんでしたけれども、下船口からタクシー乗り場ま

でが雨に濡れます。

そういったことで、平成２０年度には壱岐市単独で、昨年の１２月には博多港フェリーターミ

ナル下船口施設等の整備についてという要望書を、対馬市長とともに福岡市長、吉田市長に手渡

しをしたところでございます。要望の趣旨、重要性を理解していただき、前向きに検討するとい

うことでございましたけれども、今のところ改善に向けた具体的なお話はございません。そのと

きのお話で、実は市だけでなかなか厳しいんだと。九州地方整備局に向こうのマリンメッセも含

めたところの総合的なことで持っていきたいというようなお話もございました。

そういったことで、実は九州地方整備局の副局長さんにお話もいたしました。そういう計画も

具体的に今はないんだというお話でございましたが、今、議員お話のようにエレベーターも含め

たところで再度要望したいと思っておりますし、私は今の下船するときと乗船するとき、乗船す

るときはターミナルから歩いてきますけども、下船は途中でおります。あれが果たして、乗船客

と下船客を分離するということでああなっとるんでしょうけれども、野外に、例えばボーディン

グブリッジの先に、そうではございませんが、あの通路の途中にぽつんとエレベーターが置ける

のかなと、そういうこともわかりませんけれども、いずれにしましてもバリアフリー化に向けて

福岡市長とお話したいと思ってます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 市山繁議員。

○議員（１８番 市山 繁君） それは、今の時代ですからでけんことはないとです。

あれボーディングブリッジの通路を広げて、あそこにやれば外は鉄筋で囲うてもできんことは

ないわけですから、九州郵船に私も言いますと、これはもう壱岐対馬はやっぱり長崎県だからな

かなか鈍っちょるんじゃかろうかと。あなた方が一生懸命言うてくださいというぐらいのことで

すよ。

それで、２０年に要望しちゃいなら再度、これは早急に要求要望していただきたいと思ってお

りますし、そして九州郵船に行ったときに、九州郵船がＰＲが足らないんだと。私、五島商船あ
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たり乗ってみると、すべてテレビで放映して、五島のいろいろな教会とか、いろいろな観光地を

説明しておりますよと、ほで、情けは人のためにならず、回りもったら自分のためですよと。結

局、壱岐のための宣伝をすると、自分たちには交流人口が膨れるわけですから効果があるわけで

すよと。

あなた方は船がヴィーナスが出ますとある程度着席して、安定したころにヴィーナスの絵とフ

ェリーの映画、テレビが出てきて、皆さん方に快適な船旅をとか、いうようなことをやっており

ますけれども、私はそうじゃなくて、観光協会とも協力せないけんわけですけれども、一支国博

物館もオープンしましたよとか。それから、グルメはこう、割烹はここにあります、旅館はここ

にあります。どうか利用してくださいというようなことを６本あればできるわけで、フェリーつ

しま、ちくし、それから呼子、唐津航路ですね、ジェットフォイルが２隻ですから、そういうこ

とが６本あればできるでしょうと。実質的に取材に行って自分たちもやったらどうですかという

ようなことも私は申してきましたので、そうしていつか市長も言われておりましたけれども、一

支国の博物館の壁面もないわけですね。それで、そうしたことももう少し、壱岐対馬のためにそ

うした宣伝もせんと、自分たちのことばっかり言うちゃいかんじゃないですかということで私も

苦言を申しておりましたので、ついで行かしゃったときは私は言うたと、ようございますから、

ぜひひとつお願いいたしたいと思っております。

３分残りましたけど、ここで終わります。

〔市山 繁議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって、市山繁議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） ここで、暫時休憩いたします。

再開を１５時２０分とします。

午後３時08分休憩

………………………………………………………………………………

午後３時20分再開

○議長（牧永 護君） 再開します。

次に、１９番、小金丸益明議員の登壇をお願いします。

〔小金丸益明議員 一般質問席 登壇〕

○議員（１９番 小金丸益明君） 大変お暇どりいたします。一般質問も千秋楽、結びの１番とな

りまして、教育長、市長の横綱級と大一番をとりたいと思っておりますが、最近消防ぼけしてお

りまして、火点はいつも見ておりますが、論点がぼけないように頑張ってみたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。
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今回は、原の辻関連事業についてお尋ねをいたしたいと思いますが、巨額の税を投じた一支国

博物館より、最近は何名かの議員も指摘されましたように２００歳問題のほうが大きくクローズ

アップされました。

市長言われますように、ある面では壱岐の名声を高めたということで私はよかったんじゃない

かと。その陰には山内理事ほか市民部の皆さん方の御苦労があったんじゃなかろうかと（笑声）

心から改めてお礼を申し上げる次第でございます。ありがとうございました。

本論に移りますけども、ことしの５月だったと思いますけども、前金子原二郎知事と席を同じ

くすることがございまして、その金子知事のごあいさつの中で、国策により知事として市町村合

併を強力に進めてきたと。しかし、その市町村合併の功罪について全く検証がされていないと。

功罪がはっきりしないということで非常に不安を持っておるという意味での発言を強調されて、

あいさつの中で言われました。

これは、国、そして県にとどまらず、当該市町村がそのときどきに、折々に合併の検証をして、

それに対応する施策を打つことが最も大切なことと思いますし、その対策を講じなければ合併の

価値すらなく衰退の一途をたどるものと僕は思います。

また、知事があれほど陣頭指揮をとっておられたにもかかわらず、そして全国的にもトップレ

ベルの市町村合併の実績を残されたあの知事がその検証をということを口にされた背景には、合

併後の自治体の経営運営に若干の不安が出てきたんじゃなかろうかと、知事自体がですね。です

から、早目に検証をする必要があるんじゃないかと、そのような発言があったのじゃなかろうか

と、私は若干不安を感じているところでもございます。

本市の場合は、平坦な地形や発達した道路網、そして３万人程度の人口等々、合併に対する基

本的な障害は低かったものの、紆余曲折の末、合併に漕ぎ着けた経緯もございます。また、合併

においては、特に本市のような対等合併にあっては、自治体間の財政力の問題や、地域格差、住

民感情の対立等々、さまざまな障害や混乱を排除しなければなりません。

しかし、国策として行政改革の名のもとに強力に自治体の合併を進めてきた国、そして官僚は、

この市町村合併を進めるに当たっては秘策を講じてまいりました。それが俗に言う飴と鞭、いわ

ゆる合併特例債じゃなかろうかと私は思っております。

本市の場合は合併したことによりまして起債対象事業として認められるやつが１６７億

７,９００万円、うち起債可能額がその事業費の９５％ということで、１５９億４,０００万円と

なっております。これは何回か、本議会でも出ておりましたが、この金額でございます。

現在の壱岐市の予定では、起債期限であります平成２５年度までの起債予定額が１１２億

７,０００万円となっており、起債限度額の約７０％を使い切ろうとしている現状でございます。

先日、テレビ報道によりますと、合併の飴と称される特例債の起債状況は全国平均で２、
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３０％程度であると。現在のところですね。これは後年の負担増を確実に避けている状況ではな

かろうかとの解説つきでございました。このことからすると、本市の限度額の７０％を予定して

いるというのは、全国水準から見ても群を抜いて高いと言わざるを得ません。

しかしながら、内容をよく精査してみますと１１２億７,０００万円のうち約７割が合併に起

因するインフラ整備であり、避けては通れない事業じゃないかと私は認識しております。

さて、問題なのが残り３割の特例債の使途でございます。この起債予定額の３割ですが、何に

使われたかと言いますと、博物館関係に２８億円、遺跡復元整備事業に６億２,０００万円とい

うことになっております。この足して３０数億円というのは合併前の石田町の１年間の予算総額

に大体相当する金額と思われます。

すべて議会の議決を経た執行であり、その点で私は違を唱える気は毛頭ございません。しかし

ながら、行政コスト、行政のコスト意識、費用対効果が今後ますます厳しく問われていく中で、

文化財関連として使うのも例外なくその目は厳しくなることと思います。

２８億円という巨費を投じた博物館の行く末にも大きな不安を抱いておる者の１人ではござい

ますが、開館間もない現状と、昨日町田議員と市長の間で問答もございましたし、開館間もない

ということで今回は私は言及を避けたいと思います。

私は、下の復元整備、いわゆる原の辻遺跡関連事業について質問を進めさせていただきたいと

存じます。

関連事業と申しましても、余りにも広域にわたりますので、遺跡の発掘調査事業と保存整備事

業の２点についてお尋ねをいたします。

合併後ではございますが、この２つの事業で６億２,０００万円が投じられております。まず、

発掘調査事業に関してお尋ねをいたします。

平成７年ごろから芦辺町、石田町、そして県からなる調査が本格的に始まったと聞き及んでお

ります。今日まで、実に１５年間の歳月を費やしたことになります。その間の調査費は一体どの

ぐらいかかったのであろうかと、もしわかれば石田町、芦辺町、そして県、そして壱岐市と、負

担内訳がわかれば御教示願いたいと思います。

次に、原の辻遺跡全体と特別遺跡として指定された区域における発掘調査の進捗状況と、今後

はどこまで調査をしていくのか、あと何年調査を予定されているのかをお尋ねをいたします。

次に、保存整備事業に関しての質問でございます。王都公園とガイダンス施設についてお尋ね

をいたします。

先日、同僚議員と昼食をともにいたしました折に、王都公園の話題を持ち出しましたが、その

議員は場所もよく把握されておりませんでした。個人の名誉のために名前は申し上げませんが、

その場にあと私を含めて３人の議員も証人としております。そのくらいの王都公園です。議員を
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責めるわけではございませんが、認知度はそのくらいだと今は思っております。

３月１４日、博物館と同時にオープンしたこの公園ではございますが、私はよくあの通りを通

るわけですけども、人が入ったのを全く見たことがございません。たまたま、私が通る時間帯に

人が入っていないのかもしれませんけれども、お粗末限りないものと私は思っております。

年次的に建設された１８棟の復元棟が本当に暇そうに立っておるだけです、１８棟が。

博物館からあの展望台からでき上がりました復元棟の１８棟を眺めますと、その弥生の原風景

と申しましょうか、往時を彷彿させる風景だけはかもし出していると思います。あれはいいなと

思いますけども、あの眺めだけを復元したいのであれば、現在の科学ではイメージ画像をつくっ

て３Ｄ映像などをつくってガラスにでも張れば事足りるんじゃないかなと。そうすれば１８棟と

言わずとも１００棟でも復元できたんじゃなかろうかと私は思っております。

また、せっかく市民に公募して名づけた王都公園、現地で命名者には記念品等も渡されていた

ようでございますけども、あそこには王都公園の「王」の字の文字も今のところ見えません。有

料なのか無料なのかもわかりません。入り口がどこか、出口がどこかもわかりません。

公園内に先日立ち入りましても、順路表示さえない始末です。復元棟にはそれぞれ木製の鍵が

かかっておりまして、中の様子を見ていいものか見て悪いものなのか、それも全くわかりません。

しかしながら、私はこそっとその鍵を２、３棟開けてみましたら、センサーが反応して薄暗い

光がぽっとこう復元棟の内部を照らしてくれました。何があるとやろうかと思って目を凝らして

見ますと、奥のほうに複製の土器が数個ぱらっと置いてあるだけで、その説明も何もございませ

ん。何よりもその鍵を開けるのも罪悪感がございました。本当に開けていいのか悪いのかわから

ない状態で開けてみました。

開けて中に入りましたけども、もう夕方、夕方というか３時前だったと思いますけども、蒸し

暑くてたまらんで、もし２０００年ぐらい前、今日の猛暑が続いていたら弥生人絶対全滅しとる

と思いますよ、あの暑さだったら。そのくらい暑くてたまりませんでした。

そういうそんなこんなで現場を見て、ついにガイダンスによりまして、立ち寄りまして担当の

方にお話をして王都公園の状況を聞きました。その結果、観光バスで来られた方はガイドさんを

伴っておられますので、王都公園の入り口らしいところから上に上がって、ガイドさんからそれ

なりの説明を受けて帰っておられるということでございます。

しかし、そうでない方、個人で来られたり、小旅行であのあたりを通られる方あたりの対応は

全く対応が態勢がなっておりません。

再質問で詳しく批判をしますけども、この王都公園とガイダンス、付帯公園にあるガイダンス

の状況をどのように認識されておるのか。また、２２年度の当初予算では若干の予算もついてお

るようでございますので、どのような方向性を持って対応されるのかをまずお尋ねをいたします。
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市長も指名しておりましたけども、一応教育長のほうから御答弁をいただければと思います。

○議長（牧永 護君） 小金丸議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） １９番、小金丸益明議員にお答えをいたします。

原の辻遺跡の発掘調査の本格的な開始は、長崎県が平成７年７月からでございます。また、旧

芦辺町、旧石田町におきましては、平成１０年度から開始をいたしております。

事業費の金額ですけれども、まず合併前の長崎県が単独事業で約１億４,２００万円、補助事

業を受けて約１億４,０００万円、芦辺、石田両町が補助事業を受けて約１億円でございます。

小計で、発掘前は３億８,２００万円になります。芦辺と石田の発掘費用を分けておりませんの

で、お許しいただきたいと思います。

また、壱岐市誕生後の総額につきましては、長崎県が約９,６００万円、壱岐市が約１億

２,７００万円となっています。小計で２億２,３００万円でございます。負担割合につきまして

は、基本的には国費が５０％、県費２０％、市費が３０％となります。

以上の本事業に対しまして、合併前から昨年度までに執行されました県と市の調査費の総額は

約６億５００万円となります。このほとんどは、作業員さんにお支払いをする賃金で占めており

ます。学術的な調査研究成果はもとよりでございますけれども、壱岐島内の雇用創出の面から十

分な費用対効果が上がっておるものと思っております。

次に、調査の進捗状況と今後の計画についてでございます。

まず、進捗状況につきましては現在遺跡全体、約１００ヘクタールございますが、そのうち特

に重要な遺構部分を対象にいたしまして、範囲の確認調査等を実施をいたしております。昨年度

までで約１０.５％が終了をいたしております。

また、今後の計画につきましては、最終目標を約１５％として県と市が一体となりまして特別

史跡原の辻遺跡のさらなる全容解明に努めてまいります。

最終目標を１５％といたしております。最終的に何年度になるのかということでございますが、

最終的に何年度という線がまだ今のところ出ておりませんので、まず１５％を目指して発掘調査

を行うという回答にさせていただきたいと思います。

それと、遺跡公園とガイダンスの現状と課題等でございますが、まず王都復元公園の現状でご

ざいますが、本公園は今年度も国の補助事業、史跡等総合整備活用推進事業を受けまして、高台

東側の環濠、これは堀のことでございます。環濠や栽培植物園、これは弥生時代に栽培されてい

た植物や果物の種が原の辻遺跡から出土しておりますので、その品を栽培植物園で現在栽培をす

るという植物園のことでございます。

環濠や栽培植物園などの土木工事と、あとは門、さく、橋などの建築工事に着手をしておりま
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す。現在、公園部分は部分公開をいたしておりますが、今年度で第１次の原の辻の整備計画が終

了いたしますので、平成２３年度からは公園地の全面公開をすることができます。

また、ガイダンス施設におきましてはことし３月に体験学習機能を加えまして、一支国博物館

と同時に開館をいたしております。当時は周知・ＰＲ不足も重なっておりまして入館者もまばら

な状況でございましたけれども、最近は夏休み等の季節ごとのイベントを実施することで約

９,０００人を超える人々の来館をいただいております。

今後も、島内市民はもとよりでございますけれども、島外の方々にも楽しんでもらえる、喜ん

でもらえる魅力のある施設として運営していかなければならないと思っております。

一方では、一支国博物館との一体的な運営体制も求められております。博物館と復元公園、ガ

イダンスの一体となった運営といいますのは、利用する方にとっても受けとる情報の一貫性やわ

かりやすい原の辻遺跡という点から歓迎すべき体制と考えております。

現在、当該施設の管理運営体制といたしましては、平成２３年度までの間は教育委員会の文化

財課の直営で復元公園とガイダンスを運営する予定でございます。将来的には博物館との一体的

運営も１つの枠組みとしてとらえて指定管理者制度の導入を検討することも必要かと思っており

ます。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 小金丸議員。

○議員（１９番 小金丸益明君） ６億数千万円が１５年間で発掘調査事業で消えて、そのほとん

どが人件費であろうという答弁でございました。

２１年度決算においても支払い賃金が１,２００万円ほど計上されておりまして、雇用の下支

えは確実にしてあるということが思いますけども、県が平成７年、石田町、芦辺町が１０年ぐら

いからということで、それでも１５年から数年程度は発掘調査がされておりますけども、そのく

らいかかっても１割程度の発掘完了ということで、あと９０％ぐらい残っとるわけですよね。

そこで、雇用の下支えも要りますし遺跡自体の全容解明という大儀もわかりますけども、だら

だら掘るよりも、一応遺跡は２０００年程度前の品でもありますし、ここに１０年・２０年放っ

たとっても腐りもしませんから、一応今年度で終わりとか、あと３年度で１回区切るというよう

な政治的な判断も市長要るんじゃなかろうかと、ずっとこのまま行きますか。今、教育長は

１５％をめどに当面やるとおっしゃっておりますが、その終期はわからないと。１５％やっても

あと８５％は残るわけですよね。

ずっと後年ずっとやるのも１つの方法かと思いますけども、一たん区切るとか、そういう政治

判断をする気はございませんか、市長は。

○議長（牧永 護君） 白川市長。
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〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 私も大変この点についてはいろいろ何ていいますか、知識がなくて、実

は私もこの今１０％だと、あと５％でということでございますけれども、あとの８５％は発掘を

しないということでございますから、あと５％を発掘すると。その５％をいつまでかかるかとい

うことでございますけれども、これやはり極力市の予算をつかわんでやるためにも県と相談しな

がらやっていきたいと。

その終期については、今までおっしゃるように１０数年かかって１０％ですから、あと５％と

言いますとやはり１０年近くかかるかなという気がいたしております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 小金丸議員。

○議員（１９番 小金丸益明君） 私が終期を切って、遺跡は腐るもんじゃないからちょっと１回

終期を決めてやって、当分休んだらどうかと申し上げる裏には、原の辻原の辻じゃなくて、島内

の古墳群ですね、掛木古墳、双六古墳、そして百合畑付近等々いろいろ古墳がありますね。古墳

というよりも、壱岐は古墳群と称されるぐらい古墳が物すごく点在しとると。

あれのほうが僕は原の辻を掘ったり、かえてやるよりも、古墳の整備を急いで、そして学術的

にも検証をして、そしてあれを島外の人に見せれば、物すごく僕は感動が原の辻より倍感動する

んじゃなかろうかと。その部分に発掘調査の今使われている部分をシフトをかえて、そっちに早

急にシフトチェンジをして金を使われたほうがいいんじゃないかと。

原の辻遺跡はあと１０年もしよれば腐って朽ちてしまうと、そういう状況であればそれはそれ

でそれなりに急がなければいけないと思いますけども、そうではないと。地中にある品ですから

ね。だって、今掘ってあるのは調査したらまた埋められてありますもんね。掘ったり埋めたり、

ご苦労なことと私は思うとるんですけども、それよりも古墳群の整備に昨日も同僚議員のほうか

ら少し御発言があっておりましたけれども、あの古墳を早く島外に発信すべきと、そのために原

の辻をやめられませんかという意図で私は申し上げております。

この古墳は、大体墓でしょ、教育長ですね。これこそ、先祖供養の最たるもので、これをぴし

ゃっとすれば壱岐はもう立派なもんとなると思いますけども、教育長、専門的な立場で古墳の整

備はどのようにお考えでしょうか。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） 古墳の整備につきまして、非常に大切なことだと思っております。

国指定になりますときに、全国的にわかりやすいように壱岐古墳群という名前を強引に主張い

たしましてつけていただいた経緯がございます。どなたでも、一番わかりやすいマウンドを持つ
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古墳を整備しない手はないと思っております。これはぜひともやりたいと思っております。

その前に、原の辻の１５％の問題がございます。目標といたしまして１５％掘って、一応原の

辻の発掘は緊急発掘以外は、いわゆる研究発掘はしないという理解でございます。原の辻は、

１００％堀り上げてしまいますと、もう夢も希望もなくなる遺跡になってしまいますから、もう

大部分、８５％も掘ってないんだという、将来に向けての原の辻遺跡として壱岐の我々の後輩に

いい状態で渡したいと思っております。

巨石古墳群の整備は忘れておりません。また、やるべきだと思っております。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 小金丸議員。

○議員（１９番 小金丸益明君） １５％で一応区切りをつけるということで了解したいと思いま

すし、教育長、言われましたように、僕も教育長と同じ考えで後世の人に発掘する楽しみも残し

ておかないかんと、生のですね。

ですから、それも踏まえて、あと８５％は休眠させておくという方向でぜひお願いして、市長、

どうか古墳整備のほうはもうちょっと真剣に予算化するなりして、観光客に早く見せるように御

努力をお願いいたします。

その程度で一応、発掘のほうは終わりますけども、保存整備事業ですね、いわゆる私はきょう

一番力説したいのは王都公園の現状とガイダンス機能についてでございますけども、この王都公

園、一口に言いますけども、先ほど言いましたように看板も何もないと。どこにあるのかわから

んような状態の公園ですけども、これにかかった費用は電柱の地中化、これは昨年の事業

４,８００万円、復元棟建設費１８棟ですね、これが１８棟が２億５,０００万円弱、１棟約

１,４００万円、建物内部の展示品が多分、あの土器とか何とかだろうと思いますが、あれに

２,１００万円、相当目につく費用だけでも高額な費用です。

うちの公民館が２０戸ぐらいありますけども、２億円もせんでしょうね。２０戸ぐらいで

１,０００万円ぐらいの公民館じゃなかでしょうかね、建物は、多分。

それが建物だけで２億５,０００万円は野ざらし、日ざらし、セキュリティなし、雑草は繁茂

ですね。のぼりまして、雑草、人が行き来できるようなところは芝が張ってありますけども、そ

れ以外は雑草が相当繁茂しておりますけども、あれは弥生の風景、原風景の演出だろうかと思い

ますけども（笑声）、そうなのかどうかも、教育長、後でお答えをください。

それと、大きな問題ですけども、先ほど冗談半分に入り口・出口もわからないといったような

ことを申し上げましたけども、屋根も、わらかカヤか、ああいうのですよね。そして、中には

２,１００万程度の土器もあってセキュリティもないようですけども、何らかの方法であそこを

有料化はできんもんでしょうか。有料化もしくは、もしくはといいますか、さくを設けてちゃん
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とした出入り口を設けて有料化をできないもんだろうかと。

それと、先ほども言いましたようにガイダンス、ガイダンス施設には土産もん屋もありますし、

もろもろ入っておりますけども、ガイダンス機能が機能していないと思うんですね、全く。この

前、担当の方とお話すれば、「ガイダンス施設に来ていただいた方には親切に御案内しておりま

す」という返事ですけども、立ち寄ってくださいという看板も何もないんですね、ガイダンス施

設に。

芦辺から石田方向に行ったら、ガイダンスは右、王都公園は左、全くかかわりのある建物か何

かもわかりませんし、もう全くガイダンス機能自体が機能していないと。そして、教育長もいみ

じくも言われましたけども、博物館と王都公園、そしてガイダンス機能まで、売店も含めてです

けども、動線が図られておらんわけですね、全く。

一支国博物館の展示品は、主たるものは下の王都公園付近で発掘した土器等々が主な展示物で

しょ、教育長。（発言する者あり）そらまあ、古墳もありますけども、見下ろすだけで現地には

行かんと、あそこに２億何ぼの建物も建てておると。全く僕は血税のさらし場じゃなかろうかと、

憤慨を今いたしております。

動線といえば、松尾理事、８人乗りのマイクロか何かがありましたけど、動線に役立っており

ますか。（発言する者あり）いやいや、寝よいごたいけん、言っただけです。（発言する者あ

り）

それと、せっかくですから、松尾理事、売店がありますね。あそこには食用油、全く壱岐と関

係ない食用油とか、壱岐島内とは全く関係ない産品等々も並んでおりましたね。あれはもう少し

考えんと、また店の人に聞いても、売れてないということですね。何でかというと動線がないか

ら入らんわけですよ、お客さんが。

その辺も考えんと、予算がついたから県の補助があるからということで、にわか芝居のような

売店ではもう相当出店者も困ってあると思いますよ。その辺も松尾理事、もしお答えができれば

お願いをいたしたいと思います。

それと、教育長がみずから言われましたけども、できんとであれば、直営できんとであれば、

教育長言われましたけども、指定管理制度の導入、専門家にやるか、もしくは上を仕切っておる

乃村工藝にあそこまで含んでやるか。若干の経費はかかっても、あそこを入れ込んで見せんと、

２、３億円の金、市長、何もなっていませんよ、今。

これは、僕は一般質問の仕方に不具があるのかもしれませんけども、行かれて見てください、

あそこに、黙って。ガイダンス機能が機能するもんか、王都公園、どう思うんか。その点、今ま

でので市長と教育長の見解を。

松尾理事、後で。
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○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） まずガイダンス機能が機能しておらないという御指摘でございます。

これは、本来の機能がまず波に乗っておらない。いわゆる機能しておらないと私も反省をいた

しております。立地条件、復元公園とガイダンスとの間に道が通っておるとかいろいろあります

けれども、それはもう既成の事実ですので、我々がそれをいかに乗り越えて機能させるかという

ことだと思っております。これは、反省をいたしております。

それと、公園内の雑草の繁茂等々の件でございますけれども、現在、公園内に建物が１７棟建

っております。私の計画では、各１棟１棟に家主さんをボランティアの方になっていただきまし

て、１棟１棟その方が責任をもって草をとるとか、そういう保守管理前に「この家は私にまかせ

てください」というようなボランティア組織をつくりたいと思っておったんですが、これもまだ

実現をいたしておりません。

それと、復元公園の部分を有料化、またさくが設備できないのかということでございますけれ

ども、実は特別遺跡の中にまだ地権者の方の私有地がございまして、現実的に農耕を続けておら

れます。ですから、さくというものは現時点ではつくれません。ですから、有料化ということも

少しやりづらいという現実にございます。

それと、博物館とのガイダンス、遺跡公園の動線でございますが、これは一番当初から話題に

なっておりまして、博物館と原の辻の現場をいかにつなぐかという大きな命題を抱えております。

現在、遺跡公園とガイダンスを教育委員会の文化財課が直営をいたしております。一支国博物

館の受け付けのところで下の、いわゆるガイダンス、史跡公園の案内をしてはもらっております

けれども、どうしてもそこら辺が一支国博物館本来の仕事が最優先いたしますので我々の努力が

足らないものだと思っております。

議員さんの御指摘１つ１つ、私にとりましては胸に突き刺さることでございまして、諦めては

おりません。今後とも文化財課の若い職員たちのアイデア等々を活用しながら人の目につく場所

にしたいと思います。

その一例を申し上げますと、ガイダンスの建物に原の辻ガイダンスというような大きな字を書

いたり、５月には鯉のぼりを遺跡の部分に立てまして、「ここが原の辻の特別遺跡だぞ」という

ことをわかってもらう活動をいたしておりますけれども、まだ本物の動きではないと反省をいた

しております。

特別遺跡内に看板をつくりまして、原の辻王都復元公園というような名称をセットすることが

文化財保護法でちょっとクリアしないところが多々ございますので、大きな目立つ看板はつくれ

ないというようなこともございます。
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すべて言い訳に聞こえると思います。御勘弁をお願いしたいと思います。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 非常に厳しい御質問でございまして、今教育長申しますように、いろい

ろあそこには規制がございまして、看板等も立てられない。ガイダンスに、お店に、実は相談が

ございまして、連休のときに看板も立てられないというようなことで、実は軽４輪に看板を立て

ていつでも移動できるような格好をして、やったという状況もございます。

しかし、そういうところをクリアというか、規則どおりやっておったらさっきから言います、

どうしてやれるかということをやっぱり考えないかんわけでありまして、その辺も考えたいと思

います。

もう、さっきのような言い訳でございますけど、今は部分開放でございまして、２３年度から

全面開放ということになります。

そういうことでございますから、しかも２３年度までは文化戝課のほうで直営をするというこ

ともございます。その全面オープンに向けて、やはり宣伝が足りないということはもう事実でご

ざいますから、まずやっぱり宣伝をせないかんということを念頭に頑張りたいと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 小金丸議員。

○議員（１９番 小金丸益明君） 今、市長が部分開放であって、２３年度から全面開放というよ

うな言葉でしたが、今、全面開放なんですよ。どこからでも入られるとです。（笑声）あれじゃ

あいかんちゅうよるとですよ。部分開放をしてくださいと、そして金でもとれるならとってくだ

さいと。

それと、教育長、１７棟か１８棟かのオーナー制じゃないですか、草とり係をつけると言われ

ましたけども、あの草とりの費用だけでも年間、ボランティアがやってくださるのであればいい

ですけどねえ、あれを業者委託すれば相当な金と思いますよ、年間。

そういう維持・管理コストも、ランニングコストもかかってきますし、相当頭をひねっていた

だきたいと思いますし、今、教育長の答弁で特別遺跡には看板が立てられないと、ちゅうのは、

丘陵部のことでしょ、ですね。

少し教育長の頭脳を働かせていただいて、石田側と、丘陵部を挟んだ石田側と芦辺側に太かと

をぽんと立てんですか、これ王都公園、１００メーター先とかですよ。５０メーター先とか、そ

の丘陵部に立てられないのであれば、そうせんと今あそこ通った人に、市長、聞いてみらんです

か。もう何かち、あれは全然わからっさんですよ。全くわからんですよ、あれ、何か。人もおら
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ん、何もおらんとですから、もう１回、市長、副市長でも２人、きょう帰りでもちょっとあそこ、

堤課長の運転で行ってください。王都公園に、帰り、どういう状態か、ぜひ当初予算にでもその

向きの計上をされるように期待をいたしております。

松尾理事、何か、さっきの件で答弁はないですね。

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

〔壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 登壇〕

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 先ほど、まず第１点の車でございますけれども、あ

れは公用車として最終的に皆さんに御了解いただきまして買いましたので、それで一般の方をお

乗せすることはできませんので、ただ島外から来たマスコミとか、そういった方たちの活用にお

いては大活躍をしておりますので、ありがたく思っておりますが、動線としてはあれでございま

す。

あと、お店のほうも確かに本当、私どもも心配しております。そこの動線も含めて教育委員会

のほうと一緒に教育しながら利用の拡大に向けて一緒に知恵を絞ってまいりたいと思いますので、

今後とも御指導をお願いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。よかですか。

〔壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 小金丸議員。

○議員（１９番 小金丸益明君） 王都公園ガイダンス施設につきましてはとにかく猛省を促して

指摘をいたしておきますので、よろしくお願いいたします。

合併特例債の３割程度をこの原の辻関係に投じておるということを改めて認識されて、捨て金

にならんように、ぜひ活用を心からお願いをいたしますし、古代の弥生人のような生活に壱岐の

市民が戻らないように肝に銘じて活用をお願いいたしたいと思います。

これで、私の質問を終わります。

〔小金丸益明議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって、小金丸益明議員の一般質問を終わります。

────────────・────・────────────

○議長（牧永 護君） これで、本日の日程は終了いたしました。

これで散会します。お疲れさまでした。

午後４時03分散会

──────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────

平成22年第３回定例会 壱 岐 市 議 会 会 議 録（第５日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第５号）

平成22年９月21日 午前10時00分開議

日程第１ 議案第71号
長崎県市町村総合事務組合を組織する地方

公共団体の数の減少について

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第２ 議案第72号
壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一

部改正について

厚生常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第３ 議案第73号
壱岐市消防本部等設置条例の一部改正につ

いて

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第４ 議案第74号
壱岐市消防団の設置等に関する条例の一部

改正について

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第５ 議案第75号 壱岐市火災予防条例の一部改正について
総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第６ 議案第76号 字の区域の変更について
産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第７ 議案第77号

武生水Ａ辺地（変更）、沼津Ａ辺地（変

更）、初山Ａ辺地（変更）、武生水Ｃ辺地、

深江辺地、中野郷辺地、住吉辺地及び箱崎本

村辺地に係る総合整備計画の策定について

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第８ 議案第78号
平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第

２号）

予算特別委員長報告、可決

本会議、可決

日程第９ 議案第79号
平成２２年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第２号）

厚生常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第10 議案第80号
平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第１号）

厚生常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第11 議案第81号
平成２２年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第２号）

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第12 議案第82号
平成２２年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第２号）

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第13 議案第83号
平成２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計補正予算（第１号）

厚生常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第14 議案第84号
平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会計

補正予算（第１号）

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第15 議案第85号
平成２２年度壱岐市農業機械銀行特別会計

補正予算（第１号）

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第16 議案第86号
平成２２年度壱岐市病院事業会計補正予算

（第１号）

厚生常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第17 議案第87号
平成２２年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第１号）

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決
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日程第18 認定第１号
平成２１年度壱岐市一般会計歳入歳出決算

認定について

決算特別委員長報告、可決

本会議、可決

日程第19 認定第２号
平成２１年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算認定について

厚生常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第20 認定第３号
平成２１年度壱岐市老人保健特別会計歳入

歳出決算認定について

厚生常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第21 認定第４号
平成２１年度壱岐市後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算認定について

厚生常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第22 認定第５号
平成２１年度壱岐市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について

厚生常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第23 認定第６号
平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第24 認定第７号
平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第25 認定第８号
平成２１年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計歳入歳出決算認定について

厚生常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第26 認定第９号
平成２１年度壱岐市三島航路事業特別会計

歳入歳出決算認定について

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第27 認定第10号
平成２１年度壱岐市農業機械銀行特別会計

歳入歳出決算認定について

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第28 認定第11号
平成２１年度壱岐市水道事業会計決算認定

について

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第29 認定第12号
平成２１年度壱岐市病院事業会計決算認定

について

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第30 陳情第１号

安全・安心な国民生活実現のため、防災・

生活関連予算の拡充と国土交通省の出先機

関の存続を求める陳情

総務文教常任委員長報告・不採択

本会議・不採択

日程第31 議案第88号
壱岐市学校給食センター建築本体工事請負

契約の締結について

教育次長 説明、質疑

委員会付託省略、可決

日程第32 議案第89号
壱岐市学校給食センター機械及び排水設備

工事請負契約の締結について

教育次長 説明、質疑

委員会付託省略、可決

日程第33 議案第90号
壱岐市学校給食センター厨房機器設置工事

請負契約の締結について

教育次長 説明、質疑

委員会付託省略、可決

日程第34 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について
市長 説明、質疑

委員会付託省略、了承

日程第35 発議第５号
離島の燃油に係る税を免税とする法律制定

を求める意見書の提出について

提出議員 説明、質疑なし

委員会付託省略、可決

日程第36 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査申し出の件 申し出のとおり決定

日程第37 議員派遣の件 原案のとおり 決定

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件
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（議事日程第５号に同じ）

──────────────────────────────

出席議員（20名）

１番 久保田恒憲君 ２番 呼子 好君

３番 音嶋 正吾君 ４番 町田 光浩君

５番 深見 義輝君 ６番 町田 正一君

７番 今西 菊乃君 ８番 市山 和幸君

９番 田原 輝男君 10番 豊坂 敏文君

11番 中村出征雄君 12番 鵜瀬 和博君

13番 中田 恭一君 14番 榊原 伸君

15番 久間 進君 16番 大久保洪昭君

17番 瀬戸口和幸君 18番 市山 繁君

19番 小金丸益明君 20番 牧永 護君

──────────────────────────────

欠席議員（なし）

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 松本 陽治君 事務局次長 加藤 弘安君

事務局係長 吉井 弘二君 事務局書記 村部 茂君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 …………………… 白川 博一君 副市長 ………………… 久田 賢一君

教育長 ………………… 須藤 正人君

壱岐島振興推進本部理事 ………………………………………………… 松尾 剛君

市民生活担当理事 …… 山内 達君 保健環境担当理事 …… 山口 壽美君

産業経済担当理事 …… 牧山 清明君 建設担当理事 ………… 中原 康壽君

消防本部消防長 ……… 松本 力君 総務課長 ……………… 堤 賢治君

財政課長 ……………… 浦 哲郎君 政策企画課長 ………… 山川 修君

管財課長 ……………… 豊坂 康博君 会計管理者 …………… 宇野木眞智子君

教育次長 ……………… 前田 清信君 病院管理課主幹 ……… 左野 健治君
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学校給食センター長 … 後藤 剛君 代表監査委員 ………… 山本 善勝君

──────────────────────────────

午前10時00分開議

○議長（牧永 護君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員は２０名であり、定足数に達しております。

ここで、議事に入る前、白川市長より発言の申し出があっておりますので、これを許します。

白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） おはようございます。本定例会９月１０日に行われました町田正一議員

の一般質問における私の答弁の一部について、配慮に欠ける部分がございますので、取り消しを

賜りたく、お願いをするものでございます。

その内容についてでございますけれども、町田正一議員の「病院改革について」の御質問に対

する私の冒頭の答弁の中で、まず１カ所として「…………………………」という部分と、もう一

カ所でございますが、「……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………」という部分でございます。御審議賜りまして、何

とぞ御了承賜りますようお願いいたします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） ただいま、市長から、町田正一議員の一般質問に対する答弁の一部を取

り消したい旨の申し出がありました。

お諮りします。ただいまの市長の申し出のとおり許可することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、申し出のとおり、発言の一部を取り消

すことを許可することに決定しました。

これより、議事日程表第５号により本日の会議を開きます。

本日、白川市長より、追加議案４件の送付があり、議事日程に追加いたしておりますので、御

了承願います。

────────────・────・────────────

日程第１．議案第７１号～日程第３０．陳情第１号

○議長（牧永 護君） 日程第１、議案第７１号長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共
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団体の数の減少についてから、日程第３０、陳情第１号安全・安心な国民生活実現のため、防

災・生活関連予算の拡充と国土交通省の出先機関の存続を求める陳情まで、３０件を一括議題と

します。

本案の審査は、各委員会へ審査を付託しておりましたので、その審査結果について各委員長か

ら報告を求めます。

初めに、総務文教常任委員長の報告を求めます。町田光浩総務文教常任委員長。

〔総務文教常任委員長（町田 光浩君） 登壇〕

○総務文教常任委員長（町田 光浩君） それでは、総務文教常任委員会の審査報告をいたします。

本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定しましたので、壱岐市議会会議規

則第１０３条の規定により報告します。

議案第７１号長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について、原案可

決。議案第７３号壱岐市消防本部等設置条例の一部改正について、原案可決。議案第７４号壱岐

市消防団の設置等に関する条例の一部改正について、原案可決。議案第７５号壱岐市火災予防条

例の一部改正について、原案可決。議案第７７号武生水Ａ辺地（変更）、沼津Ａ辺地（変更）、

初山Ａ辺地（変更）、武生水Ｃ辺地、深江辺地、中野郷辺地、住吉辺地及び箱崎本村辺地に係る

総合整備計画の策定について、原案可決。議案第８４号平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会

計補正予算（第１号）、原案可決。

なお、三島航路事業特別会計補正予算においては、修繕費の増額の提案でございました。これ

は委員会としても認めているところではありますが、ただ、船体の保険を掛けていらっしゃいま

すけれども、この適用確認がいま一つしっかりなされていなかったと。本件に関してだけではな

く、ほかの部分においても保険適用の有無を詳細に確認するように委員会の中で意見が出ており

ました。

続きまして、認定第９号平成２１年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算認定について

報告いたします。

本委員会に付託された認定第９号については、審査の結果、認定すべきものと決定したので、

壱岐市議会会議規則第１０３条の規定により報告をいたします。

引き続き、陳情について御報告いたします。

本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則第

１３８条の規定により報告いたします。

陳情第１号平成２２年９月８日付託、安全・安心な国民生活実現のため、防災・生活関連予算

の拡充と国土交通省の出先機関の存続を求める陳情、審査の結果、不採択とすべきものとしまし

た。委員会の意見、なし。措置、なし。
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不採択とすべきものとなった理由として、防災・生活関連予算の拡充については、本陳情の内

容を妥当と認めるが、国土交通省の出先機関の存続については、現在国が進める公務員制度改革、

地方分権の政策に逆行する内容である。さらに、国の出先機関は国土交通省だけではなく、この

陳情は採択しがたいということで、不採択といたしております。

以上、報告を終わります。

○議長（牧永 護君） これから、総務文教常任委員長の報告に対し質疑を行います。

なお、委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果であり、議案内容については提出者に

質疑することはできませんので申し上げておきます。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで総務文教常任委員長の報告を終わります。

〔総務文教常任委員長（町田 光浩君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 次に、厚生常任委員長の報告を求めます。町田正一厚生常任委員長。

〔厚生常任委員長（町田 正一君） 登壇〕

○厚生常任委員長（町田 正一君） 本委員会に付託された議案は、審査した結果、次のとおり決

定したので、壱岐市議会会議規則第１０３条の規定により報告します。

議案第７２号壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について、原案可決。議案第

７９号平成２２年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）、原案可決。議案第

８０号平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計予算（第１号）、原案可決。議案第８３号平成

２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第１号）、原案可決。議案第８６号

平成２２年度壱岐市病院事業会計補正予算（第１号）、原案可決。

続きまして認定。認定第２号平成２１年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について、認定第３号平成２１年度壱岐市老人保健特別会計特別会計歳入歳出決算認定について、

認定第４号平成２１年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第

５号平成２１年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第８号平成

２１年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第１２号平成

２１年度壱岐市病院事業会計決算認定について。本委員会に付託された認定第２号、認定第３号、

認定第４号、認定第５号、認定第８号、認定第１２号については、審査の結果、次の意見をつけ

て認定すべきものと決定したので、壱岐市会議規則第１０３条の規定により報告します。

委員会の意見。特別養護老人ホームの長期臨時職員３７名については、以前にも厚生委員会よ

り理事側に付帯意見として申し入れをしたところである。この中には有資格者もいるが、その待

遇改善は全くなされていない状況である。また、人員の増員（看護職、介護職）も必要な状況に

あり、早急に改善を求めるものである。また、あわせて昨年度の１１月７日に請願がありました
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病院改革についての請願については、１０月１７日に請願申し立て人３名を参考人として委員会

の意見の聴取を行いました。現在、理事者側から具体的に提案がなされていない現状においては、

委員会として引き続き継続審査といたしましたが、請願内容の一部、医師及び看護師への市独自

の奨学金制度の充実に向けて条例の改定を実施するように申し入れをすることに一致いたしまし

た。

以上であります。

○議長（牧永 護君） これから、厚生常任委員長の報告に対し質疑を行います。質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで厚生常任委員長の報告を終わります。

〔厚生常任委員長（町田 正一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。鵜瀬和博産業建設常任委

員長。

〔産業建設常任委員長（鵜瀬 和博君） 登壇〕

○産業建設常任委員長（鵜瀬 和博君） 産業建設常任委員会の審査報告を行います。

本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則第

第１０３条の規定により報告します。

議案第７６号字の区域の変更について、原案可決。議案第８１号平成２２年度壱岐市簡易水道

事業特別会計補正予算（第２号）、原案可決。議案第８２号平成２２年度壱岐市下水道事業特別

会計補正予算（第２号）、原案可決。議案第８５号平成２２年度壱岐市農業機械銀行特別会計補

正予算（第１号）、原案可決。議案第８７号平成２２年度壱岐市水道事業会計補正予算（第

１号）、原案可決。

続きまして、認定審査につきまして御報告をさせていただきます。

認定第６号平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第７号

平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第１０号平成２１年度

壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出決算認定について、認定第１１号平成２１年度壱岐市水道

事業会計決算認定について。本委員会に付託された認定第６号、認定第７号、認定第１０号、認

定第１１号については、審査の結果、次の意見を付して認定すべきものと決定したので、壱岐市

議会会議規則第１０３条の規定により報告します。

付託を受け審査した４つの各会計の使用料の未収金徴収について、訪問徴収や分納誓約等、鋭

意努力されているものの、過年度からの滞納や高額滞納者も見受けられ、未収金額も増加傾向に

ある。今後も滞納要因の分析と徴収経過記録に基づく対策を適宜実施すべきである。また、統一
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した滞納整理をするためにも、今年度作成予定の未収金徴収マニュアルに沿って、悪質な滞納者

に対しては強い徴収姿勢で臨み、速やかに給水停止や法的措置等を積極的に講じ、未収金の早急

な解消に向け、なお一層の努力を尽くされるよう強く要望する。

次に、下水道の加入率については、人口割合で公共下水道事業の郷ノ浦北部処理区が５８.４％、

中央処理区が３６.９％、漁業集落事業の瀬戸恵美須８３.１％、石田山崎地区が６８.４％、瀬

戸浦地区が２８.２％、また加入率が７０％以上なければ下水道の維持運営ができないとされて

いるので、今後もさらに加入促進に向け努力されたい。

次に、審査の過程で出ました主な質疑等について御報告いたします。

合併浄化槽の設置については、浄化槽の大きさの目安として、使われる人槽は一般家庭の場合、

家屋の延べ床面積で算定されるために、各家庭では生活人員以上の人槽を設置しなければならな

い。各世帯の負担を緩和するために、生活人員並みの人槽の設置ができるよう、県、保健所に要

望していると報告がありました。

以上で、産業建設常任委員会の審査報告を終わります。

○議長（牧永 護君） これから、産業建設常任委員長の報告に対し質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで産業建設常任委員長の報告を終わります。

〔産業建設常任委員長（鵜瀬 和博君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 次に、予算特別委員長の報告を求めます。田原輝男予算特別委員長。

〔予算特別委員長（田原 輝男君） 登壇〕

○予算特別委員長（田原 輝男君） それでは、委員会審査報告書、本委員会に付託された議案は、

審査の結果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則第１０３条の規定により報告いたし

ます。

議案第７８号平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第２号）、原案可決。

以上です。

○議長（牧永 護君） これから、予算特別委員長の報告に対し質疑を行います。質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで予算特別委員長の報告を終わります。

〔予算特別委員長（田原 輝男君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 次に、決算特別委員長の報告を求めます。市山和幸決算特別委員長。

〔決算特別委員長（市山 和幸君） 登壇〕
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○決算特別委員長（市山 和幸君） 委員会審査報告書、認定第１号平成２１年度壱岐市一般会計

歳入歳出決算認定について、本委員会に付託された認定第１号については、審査の結果、認定す

べきものと決定したので、壱岐市議会会議規則第１０３条の規定により報告します。

なお、審査意見といたしまして、平成２１年度の壱岐出会いの村の決算においては、一般会計

からの多額の財源の投入があり、今後の運営においては、再度政策評価を実施し、利用形態も含

め見直しを検討すべきである。市税等多額の収入未済額が計上されている。監査委員の審査意見

にも指摘されているが、分納徴収や夜間徴収等により滞納圧縮に努力がなされてはいるが、高額

滞納者がふえて回収が困難な状況で、収入未済額が増加している。今後も、市民に対する公平性

と財政健全化の観点からも、収納率を上げるため努力されることを強く要請する。

以上で、決算特別委員会の報告を終わります。

○議長（牧永 護君） これから、決算特別委員長の報告に対し質疑を行います。質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで決算特別委員長の報告を終わります。

〔決算特別委員長（市山 和幸君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上で、各委員会の報告を終わります。

これから、議案第７１号長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少につい

て討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第７１号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第７１号長崎県市町村総合事務組合を組織

する地方公共団体の数の減少については委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第７２号壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第７２号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕
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○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第７２号壱岐市福祉医療費の支給に関する

条例の一部改正については委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第７３号壱岐市消防本部等設置条例の一部改正について討論を行います。討論はあ

りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第７３号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第７３号壱岐市消防本部等設置条例の一部

改正については委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第７４号壱岐市消防団の設置等に関する条例の一部改正について討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第７４号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第７４号壱岐市消防団の設置等に関する条

例の一部改正については委員長の報告のとおり可決されました。

次に、議案第７５号壱岐市火災予防条例の一部改正について討論を行います。討論はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第７５号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第７５号壱岐市火災予防条例の一部改正に

ついては委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第７６号字の区域の変更について討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。
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これから議案第７６号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第７６号字の区域の変更については委員長

報告のとおり可決されました。

次に、議案第７７号武生水Ａ辺地（変更）、沼津Ａ辺地（変更）、初山Ａ辺地（変更）、武生

水Ｃ辺地、深江辺地、中野郷辺地、住吉辺地及び箱崎本村辺地に係る総合整備計画の策定につい

て討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第７７号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第７７号武生水Ａ辺地（変更）、沼津Ａ辺

地（変更）、初山Ａ辺地（変更）、武生水Ｃ辺地、深江辺地、中野郷辺地、住吉辺地及び箱崎本

村辺地に係る総合整備計画の策定については委員長の報告のとおり可決されました。

次に、議案第７８号平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第２号）に対する討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第７８号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第７８号平成２２年度壱岐市一般会計補正

予算（第２号）は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第７９号平成２２年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）に対す

る討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第７９号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕
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○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第７９号平成２２年度壱岐市国民健康保険

事業特別会計補正予算（第２号）は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、議案第８０号平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）に対する討

論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第８０号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第８０号平成２２年度壱岐市介護保険事業

特別会計補正予算（第１号）は、委員長の報告のとおり可決されました。

次に、議案第８１号平成２２年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）に対する討

論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第８１号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第８１号平成２２年度壱岐市簡易水道事業

特別会計補正予算（第２号）は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、議案第８２号平成２２年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第２号）に対する討論

を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第８２号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第８２号平成２２年度壱岐市下水道事業特

別会計補正予算（第２号）は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、議案第８３号平成２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第１号）

に対する討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第８３号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。したがって、議案第８３号平成２２年度壱岐市特別養護

老人ホーム事業特別会計補正予算（第１号）は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第８４号平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算（第１号）に対する討

論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第８４号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第８４号平成２２年度壱岐市三島航路事業

特別会計補正予算（第１号）は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、議案第８５号平成２２年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第１号）に対する討

論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第８５号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第８５号平成２２年度壱岐市農業機械銀行

特別会計補正予算（第１号）は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第８６号平成２２年度壱岐市病院事業会計補正予算（第１号）に対する討論を行い

ます。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第８６号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第８６号平成２２年度壱岐市病院事業会計
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補正予算（第１号）は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、議案第８７号平成２２年度壱岐市水道事業会計補正予算（第１号）に対する討論を行い

ます。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第８７号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第８７号平成２２年度壱岐市水道事業会計

補正予算（第１号）は委員長報告のとおり可決されました。

次に、認定第１号平成２１年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定について討論を行います。討

論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから認定第１号を採決します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員

長の報告は認定すべきものです。この決算は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、認定第１号平成２１年度壱岐市一般会計歳入歳

出決算認定については委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第２号平成２１年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について討

論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから認定第２号を採決します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員

長の報告は認定すべきものです。この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起

立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、認定第２号平成２１年度壱岐市国民健康保険事

業特別会計歳入歳出決算認定については委員長の報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第３号平成２１年度壱岐市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について討論を行い

ます。討論はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから認定第３号を採決します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員

長の報告は認定すべきものです。この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起

立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、認定第３号平成２１年度壱岐市老人保健特別会

計歳入歳出決算認定については委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第４号平成２１年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について

討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから認定第４号を採決します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員

長の報告は認定すべきものです。この決算は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、認定第４号平成２１年度壱岐市後期高齢者医療

事業特別会計歳入歳出決算認定については委員長の報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第５号平成２１年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について討論を

行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから認定第５号を採決します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員

長の報告は認定すべきものです。この決算は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、認定第５号平成２１年度壱岐市介護保険事業特

別会計歳入歳出決算認定については委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第６号平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について討論を

行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。
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これから認定第６号を採決します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員

長の報告は認定すべきものです。この決算は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、認定第６号平成２１年度壱岐市簡易水道事業特

別会計歳入歳出決算認定については委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第７号平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について討論を行

います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから認定第７号を採決します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員

長の報告は認定すべきものです。この決算は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、認定第７号平成２１年度壱岐市下水道事業特別

会計歳入歳出決算認定については委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第８号平成２１年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから認定第８号を採決します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員

長の報告は認定すべきものです。この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起

立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、認定第８号平成２１年度壱岐市特別養護老人

ホーム事業特別会計歳入歳出決算認定については委員長報告のとおり認定することに決定しまし

た。

次に、認定第９号平成２１年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算認定について討論を

行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから認定第９号を採決します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員
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長の報告は認定すべきものです。この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起

立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、認定第９号平成２１年度壱岐市三島航路事業特

別会計歳入歳出決算認定については委員長の報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第１０号平成２１年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出決算認定について討論

を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから認定第１０号を採決します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委

員長の報告は認定すべきものです。この決算は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起

立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、認定第１０号平成２１年度壱岐市農業機械銀行

特別会計歳入歳出決算認定については委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第１１号平成２１年度壱岐市水道事業会計決算認定について討論を行います。討論

はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから認定第１１号を採決します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委

員長の報告は認定すべきものです。この決算は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起

立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、認定第１１号平成２１年度壱岐市水道事業会計

決算認定については委員長の報告のとおり認定することに決定しました。

次に、認定第１２号平成２１年度壱岐市病院事業会計決算認定について討論を行います。討論

はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから認定第１２号を採決します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委

員長の報告は認定すべきものです。この決算は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起

立願います。
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〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、認定第１２号平成２１年度壱岐市病院事業会計

決算認定については委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、陳情第１号安全・安心な国民生活実現のため、防災・生活関連予算の拡充と国土交通省

の出先機関の存続を求める陳情に対する討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから陳情第１号を採決します。この採決は起立によって行います。この陳情に対する委員

長の報告は不採択すべきものです。したがって、本陳情について採決します。陳情第１号安全・

安心な国民生活実現のため、防災・生活関連予算の拡充と国土交通省の出先機関の存続を求める

陳情について採択に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立少数です。よって、陳情第１号安全・安心な国民生活実現のため、

防災・生活関連予算の拡充と国土交通省の出先機関の存続を求める陳情は不採択することに決定

しました。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時とします。

午前10時47分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時00分再開

○議長（牧永 護君） 議事に入る前に、後藤センター長を補助員のため入室を許可いたしてお

りますので、御報告します。

────────────・────・────────────

日程第３１．議案第８８号～日程第３３．議案第９０号

○議長（牧永 護君） 次に、日程第３１、議案第８８号壱岐市学校給食センター建築本体工事

請負契約の締結についてから、日程第３３、議案第９０号壱岐市学校給食センター厨房機器設置

工事請負契約の締結についてまで、３件を議題とします。

提案理由の説明を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 本日提案いたしております給食センターの請負契約に係る議案につきま

しては、教育次長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 前田教育次長。
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〔教育次長（前田 清信君） 登壇〕

○教育次長（前田 清信君） 議案第８８号について御説明を申し上げます。

議案第８８号壱岐市学校給食センター建築本体工事請負契約の締結について、壱岐市学校給食

センター建築本体工事請負契約を下記のとおり締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号

の規定により議会の議決を求める。本日の提出でございます。

記。契約の目的、壱岐市学校給食センター建築本体工事、２、契約の方法、指名競争入札、３、

契約金額、３億６,６４５万円、４、契約の相手方、壱岐市勝本町本宮仲触１９９番地、株式会

社倉元建設壱岐支店、支店長倉元強弘。

提案理由、壱岐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の

規定により、議会の議決を求めるものであります。

次のページをお開きください。説明資料によって説明をいたします。

１、工事場所、壱岐市勝本町立石東触地内。工事内容、建物本体、鉄骨造一部２階建て、１階

の面積は１,５４６平方メートル、２階の面積は３８５.２７平方メートル、合計１,９３１.２７平

方メートル。それと、配送車車庫、これは鉄骨平屋建てで面積が１９６平米であります。それと

外構工事一式。工期は契約発効の日から平成２３年７月１０日までです。入札状況は記載のとお

りであります。

次のページに、１階平面図、２階平面図を添付しております。

以上で、議案第８８号の説明を終わります。

次に、議案第８９号について御説明を申し上げます。

議案第８９号壱岐市学校給食センター機械及び排水設備工事請負契約の締結について、壱岐市

学校給食センター機械及び排水設備工事請負契約を下記のとおり締結するため、地方自治法第

９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求める。本日の提出でございます。

契約の目的、壱岐市学校給食センター機械及び排水設備工事、契約の方法、指名競争入札、契

約金額、２億１,０００万円、契約の相手方、壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１２２番地７７、有限会社

横山機械店、代表取締役横山勝。

提案理由、壱岐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の

規定により、議会の議決を求めるものであります。

次のページをお開きください。工事場所、同じく勝本町立石東触地内。工事内容、衛生器具、

給排水施設、ガス施設、消火設備、蒸気設備、空調設備、換気設備、排水処理設備、浄化槽設備

各一式の工事でございます。工期、契約発効の日から平成２３年７月１０日まで。入札状況は次

のとおりです。

以上で、議案第８９号の説明を終わります。
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議案第９０号について御説明申し上げます。

議案第９０号壱岐市学校給食センター厨房機器設置工事請負契約の締結について、壱岐市学校

給食センター厨房機器設置工事請負契約を下記のとおり締結するため、地方自治法第９６条第

１項第５号の規定により、議会の議決を求める。本日の提出でございます。

契約の目的、壱岐市学校給食センター厨房機器設置工事、契約の方法、指名競争入札、契約金

額、２億６,３５５万円、契約の相手方、長崎県長崎市古賀町１００７の１、株式会社アイホー

長崎営業所、所長伊藤隆男。

提案理由、壱岐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の

規定により、議会の議決を求めるものであります。

次のページをお開きください。工事場所、同じく壱岐市勝本町立石東触地内。工事内容、完全

ドライシステム方式、３,２００食をつくる設備でございます。回転釜８基他であります。工期、

契約発効の日から平成２３年７月１０日までです。入札状況は記載のとおりです。

次のページに作業動線図を添付しております。

以上、よろしくお願いいたします。

〔教育次長（前田 清信君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） これから、議案第８８号壱岐市学校給食センター建築本体工事請負契約

の締結についてから議案第９０号壱岐市学校給食センター厨房機器設置工事請負契約の締結につ

いてまで３件について、関連がありますので、一括して協議を行います。

質疑ありませんか。中村出征雄議員。

○議員（１１番 中村出征雄君） ２点ほどお尋ねしたいと思います。

まず１点目は、学校給食センターの耐用年数についてでありますが、郷ノ浦町の給食センター

は当然もう耐用年数が過ぎていると思いますが、勝本、石田の給食センターは築何年なのか。多

分石田の給食センターは平成１４年ごろだったと思います。築８年程度ではないかと思いますが、

補助金等の返還は生じないのかどうかについてまず１点目、お尋ねをいたします。

それから次に、学校給食センターの跡地利用についてでありますが、どのように跡地を考えら

れておられるのか。また、解体はいつごろされるのか、その点、以上２点についてお尋ねをいた

します。

○議長（牧永 護君） 後藤学校給食センター長。

○学校給食センター長（後藤 剛君） 中村市議の質問に対してお答えします。

対応年数ですけれども、郷ノ浦町が昭和４３年度につくっております。それから勝本が平成

８年に建設しております。それから石田給食センターが平成１３年に建設をいたしております。

それと、芦辺町内の単独自校方式ですが、瀬戸小学校が５５年、それから那賀小学校も一応
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５５年に建設しております。それから八幡小学校と芦辺小学校が昭和５６年に建設しております。

それから、箱崎小学校が６２年に建設をいたしております。田河小学校が平成元年に建設いたし

ております。箱崎中学校と那賀中学校が平成３年に建設をいたしております。それから田河中学

校が平成４年に建設をいたしております。すべて補助金の返還は終わっておりますが、石田町の

給食センターにおきまして多少償還が残っております。補助残が。以上は全部補助金の返還は終

わっております。

それから、跡地利用の御質問があっておりましたが、今のところ郷ノ浦の給食センターの跡地

につきましては、柳田地区の連合公民館から要望が上がっております。一応保育園のグラウンド

が後ろのほうにありまして、ちょっと狭いと、狭隘というようなことで、それをちょっと広げて

ほしいという要望もあっておりますし、あとにつきましては柳田地区の行事をするときに駐車場

がないと。ですから、そういう柳田地区の全体の開発を含めた開発を計画してほしいという要望

書が上がってきております。できるだけ市のほうとしても地区の要望に沿っていきたいというふ

うに考えてはおります。

あと石田の給食センターにつきましては、機材を原島のほうに一部運ぶというふうなことと、

勝本については今のところはまだ検討はしておりませんが、地域の、あそこは勝本の西戸触なん

ですけれども、そこの公民館長さんとも協議、地域と協議をしていきたいというふうに考えてお

ります。

以上で終わります。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑はありませんか。市山繁議員。

○議員（１８番 市山 繁君） 給食センターの入札についてですが、倉元建設の株式会社、支

店もこれは同事務所内ですか。住所は。本店は島外にあるとですか。ちょっとお伺いします。

○議長（牧永 護君） 浦財政課長。

○財政課長（浦 哲郎君） 市山議員さんの御質問でございますが、倉元建設、本店のほうが長

崎のほうに設けられております。

○議長（牧永 護君） 市山繁議員。

○議員（１８番 市山 繁君） 以前、岸本組の関係があって、そういうことがあったわけです

けれども、それは何も規定はなかったですね。私は別にどうこう言いよるわけじゃないですけど、

本店がどこにあるとかだけお尋ねしたわけですが、その関係はなかったですか。

○議長（牧永 護君） 久田副市長。

○副市長（久田 賢一君） 岸本組の関係ということでございますが、岸本組は、以前本店は佐賀

県にあったと思います。今回の倉元建設につきましては、県内の本店ということでいたしており

ます。
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○議長（牧永 護君） ほかに質疑はありませんか。豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 議案の９０号の中で、工事内容の中に完全ドライシステム方式

としてありますが、その具体的な内容について教えてください。

○議長（牧永 護君） 後藤学校給食センター長。

○学校給食センター長（後藤 剛君） 豊坂議員さんの質問にお答えします。

完全ドライ方式システムというのは、床をぬらさないと。洗ったものについては排水溝にその

まま入れて、床をぬらさないというのが完全ドライ方式システムでございます。

それと、平成２２年４月１日から、学校給食法並びに学校給食衛生管理基準が改正されまして、

食中毒、Ｏ─１５７、ノロウイルス等の対策が厳しくなっております。そのために、今までの給

食センターは１フロアでありましたけれども、今回、仕切りを全部しまして、検収室と下処理室、

それから調理室、それから配送室というような形でその給食センターを区切ってやるようにして

おります。

以上です。

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 約２億５,０００万円ぐらいの工事ですが、この中で工事内容

がほかの契約内容について乏しいような感じがしますから、ドライ方式の中に今の検収室とかあ

るいは配送室というのは、これは建物の中ですから一番最初の建物本体の中に入ってくると思い

ますが、９０号だけの工事内容について、もう少し具体的な内容を御説明をお願いします。

○議長（牧永 護君） 後藤学校給食センター長。

○学校給食センター長（後藤 剛君） 一応９０号の調理室の、先ほど次長も説明しましたと思

いますが、厨房機器の、まずこの図面の厨房機器の配置図なんですけれども、こちら左側から、

食材検収室、それから食肉検収室、米庫、準備室、それから食品庫、それから仕分室という形で

一区切りをいたしております。

２番目に、野菜類下処理室と魚肉類下処理室、それから卵処理室というふうに、左から２番目

を分けております。それから、３番目に、ちょうど中央部に丸い図面があると思いますが、切さ

い作業所という形でちょっと字は書いてあるかと思いますが、そこに調理室、炊飯室、和え物室、

特食コーナーという形で分けておりますが、まず中央の一番食事をつくるところですから、回転

がま８基という形で書いておりますが、これは３００リッターを４基と２００リッターを４基つ

けております。それが３番目の区切りです。コンテナプールのところと配送前室、それから回収

洗浄前室、洗浄室には洗浄器、これは食器洗浄器なんですけれども、一応茶わん、トレイ、全部

今回しておりますので、洗浄器、それから消毒保管庫、これは配送するコンテナもあるわけです

が、これも一応洗浄して、そして消毒保管をするという消毒保管機等もございます。
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大きいものはそれなんですけれども、食品を１時間ちょっとで３,２００食つくるということ

で、揚げ物あたりにつきましてもコンビネーションオーブンとかそういう機械も入れてはおりま

す。

以上です。

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） もう少し短くお願いします。備品関係が多いということだけ言

えばそれでいいわけですから。部屋は全部建物でできるはずです。ですから、あとは食缶とかコ

ンテナとか、これは今現有のものを使うかどうか、その点も全部やりかえるかどうか、そういう

点だけで、余り長く、１分以内でいいです。

○議長（牧永 護君） 後藤学校給食センター長。

○学校給食センター長（後藤 剛君） 今まで食器を載せるトレイ、こういうものは各学校の備

品なりしておりましたけれども、衛生上の見地から、今回全部やりかえと、食器につきましては

全部やりかえるというとこで今のところ計画を入れております。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑はありませんか。音嶋正吾議員。

○議員（３番 音嶋 正吾君） 議案第８８号についてお尋ねをいたします。

先ほど同僚議員から質問がございましたが、次ページの説明資料によりますと、現在、建築業

者で本社を壱岐市に置いておる業者がほかはすべてであります。倉元建設さんはもともと本社は

壱岐に置いておられました。それで、いつから本店を長崎に移され、そして壱岐支店としての実

績がどれぐらいあるのか、やはり基本的な考え方をお尋ねいたしたいんです。これに、仮に壱岐

市にほかに類似する長崎県内に本社を置く会社があると。今後の方向性と位置づけをお尋ねをし

たい。指名委員会としての考え方の基本を私はお尋ねをしたい。

以上。

○議長（牧永 護君） 久田副市長。

○副市長（久田 賢一君） 倉元建設さんが本店を長崎に移されましたのはたしか８月、ちょっと

時期がはっきり、８月だったと思います。それで、それまでずっと壱岐のほうにおいても倉元建

設で工事の実績を積まれております。そういうことで、長崎のほうへ本店は移されましたけれど

も、以前の倉元建設の実績を考慮いたしまして、支店でも今回入札に参加をされていただいてお

ります。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 音嶋正吾議員。

○議員（３番 音嶋 正吾君） わかりました。そういうふうにきちっと明確に説明をされれば、

仮にほかの業者さんが県内に移されても壱岐市の支店として認めるというような統一見解として
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とっていいというわけですね。答弁。

○議長（牧永 護君） 久田副市長。

○副市長（久田 賢一君） 一応本店が長崎県内ということであれば、このような方向でいきたい

と思います。

○議長（牧永 護君） ほかに。呼子好議員。

○議員（２番 呼子 好君） 職員数についてお伺いします。現在、各給食センターが分散して

おりますが、そこに全体で何名いるのか、この新しい給食センターに何名雇用できるのか、その

点をお願いします。

○議長（牧永 護君） 後藤学校給食センター長。

○学校給食センター長（後藤 剛君） 呼子議員さんの質問にお答えいたします。

現在、給食センター調理員は正式には４０名います。これはこの調理員につきましては学校用

務給食会で採用をして、各調理場に配置をいたしております。今度の新センターでは３０名を予

定しております。運転手が８名と調理員が２１名、事務員１名を今のところ予定しておるところ

でございます。

以上です。

○議長（牧永 護君） 呼子好議員。

○議員（２番 呼子 好君） 原島も入れてですか、３０名。

○議長（牧永 護君） 後藤学校給食センター長。

○学校給食センター長（後藤 剛君） この数字には原島は入っておりません。

○議長（牧永 護君） 呼子好議員。

○議員（２番 呼子 好君） 何名の予定ですか。原島は。

○議長（牧永 護君） 後藤学校給食センター長。

○学校給食センター長（後藤 剛君） 原島につきましては２名を予定いたしております。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑はありませんか。久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） 先ほどの議案第８８号に関連してですけど、この契約の相手方の

住所といいますか、表示が勝本町本宮仲触になっていまして、株式会社倉元建設壱岐支店さんと

いうことで、本店を移したら本店の場所が法人格上として法務局に登記されるというケースが普

通ではないかと思っております。それが問題なければ私の知識不足ですけれども、そうすると、

例えば、この契約の相手方はその会社が住所上あるところになるのか、あるいは法務局上の登記

住所になるのか、そこの点だけお尋ねします。

○議長（牧永 護君） 久田副市長。

○副市長（久田 賢一君） 倉元建設さんにつきましては、支店で指名をいたしておりますので、
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支店との契約ということになります。本店も登記、支店もそれで登記をされております。今回の

指名は、壱岐支店での指名ということです。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。

お諮りします。議案第８８号壱岐市学校給食センター建築本体工事請負契約の締結についてか

ら議案第９０号壱岐市学校給食センター厨房機器設置工事請負契約の締結についてまで３件につ

いては、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、議案第８８号壱岐市学校給食センター

建築本体工事請負契約の締結についてから議案第９０号壱岐市学校給食センター厨房機器設置工

事請負契約の締結についてまで３件については委員会付託を省略することに決定しました。

これから、議案第８８号壱岐市学校給食センター建築本体工事請負契約の締結に対する討論を

行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これから議案第８８号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり

決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第８８号壱岐市学校給食センター建築本体

工事請負契約の締結については原案のとおり可決されました。

次に、議案第８９号壱岐市学校給食センター機械及び排水設備工事請負契約の締結について討

論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これから議案第８９号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり

決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第８９号壱岐市学校給食センター機械及び

排水設備工事請負契約の締結については原案のとおり可決されました。

次に、議案第９０号壱岐市学校給食センター厨房機器設置工事請負契約の締結について討論を
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行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これから議案第９０号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり

決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第９０号壱岐市学校給食センター厨房機器

設置工事請負契約の締結については原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第３４．諮問第１号

○議長（牧永 護君） 次に、日程第３４、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを議

題とします。

提案理由の説明を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について御説明いたします。

下記のものを人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。本日の提出

でございます。

住所、長崎県壱岐市石田町印通寺浦４２８番地、百﨑政子、昭和１７年２月１日生まれ。

提案理由でございますけれども、人権擁護委員百﨑政子氏が平成２２年１２月３１日をもって

任期満了となるので、引き続き同氏を候補者として推薦したく、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により議会の意見を求めるものでございます。

これは推薦後、法務大臣より委嘱をいただくために一定の期間が必要なため、今次定例会に諮

問するものでございます。

なお、百﨑氏の経歴につきましては別紙参考資料を御参照願います。どうぞよろしくお願いし

ます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。榊原伸議員。

○議員（１４番 榊原 伸君） この人権擁護の候補者として大体年でいうか生まれでいうかわ

かりませんけれども、何歳までが対象になるのかちょっと教えていただきたいと思います。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） 難しい御質問でございますけれども、年齢によって決めるということは

ないと思っております。やはりその職にふさわしい方と思っております。ただ、常識の範囲内で
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ございますけれども、年齢をいつまでというのは非常に答えにくい現状でございます。

○議長（牧永 護君） 榊原伸議員。

○議員（１４番 榊原 伸君） 保護司とか民生委員とはちょっと質が違うのかもわかりません

けれども、ある程度何歳までを推薦にします。推薦して期間が２年あったら７０になるから、

７０で次には推薦しませんとか、そういう規定がございますけれども、この人権擁護委員につい

てはそういうのはないということですか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） 申しわけございません。法令等を精査をさせていただきたいと思います

し、もしそれに載っていないようであれば、御指摘のように少し研究の時間をいただきたいと思

います。

○議長（牧永 護君） 榊原伸議員。

○議員（１４番 榊原 伸君） どこの団体でも問題になっております。高齢化になりましたの

で少し年齢を上げたほうが、参考までにいいかとは思いますけれども、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。

お諮りします。諮問第１号については、会議規則第３７条第２項の規定により委員会付託を省

略したいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、諮問第１号については委員会付託を省

略することに決定しました。

これから諮問第１号に対する討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、討論を終わり、これから諮問第１号人権擁護委員候補

者の推薦についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案はこれを了承すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について

は了承することに決定しました。

────────────・────・────────────

日程第３５．発議第５号
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○議長（牧永 護君） 次に、日程第３５、発議第５号離島の燃油にかかる税を減免とする法律

制定を求める意見書の提出についてを議題といたします。

提出議員の説明を求めます。豊坂敏文議員。

〔提出議員（豊坂 敏文君） 登壇〕

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 発議第５号、提出者、豊坂敏文、賛成者、町田光浩、瀬戸口和

幸。

離島の燃油にかかる税を免税とする法律制定を求める意見書の提出について、上記の議案を別

紙のとおり壱岐市議会会議規則第１４条の規定により提出をします。

離島の燃油にかかる税を免税とする法律制定を求める意見書（案）、本島を含む国境・外洋離

島における燃油価格は、長期間に亘り本土に比べ約２割程度割高となっている。島内の公共交通

機関は、路線バスが主であるが、交通ダイヤ及び所要時間等を考えた場合、通勤通学など移動を

伴う活動は自家用車に頼らざるを得ない。

また、生活を支える経済活動においても燃油の比重が高く、特に基幹産業である農漁業におい

ては、燃油の利用が非常に多い。このように、島民の生活は本土に比べ割高な燃油を利用するこ

とでしか成り立たない状況であり、社会活動・経済活動全てにおいて高いコストを強いられてき

た。

さらに、離島の平均所得は本土に比べ約３割程度低く、安定した生活の維持がより困難な状況

にあると言わざるを得ない。生活の厳しさはもはや待ったなしである。

人口流出や過疎化の進行はもはやとどまる兆しも見えず深刻で、本土との経済的格差の広がり

は島民生活の疲弊に拍車をかけるものである。

よって、国におかれては、本土との生活格差是正のため、適切な政策の実施を強く求めるもの

であり、離島における住民の生活の安定と産業の振興を図り、自発的かつ持続的に発展できるよ

う、国境・外洋離島の燃油にかかる免税措置を早急に法制化されるように求めるものである。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書の提出をする。

提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、総務大臣、経済産業大臣、

農林水産大臣、長崎県知事、８名でございます。

○議長（牧永 護君） これから発議第５号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。

〔提出議員（豊坂 敏文君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） お諮りします。発議第５号については、会議規則第３７条第２項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、発議第５号離島の燃油にかかる税を免

税とする法律制定を求める意見書の提出については委員会付託を省略することに決定しました。

これから討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、討論を終わります。

採決します。この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、発議第５号離島の燃油にかかる税を免税とする

法律制定を求める意見書の提出については原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第３６．委員会閉会中の継続審査及び継続調査申し出の件

○議長（牧永 護君） 次に、日程第３６、委員会閉会中の継続審査及び継続調査の申し出の件

を議題とします。

議会運営委員長、総務文教常任委員長、厚生常任委員長、産業建設常任委員長から、委員会の

調査中の事件について、会議規則第１０４条の規定により、お手元に配付のとおり閉会中の継続

審査及び継続調査の申し出があります。

お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、委員会閉会中の継続審査及び継続調査をする

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり委員会閉

会中の継続審査及び継続調査をすることに決定しました。

────────────・────・────────────

日程第３７．議員派遣の件

○議長（牧永 護君） 次に、日程第３７、議員派遣の件を議題とします。

会議規則第１５９条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派遣したいと思います。これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、議員派遣については可決されました。

お諮りします。今定例会において議決されました案件について、その条項、字句、数字その他

整理を要するものにつきましては、会議規則第４３条の規定によりその整理を議長に委任された
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いと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らうことに決定しま

した。

以上で、本日の日程は終了いたしました。

ここで、市長から発言の申し出があっておりますので、これを許します。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 議会閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。

去る９月２日から本日まで、２０日間にわたり、本会議並びに委員会を通じまして慎重審議を

賜り、全議案について可決、認定をいただき、まことにありがとうございました。

衷心より敬意と感謝の意を表しますとともに、今会期中に賜りました御意見等につきましては

十分尊重し、市政運営に当たる所存でございます。今後とも御指導御鞭撻を賜りますようお願い

申し上げます。

さて、既に市民皆様あてに御通知をさせていただいておりますが、９月２５日から１０月

２２日までの間で、各小学校区単位の１８地区で市政懇談会を開催することといたしました。こ

れは市民皆様に現在の市の取り組みや懸案事項等について御説明し、理解を深めていただくとと

もに、市民皆様の生の声をお聞きし、市政に反映させるため実施するものでございます。市民皆

様多数の御参加をお願いするものでございます。

次に、去る９月１０日、九州郵船株式会社から、創立９０周年を記念し、本市の社会福祉向上

にという趣旨で御寄附をいただいたところでございます。九州郵船株式会社におかれましては、

これまで長きにわたり市民の足として御尽力いただいているところでございまして、これまでの

御尽力に対し深く感謝申し上げますとともに、御社の発展を心から願うものであります。

航路につきましては多くの課題を有し、これまでもその改善に向けて誠心誠意取り組んでまい

りましたが、今後も関係機関と連携し、離島住民の生活、また産業、経済活性化の生命線であり

ますところの離島航路の改善について精いっぱい取り組んでまいりますので、なお一層の御協力

を賜りますようお願いするものでございます。

日中はまだまだ暑い日が続いておりますが、朝夕は次第に涼しくなり、秋の気配が感じられる

ようになってまいりました。議員皆様におかれましては、御健勝にてより一層御活躍されますこ

とを心からお祈り申し上げまして、閉会のごあいさつといたします。大変お疲れさまでございま

した。ありがとうございました。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

────────────・────・────────────
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○議長（牧永 護君） 以上をもちまして、平成２２年壱岐市議会第３回定例会を閉会いたしま

す。大変お疲れさまでした。

午前11時43分閉会

──────────────────────────────
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。

平成 年 月 日

議 長 牧永 護

署名議員 市山 和幸

署名議員 田原 輝男
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閉会中継続審査 申出書

委員会名 事 件 及び 理 由

厚生常任委員会
事件 請願１号 壱岐市立病院に関する請願

理由 更に慎重な審査を必要とするため

閉会中継続調査 申出書

委員会名 事 件

議会運営委員会
事件 ・本会議の会期日程等、議会の運営に関する事項

期限 ・次期定例会招集日前日まで

総務文教

常任委員会

事件 ・政策企画課、総務課、財政課、管財課の各所管に関する

調査

・税務課の所管に関する調査

・消防本部の所管に関する調査

・教育委員会の所管に関する調査

厚生常任委員会

事件 ・市民福祉課、保護課の所管に関する調査

・健康保健課、環境衛生課の所管に関する調査

・壱岐市民病院及びかたばる病院の所管に関する調査

産業建設

常任委員会

事件 ・観光商工課、農林課、水産課の所管に関する調査

・建設課、水道課の所管に関する調査

議 員 派 遣 に つ い て

平成２２年９月２１日

壱岐市議会議長 牧永 護

次のとおり議員を派遣する。

１．第２２回全国消防操法大会

（１）目 的 出場選手応援

（２）派遣場所 愛知県蒲郡市

（３）期 間 平成２２年１１月１１日～１３日（２泊３日）

（４）派遣議員 町田光浩、深見義輝、町田正一


